
資料 ２

独立行政法人の業務の実績に関する評価結果について

１ 評価の仕組み

（１）独立行政法人の各事業年度の業務の実績に関する評価は、独

立行政法人通則法第３２条に基づいて実施することとされてい

る。

（２）平成１５事業年度の業務の実績に関する評価は、農林水産省

独立行政法人評価委員会の分科会において行われ、８月３０日

に各独立行政法人及び総務省政策評価・独立行政法人評価委員

会に対し通知されたところであり、その概要は以下のとおり。

２ 研究独法の評価結果

（１）農業技術分科会

農業・生物系特定産業技術研究機構等農業関係の６つの研究独

法の総合評価結果については、いずれもＡ（計画に対して業務が

順調に進捗している）と評価された。

特に、高病原性鳥インフルエンザやダイオキシン、カドミウム

等、国民生活への影響が大きく緊急対応が求められる研究領域に

着実かつ機動的に対応されていることに高い評価を受けた。

しかし、管理運営に関し各独法共通の問題として、成果とコス

トの関係を分析し、管理をより一層高度化していくことを改善事

項として指摘された。

、 、なお 平成１５年度は中期目標期間の中間年にあたることから

併せて過去３カ年の業務達成状況についても点検を行った。

総じて独法化により、トップマネジメント機能が発揮されるよ

うになり、各独法の特色を生かした運営が行われていることに高

い評価がされ、ミッションに対応して目標が達成されているとの

評価を受けたが、数独法に対し資金・人員等の重点配分をより進

めるべきとの指摘がなされた。



研究関係独立行政法人の業務実績の評価結果の概要 
  

 法人名  総合評価  成果として認めた主な事項 主な改善すべき事項 

 農業・生物系 
 特定産業技術 
 研究機構 

 Ａ  ○ 研究開発については、重点的 
 な資源配分に基づき総じて実績 
 が上げられている。特に、「高 
 病原性鳥インフルエンザ」につ 
 いては、迅速な病性鑑定を実施 
 する等、感染拡大の防止に貢献 
 した。また、「平成15年の冷害」 
 については、水稲冷害早期警戒 
 システムによる警戒情報を提供 
 し、甚大な被害の回避に寄与し 
 た。 
 
 ○ 理事長のリーダーシップのも 
 とに、「作物ゲノム育種センタ 
 ー」を設置し、ゲノム研究の成 
 果を活用した作物ゲノム育種研 
 究の強化を行った。 

○ 旧農業技術研究機構と旧生物 
系特定産業技術研究推進機構の 
統合については、各業務の連携 
を強め、新研究機構の総合力の 
向上が得られるような取り組み 
の強化が必要である。 
 
○ 民間研究促進業務では、融資 
事業の見直しを着実に進めるこ 
とが望まれる。 

 農業生物資源 
 研究所 

 Ａ  ○ 国内外におけるイネゲノム研 
 究のネットワークを構築し、イ 
 ネゲノム研究の核になることを 
 目指して「イネ研究１０年計画」 
 をとりまとめた。 
 
 ○  遺伝子組換え研究推進室を設 
 置して、国民の遺伝子組換え技 
 術に対する理解に努めた。 

○ 昆虫・動物生命科学研究部門 
と植物生命科学研究部門に大別 
される部門内及び部門間を越え 
た研究の連携のさらなる推進を 
図ること。 
 
○  受託研究費が当初予算を大幅 
に下回っており、原因等を解析 
し、対策を明らかにすること。 

 農業環境技術 
 研究所 

 Ａ  ○  農業分野におけるダイオキシ 
 ン、カドミウム等有害物質のリ 
 スク評価、遺伝子組換え作物の 
 環境影響評価研究等において 
 は、国内随一の研究機関となっ 
 ている。 
 
 ○  研究助手制度を制定し、雇用 
 したポスドク等を中期計画達成 
 に向け重点的に配置し、業務の 
 効率化を図っている。 

○ カドミウムの規制値設定等、 
研究成果が行政施策に反映され 
るよう努力するとともに、国民 
ニーズに対していかに貢献でき 
たかという視点から、その成果 
を分かり易くアピールすること 
が重要である。 
 
○ 研究成果の受け渡し先に関し 
て、行政や研究機関のみならず 
国民ニーズを意識し、広報体制 
の一層の強化が重要である。 

 

 農業工学研究 
 所 

 Ａ  ○  ロックフィルダムの新しい圧 
 密解析手法など、国民及び行政 
 のニーズに応える実践的な研究 
 成果が得られている。 

○ 管理事務経費の削減に一層努 
力し、削減効果を具体的な実績 
として示すことが必要である。 
 
○ 研究成果を政策提言につなげ 

 



   ○  多面的機能評価の研究や防災 
 関連の研究は、農工研のパイオ 
 ニア的領域となってきている。 

る一層の努力、さらには、農業 
農村整備に関する政策科学的な 
研究に取り組むことが重要であ 
る。 

 食品総合研究 
 所 

 Ａ  ○ 論文や特許数については、計 
 画をかなり上回っており評価で 
 きる。 
 
 ○  食品の安全性等の重点領域を 
 設定しての資金配分等の点は評 
 価できる。 

○  業務が効率的に運営されてい 
る実態をより分かり易く明示す 
ることが必要である。 
 
○  国民から研究の強化が求めら 
れている食の安全・安心等の研 
究領域に対応した組織の一層の 
体制強化を継続することが必要 
である。 

 国際農林水産 
 業研究センタ 
 ー 

 Ａ  ○  アフリカでの共同研究の開始 
 は、我が国のこれからの国際的 
 農業研究の方向に沿っており、 
 時宜を得ている。 
 
 ○ 現地からの外部有識者も含め 
 て国際プロジェクトを評価した 
 点で、より客観性が達成された 
 と高く評価できる。 

○  国際プロジェクトや、個々の 
課題の間では成果に格差も見ら 
れており、テーマや実施体制の 
検討が必要である。 
 
○ 海外活動が主であるため、JIR 
CASの活動を、国民にわかりや 
すく説明しアピールする工夫が 
求められる。 

 森林総合研究 
 所 

 Ａ  ○ 研究戦略会議が活躍してお 
  り、外部資金への応募が積極的 
  であった。 
 
 ○ 法人が蓄積する成果の提供、 
  研究ニーズ把握の機会である講 
  習等について積極的に対応され 
  ていた。 

○ 業務プロセス及び具体的な効 
果の分析や見直しを行い、継続 
的な改善努力をすること。 
 
○ 引き続き社会や現場のニーズ 
 を的確に捉えるよう惜しみない 
 努力を注ぐこと。 

 

 水産総合研究 
 センター 

 Ａ  ○ 業務の運営・管理について、 
 ３法人の統合に際し、管理事務 
 部門の効率化を図り、総合企画 
 室を設置し戦略的・中長期的な 
 企画立案機能及び内部監査体制 
 を強化する等積極的な取り組み 
 が評価された。 
 
 ○ シラスウナギの人工生産等の 
 研究成果及びコイヘルペス病や 
 大型クラゲ問題等の突発的な事 
 態への迅速かつ的確な対応が高 
 く評価された。 

○ 論文発表が目標値を若干下回 
っており、組織だった研究進行 
の管理を行うなど、研究業績が 
あげやすい環境作りが必要であ 
る。 

 

 
 備考：総合評価は、ＡＢＣの３段階評価である。 
 

過去３カ年の業務達成状況 
 



 
 法人名  成果として認めた主な事項 主な改善すべき事項 

 農業・生物系 
 特定産業技術 
 研究機構 

 ○ 規模が大きく、かつ多様な業務内 
 容をもつ組織ではあるが、研究現場 
 を尊重しつつ、理事長指揮下の機能 
 的な本部体制を基に合理的な運営が 
 なされた。特に、５つの研究開発タ 
 ーゲットの選定による重点的な研究 
 推進、バーチャルな組織の設置等研 
 究ニーズに対する機動的な対応を実 
 施し、独法の機能を活かした運営が 
 行われた。 

○ 内部研究所間の連携や他独法との共 
同による農業研究全体を視野においた 
取り組みの強化が期待される。 

 農業生物資源 
 研究所 

 ○ イネゲノム塩基配列解析ではリー 
 ダーとして、国際協力によるプロジ 
 ェクトを推進し、得られた情報を広 
 く公開して、国内外の植物科学研究 
 の推進に大きく貢献した。 

○ 費用対効果の視点も入れて、研究進 
行管理を行うことが必要である。 

 農業環境技術 
 研究所 

 ○ ダイオキシン問題や放射性物質関 
 連施設の事故等に対して、農作物の 
 安全性の保証と消費者の不安回避に 
 対し大きく貢献した。 

○ 研究所のミッションに対して、重み 
付けを行い、資源の適切な配分を行い 
つつ、緊急に解決すべき問題に対して 
適切に対処することが必要である。 

 農業工学研究 
 所 

 ○ 多面的機能の解明・評価等で学界 
 をリードする着実な研究成果が得ら 
 れたほか、農業工学分野をはじめと 
 する３分野が融合し、『農村社会工学』 
 という新しい研究ジャンルを確立し 
 つつある。 

○ 資源配分（特に人的資源）にあたっ 
ては、ミッションや研究ニーズに基づ 
いた重点的配分を行うことが重要であ 
る。 

 食品総合研究 
 所 

 ○ 食品の安全・安心、表示、品質保 
 証等と、将来に向けた研究である生 
 物機能の高度利用等をバランスさせ、 
 かつアクリルアミド等の緊急課題に 
 も迅速・的確に対応し社会的混乱を 
 未然に防止した。 

○ 食品産業のシーズとなるような研究 
は今後も精力的に継続する必要がある 
一方、こうした成果を産業化に結びつ 
け、アウトカムとして食生活向上に役 
立てるよう努力することが必要であ 
る。 

 国際農林水産 
 業研究センタ 
 ー 

 ○ 乾燥等の環境ストレス耐性を持つ 
 植物の開発は、砂漠、凍土、塩害地 
 など耕作不適地の増大に対して作物 
 生産をするための大きな成果である 
 とともに、オニテナガエビ培養技術 
 の改良と、現地での普及により、ベ 
 トナムでの稚エビの生産が大幅に増 
 大したことも重要である。 

○ JIRCAS自身の研究重点化と連動させ 
た共同研究・連携の重点化が重要であ 
り、評価システムを活用し、目的に沿 
って人員配置を行うこと等が必要であ 
る。 

 

 
 
 



（参考１） 
 
農林水産省独立行政法人評価委員会各分科会評価とりまとめ経緯 

 
 
１．農業技術分科会 
  ○３月２４日  平成15年度第５回農業技術分科会 
                  ・評価基準の改正 
          ・中間年の業務達成状況の点検実施決定 等 
  ○６月１日～７月５日  委員・専門委員による書面評価 
 ○６月１０日～２９日 第１回各独法担当部会 
          ・各独法理事長からの運営方針及び業務実績
等の説明、質疑、調査 
 ○８月３日～９日 第２回各独法担当部会 
          ・評価結果（案）の検討 等 
 ○８月２０日 平成16年度第１回農業技術分科会 
          ・平成１５事業年度の業務の実績に関する評
価結果の決定 
 
 
２．林野分科会 
 ○６月２９日 第１７回林野分科会 
        ・各独法の理事長から平成１５事業年度の業務実
績の概要について、報告、審議 
 ○７月下旬  ワーキングチーム 
  ・平成１５事業年度の業務実績の評価作業を実施 
 ○８月１８日 第１８回林野分科会 
        ・平成１５事業年度の業務の実績に関する評価結
果の決定 
 
 
３．水産分科会 
  ○５月２０日 第１２回水産分科会   
          ・評価作業の進め方の決定 
  ○６月 １日  委員・専門委員による書面評価 
  ○７月 ９日 第１３回水産分科会 
         ・各独法理事長から平成１５事業年度における
          業務実績等の概要説明 
 ○８月２４日 第１４回水産分科会 
         ・平成１５事業年度の業務の実績に関する評価
結果の決定 



（参考２） 
独立行政法人制度の概要 

 
 
１．対象となる業務等 
 
  国民生活の安定等の公共上の見地から確実に実施される必要があり、民間に委ね

た場合には必ずしも実施されないおそれがある事務・事業を、効率的かつ効果的に行

わせるための主体が「独立行政法人」 
 
２．独立行政法人制度の基本 
 
（１）所管大臣の監督、関与を制限し、法人自体の自律性、効率性を発揮 
（２）事前関与から事後チェック型に転換 
（３）業務執行 

 ①所管大臣は、独立行政法人の業務に関する「中期目標」（３～５年）を設定 
 ②独立行政法人は、中期目標を達成するための「中期計画」（所管大臣の認可）

を作成 
 ③独立行政法人は、「年度計画」（所管大臣の確認）を作成し、業務執行 

（４）評価 
 ①業務の実施状況については、各省に置かれる独立行政法人評価委員会が評価 
 ②所管大臣は、中期目標の期間の終了時において、組織及び業務の全般にわたる

検討を行い、所要の措置を講ずる 
 
３．組織、定員 
 
（１）内部組織 
  独立行政法人の長が決定し、所管大臣に報告 
（２）定員 
  行政機関の職員の定員に関する法律（総定員法）の対象外 
 
４．財務、会計 
 
（１）法人の事業運営のため、国は運営費交付金（渡し切りの交付金）を交付 
（２）施設整備に係る経費として、施設費等補助金を交付 
（３）国は、法人を一受託者として委託金を支払うことを妨げない 
 
５．職員の身分 
 
（１）農林水産省所管の研究独法はすべて役職員に国家公務員の身分を与えるタイプ 
（２）役員は特別職、職員は一般職 
（３）公務員型独法の職員については、国家公務員法が適用されるが、一部適用除外

（職階制、給与等に係る規定）あり 
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人
に
対
し
、
業
務
運
営
の
改

善
そ
の
他
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

評
価
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
通
知
に
係
る
事
項
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
通
知
に
係
る
事
項
及
び
そ
の
勧
告
の
内
容
）
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

審
議
会
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
評
価
委
員
会
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。 

  
 

 
 

 

（ 

以
下
略 

） 



農林水産省独立行政法人評価委員会農業技術分科会委員名簿  
 
 
 
委員（８名） 
 

か じ か わ

梶 川  
とおる

融    太陽監査法人代表社員 
◎ 

こ ば や し

小 林 
ま さ ひ こ

正 彦  東京大学大学院農学生命科学研究科教授 
○ 

さ と う

佐 藤 
よ う へ い

洋 平   東京大学大学院農学生命科学研究科教授 
た か は し

髙 橋  
かおる

馨      栃木県農業試験場長 
な か む ら

中 村 
ゆ う ぞ う

祐 三  全国農業協同組合中央会常務理事 
は た え

畑 江 
け い こ

敬 子  お茶の水女子大学大学院人間文化研究科教授 
や ま の い

山野井 
あ き お

昭 雄  味の素（株）技術特別顧問 
や ま も と

山 本 
か ず こ

和 子    フリージャーナリスト 
 
 
専門委員（10名） 
 

あ べ

阿 部 
け い こ

啓 子  東京大学大学院農学生命科学研究科教授 
お お か わ

大 川 
ひ で お

秀 郎  神戸大学遺伝子実験センター教授 
か め お か

亀 岡 
た か は る

孝 治    三重大学生物資源学部教授 
な が き

永 木 
ま さ か ず

正 和  筑波大学農林学系教授 
な か む ら

中 村 
り ょ う た

良 太  日本大学生物資源科学部教授 
に し ざ わ

西 澤 
な お こ

直 子  東京大学大学院農学生命科学研究科教授 
 

はら

原  
よ う の す け

洋之介  東京大学大学院情報学環教授 
や ざ わ

矢 澤  
すすむ

進    京都大学大学院農学研究科教授 
や の

矢 野 
ひ で お

秀 雄  京都大学大学院農学研究科教授 
や ま も と

山 元 
だ い す け

大 輔  早稲田大学理工学部教授 
 
                          （五十音順、敬称略） 
◎…分科会長 
○…分科会長代理 



農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会委員名簿  
 
 
 
委員（７名） 
 

あ り ま

有 馬 
た か の り

孝   東京大学大学院農学生命科学研究科教授 
い は ら

井 原 
し ゅ ん い ち

俊 一    （財）森林文化協会編集長 
◎ 

こ の ひ ら

木 平 
ゆ う き ち

勇 吉  日本大学生物資源科学部教授 
こ ば や し

小 林 
ま り

麻 理  東京富士大学経営学部教授 
○ 

は や み

速 水  
とおる

亨    （社）日本林業経営者協会副会長 
み や ぎ

宮 城 
み ち こ

道 子  十文字学園女子大学社会情報学部助教授 
 

めぐみ

惠   
さ ゆ り

小百合
 
  江戸川大学社会学部教授 

 
 
専門委員（７名） 
 

い で

井 出 
ゆ う じ

雄 二  東京大学大学院農学生命科学研究科教授 
お か だ

岡 田 
し ゅ う じ

秀 二    岩手大学農学部教授 
さ か い

酒 井 
ひ で お

秀 夫  東京大学大学院農学生命科学研究科教授 
つ か も と

塚 本 
あ い こ

愛 子  レディースネットワーク２１会長 
ふ る た

古 田 
き み と

公 人  東京大学大学院農学生命科学研究科教授 
ま つ だ

松 田 
そ の こ

苑 子    淑徳大学社会学部教授 
よ こ ぼ り

横 堀  
まこと

誠    茨城県林業技術センター研究調整監兼森林環境部長 
 
 
                          （五十音順、敬称略） 
◎…分科会長 
○…分科会長代理 



農林水産省独立行政法人評価委員会水産分科会委員名簿  
 
 
 
委員（６名） 
 

あ い だ

会 田 
か ず お

一 雄  慶應義塾大学総合政策学部教授 
◎ 

お の

小 野 
せいいちろう

征一郎  近畿大学農学部教授 
し ら き は ら

白木原 
く に お

國 雄  東京大学海洋研究所海洋生物資源部門教授 
○ 

ど い

土 井 
ぜ ん じ ろ う

全二郎   日本海洋調査会代表 
に し む ら

西 村  
はじめ

肇    （社）大日本水産会常務理事 
よ し た け

吉 武 
ま さ こ

雅 子  神奈川大学法学部講師 
 
 
専門委員（７名） 
 

あ ら い

荒 井 
の ぶ あ き

修 亮    京都大学大学院情報学研究科助教授 
い わ た

岩 田 
み つ ま さ

光 正  東京都水産試験場長 
う え だ

上 田  
ひろし

宏    北海道大学北方生物圏フィールド科学センター教授 
 

しま

島  
ひ で の り

秀 典  鹿児島大学水産学部教授 
ま ぶ ち

馬 渕 
ま さ ひ ろ

正 裕  北海道立中央水産試験場総括水産業専門技術員 
や す だ

安 田 
い ち ろ う

一 郎  東京大学大学院理学系研究科助教授 
や す な り

安 成 
な ぎ こ

梛 子  （株）水産経済新聞社代表取締役社長 
                          （五十音順、敬称略） 
◎…分科会長 
○…分科会長代理 
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独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の平成１５年度に係る業務の実績に関

する評価結果 
                                  農林水産省独立行政法人評価委員会農業技術分科会 
 
１ 総合評価 
（１）評価ランク Ａ 
（２）評価に至った理由 
  「Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」、法人の主要な業

務である研究開発を含む「Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に

関する目標を達成するためとるべき措置」、「Ⅴ 重要な財産を譲渡し、または担保に供

しようとするときは、その計画」、「Ⅵ 剰余金の使途」及び「Ⅶ その他農林水産省令

で定める業務運営に関する事項」が中期計画の達成に向けて順調に進捗しているので、「Ⅲ

 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画」については取り組みがやや

不十分であったが、全体として業務は順調に進捗していると判断し、Ａと評価した。 
（３）総合所見 
  独立行政法人農業技術研究機構は、平成15年10月に民間研究支援を行う生物系特定産業技

術研究推進機構と統合し、新たに独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構として

以下の業務に取り組むこととなった。すなわち、平成13年4月の独立行政法人化以降実施し

てきた①土地利用型農業、園芸及び畜産分野を中心とした専門研究、②各地域での総合的

な研究による農業現場での実用化に向けた技術開発、③安全性の確保に配慮しつつ先端研

究の成果を活用した革新的な技術開発、に併せ、④生物系特定産業技術に関する試験研究

に必要な資金の出資・貸付等、⑤農業機械の開発改良等に関する試験研究及び検査、を総

合的かつ効率的に行ない、我が国の農業技術及び生物系特定産業技術の向上・高度化を図

ることが求められている。 
  平成15年度は、統合に伴う多くの問題点を克服し、その利点を生かしつつ、業務全般の効

率化を一層進めることが期待された。このような観点から、平成15年度の業務の実績につ

いて調査・分析し、評価した結果は以下のとおりである。 
  ◯ 主要な業務である研究開発については、「地域農業の先進的展開を支える技術開発」

など５つの研究開発ターゲットを適切に選定し、予算及び研究者の約6割を投入することに

より、効果的な研究の推進が図られた。業務は順調に進捗しており、研究成果も総じて実

績があげられていると判断する。特に、緊急に生じた「高病原性鳥インフルエンザ」につ

いては、迅速に病性鑑定を実施し、分離ウィルスがH5N1亜型であることを判定する等、感

染拡大の防止に貢献した。また「平成15年の冷害」についても、水稲冷害早期警戒システ

ムにより警戒情報を提供し、120万件を超えるアクセスを得る等広く活用され、甚大な被害

の回避に寄与した。こうした社会的な貢献は高く評価される。今後は、消費者や加工・流

通面との関わりを重視した研究やバイオマス等、資源循環に係る研究の一層の推進、食の

安全に関する研究のさらなる進展が期待される。 
   生物系特定産業技術に関する試験研究に必要な資金の出資・貸付・基礎的な試験研

究に対する競争的資金の提供については、業務は順調に進捗しているが、民間研究促進業

務では融資事業の見直しを着実に進めることが望まれる。 



 ◯ 管理・運営面については業務は順調に進捗している。理事長のリーダーシップのも

とに、ゲノム研究の成果を活用した作物ゲノム育種研究の強化のため、「作物ゲノム育種

センター」が設置された点は高く評価される。競争的資金の獲得については、成果が着実

に上がっており評価できるが、外部資金のさらなる導入に向けた取り組みが期待される。

今後は、研究支援部門（現業業務部門及び総務部門）については、一層の効率化の検討を

進める必要がある。特に、旧農業技術研究機構と旧生物系特定産業技術研究推進機構の統

合については、各業務の連携を強め、新研究機構の総合力の向上が得られるような取り組

みの強化が必要である。また、民間、大学、公立試験研究機関との研究交流の一層の活発

化と、実効性ある産学官連携の推進に向けた取り組みの強化が望まれる。 
 ○ 財務運営については、経費節減に向けた取り組みや、資金の重点的配分と緊急事態

に即応した機動的な措置は評価されるが、会計検査院の平成14年度決算検査報告において

一部不適正な経理処理が指摘されたことを踏まえ、経理体制および内部監査体制の強化等1
5年度に実施された対応に合わせて一層の取り組みが必要である。           

          
 
２ 各大項目ごとの評価 
 Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
  ①評価ランク Ａ 
    ②評価に至った理由及び所見 

 評価・点検の実施、研究資源の効率的利用、研究支援の効率化・高度化、連携・協

力の促進、管理事務業務の効率化、職員の資質向上、のいずれも創意工夫が認められ、

業務運営の効率化は順調に進捗していると判断し、Ａと評価した。農業技術研究業務

においては、確立されたシステムによる評価が実施され、業務運営に反映されている。 
その他の業務については、それぞれ順調に実施されている。競争的資金の獲得につい

ては成果が着実に上がっているが、今後とも外部資金のさらなる導入に向けた取り組

みが期待される。オープンラボを含め共同利用可能な施設・機械などの積極的な有効

利用、起業化の支援やコーディネート機能の充実を図り、より実効性のある産学官の

連携推進に結びつける必要がある。組織統合に伴う一体的運営については、大組織と

しての強みを生かし、内部の連携強化に向けた体制の整備等により、実効ある取り組

みを行う必要がある。 
      項目ごとの所見は以下のとおりである。 
  
    『１ 評価・点検の実施』 

（農業技術研究業務） 確立されたシステムにより的確な自己点検・評価がなされ、

作物ゲノム育種センター設立等、機動的な組織運営や予算の重点配分に反映されてい

る。研究職員の業績評価についても、研究職員の昇格審査に当たっての参考資料とし

たほか、研究管理職員については、勤勉手当てに反映する制度を新設した点は評価さ

れる。 
（農業機械化促進業務） 業績評価の試行が実施されており、16年度は着実に本格実

施を行う必要がある。 



（民間研究促進業務、基礎的研究業務） 課題の評価についてはそれぞれ順調に実施

されており、評価業務の一層の充実と的確な運用が期待される。 
 

『２ 研究資源の効率的利用』 
（農業技術研究業務、農業機械化促進業務） 競争的資金の確保については、獲得件

数、獲得金額とも増加したことは評価できるが、今後とも外部資金のさらなる導入に

向けた取り組みが期待される。理事長のリーダーシップに基づき、機動的な組織運営

や予算の重点配分が行われたほか、「高病原性鳥インフルエンザ」等緊急の課題に対

する予算の追加配分がなされ、感染の拡大防止に係る病性鑑定や研究に活用される等、

研究資源の配分は的確かつ有効に行われている。施設設備については、オープンラボ

を含めて共同利用可能な施設や機械の積極的な有効利用の促進に向けた取り組みを強

化すべきである。 
 
  『３ 研究支援の効率化及び充実・高度化』 

（農業技術研究業務） 総務関係事務の効率化を図り、各研究所の企画調整部や機構

本部統括部等への人員の重点配置が行われ、知的財産や産学官連携の推進に係る業務

等、研究支援業務の充実、高度化を図られた点は評価される。今後は、さらに長期的

な視野からの検討を踏まえた整備をすすめる必要がある。 
（基礎的研究業務） プログラムオフィサーの役割を担う研究リーダー14名が配置さ

れ、競争的資金により実施される研究課題の質の確保が図られた点は評価される。 
 
  『４ 連携、協力の促進』 

（農業技術研究業務、農業機械化促進業務） 共同研究、協定研究の実施等、産学官

の連携、協力に向けた取り組みが積極的に行われた。今後は、起業化の支援やコーデ

ィネート機能の充実を通じ、さらに実効性のある産学官の連携を推進するとともに、

その成果を広くアピールしていく必要がある。 
 
  『５ 管理事務業務の効率化』 

（農業技術研究業務、農業機械化促進業務、民間研究促進業務、基礎的研究業務）  
  研究支援部門（現業業務部門及び総務部門）については、一層の効率化の検討を進め

るとともに、情報共有化システムの整備など事務処理の簡素化、迅速化など効率的運

営の推進を図ることが必要である。また、組織の統合に伴う一体的運営については、

農業技術研究業務における各センター・研究所と農業機械化促進業務との研究推進に

おける連携体制の整備等、一体的運営に向けた実効ある取り組みを行う必要がある。 
 
  『６ 職員の資質向上』 
  （農業技術研究業務、農業機械化促進業務、民間研究促進業務、基礎的研究業務） 

 各業務において、専門的な技能研修に多数参加させており、資格習得の支援に努め

られているが、なお、恒常的な取り組みが期待される。 
 



 Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 
  ①評価ランク Ａ 
    ②評価に至った理由及び所見 

 昨年度に続き、５つの研究開発ターゲットを掲げ、重点的な取り組みにより、研究

の推進が図られた。自給率向上や耕畜連携等、政策に係る研究やトレーサビリティー

等情報関連研究、バイオマス関連研究、畜産用機械の開発において進展がみられ、全

体として業務は順調に進捗している。とくに「高病原性鳥インフルエンザ」について

は、迅速に病性鑑定を実施し、感染拡大の防止に貢献した点は評価される。また、科

学技術振興調整費による「高病原性鳥インフルエンザ対策に関する緊急調査研究」の

中核研究機関として、文部科学省、厚生労働省、環境省の各研究機関と連携した研究

を実施し、日本で分離されたウイルスの分子疫学的特性及び病原性等を明らかにした

点は重要である。今後は、消費者や加工・流通面との関わりを重視した研究やバイオ

マス等、資源循環に係る研究の一層の推進、食の安全に関する研究のさらなる進展が

期待される。さらに成果の論文公表や国民に対するアピール、技術の普及促進に対す

る取り組みの一層の強化が求められる。なお、各研究課題の実施と成果の取りまとめ

においては、当該課題が属する大課題の命題への貢献が明確となるような整理に努め

る必要がある。生物系特定産業技術に関する試験研究に必要な資金の出資・貸付・基

礎的試験研究に対する競争的資金の提供については、業務は順調に進捗しているが、

今後、民間研究促進業務における出資事業の清算にあたっては、最大限の回収額が得

られるよう一層の努力、基礎的研究業務では評価業務の一層の充実が望まれる。 
   項目ごとの所見は以下のとおりである。 
 
    『１ 農業技術研究業務にかかる試験及び研究並びに調査』 
  （農業技術研究業務） 
        「Ⅱ―１―Ａ 農業技術開発の予測と評価手法の開発研究」については、業務は順

調に進捗している。 
        「Ⅱ―１―Ｂ 多様な専門分野を融合した総合的な研究」については、複合病害抵

抗性の組換えイネ系統において可食部における導入遺伝子の発現の抑制が確認される等、

研究が順調に進捗している。 
        「Ⅱ―１―Ｃ 共通専門研究・中央地域農業研究」については、業務は順調に進捗

している。「Ⅱ―１―Ｃ―１）本州中部地域における土地利用高度化をめざした総合研究

の推進」におけるロングマット水耕苗移植技術は今後の普及が期待される成果である。ま

た、「Ⅱ―１―Ｃ―１２）良食味・高品質米の高能率・低コスト生産のための基盤研究の

推進」におけるホールクロップサイレージ用水稲の育成等の成果は評価できる。 
    「Ⅱ―１―Ｄ 北海道農業研究」については、業務は順調に進捗している。中で

も、「Ⅱ―１―Ｄ―7）作物の耐冷性・耐寒性・耐雪性機構の解明と利用技術の開発」にお

いてヒートショック蛋白質遺伝子の機能を明らかにしており、その過剰発現は低温、高温、

乾燥などのストレス耐性を高めるという新知見は極めて重要である。 
  「Ⅱ―１―Ｅ 東北農業研究」については、業務は順調に進捗している。「Ⅱ－１



－Ｅ－４）寒冷地における野菜花きの安定・省力生産技術の開発」における四季成

りイチゴの品種育成は端境期の夏秋どり作型の生産拡大に貢献する成果である。 
  「Ⅱ―１―Ｆ 近畿中国四国農業研究」については、業務は概ね順調に進捗してい

る。ただし、「Ⅱ―１―Ｆ―１）近畿・中国・四国地域の農業の動向予測と農業振

興方策の策定及び地域資源を活用した中山間地域営農システムの開発」では、中山

間地域農業の動向と研究開発の重点課題を明確にし、関係機関との連携の推進によ

り研究を加速化する必要がある。「Ⅱ―１―Ｆ―４）傾斜地農業地域における果樹、

野菜、花きの高品質安定生産技術の開発」では、レタスビッグベインウイルスに関

する研究成果は評価できるものの、他の中課題について研究を加速化する必要があ

る。「Ⅱ―１―Ｆ―７）野草地等の地域資源を活用した優良肉用牛の低コスト生産

技術の開発」では野草地を含む地域飼料資源の体系的な利用を考慮にいれた研究の

推進が必要である。 
        「Ⅱ―１―Ｇ 九州沖縄農業研究」については、業務は順調に進捗している。中で

も、「Ⅱ―１―Ｇ―３）暖地畑作地帯及び南西諸島における持続的作物生産技術の開発」

ではカンショやサトウキビの品種育成における顕著な成果や「Ⅱ―１―Ｇ―８）暖地多発

型の難防除病害虫の環境保全型制御技術の開発」における現場に直結する防除技術の開発

は高く評価される。 
  「Ⅱ―１―Ｈ 作物研究」については、業務は順調に進捗している。「Ⅱ―１―H
―３）麦類の先導的品種育成、遺伝・育種研究及び栽培生理・品質制御技術の開発」

における縞萎縮病抵抗性で、短強稈・多収の大麦新品種「さやかぜ」の育成は評価

される。 
        「Ⅱ―１―Ｉ 果樹研究」については、業務は順調に進捗している。中でも、「Ⅱ

―１―Ｉ―２）消費者ニーズに対応した品質・機能性・貯蔵性の向上技術の開発」におけ

る新たな貯蔵庫の開発や新品種の育成、ブドウの果皮色制御に係る基礎的研究は計画を上

回る成果である。 
        「Ⅱ―１―Ｊ 花き研究」については、業務は順調に進捗している。「Ⅱ―１―Ｊ

―１）新規性に富み付加価値の高い花きの開発」における花き育種に向けた分子生物学的

基礎的研究の進展は評価される。 
        「Ⅱ―１―Ｋ 野菜茶業研究」については、業務は順調に進捗している。「Ⅱ―１

―Ｋ―４）葉根菜生産における環境負荷低減技術の開発」において昆虫の変態に関与する

幼若ホルモン合成酵素遺伝子を明らかにした成果は、新たなタイプの農薬開発に展望を与

えるものである。また、「Ⅱ―１―Ｋ―５）果菜生産における環境負荷低減技術の開発」

におけるうどんこ病、つる割病及びワタアブラムシに複合抵抗性を有する新品種候補「メ

ロン久愛交１号」の育成は評価される。 
        「Ⅱ―１―Ｌ 畜産草地研究」については、業務は概ね順調に進捗している。「Ⅱ

－１－Ｌ－９）自然循環機能を利用した持続的草地畜産のための草地生態系の解明」は長

期間を要する生態学的研究であることから、研究の重点課題と年次ごとの目標を明確にし、

普遍的な結果が効率的に得られるよう研究の加速化が必要である。 
        「Ⅱ―１―Ｍ 動物衛生研究」については、業務は順調に進捗している。「Ⅱ―１

―Ｍ―２）感染病の診断及び防除技術の高度化」では、科学技術振興調整費による「高病



原性鳥インフルエンザ対策に関する緊急調査研究」の中核研究機関として文部科学省、厚

生労働省、環境省の各研究機関と共同研究を実施し、日本で分離されたウイルスの分子疫

学的特性及び病原性等を明らかにした点が評価される。 
        「Ⅱ―１―Ｎ 遺伝資源の収集、評価及び保存」については、業務は順調に進捗し

ている。 
        「Ⅱ―１―Ｏ 公立試験研究機関等との研究協力」については、業務は順調に進捗

している。 
 

『２ 民間研究促進業務に係る出資事業』 
（民間研究促進業務） 出資事業に係る継続中案件の中間評価、終了時評価等は外

部専門家を活用して適切に実施されているが、平成１５年度上期までに行われた出

資終了後の研究開発会社評価結果に基づき実施された１１社の清算については、回

収額が出資額と比べると低額になっている。今後の清算にあたっては、最大限の回

収額が得られるよう一層の努力が望まれる。 
 なお、新規事業への出資はなかったが、要因分析等を十分に行うことが必要であ

る。 
 

『３ 民間研究促進業務に係る融資事業』 
（民間研究促進業務） 融資事業に係る継続中案件の進捗状況把握、指導等は適切

に実施されているが、研究の成功度向上に向け一層の取り組みが望まれる。 
 なお、新規融資の案件はなかったが、要因分析等を十分に行うことが必要である。 

 
『４ 民間研究促進業務に係るその他の事業』 

（民間研究促進業務） 業務は概ね適切に実施されているが、共同研究・遺伝資源

のあっせんについて更なる取り組みが望まれる。 
 

『５ 基礎的研究業務』 
（基礎的研究業務） 基礎的研究業務においては、課題の採択、単年度、中間、終

了時の評価等が外部専門家、有識者を活用して適切に実施され業務は順調に進捗し

ている。終了時評価において、研究成果が新技術・新分野創出、生物系産業創出に

どのように貢献するかの観点からの評価を充実し、公表することが望まれる。 
 また、新規課題の採択に当たり、国民への透明性を確保する観点から、審査委員

名を公表することも検討すべきである。 
 
  『６ 農業機械化促進業務に係る試験及び研究並びに調査』 

（農業機械化促進業務） 業務は順調に進捗している。とくに、「Ⅱ－６－３）畜産

用機械・装置の開発及び高度化」における搾乳ユニット自動搬送装置の開発は高く評

価できる。 
 
  『７ 農業機械の検査、鑑定等』 

（農業機械化促進業務） 検査事務処理等の迅速化に努めた結果、型式検査、安全鑑

定とも10％以上の期間短縮がなされている等、業務は順調に進捗している。 



 
    『８ 専門研究分野を活かした社会貢献』    

（農業技術研究業務、農業機械化促進業務） 牛海綿状脳症（BSE）緊急病性鑑定や

高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う病性鑑定について迅速に対応した。特に、緊

急に生じた「高病原性鳥インフルエンザ」については、分離ウィルスがH5N1亜型であ

ることを判定するなど感染拡大の防止に貢献した。「平成15年の冷害」についても、

水稲冷害早期警戒システムにより警戒情報を提供し、120万件を超えるアクセスを得

る等広く活用され、甚大な被害の回避に寄与した。こうした社会的な貢献は高く評価

される。各種講習会、講演会、研修の実施、依頼研究員等の受け入れ、講師派遣、技

術相談等は着実に実施された。また、馬伝染性貧血、豚コレラに加え、新たに牛海綿

状脳症(BSE)の国際レファレンス・ラボラトリーとして認定されたこと、国際獣疫事

務局（OIE）動物疾病科学委員会の副議長に選出されたことは、今後の一層の国際貢

献を図る上でも重要である。 
 

『９ 成果の公表、普及の促進』 
（農業技術研究業務、農業機械化促進業務） 普及に移しうる成果については、普及可

能性を十分吟味した上で選定を行うとともに、フォローアップ手法の高度化を図り、

研究成果の利活用を促進するための取り組みに活かすことが期待される。品種登録出

願や特許出願等は順調に出されており、とくに、農業機械化促進業務では、平成15年
度の特許許諾件数が29件と、前年の19件から大幅に増加した点は評価できる。ただし、

農業技術研究業務に係る論文発表については、さらに取り組みの強化が必要である。

また、専門技術員を対象とした研修、各種講習、技術相談、現地検討会、実用化打ち

合わせ会議等が実施された点や、「ブランド・ニッポンを試食する会」など、研究成

果を分かりやすく公表するとともに、消費と需要の拡大に努めた点は評価される。今

後は、成果を広く消費者にアピールしていく取り組みの一層の強化、開発技術の普及

に向けては、普及機関との連携のもとに、技術の活用を図る生産者を支援する体制の

整備が必要である。 
 
 
 Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
  ①評価ランク Ｂ 
    ②評価に至った理由及び所見 

経費節減に向けた取り組みや、資金の重点的配分と緊急事態に即応した機動的な措 
置は評価される。特に、高病原性鳥インフルエンザ問題に機動的に対処した点は適切

であった。ただし、経営管理体制については、会計検査院の平成14年度決算検査報告

において、動物衛生研究所北海道支所のたい肥場上屋設置工事について、不適正な経

理処理が指摘されたことは遺憾である。これを踏まえ、今後こういったことが起こら

ないよう、経理体制および内部監査体制の強化等が図られているところであるが、一

層の取り組みが必要である。また、成果目標単位ごとに成果の実績とコスト（人的資

源の投入量を含む）を集計し、分析を行って管理を行う方向への努力が求められる。 



 
 
 Ⅴ 重要な財産を譲渡し、または担保に供しようとするときは、その計画 
    ①評価ランク Ａ 
    ②評価に至った理由及び所見 
     畜産草地研究所草地研究センタ－（栃木県西那須野町）に近隣する民地所有者および

西那須野町との間で、袋地解消と機構の土地の集約化を図る目的で、土地の等価、等積交

換が行われた。これらの案件は平成１５年９月17日開催の独立行政法人評価委員会農業技

術分科会での意見聴取を経て平成１５年９月30日付け農会第646号をもって農林水産大臣

の承認を得ており、問題なく執行されている。 
 
 
 Ⅵ 剰余金の使途 
   ①評価ランク Ａ 
    ②評価に至った理由及び所見 

 農業技術研究業務における１４事業年度の利益処分については、平成16年3月9日農

会第726号をもって農林水産大臣より承認された。目的積立金として承認された10,939,
061円については、次年度における有効かつ適切な活用が期待される。 

 
 
 Ⅶ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 
  ①評価ランク Ａ 
    ②評価に至った理由及び所見 

 企画調整部門への重点配置、任期付任用の着実な増加、研究部長の公募制が実施さ

れた点は評価される。また、プログラムオフィサーの役割を担う研究リーダーの配置

等の取り組みが認められ、計画に対して順調と判断される。 
     項目ごとの所見は以下のとおりである。 
 
  『１ 施設及び設備に関する計画』 

 適正にすすめられていると判断されるが、今後は、施設の老朽化・陳腐化を踏まえ、

機能向上を目指した改修など対応策について検討することが必要である。 
 
  『２ 人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関す目標を含む）』 

人員の重点配置等について取り組まれるとともに、任期付任用による採用が大幅に 
拡大された点は評価される。部長ポストの公募制については農業機械化促進業務にも

適用が拡大されているが、さらに外部の組織からの人材登用を積極的に推進するため、

公募の公開期間等、公募方法の改善にむけた努力がさらに必要である。 
 
   『３ その他』 

 民間研究促進業務における融資事業については、抜本的な見直し案策定のため、利



用者の意向把握を目的としたアンケートが実施されているが、当該アンケートの分析

を迅速に取りまとめる等により、見直し案の検討を進める必要がある。 
 
 
（参考）本評価において用いた評価ランクは以下の３段階である。 
          Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している 
          Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている 
          Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている 



○農業・生物系特定産業技術研究機構の過去３カ年の業務達成状況 
 
 平成15年度は中期目標期間の中間年にあたること、平成17年度には中期目標期間の終期

を迎え次期中期目標期間に向けて独立行政法人全般にわたる検討が行われることから、当

分科会としては発足後３カ年の主な実績について法人から資料の提出を受け、ヒアリング

を行い、点検を行ったところである。 
 当該点検の結果は以下のとおりであるが、次期中期目標の策定に向け、本とりまとめが

効果的、効率的な研究推進に資するものとなることを期待する。 
 なお、農業・生物系特定産業技術研究機構については、平成15年10月に４業務体制とな

る組織体制の変更が行われたところである。新たな業務については、発足後半年間である

ことから基本的に本点検から除外したが、今後の推進方向に対する所見についてはこれら

も対象とした。 
 
 
１．総論 
 ポイント１：トップマネージメントの機能の発揮 
 
 農業・生物系特定産業技術研究機構（以下「機構」と略す）は規模が大きく、かつ多様

な業務内容をもつ組織ではあるが、研究現場を尊重して内部研究所の自主性を最大限発揮

させつつ、理事長指揮下の機能的な本部体制を基に合理的な運営がなされている。トップ

マネージメントは既にシステム化されており、重点研究課題の設定と研究資源の重点的投

入等が円滑に行われてきた。また、BSEや高病原性鳥インフルエンザ、冷害等の緊急事態に

対しても適切かつ積極的な対応が実施された。とくにBSEや高病原性鳥インフルエンザでは

迅速な病性鑑定を行ない、感染拡大の防止に大きく貢献した。また、社会的ニーズに対応

して、大豆作の収量及び品質向上をめざす「大豆300Ａ研究センター」、BSE等プリオン病

について早期生前診断など診断法の高度化等の研究開発を行う「プリオン病研究センター」、

ゲノム研究の成果を活用した作物ゲノム育種研究をすすめる「作物ゲノム育種センター」

を機動的に設置し、人員を随時的・重点的に配置して研究開発を展開する等、独法の利点

を生かした運営で多くの特筆すべき成果が得られたことは、高く評価される。さらに、確

立されたシステムにより的確な自己点検・評価がなされ、組織運営や予算の重点配分に反

映されている。研究職員の業績評価についても、研究職員の昇格審査に当たっての参考資

料としたほか、研究管理職員については、勤勉手当てに反映する制度を新設した点は評価

される。 
 今後はこの体制を活かし、農業技術研究業務、民間研究促進業務、基礎的研究業務、農

業機械化促進業務の４業務が全体として、農業・生物系特定産業技術の研究開発の新たな

展開に結びつく可能性を追求していくことが期待される。また、研究支援部門の更なる充

実、研究成果の的確な受け渡しと利用拡大の促進、大学等他機関との連携の強化等に機能

を発揮していく必要がある。さらに、内部研究所間の連携や他独法との共同による農業研

究全体を視野においた取り組みを強化し、主導的役割を果たすことが期待される。 
 



  
２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
 ポイント２：効率的な業務の推進状況 
 
 研究開発ターゲットの設定、重点事項研究強化費を予算化等、研究資源の重点的投入が

図られたほか、BSEや鳥インフルエンザ、冷害等緊急な事態に対して、年度途中でも緊急な

予算配分が行われ、迅速な病性鑑定がなされる等、効率的な研究資源の利用が図られた。

また、大豆300Ａ研究センターやプリオン病研究センター等を設立するなど機動的な研究体

制整備が行われたことは、評価できる。さらに、牛等の大動物を用いたBSL3（バイオセー

フティーレベル３）対応の感染実験が可能で、WHO、国際獣疫事務局（OIE）等国際機関

の基準に適合した大型研究施設「動物衛生高度研究施設」が整備され、プリオン病研究や

人獣共通感染症の研究等食の安全と安心の確保に向けた研究の拠点としての活用が図られ

ている。研究支援業務の効率化については、企画調整部の業務体制の強化を行ったほか、

知的財産課への専門職員の配置等、研究支援業務の高度化に向けた取り組みが実施され、

今後の成果が期待される。 
 今後は、研究ニーズに応じた研究資源の有効的利用の一層の向上のために、研究サイト

の立地配置、対象作物や研究分野間のバランスについて検討していくことが必要である。

また、４業務の一体的な執行体制の整備について、連携の強化と組織の効率化に向けた効

果的な取り組みの検討、特に、機械開発について、作業技術、栽培体系等との総合的研究

の推進に向けた仕組み作りの検討が必要である。競争的資金の獲得については、実施件数、

獲得金額とも着実に増加を示している点は評価されるが、今後とも外部資金のさらなる導

入に向けた取り組みが期待される。 
 
 ポイント３：連携、協力の促進 
   大学、民間企業等との共同研究と協定研究の実施件数が増加し、特許の共同出願も着実

にすすめられている。また、連携大学院協定の締結や他独法との融合研究の実施等、他機

関との連携・協力の促進に向けた十分な取り組みが認められる。特に、第3回産学官連携推

進会議（平成16年6月）において、科学技術政策担当大臣賞を受賞した「機能性アミノ酸ギ

ャバ（γ－アミノ酪酸）を富化した新規食材の開発と製品化」は、機構を中心に産学官連

携で実施され広く普及に結びついた成果として特筆される。また、機構が実施する地域農

業確立総合研究では、公立試験研究機関の参画、課題検討時における地方農政局との連携

が図られている。 
 今後は、農業技術研究業務においては地域農業の研究開発における大学や公立試験研究

機関との分担や連携のあり方について主導的に検討する必要がある。また、産学官や諸外

国研究機関との連携・協力をさらにすすめるとともに、その具体的成果の対外的なアピー

ルについて一層の努力が期待される。 
 なお、民間研究促進業務、基礎的研究業務、農業機械化促進業務については、基本的に

民間、大学等の支援・連携協力を促進する部門であり、着実にその役割を果たすとともに、

４業務間におけるノウハウの交換等により農業・生物系特定産業技術研究機構全体の連

携・協力の高度化が行われることが重要である。 



 
３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 
 ポイント４：ミッションに対応した社会貢献 
 
 我が国の農業技術開発の中核機関として、①土地利用型農業、園芸及び畜産分野を中心

とした専門研究、②各地域での総合的な研究による農業現場での実用化に向けた技術開発、

③安全性の確保に配慮しつつ先端研究の成果を活用した革新的な技術開発を推進する使命

を十分に果たし、国民生活に貢献している。主要な成果は以下のとおりである。 
１）品種育成 
 高タンパク、多収大豆品種「サチユタカ」、中華麺、醤油用小麦「タマイズミ」、整粒

歩合が高く耐倒伏性の強い裸麦「マンネンボシ」が育成され、普及面積が拡大している。

これら以外に、「キタノカオリ」、「ミナミノカオリ」等パン用小麦、「クサユタカ」「ク

サホナミ」等飼料用イネの育成、アントシアニンを高含有するサツマイモ品種等、各種健

康機能性成分を含有する品種や、端境期の夏秋どり作型の生産拡大に役立つ四季成り性の

イチゴ等特徴ある品種の育成が行われた。 
２）生産技術 
 稲作軽労化に有効な代かき同時土中点播水稲栽培やロングマット水耕苗移植技術、重粘

土転換畑の大豆の湿害回避に効果的な耕うん同時畝たて播種栽培技術は重要な成果である。

飼料用イネの利用については、サイレージ品質向上のための乳酸菌「畜草１号」が開発さ

れた。また、搾乳ユニット自動搬送装置の開発は畜産の軽労化において重要な成果である。

熱水土壌消毒法やバンカー法等、環境保全型農業定着のための技術、カンキツで土壌水分

の制御による高品質安定収穫生産技術（マルドリ方式栽培法）の開発が行われ、今後の普

及が期待されている。 
３）流通関連技術 
  ＩＣタグを情報媒体に利用したトレーサビリティーシステムに関する研究、イチゴ、イグ

サ、茶におけるDNA品種判別技術の開発は、消費者の信頼を高める新たな生産流通につな

がる成果として重要である。 
４）バイオマス利用技術 
 バイオマスからエネルギーと飼料・肥料を生成するパイロットプラント「農林バイオマ

ス2号機」の開発も特筆すべき成果である。 
５）先端的研究 
 昆虫の変態を抑えている幼若ホルモン合成を握る酵素遺伝子の発見、我が国独自の組換

え技術を統合した複合病害抵抗性イネの作出等、基礎的・基盤的な研究成果も得られてお

り、実用化技術への展開が期待される。 
６）緊急対応 
  牛海綿状脳症（BSE）や高病原性鳥インフルエンザの発生に対応し、迅速な病性鑑定を行

った。とくに「高病原性鳥インフルエンザ」については、分離ウィルスがH5N1亜型である

ことを判定するなど感染拡大の防止に貢献した。また、科学技術振興調整費による「高病

原性鳥インフルエンザ対策に関する緊急調査研究」の中核研究機関として文部科学省、厚



生労働省、環境省の各研究機関と共同研究を実施し、日本で分離されたウイルスの分子疫

学的特性及び病原性等を明らかにした点は重要である。「平成15年の冷害」においても、

水稲冷害早期警戒システムにより警戒情報を提供し、ホームページに120万件を超えるアク

セスを得る等広く活用され、甚大な被害の回避に寄与した。 
７）普及の促進 
 機構では普及が期待できる技術について、16年度より研究担当者を現地に派遣し、一定

期間、現地に試作機を持ち込んでの技術指導（出前指導）を行う取り組みを実施しており、

開発技術の普及促進に向けて成果が期待される。  
 
 今後は、我が国の農業における生産力の向上と体質の強化、経営革新並びに関連産業の

技術革新を図るべく、引き続きこれらの業務を着実に遂行するとともに、バイオマス利用

技術等、資源循環や消費者に信頼感をもたらす生産流通技術に関する研究開発の一層の進

展が期待される。また、生物系特定産業技術の高度化への貢献状況については、トップマ

ネージメント体制の中に深く位置づけされ、４業務が一体となって機能することにより大

きな社会貢献がなされるものと期待される。 
 
 
４．予算、収支計画及び資金計画 
 ポイント５：業務の効率化を反映した財務内容の状況 
 
 経営管理体制については、会計検査院の平成14年度決算検査報告において、動物衛生研

究所北海道支所のたい肥場上屋設置工事について、不適正な経理処理が指摘されたことは

遺憾である。これを踏まえ、今後こういったことが起こらないよう、経理体制の強化、内

部監査体制の強化等が図られているところであるが、一層の徹底した取り組みが必要であ

る。 
 管理業務の中央集中化に努力が払われた点は評価されるが、さらなる効率化に向けた一

層の努力が望まれる。また、管理業務の効率化にも限界があることから、今後は研究業務

においても予算の効率性について検討する必要がある。外部資金の獲得による自己収入増

加等については、競争的資金への応募等を積極的に行うとともに、特許収入も増額させて

いるが、なお一層の努力が必要である。 
 
 
５．その他農林水産省令で定める業務運営に関する重要事項 
 ポイント６：組織の活性化に向けた取り組み状況 
 
 組織の活性化は構成員の士気の高揚によるところが大きく、現在のトップマネージメン

トを維持継続させることが肝要である。部長職の公募の実施や、任期付任用の実績数の大

幅増加など組織の活性化に向けた優秀な人材確保のための取り組みは高く評価されるが、

より多くの候補者を集めて競争的環境をつくり出す等、大学、民間との人事交流の促進に

向けた一層の努力が期待される。また、４業務の一体的執行が、全体の活性化に大きく影



響すると予想され、具体的な取り組みに向けた16年度の業務運営が重要である。 
 
 
６．付記事項 
  現在、政府においては平成17年度末までに中期目標期間が終了する独立行政法人に係る

期間終了時の見直し検討に前倒しで着手されているところであり、農業・生物系特定産業

技術研究機構もその対象とされている。 
 本業務達成状況の点検作業を開始した時点では、このような事態は想定していなかった

ところであるが、本点検作業を当該事務・事業及び組織・身分等の見直しに役立てていく

ことが期待される。 
 
 



独立行政法人農業生物資源研究所の平成１５年度に係る業務の実績に関する評価結果 
 

農林水産省独立行政法人評価委員会農業技術分科会 
 
１ 総合評価 
（１）評価ランク Ａ 
（２）評価に至った理由 

「Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」、法人の主要な

業務である研究開発を含む「Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の

向上に関する目標を達成するためとるべき措置」及び「Ⅶ その他農林水産省令で定

める業務運営に関する事項」が中期計画の達成に向けて順調に進捗しているので、「Ⅲ

 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画」については取り組みが

やや不十分であったが、全体として業務は順調に進捗していると判断し、Ａと評価し

た。 
（３）総合所見 

独立行政法人農業生物資源研究所（以下「農業生物資源研究所」）は、国民生活及び

社会経済の安定に資する農業の生産性の飛躍的向上や、農産物の新たな需要・新生物

産業の創出に不可欠な生物機能の効率的利用技術の開発と、これを支える基礎的研究

を実施している。そのため、世界をリードする生命科学の研究を目指すとともに、生

物関連産業のための革新的な技術開発を業務運営全般についての効率化を進めながら

行うことが求められている。このような観点から、平成15年度の業務の実績について

調査・分析し、評価した結果は以下のとおりである。 
◯ 全般的に機関としての業務は順調に進捗している。特に、イネゲノム塩基配列の

解読は完全解読に向け順調に進捗している。その中で、ポストゲノム研究の将来ビジ

ョンに沿った研究の重点化を行い、「将来構想委員会」を設置し、ロードマップの作

成を着実に進めている。そして、国内外におけるイネゲノム研究のネットワークを構

築し、イネゲノム研究の核になることを目指して「イネ研究１０年計画」をとりまと

めたことが評価できる。 
◯ 研究所の最も重要な業務である研究の実績は確実に進捗している。評価制度、特

許等の審査システム、外部・国外との連携など全体にわたって改善がみられるが、研

究職員の業績評価では、評価結果を資金配分や処遇の改善につなげる必要がある。 
◯ 遺伝子組換え研究推進室を設置して、国民の遺伝子組換え技術に対する理解に努

めたことなどは評価できる。遺伝子組換え作物についてのリスクの評価、管理、リス

クコミュニケーションを組織的に実施してリーダーシップを一層発揮することが望ま

れる。 
○ 昆虫・動物生命科学研究部門と植物生命科学研究部門に大別される部門内及び部

門間を越えた研究の連携をさらに推進する必要がある。 
 
２ 各大項目ごとの評価 

 Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
  ①評価ランク Ａ 

②評価に至った理由及び所見 
業務は順調に進捗している。 
評価制度、特許等の審査システム、外部・国外との連携など全体にわたって改善がみ

られた点は評価できる。なかでも懸案であった研究職員の業績評価を実施したことは



評価できるが、中期計画にある「評価結果の処遇や研究資源配分への反映」を早急に

実施する必要がある。 
今後のポストゲノム研究を戦略的に推進するために、「イネ研究１０年計画」を策定

し、国内外におけるイネゲノム研究ネットワークの核になることを目指していること

は大いに評価できる。その戦略に沿って、農業生物資源研究所の果たす役割を明確に

して、研究テーマの集約化、重点化、専門分野を越えた共同研究をさらに推進する必

要がある。 
研究資源の効率的利用については、研究活性化経費、スペース課金制度等により充実

を図っていることは評価できるが、研究費、人員等の重点配分方針を明示する必要が

ある。 
項目ごとの所見は以下のとおりである。 
 
『１ 評価・点検の実施』 

研究職員の業績評価マニュアルを作成し、研究者の業績評価を実施したことは評

価できる。ただし、評価結果の処遇や研究資源配分への反映を早急に実施し、研

究者の意欲を高め、研究者が自由な発想により最大限能力を発揮できる競争的な

研究環境を整備することが必要である。 
 

『２ 研究資源の効率的利用』 
外部資金獲得は実績が上向いており、概ね順調に推移している。研究活性化経費

に加え、所独自予算による在外研究制度を創設するとともに、新たに運営費交付

金のグループ内配分を研究グループ長の裁量とするなど、研究資金の効率的利用

に努めた。さらに、スペース課金制度も検討しており、研究資源の効率的利用に

努力がされている。 
今後は、研究費の配分方針、人員の重点的配分方針を示すとともに、遅れの見ら

れる研究課題・研究者・設備・資金の管理の改善が必要である。 
 

『３ 研究支援の効率化及び充実・高度化』 
概ね順調に推移しているが、今後は支援職員の位置づけ、処遇等の基本的考え方

について明示していく必要がある。特に、研究支援要員として科学技術振興機構

重点研究支援協力員制度に頼っているが、17年度中にすべて終了する同プログラ

ム以後、恒常的な要員手当の体制を準備しておく必要がある。なお、知的財産権

の取得・移転の促進には技術移転科を設置しているが、費用対効果を勘案して質

の向上を図る必要がある。 
 

『４ 連携、協力の促進』 
大学等他の研究機関との共同研究を積極的に実施し、情報公開も進展しており、

国内におけるイネゲノム研究ネットワークの中核機関を目指していることは評価

できる。また、人材の流動性が増し、独法間、大学等との交流が促進された点も

評価できるが、一層の交流が求められる。 
       なお、産学官の連携、協力については、法人としてさらに主体的に関与し、推進し

ていく必要がある。 
 

『５ 管理事務業務の効率化』 
契約発注プロセスの合理化が現場レベルで実施されるなど改善がみられ、業務は



順調に進捗しているが、研究グループごとのテーマ、人、設備・資金の管理はも

とより、資金ごとのテーマ、人、設備の管理の徹底が必要である。 
 

『６ 職員の資質向上』 
所内での在外研究制度の創設等、改善がみられる。研修については、他機関ある

いは民間会社などでの研修も必要ではないか。 
 
 Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 
  ①評価ランク Ａ 

②評価に至った理由及び所見 
業務は順調に進捗している。 
イネゲノム情報の完全解読に向け順調に進捗している。すでに得られた情報につい

ては、イネゲノムリソースセンターを立ち上げ、公開と配布を迅速に実施しており、

国内外のイネ研究へ大きく貢献している点が評価できる。 
動物、昆虫、植物ともに、形質転換法の改良、ゲノム情報を活用した機能解明に一

定の進展があり、いくつかの高水準の論文発表とあわせ、業務は順調に進捗してい

る。 
「遺伝子組換え研究推進室」を設置し、遺伝子組換えの研究開発に関する情報を広

く国民に発信し、国民的理解の増進を図ったことは評価できる。他の研究機関とも

共同して、パブリックアクセプタンスを得るための努力を続ける必要がある。 
 項目ごとの所見は以下のとおりである。 
 
『１ 試験及び研究並びに調査』 

課題による成果のばらつきはあるが、イネの全ゲノム解読など、業務は順調に進

捗している。 
「Ⅱ－１－Ａ ゲノム生物学等を利用した生命科学研究」 
イネゲノム全塩基配列の2004年中の完全解読に向けて研究を推進しているなかで、

特にセントロメア領域の解読に初めて成功した点が評価できる。また、得られた

ゲノム情報を国内外研究者へ提供するためにイネゲノムリソースセンターを立ち

上げたことは国内外のイネ研究の推進へ大きく貢献し評価できる。植物を中心に

顕著な成果が上がっているほか、カイコでも全ゲノムの80％をカバーする塩基配

列を解読するなどの成果が見られる。今後は得られたゲノム情報の成果を活用し

たポストゲノムの研究の一層の推進が必要である。 
 
「Ⅱ－１－Ｂ 農林水産業の飛躍的発展を目指した革新技術の開発」 
基礎研究を充実して革新技術につなげる課題であり、一層の進展が求められる。

遺伝子組換え作物については、実用可能性を厳密に評価する必要があるが、長期

的にみて重要な研究であり、特に健康機能性を増強した米の作出は、推進すべき

である。DNA マーカーでは、ブタの量的形質遺伝子座（QTL）解析など優れた成

果を得ている。放射線利用による突然変異の誘発でも、新品種の確立、登録申請、

特許出願など現場に密着した成果が上がっており評価できる。 
 
「Ⅱ－１－Ｃ 新産業の創出を目指した研究」 
新素材及び新蚕糸技術の開発は特許数が多く評価できるが、有用物質生産技術の



開発と生物機能の改変による新規用途生物の開発は進捗が遅れている。産業的応

用に具体的につながりうる課題が少なく、企業との共同研究により、「新産業の

創出」を目指す必要がある。 
 
「Ⅱ－１－Ｄ バイオテクノロジーを支える基盤技術の開発」 
実験用動植物の開発は、ミュータントパネルの作出、コムギの形質転換体の作出

では成果が得られており、カイコでの組換え個体作出でも進展がみとめられるが、

組換え動植物作出のための基盤技術の開発は業務の遅れが見られ、改善が必要で

ある。 
 

「Ⅱ－１－Ｅ 生物遺伝資源の収集、評価、保存・増殖、配布、情報管理」 
この部門は地味であるが、農業生物資源研究所の重要な使命のひとつであり、遺

伝資源の情報収集、システム化、管理などが着実に向上して、順調に進捗してい

る。さらに最新技術に基づく情報管理のトータルシステム整備を進める必要があ

る。 
 

『２ 専門研究分野を活かした社会貢献』 
順調に進捗しているが、分析・鑑定などでの積極的なアプローチが必要である。

「遺伝子組換え研究推進室」を設置して、遺伝子組換え研究について、広く国民

に情報を発信し、理解の増進を図ったことが評価できる。 
 

『３ 成果の公表、普及の促進』 
発表論文数も質も向上しており、評価できるが、社会への還元にはさらに積極的

に取り組む必要がある。インターネットも用いた種々の情報公開、研究成果の普

及促進を図るために２社のベンチャー企業が設立されたこと、ゲノムリソースセ

ンターの整備など進捗している部分もあるが、知的財産権に関わる情報提供につ

いてはタイトルだけでなく、内容・利活用状況も公開する等さらに充実していく

必要がある。 
 
 Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
  ①評価ランク Ｂ 

②評価に至った理由及び所見 
法人としての研究推進方針を明示し、それに沿った大きな枠組みでの資金の配分戦

略を明確にする必要がある。受託研究費が当初予算を大幅に下回っており、原因等

を解析し、対策を明らかにすべきである。経費削減は、単に水光熱費等の節約だけ

でなく、研究の重点化による課題整理を検討すべきである。 
      また、成果目標単位ごとに成果の実績とコスト（人的資源の投入量を含む）を集計し、

分析を行って管理を行う方向への努力が求められる。 
 

 Ⅶ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 
  ①評価ランク Ａ 

②評価に至った理由及び所見 
人材確保については、前進がみられる。しかし、今後は公募による採用数を増や

すとともに、人材の幅を広げる事が望ましい。 
 項目ごとの所見は以下のとおりである。 



 
『１ 施設及び設備に関する計画』 

業務は適切に措置されている。 
    

『２ 人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）』 
研究グループ長を公募するなど、優秀な人材の確保に努めている。今後は、公募

による採用数を増やすとともに、職員等の所内での流動的・重点的配置に努める

必要がある。なお、ポスドクについても、人材として育成していく使命を有する。 
 

（参考）本評価において用いた評価ランクは以下の３段階である。 
Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している 
Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている 
Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている 



○農業生物資源研究所の過去３カ年の業務達成状況 
 
 平成15年度は中期目標期間の中間年にあたること、平成17年度には中期目標期間の終期

を迎え次期中期目標期間に向けて独立行政法人全般にわたる検討が行われることから、当

分科会としては発足後３カ年の主な実績について法人から資料の提出を受け、ヒアリング

を行い、点検を行ったところである。 
 当該点検の結果は以下のとおりであるが、次期中期目標の策定に向け、本とりまとめが

効果的、効率的な研究推進に資するものとなることを期待する。 
 
 
１．総論 
 ポイント１：トップマネージメントの機能の発揮 
 
 理事長のトップマネジメントにより、研究の重点化・効率化、外部研究機関との連携等

の取組が実施され、戦略が明確になりつつある点が評価される。具体的には、中長期的な

視点に立った研究の重点化方向を検討するための「将来構想委員会」や、中期計画の重点

的な研究推進のため、「ゲノムリソースセンター」等を設置したことがあげられる。また、

「遺伝子組換え研究推進室」を設置して遺伝子組換え研究に関する情報発信を行い、技術

移転科の設置により、技術移転機能の強化を図ったことは、評価できる。これらの取り組

みの成果が、今後一層明らかになると期待する。 
 
 
２．業務の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
 ポイント２：効率的な業務の進展状況 
 ポイント３：連携・協力の推進 
 
 研究所内部でのグルーピングを研究内容に即して再編成し、研究効率の向上を図る必要

がある。 
 ゲノムに関する情報を公開し、他の研究機関との共同研究を進めたことは評価できる。 
 また、遺伝子組換え研究推進委員会及び遺伝子組換え研究推進室を設置するなどパブリ

ックアクセプタンスに取り組まれている点が評価できる。今後は他法人と連携して、さら

にわかりやすいアピールを工夫することが必要である。 
 
 
３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 
 ポイント４：ミッションに対応した社会貢献 
 
 農業生物資源研究所は、農業の生産性の飛躍的向上や生物機能の効率的利用技術の開発

のために、世界をリードする生命科学の研究を目指している。このため、以下の研究を推

進している。 
 国際イネゲノム塩基配列解析プロジェクトではリーダーとして、国際協力によるプロジ

ェクトを推進し、得られた情報を広く公開して、国内外の植物科学研究の推進に大きく貢

献してきた。イネゲノムプロジェクトの中で、遺伝子単離・機能解明研究で得られた病虫

害抵抗性・ストレス応答性・形態・生理機能等に関わる遺伝子については多くの特許を取



得し、知的財産権の確保に努めている。また、スギ花粉症緩和、血清コレステロール値低

下等の効果を持つ健康機能性米の開発も大きく進展している。 
  カイコでの遺伝子組換え技術を確立し、昆虫工場による有用物質生産を可能にした。また、

カイコ全ゲノムの約80％を解読して、ゲノム創農薬技術の開発を目指している。 
 再生医療や臓器移植のモデル用として、体細胞クローン技術を利用した組換えブタの作

出に成功するとともに、肉質に関わるQTLを明らかにした点が大きい。 
 今後は各分野にわたって、ポストゲノム研究の体制を整備し、ライフサイエンスのリー

ダー研究所として一層研究を推進していく必要がある。 
 また、放射線依頼照射事業は、わが国唯一の放射線照射施設である放射線育種場が、国・

公立研究機関、大学、民間等からの依頼に応じて、多種多様な栽培植物に照射を行ってお

り、今後もますます需要が見込まれる事業である。 
 遺伝資源配布事業は農業生物資源研究所が、わが国の遺伝資源収集・保存の中核機関と

して、植物・動物・微生物に関する遺伝資源を国内外の研究者に提供するとともに、貴重

な遺伝資源として次世代に引き継いでいく事業であり、失われつつある世界の遺伝資源を

わが国として保存していく重要な事業である。 
 近年の蚕糸の生産状況に鑑み、蚕糸関連業務については効率化を図ることを検討する必

要がある。 
 
 
４．予算、収支計画及び資金計画 
 ポイント５：業務の効率化を反映した財務内容の状況 
 
 効率化の努力は行われているが、それにとどまらず、費用対効果の視点も入れて、研究

進行管理を行う必要がある。 
 
 
５．その他農林水産省令で定める業務運営に関する重要事項 
 ポイント６：組織の活性化に向けた取り組み状況 
 
 組織の改編や研究グループ長の公募による採用や、研究活性化を図るための各種制度に

より、組織の活性化を図っている。業績評価と処遇への反映、他機関との活発な交流や士

気の向上により、さらなる活性化を目指す必要がある。  
 
 
６．付記事項 
  現在、政府においては平成17年度末までに中期目標期間が終了する独立行政法人に係る

期間終了時の見直し検討に前倒しで着手されているところであり、農業生物資源研究所も

その対象とされている。 
 本業務達成状況の点検作業を開始した時点では、このような事態は想定していなかった

ところであるが、本点検作業を当該事務・事業及び組織・身分等の見直しに役立てていく

ことが期待される。 
 
 



独立行政法人農業環境技術研究所の平成１５年度に係る業務の実績に関する評価結果 
 

農林水産省独立行政法人評価委員会農業技術分科会 
 
 
１ 総合評価 
（１）評価ランク Ａ 
（２）評価に至った理由 

「Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」、法人の主要な 
業務である研究開発を含む「Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する目標を達成するためとるべき措置」、「Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、

収支計画及び資金計画」及び「Ⅶ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項」

すべてについて、中期計画の達成に向けて業務は順調に進捗していると判断し、Ａと評

価した。 
（３）総合所見 

独立行政法人農業環境技術研究所は、農業と環境に関する問題解決のため、農業に 
関わる地球環境、化学環境、生物環境の観点から基礎的研究を業務運営についての効率

化を進めながら行うことが求められている。このような観点から、平成15年度の業務の

実績について調査・分析し、評価した結果は以下のとおりである。 
◯ 主要な業務である研究開発については、行政、生産者、消費者等のニーズに即 

した成果を着実に得ており、中期計画の達成に向けて順調に進捗している。特に、

植物を用いたカドミウム汚染土壌の環境浄化技術開発につながる成果は、安全な米

の生産技術に貢献するものと期待される。また、局地気象モデルを活用した水田の

水温・地温の推定方法の開発は、異常気象時における水稲の減収・品質低下の危険

性を事前に予測し、被害回避するシステム開発に貢献すると期待される。さらに、

玄米１粒中の濃度分布の測定を可能とするカドミウムの直接分析法の開発は、農作

物の重金属汚染問題に対して吸収機構解明等の基礎的知見を得るための優れた手法

としての利用が期待される。今後も、環境関係の他機関とのネットワーク構築・活

用を図りながら、農業環境研究において国際的に貢献することが望ましい。なお、

ダイオキシン、カドミウム、残留農薬等の分析及び環境動態をもとに、組織的にリ

スク評価に取り組みつつ、研究のレベルアップを図ることが必要である。 
○ 農業分野におけるダイオキシン、カドミウム等有害物質のリスク評価、遺伝子 

組換え作物の環境影響評価研究等においては、国内随一の研究機関であり、国民の

関心の高い研究が多く、また、応用範囲も広いことから、他組織との連携・協力を

軸として、機動的かつ着実に研究を実施する必要がある。 
○ 得られた研究成果については、カドミウムの規制値設定のように行政施策に反 

映されるよう努力するとともに、国民ニーズに対していかに貢献できたかという視

点から、その成果を分かり易くアピールすることが重要である。 
◯ 管理・運営については、中期計画の達成に向けて全体として順調に進捗してい 

る。 
ただし、管理事務業務の効率化と管理経費の節減については、引き続き取り組 

み、その効果が研究開発業務の質の向上に寄与するよう努める必要がある。また、

運営費交付金、受託費の研究財源及び研究項目ごとに、予算・決算（人材等研究資

源の投入の計画と実績を含む。）等を表す内部計数の管理並びにその状況について

一層明確に把握するとともに、業務が効率的に運営されている実態をより分かり易



く表現することが期待される。 
なお、研究助手制度を活用して、15名のポスドク等を雇用し中期計画達成に向 

け重点的に配置し、業務の効率化を図っている点は評価できる。 
 
２ 各大項目ごとの評価 
 Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
  ①評価ランク Ａ 

②評価に至った理由及び所見 
  計画に対して業務が順調に進捗している。特に、国際レベルばかりでなく他省庁関係

や農林水産省所管の他独法との連携・協力に熱心に取り組んでいることは評価できる。

今後、行政部局との連携を一層密にする等、リスク評価に関連する研究成果を政策等

に反映するための努力が望まれる。 
 項目ごとの所見は以下のとおりである。 
 
『１ 評価・点検の実施』 

計画に対して業務が順調に進捗している。また、研究及び管理運営に関する自己 
点検評価の結果を研究資源の配分に反映させている。なお、研究業績評価結果の処

遇への反映は、平成16年度から研究管理職員を対象に実施予定であるが、中期計画

に定めているように、研究実施職員もその対象とする必要がある。 
 

『２ 研究資源の効率的利用』 
「公募型プロジェクト等検討委員会」を活用し、競争的資金の応募件数及び獲得 

金額が増加している点は評価できる。また、直面する問題を解決するため「チーム」

及び併任制を活用し、弾力的な人員配置を行っているほか、共用機器リストを作成

する等、施設・機械の効率的な利活用を図っている点は評価できる。今後、高額機

器の保守管理等の外部委託による効率化をさらに進めるよう努力する必要がある。 
 

『３ 研究支援の効率化及び充実・高度化』 
環境問題など国民ニーズの高いテーマを対象に充実したホームページの運営、保 

守管理の外部委託等、 
効率的な経営に努めており、業務は順調に進捗している。また、研究助手制度を

活用し、15名のポスドク等を雇用し、重点配置した点は評価できる。 
 

『４ 連携、協力の促進』 
農業環境研究の中核となり、農林水及び他省庁との交流促進に積極的に取り組ん 

でいるが、農業環境研究では、広範な内容を扱うため、多くの機関と調和を図りなが

ら推進する必要があり、今後とも、行政部局、研究機関、大学等との一層の連携・協

力が重要である。また、地球規模の農業環境研究を推進するという観点からは、海外

機関との積極的な共同研究の一層の推進も重要である。さらに、こうした連携・協力

活動を積極的に国民にアピールしていくことも重要である。 
 
『５ 管理事務業務の効率化』 

企画調整部に企画推進班を新設したほか、総務部の管理事務体制を見直す等、管 
理事務の効率化を積極的に進めている点は評価できるが、今後ともスクラップ＆ビ

ルドを心がける必要がある。また、今後とも一層の管理事務業務の効率化が必要で



ある。 
 

『６ 職員の資質向上』 
    独自に創設した研究推進費海外留学制度を活用し、在外研究の機会を増加させた

ほか、国際会議・国際研究集会に積極的に派遣する等の取り組みは評価できるが、今後と

も研究職員、管理部門職員ともに資質向上を充実させることが必要である。 
 

 Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 
  ①評価ランク Ａ 

②評価に至った理由及び所見 
  カドミウム、ダイオキシン、地球温暖化等、研究テーマは国民の関心の高いものが多

く、昨年度に比べ原著論文発表も増加しており、業務は順調に進捗している。なお、

国民に対して提供するサービスという観点からは、得られた研究成果が行政及び国民

のニーズにどう役立ったかを評価し広報する体制の強化に取り組み、その貢献度を対

外的により明瞭にアピールしていくことが重要である。 
 項目ごとの所見は以下のとおりである。 
 
『１ 試験及び研究並びに調査』 

「Ⅱ－１－Ａ 農業生態系の持つ自然循環機能に基づいた食料と環境の安全性の 
確保」については、業務は順調に進捗している。本分野は、国民の関心の高い問題

を含んでおり、一層の研究の充実を図る必要がある。 
特に、「Ⅱ－１－Ａ－１ 環 

境負荷物質の動態解明と制御技術の開発」で、イネ・ダイズを対象にカドミウム吸

収過程を解明し、カドミウム汚染土壌のファイトレメディエーションにつながる知

見を得たこと等、カドミウム汚染土壌におけるリスク管理技術の開発を目指した多

数の顕著な成果が上がっていることは評価できる。 
「Ⅱ－１－Ｂ 地球規模での環境変化と農業生態系との相互作用の解明」につい 

ては、業務は順調に進捗している。 
特に、「Ⅱ－１－Ｂ－２ 農業が地球環境に及 

ぼす影響解明と対策技術の開発」で、我が国の食料供給システムにおける窒素収支

の変遷の実態の解明は、我が国における窒素過剰がもたらす環境汚染を明らかにし、

バイオマスの利活用及び廃棄物処理を検討する際の基礎情報となるもので評価でき

る。今後は、施策への反映等、本研究成果の普及・活用方法の検討が望まれる。 
「Ⅱ－１－Ｃ 生態学・環境科学研究に係る基礎的・基盤的研究」については、 

業務が順調に進捗している。特に「Ⅱ－１－Ｃ－１ 環境負荷物質の分析技術の高

度化」においては、レーザーを用いたカドミウムの直接微量測定法を開発し、米粒

中にカドミウムが均一に分布していないことを明らかにした点は、カドミウム汚染

米の対策面ばかりでなく、今後、カドミウムの吸収機構の解明、さらにはリスク管

理技術に応用できる技術であり評価できる。なお、インベントリーセンターの財産

は貴重であるが、明確な戦略性に基づき優先順位を付けてインベントリーシステム

の開発を実施することが必要である。 
 

『２ 専門研究分野を活かした社会貢献』 
OECD等の国際機関の専門家会合への積極的な職員派遣を行う等、業務は順調に 



進捗している。なお、農業生産環境の安全性確保のためのリスク評価に関わる基準値

策定等、専門的知見が求められる分野について行政部局との連携を緊密にすることが

必要である。また、講演会、シンポジウムは国際的なものも含めて積極的に行ってお

り、広報戦略としても評価できるが、今後、こうしたシンポジウムでの情報交換を研

究の現場に反映するよう努力する必要がある。 
 

『３ 成果の公表、普及の促進』 
研究成果の受け渡し先に関して、行政や研究機関のみならず国民ニーズを意識し、 

ホームページを一層充実する等、広報体制の強化が重要である。 
特許出願については、順調に増加し数値目標を達成しているものの、目標数値が 

２件と必ずしも高くないことから、今後、一層の努力が望まれるとともに、利活用

の方策を講じる必要がある。 
 
 Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
  ①評価ランク Ａ 

②評価に至った理由及び所見 
 順調に進捗しており、受託研究や競争的資金の獲得等、自己収入の増加については、

成果を上げていて評価できる。その増加にさらなる努力が望まれる。 
  なお、予算、収支計画、資金計画について、注釈等の説明を付けたり、内部計数の管

理とその実績等、表現を工夫して記載することにより、業務が効率的に運営されてい

る実態をより国民に明らかにする努力が望まれる。また、財務諸表記載の研究費と業

績実績報告書に記載された研究費に差異が見られ、国民に分かりやすい情報開示がな

されるよう努力する必要がある。 
     さらに、成果目標単位ごとに成果の実績とコスト（人的資源の投入量を含む）を集計

し、分析を行って管理を行う方向への努力が求められる。 
 今後、特許実施許諾料に伴う収入を目的積立金とする努力も望まれる。 

 
 Ⅶ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 
  ①評価ランク Ａ 

②評価に至った理由及び所見 
  業務は順調に進捗している。環境研究の中には長い期間を要する研究課題もあるので、

それらに配慮した研究所運営が重要である。 
 項目ごとの所見は以下のとおりである。 

 
『１ 施設及び設備に関する計画』 

    屋外ガス埋設管の計画的改修等、業務は順調に進捗している。 
 

『２ 人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）』 
   優秀な人材を確保するため、公募による任期付任用、選考採用等を継続的に活用す

ることが望ましい。 
 
（参考）本評価において用いた評価ランクは以下の３段階である。 

Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している 
Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている 
Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている 



○農業環境技術研究所の過去３カ年の業務達成状況 
 
 平成15年度は中期目標期間の中間年にあたること、平成17年度には中期目標期間の終期

を迎え次期中期目標期間に向けて独立行政法人全般にわたる検討が行われることから、当

分科会としては発足後３カ年の主な実績について法人から資料の提出を受け、ヒアリング

を行い、点検を行ったところである。 
 当該点検の結果は以下のとおりであるが、次期中期目標の策定に向け、本とりまとめが

効果的、効率的な研究推進に資するものとなることを期待する。 
 
 
１．総論 
 ポイント１：トップマネージメントの機能の発揮 
 
 農業環境問題は、単なる科学的課題だけでなく、社会学的、政治的課題を含む総合的な

研究課題であるということを意識したマネジメント体制がとられている点は評価できる。

その結果、省庁を越えた連携・協力、国を越えた研究協力などを積極的に推進し、幅広い

視点に立った研究姿勢を貫き、トップとしての信念、リーダーシップが発揮された研究所

運営となっている。 
 ただし、これらの理念がいかに実際の研究開発につながるかが重要である。今後、トッ

プマネジメントを一層発揮し、組換え農作物、重金属汚染、地球環境変動等のリスクに関

し、実用化を見据えた技術開発及び農業生産環境の安全性を確保するためのリスク評価・

管理に関する研究への取り組みが望まれる。 
 
 
２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
 ポイント２：効率的な業務の進展状況 
 組織・経費・機器等の弾力的な運用と重点配分、管理経費の節減、業務科職員の活用に

よる研究支援の拡大等に努めるとともに、今後とも研究業務を効率的に推進していく必要

がある。 
 
 ポイント３：連携・協力の推進 
 また、地球規模の農業環境問題への取り組みにおける国際機関との連携・協力及び環境

研究機関のネットワークを活かした省庁の垣根を越えた産学官の連携・協力については、

今後とも積極的に推進する必要がある。さらに、今後は、民間も巻き込んだ新しい連携・

協力体制を確立し、より大きな研究成果を上げることを期待する。 
 
 
３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 
 ポイント４：ミッションに対応した社会貢献 
 
 農業環境問題に係わる研究は、農作物の安全性と密接に関わっており、国民の関心が高

い部分であるが、当研究所の研究は国民の幅広いニーズに対し適切に応えてきたと言える。

特に、ダイオキシン問題においては、作物への汚染実態・メカニズムの解明、汚染削減策

の提言等の研究及び情報の提供により、あるいは、放射性物質関連施設の事故の際におい



ても、長期のモニタリング結果と緊急調査への協力により、農作物の安全性の保証と消費

者の不安回避に対し大きな貢献をした。カドミウム問題に関しては、植物を用いた土壌浄

化技術の開発を中心として着実に対策技術研究が推進され、米の持続的生産及び安全な供

給に対し貢献をしている。また、国民のニーズが高い遺伝子組換え農作物や侵入生物等の

環境影響に関しても、積極的に評価の実施及び公表等を行い、リスクコミュニケーション

の推進に努めている。さらに、地球温暖化といった地球レベルの研究においても、日本及

び世界の農作物の生産量変動予測、農林水産生態系からの温室効果ガス発生量推定及び削

減技術等、国民の関心の高い研究成果の提供を行ってきている。 
 以上のように、国民の関心の高い問題及び緊急に解決すべき問題に対し着実に取組み、

さらに積極的に成果の公表を行うことにより、農林水産物の安全性確保及び国民の安心と

信頼を高める努力を積極的に実施していることは高く評価できる。 
 なお、今後、研究所の活動項目としてあげている9点のミッションに対して、重み付けを

行い、資源の適切な配分を行いつつ、緊急に解決すべき問題に対して適切に対処すること

が必要である。とりわけ農業環境分野は、立場により求める情報が異なることが予想され

ることから、幅広い研究情報の収集及び技術開発が望まれる。 
 
 
４．予算、収支計画及び資金計画 
 ポイント５：業務の効率化を反映した財務内容の状況 
 
 競争的資金は順調に増加しているが、農林水産省ばかりでなく他省庁の競争的資金獲得

に一層努力する必要がある。 
 
 
５．その他農林水産省令で定める業務運営に関する重要事項 
 ポイント６：組織の活性化に向けた取り組み状況 
 
 高度な分析装置等の特殊施設について、外部機関を含めた共同利用を積極的に推進する

ことが必要である。また、優秀な人材を確保するため、今後とも、任期付任用、公募によ

る選考採用等の多様な採用の取り組みを継続し、その結果を明示することが必要である。 
 
 
６．付記事項 
  現在、政府においては平成17年度末までに中期目標期間が終了する独立行政法人に係る

期間終了時の見直し検討に前倒しで着手されているところであり、農業環境技術研究所も

その対象とされている。 
 本業務達成状況の点検作業を開始した時点では、このような事態は想定していなかった

ところであるが、本点検作業を当該事務・事業及び組織・身分等の見直しに役立てていく

ことが期待される。 
 



独立行政法人農業工学研究所の平成１５年度に係る業務の実績に関する評価結果 
 

農林水産省独立行政法人評価委員会農業技術分科会 
 
 
１ 総合評価 
（１）評価ランク Ａ 
（２）評価に至った理由 

「Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」、法人の主要な 
業務である研究開発を含む「Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する目標を達成するためとるべき措置」、「Ⅵ 剰余金の使途」及び「Ⅶ その

他農林水産省令で定める業務運営に関する事項」が中期計画の達成に向けて順調に進捗

しているので、「Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画」につ

いては取り組みがやや不十分であったが、全体として業務は順調に進捗していると判断

し、Ａと評価した。 
（３）総合所見 

独立行政法人農業工学研究所は、農業工学、社会科学、環境科学的アプローチにより、 
農業の多面的機能の発揮と農村の総合的な振興のための技術開発を、業務運営全般につ

いての効率化を進めながら行うことが求められている。このような観点から、平成15年
度の業務の実績について調査・分析し、評価した結果は以下のとおりである。 

◯ 主要な業務である研究開発については、中期計画の達成に向けて順調に業務が進 
捗している。農業・農村の多面的機能と環境負荷の統合的な経済評価、ロックフィ

ルダムの新しい圧密解析手法など、国民及び行政のニーズに応える実践的な研究の

成果が得られている。今後、研究成果を政策提言につなげる努力をさらに積極的に

進める必要がある。 
◯ 管理運営については、人材の機動的運用ならびに研究費の重点配分等、種々の面 

で改良が行われており、効率化に努力している姿勢は評価できる。 
    管理事務業務の効率化、管理経費節減については、引き続き一層の取り組みを図 

るとともに、業務評価結果のさらなる有効活用、研究目標単位ごとのコストと成果

の実績を把握する手法の検討など、一層の管理運営の高度化を目指していくことが

必要である。 
 
２ 各大項目ごとの評価 
 Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
  ①評価ランク Ａ 

②評価に至った理由及び所見 
 計画に対して業務は順調に進捗している。なお、大学との共同研究の更なる推進、

研究情報の収集・提供及び在外研究機会の充実、研究職員の業績評価結果を処遇に反

映するシステムの早急な構築等を検討する必要がある。また、競争的資金は伸び悩ん

でおり、獲得金額も高くは無いことから、その獲得に一層の努力をする必要がある。 
 項目ごとの所見は以下のとおりである。 
 

『１ 評価・点検の実施』 
「研究課題検討会」、「中期計画検討会」に得られた評価結果をもとに、1.2～0.8 

倍の格差を付けて研究資源配分に反映していることは評価できる。 



ただし、「業績審査委員会」で得られた研究職員の業績評価結果を処遇に反映する 
システムを構築する必要がある。 

なお、これらの評価にあたっては、将来を見すえたフィロソフィー、ビジョンの確 
立があるべきであり、そのための議論を行う場を充実する必要がある。 

 
『２ 研究資源の効率的利用』 

「新領域開発研究制度」を活用し、５課題に重点配分する等、資金配分の重点化は 
行われているが、人的資源の配分についてもより一層重点化することが重要である。 

また、競争的資金の獲得資金額は昨年度と同額であるが、今後、組織的に対応し、 
応募・獲得にさらに努力する必要がある。 

 
『３ 研究支援の効率化及び充実・高度化』 

業務は順調に進捗している。特に、外部委託等による研究支援の効率化を一層推進 
することが重要である。また、研究情報の収集・提供業務をさらに充実させていく必

要がある。 
 

『４ 連携、協力の促進』 
行政部局や他独法・国際機関との連携について、充実してきている。 

 
『５ 管理事務業務の効率化』 

管理事務経費の削減に一層努力し、削減効果を具体的な実績として示すことが必要 
である。また、大型実験施設の他機関との共用等にも配慮すべきである。 

 
『６ 職員の資質向上』 

業務は順調に進捗し、活発化していることは評価される。今後、在外研究、留学の 
機会増加を積極的に進め、研究職員の資質向上を図ることが重要である。 

 
 
 Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 
  ①評価ランク Ａ 

②評価に至った理由及び所見 
 いずれの評価単位についても、計画に対して業務は順調に進捗している。特に、多

面的機能評価の研究や防災関連の研究は、独法化後に取り組まれたものであるが、農

工研のパイオニア的領域となってきている。なお、農工研の研究対象が地域的拡がり

を持つこと、あるいはネットワーク型であることを考えると、今後、県レベルの研究

機関との連携を一層強める必要がある。また、法人組織による農業経営が従来にも増

して展開されつつあることに伴い、今後このような情勢に基づいた農村計画研究の充

実が望まれる。 
 項目ごとの所見は以下のとおりである。 
 

『１ 試験及び研究並びに調査』 
「Ⅱ－１－Ａ 農業・農村の有する多面的機能の解明・評価」については、業務は 

順調に進捗している。 
水田の持つ洪水防止機能や水質浄化機能等の個別機能に関する精緻な評価手法の開 



発や、農林業が環境に与える正と負の効果、すなわち多面的機能と環境負荷の全国レ

ベルでの統合的な経済評価等、農業・農村の持つ多面的機能の評価に関わる研究の着

実な深化が見られる。この分野は、これまで、研究蓄積の少なかった研究ジャンルで

あるが、農工研のパイオニア的研究領域になってきたと同時に、この分野の学界をリ

ードする中枢的研究機関になりつつある。今後もこの勢いを持続する必要がある。 
「Ⅱ－１－Ｂ 生産基盤の整備・管理技術の開発」については、業務は順調に進捗 

している。 
ロックフィルダムの安定性の向上・診断のための新しい圧密解析手法やワイヤレス 

間隙水圧計の開発や、豪雨・地震時にため池被災の可能性を判断できる、ため池リア

ルタイム防災データベースの開発等、技術的な基礎の確立・充実に向けて、順調に進

展している。また、論文数、特許出願数等が増加しており、評価できる。今後、持続

性（保全性）を主眼とする研究と効率性を主眼とする研究がより一層融合することが

望ましい。 
「Ⅱ－１－Ｃ 農村の活性化手法と生活環境整備手法の開発」については、業務は 

概ね順調に進捗している。 
家畜ふん尿等の有機性資源活用のための堆肥化施設の導入前に耕種農家側の需要を 

予測する手法の開発は、畜産排せつ物や他のバイオマス資源を農業が有する自然循環

機能によって高度に活用するための事前評価や資源配分を可能とする重要な成果であ

り、資源循環型の地域社会を構築するための施策として活用できる。また、都市農村

交流施設の事前評価手法は、都市住民の期待する施設整備水準を事前に把握するため

の重要な手法であり、今日求められている都市と農村の共生・交流を通じた農村活性

化のための投資を効率的に進めるための計画段階で活用される。 
このように、当区分の業務は順調に成果が得られている。なお、今後、７つの大課 

題のうち、成果（研究論文の発表）の少ない大課題の一層の奮起が必要である。 
 

『２ 専門研究分野を活かした社会貢献』 
行政部局等からの技術支援要請によく応えているが、今後、研究の成果を政策提言 

につなげる一層の努力、さらには、農業農村整備に関する政策科学的な研究に取り組

むことが重要である。 
 

『３ 成果の公表、普及の促進』 
国際ジャーナルへの論文投稿等、論文の質と量の改善・向上に努められているが、 

今後とも継続的に努力することが期待される。また、普及に移しうる成果は順調に選

定されているが、その普及状況を把握するフォローアップ方法の高度化が望まれる。 
 

 Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
  ①評価ランク Ｂ  

②評価に至った理由及び所見 
 外部委託等による経費節減、外部資金の獲得による自己収入増加等に努力は行われ

ているが、経費の節減状況の要因分析が不十分である。また、成果目標単位ごとに成

果の実績とコスト（人的資源の投入量を含む）を集計し、分析を行って管理を行う方

向への努力が求められる。なお、業務実績報告書の大課題に記載された経費の合計額

と、財務諸表における損益計算書の研究費相当額は、可能な限り一致するような記載

が望まれる。さらに、受託研究経費の配分内容及び研究の外部委託（受託研究の再委

託とその成果）に関しても、何らかの形で示すことが望まれる。 



 
 Ⅵ 剰余金の使途 
  ①評価ランク Ａ  

②評価に至った理由及び所見 
順調に進捗している。目的積立金を海外論文投稿原稿の校閲に有効利用しており、今 

後も経営努力を継続し、研究の質・レベルを向上することが期待される。 
 
 Ⅶ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 
  ①評価ランク Ａ 

②評価に至った理由及び所見 
 施設及び設備に関する計画と人員に関する計画を達成するなど、業務は順調に進捗

している。 
 項目ごとの所見は以下のとおりである。 
 

『１ 施設及び設備に関する計画』 
水路工実験棟の流量制御装置を改修し精緻な水利実験を可能とする等、業務は順調

  に進捗している。 
 

『２ 人員に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）』 
業務は順調に進捗している。なお、研究業務の重点化に伴い、特別研究員等、職員 

以外の人材を積極的に活用する努力を継続する必要がある。 
 
 
 
 
 
（参考）本評価において用いた評価ランクは以下の３段階である。 

Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している 
Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

          Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている 



○農業工学研究所の過去３カ年の業務達成状況 
 
 平成15年度は中期目標期間の中間年にあたること、平成17年度には中期目標期間の終期

を迎え次期中期目標期間に向けて独立行政法人全般にわたる検討が行われることから、当

分科会としては発足後３カ年の主な実績について法人から資料の提出を受け、ヒアリング

を行い、点検を行ったところである。 
 当該点検の結果は以下のとおりであるが、次期中期目標の策定に向け、本とりまとめが

効果的、効率的な研究推進に資するものとなることを期待する。 
 
 
１．総論 
 ポイント１：トップマネージメントの機能の発揮 
 
 独法化に伴い、従来の農業工学系を中心とする分野から、社会科学系、環境科学系まで

の分野を充実し、そのミッション（役割）を、①社会ニーズに基づく研究を実施しその成

果を発信する「シンクタンク機能」、②受託研究実施、災害等の技術支援要請も対応する

「ホームドクター機能」、③団体・民間技術者を対象に21コースの研修・講習を実施する

「トレーニングセンター機能」の３つに整理し、それらの融合に向けた地道な努力がなさ

れている。既に、多面的機能の解明・評価や環境保全分野で学界をリードする着実な研究

成果が得られたほか、農業工学分野をはじめとする３分野が融合し、『農村社会工学』と

いう新しい研究ジャンルを確立しつつあることは、理事長をトップとするトップマネージ

メントの主導性によるものとして高く評価できる。 
 また、成果の広報としては、農村研究の成果発表と議論の場である農村研究フォーラム

の定期開催、防災支援体制の強化、災害時の迅速な技術支援等が挙げられるが、今後、よ

りわかり易い形での広報が重要である。また、今後の業務の質の向上方針として、政策立

案へ研究情報を提示し、社会・行政ニーズに的確に応えた研究開発が行えるよう、農工研

の特徴である行政との一体性をさらに強化することが重要である。また、優秀な人材の確

保へむけて一層の取り組みを強化するとともに、資源配分（特に人的資源）にあたっては、

ミッションや研究ニーズに基づいた重点的配分を行うことが重要である。 
 
 
２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
 ポイント２：効率的な業務の推進状況 
 
 管理事務業務の効率化については努力されているが、その効果を明瞭にする必要がある。

今後、一層の効率化を図るとともに、研究業務の効率的な遂行に関しても考慮する必要が

ある。 
 また、研究資源の効率的利用のため、新領域研究制度の創設や課題評価結果を予算配分

に反映するシステムを導入し、重点的かつ効果的な資源配分が行われており、普及成果件

数、特許出願件数等は目標値を上回る等、順調に進捗している点は評価できる。ただし、

人的な業績評価結果の処遇等に反映するシステムの構築を検討する必要がある。 
 
 ポイント３：連携、協力の促進 
 産学官の連携、協力の実施については、農水省との密接な連携で行政支援型の研究で実

績を挙げている。官民連携新技術研究開発事業（農村振興局）を通じて産業部門とも積極



的に共同研究を実施している等順調に進展しているが、今後、産学官に民(農民)を加えた連

携体制を一層整備するため、公立研究機関との連携もさらに充実させる必要がある。 
 一方、国内での連携協力体制のみならず、メコン河委員会との共同研究やアジア・モン

スーン地域におけるネットワークの構築を目指してINWEPF（国際水田・水環境ネットワー

ク）の設立準備に積極的に協力する等、積極的な国際研究連携への取り組みも評価できる。 
 
 
３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 
 ポイント４：ミッションに対応した社会貢献 
 
 幹線農業用水路のパイプラインを埋設する際、ジオテキスタイルネットを活用すること

により従来よりも浅く埋設する工法を開発し、事業コストを３割削減する新技術を開発し

たり、独自に開発した「ため池防災データベース」に気象情報を取り込み、集中豪雨時や

震災時に被災の危険性をリアルタイムで予測するシステムを開発する等、農業農村整備事

業の効率的推進に寄与する優れた技術を開発し、事業コストの大幅削減や防災対策の強化

に貢献した。 
 また、家畜ふん尿等の有機性資源活用のため、堆肥化施設の導入前に耕種農家側の需要

をを予測する手法の開発は、地域バイオマス資源を高度に活用する資源循環型の地域社会

を構築するための施策として活用できる成果である。また、アイマーク・レコーダーによ

る視覚行動の注視特性指標を活用した農村景観の定量的評価手法の開発、有形文化資源・

伝承文化資源・伝承文化機能の３データを統合した農村の水辺文化資源情報データベース

システムの開発は、農村地域の文化や景観等の地域資源を保全するうえで活用される。こ

れらの研究は、循環型社会の形成、農村環境や文化等の資源の保全と再生、それら資源の

利用を通じた活力ある農村社会の形成を実現するためのパイオニア的研究であり、今後の

国、都道府県、市区町村等、各レベルの農村振興施策の中での活用が期待される。 
 さらに、国家基準の制定・改訂に活かせる研究成果の創出や農業土木技術者に対する各

種研修の実施等を通じて、行政施策や技術者育成に貢献しており、行政支援型研究機関と

して社会貢献していることは高く評価できる。 
 
 
４．予算、収支計画及び資金計画 
 ポイント５：業務の効率化を反映した財務内容の状況 
 
 外部委託等による経費節減等に努力している点は評価できる。ただし、業務の効率化は

人的資源と研究資金の最適配分を通じて達成される。研究成果について投入と成果を評価

する手法の開発にも取り組むことが期待される。なお、研究成果の報告に記載された経費

の額と、財務諸表における損益計算書の研究費相当額との関係や受託研究費の配分等につ

いても明示していくことが望ましい。 
 
 
５．その他農林水産省令で定める業務運営に関する重要事項 
 ポイント６：組織の活性化に向けた取り組み状況 
 
 施設及び設備を活かした研究業務の改善は、計画通り進捗しており、今後とも一層の推



進が期待される。 
 優秀な人材確保等に向けた取組みに関しては、特別研究員制度を創設し非常勤職員の採

用に努めていることは評価できるが、今後、重点研究領域との関連で任期付研究職員やポ

スドク等、優秀な人材の確保に一層努めることを期待したい。また、組織の活性化のため

には、現有職員の資質と士気を高揚させる方策を講じることも肝要である。 
 
 
６．付記事項 
  現在、政府においては平成17年度末までに中期目標期間が終了する独立行政法人に係る

期間終了時の見直し検討に前倒しで着手されているところであり、農業工学研究所もその

対象とされている。 
 本業務達成状況の点検作業を開始した時点では、このような事態は想定していなかった

ところであるが、本点検作業を当該事務・事業及び組織・身分等の見直しに役立てていく

ことが期待される。 
 
 



独立行政法人食品総合研究所の平成１５年度に係る業務の実績に関する評価結果 
 

農林水産省独立行政法人評価委員会農業技術分科会 
 
 
１ 総合評価 
（１）評価ランク Ａ 
（２）評価に至った理由 

「Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」、法人の主要な

業務である研究開発を含む「Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の

向上に関する目標を達成するためとるべき措置」、「Ⅲ 予算（人件費の見積りを含

む。）、収支計画及び資金計画」及び「Ⅶ その他農林水産省令で定める業務運営に

関する事項」すべてについて、中期計画の達成に向けて業務は順調に進捗していると

判断し、Ａと評価した。 
（３）総合所見 

独立行政法人食品総合研究所（以下「食品総合研究所」）は、食品に関係する科学、

技術に関する幅広い研究を行うことにより、食品の利用、加工及び流通に関する技術

の向上や食品の安全性、機能性に関する行政への貢献と国民への情報発信を業務運営

全般についての効率化を進めながら行うことが求められている。このような観点から、

平成15年度の業務の実績について調査・分析し、評価した結果は以下のとおりである。 
◯ 主要な業務である研究開発については、中期計画の達成に向けて順調に業務が進

捗している。全体として非常によく成果を挙げており、研究開発のレベルは高く、国

際的にも評価を得られているものがある。論文や特許の数についても計画をかなり上

回った結果が得られており評価される。なお、研究成果の国民への還元をより一層明

確にするとともに、各種試験研究機関、行政部局、大学、民間との連携協力をさらに

推進することが望まれる。 
    なお、食品の安全分野等の社会的ニーズの高い研究に取り組むのはもちろんであ

るが、独法として将来的に重要だと予見しうる研究等にも取り組むことが期待される。 
◯ 管理・運営については、効率的に業務実績が達成されるようなシステム作りがな

されており評価できる。 
  なお、管理事務業務の効率化、管理経費節減については、引き続きより一層の取

り組みを図り、その効果が研究開発業務の質の向上に寄与するよう努めるとともに、

業務が効率的に運営されている実態がより分かり易く明示する必要がある。また、得

られた研究成果等とコストの実績を対比分析して管理を行う方向に努力すべきである。 
○ 国民の食の安全・安心を担う中核的研究機関としての自負を持ち、基礎、応用い

ずれの分野でも高レベルの研究を推進することが重要である。 
 
２ 各大項目ごとの評価 
 Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
  ①評価ランク Ａ 

②評価に至った理由及び所見 
  内部及び外部有識者による評価体制の確立と実践、受託研究や競争的資金の獲得、知

的財産権への取組みや他独立行政法人をはじめとした産学官との協力関係の推進など、

業務運営の効率化は順調に進捗している。 
 項目ごとの所見は以下のとおりである。 



 
『１ 評価・点検の実施』 

研究課題評価及び機関運営の評価など、業務は順調に進捗している。但し、研究

職員の業績評価に関しては、16年度に試行される研究資源の配分への反映の着実

な実施を行うとともに中期計画に定めたとおり、処遇への反映についても実施す

る必要がある。 
 

『２ 研究資源の効率的利用』 
食品の安全・安心分野への人員・予算配分の重点化が図られているが、今後も、

①食品の安全・安心分野等の国民的関心の高い研究分野、②酵素をはじめとする

生物機能の活用等の先駆的研究分野、③食品廃棄物からのバイオプラスチック製

造等の基盤的研究分野のバランスを保ちながらトップマネージメントを行い、研

究資源の重点化、効率的利用に努めることが重要である 
また、優れた研究成果を背景に競争的資金を積極的に獲得しているが、今後、農

林水産省以外からの競争的資金の一層の増大が重要である。 
 

『３ 研究支援の効率化及び充実・高度化』 
文献等の研究情報の電子化、並びに高度分析機器や実験動物等の管理業務の外部

委託等、研究支援の効率化・高度化に関する業務は順調に進捗している。 
 

『４ 連携、協力の促進』 
連携大学院（９大学）、民間企業等との共同研究（54件）を積極的に推進してい

る点は評価できる。今後は、連携、協力の促進によって得られた成果及びその効

果を明確にすることが重要である。 
 

『５ 管理事務業務の効率化』 
管理事務業務の効率化は順調に進捗しているが、今後、一層の努力をするととも

に効率化の具体的成果を明確にすることが望まれる。 
 

『６ 職員の資質向上』 
人材のレベルアップは重要であり、海外研究交流の促進、学位取得等の研究分野

の人材育成への取組は順調に進捗している。今後とも、研究職員はもとより、知

的財産、会計関係等の人材育成を充実していく必要がある。 
 

 
 Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 
  ①評価ランク Ａ 

②評価に至った理由及び所見 
  試験及び研究並びに調査に関しては高い水準にあり、専門研究分野を活かした社会貢

献も十分果たしている。特に食品の安全性確保・品質保持技術の開発、表示制度に対

応した分析技術の高度化等、国民的関心が高い分野においてニーズに応える成果をあ

げている点は高く評価される。また、将来の食品産業のシーズになる微生物のゲノム

ならびに酵素活用に関する基盤的研究や食品の機能性解明についても特記すべき成果

が見られており、今後、応用分野への進展が望まれる。 



 項目ごとの所見は以下のとおりである。 
 
『１ 試験及び研究並びに調査』 

「Ⅱ－１－１） 食品の機能性の解明と利用技術の開発」については、脂質代謝調

節機構、アポトーシス誘導機構、アレルギー症状抑制食品成分解明、味覚情報伝達

系解析、食品の嗜好機能解析等において、優れた成果が得られ、特許も順調に出願

されるなど、業務は順調に進捗している。特に、「血管モデルと血液レオロジー測

定」に関する研究は、独創性のある研究でありながら社会的関心も高いことから、

今後、医療分野への応用を含めた研究の進展を期待する。 
「Ⅱ－１－２） 食品の安全性確保・品質保証技術の開発」については、社会的に

大きな関心と期待が寄せられている分野であり、着実な成果が得られている。今後、

食中毒微生物・ウイルスに関する取組みを一層強化するとともに、開発した研究成

果を普及することが望まれる。 
「Ⅱ－１－３） 食品表示制度に対応した分析技術の高度化」については、社会的

な関心が高いばかりでなく表示の正当性を裏付ける重要な技術であるが、ＤＮＡ分

析による農産物品種の判別技術の実用化や遺伝子組換え農作物（GMO）含有食品の

高度分析技術が開発され、国際標準化に寄与する等、業務は概ね順調に進捗してお

り、今後の更なる発展が望まれる。 
「Ⅱ－１－４） 食品素材の利用技術、食品製造技術の高度化」については、糖質

やタンパク質の持つ新しい機能の解明等の基盤的研究や、食品素材の製造・利用技

術の開発など質の高い研究が多く、業務は順調に進捗している。今後、マイクロチ

ャネル等のオリジナリティーの高い研究の一層の発展、ならびに環境負荷低減や国

産農産物の有用性をアピールできる研究の進展が望まれる。 
「Ⅱ－１－５） 微生物・酵素利用の高度化」については、リボゾーム工学や麹菌

ゲノム解析、酵素の改変と利活用など、基盤的研究において極めて優れた独創性の

高い成果をあげており、期待以上の業績があがっている。 
食品廃棄物の有効利用に関する研究は難しいテーマであり、着実な取組みが望まれ

る。 
「Ⅱ－１－６） 基礎的・基盤的研究の推進」については、業務は概ね順調に進捗

している。特に、ジーンバンク事業は国家的に重要な事業でもあり、着実な取組み

が望まれる。また、ファクトデーターベースの構築は、継続的な対応と早期公表が

望まれる。 
 

『２ 専門研究分野を活かした社会貢献』 
業務は順調に進捗しており、社会の要請によく応えていると判断する。特に、高

分解能核磁気共鳴装置、原子間力顕微鏡、質量分析装置等の高度分析機器を活用

した依頼分析・鑑定、公設機関、企業、大学の職員を対象とした研修ならびに多

数の外国人研究者の受入等、着実に社会貢献を果たしている。 
 

『３ 成果の公表、普及の促進』 
論文や特許申請において、数値目標を大幅に上回る成果をあげるなど、業務は順

調に進捗している。また、独法で開発した技術の移転等を支援するために、定員

を増やすことなく「連携共同推進室」を新設したことや、新たな試みとして企業

を対象とした「研究成果展示会2003」を開催する等、研究成果の公表・普及方策

についても積極的に展開していることは高く評価できる。 



 
 
 Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
  ①評価ランク Ａ  

②評価に至った理由及び所見 
  受託収入や競争的資金の獲得が積極的に行われている点、ならびに食品の安全性その

他の重点領域を設定しての資金配分等の点は評価できる。今後、成果目標単位ごとに

成果の実績とコスト（人的資源の投入量を含む）を集計し、分析を行って管理を行う

方向への努力が求められる。 
 
 
 Ⅶ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 
  ①評価ランク Ａ 

②評価に至った理由及び所見 
 食の安全・安心に対する国民的関心は非常に高いが、公募による最適任者の採用、

チーム制による研究職員の弾力的配置、ポスドクの活用等により、積極的に対応した

点は評価できる。今後も、国民から研究の強化が求められている研究領域に対応した

組織の一層の体制強化を継続することが必要である。 
 項目ごとの所見は以下のとおりである。 
 
『１ 施設及び設備に関する計画』 

   高温調理加工食品に含まれるアクリルアミド等をはじめとする食品の危害因子を迅

速・高精度に検出するため、実験棟を改修する等、業務は順調に進捗している。 
 

『２ 人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）』 
研究職員の重点配置については、併任、ポスドクの配置等により実施しているが、

今後ともトップマネージメントを活用した人員の重点配置を継続する必要がある。

また、研究部長の公募、任期付研究員の採用等、適任者の効率的な採用を今後も

継続的に実施することが重要である。 
 
 
（参考）本評価において用いた評価ランクは以下の３段階である。 

Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している 
Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている 
Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている 

 



○食品総合研究所の過去３カ年の業務達成状況 
 
 平成15年度は中期目標期間の中間年にあたること、平成17年度には中期目標期間の終期

を迎え次期中期目標期間に向けて独立行政法人全般にわたる検討が行われることから、当

分科会としては発足後３カ年の主な実績について法人から資料の提出を受け、ヒアリング

を行い、点検を行ったところである。 
 当該点検の結果は以下のとおりであるが、次期中期目標の策定に向け、本とりまとめが

効果的、効率的な研究推進に資するものとなることを期待する。 
 
 
１．総論 
 ポイント１：トップマネージメントの機能の発揮 
 
 社会的要請の大きい研究課題である、食品の安全・安心、表示、品質保証等と、将来に

向けた研究である生物機能の高度利用等をバランスさせ、かつ高温加熱した食品に含まれ

るアクリルアミド等の緊急課題にも迅速・的確に対応し社会的混乱を未然に防止した。ま

た、これを支える仕組みの構築を含め、トップマネージメント機能はよく発揮されている

点は高く評価できる。 
 なお、このような体制を持続させるには、マネージメントをシステム化することが肝要

である。今後、我が国の食の安全・安心に関わる公的な中核研究機関としての活躍が期待

されるが、基礎的研究成果を実用に結びつけていくことが重要である。 
 
 
２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
 ポイント２：効率的な業務の進展状況 
 
 食のグローバル化が急速に進展しており、組換え農産物の検知技術開発と国際標準化の

ように、国内基準策定ばかりでなく、科学的データを基にして積極的に国際基準策定に寄

与することが求められており、限られた研究資源を効率的に利用することが重要である。

また、文献利用の迅速化・高度化、会議の効率化、高額精密機器の維持管理の外部委託業

務の増加とスムーズな移行により、研究者の労度軽減が図られ、成果の増加に寄与してい

る。なお、管理事務業務の効率化を具体的数値で表現出来るよう努力するほか、研究業務

の効率化を図ることも重要である。 
 
 ポイント３：連携・協力の推進 
 一方、連携大学院契約の締結をはじめ、他独法の試験研究機関、行政部局、民間企業な

どとの人材交流を含めた連携、協力は順調に進展しているが、食のグローバル化に伴い多

様な連携が必要とされており、さらに連携を強化する努力を継続することが必要である。

なお、こうした連携により得られた具体的な成果を分かり易く表現することが重要である。 
 
 
３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 
 ポイント４：ミッションに対応した社会貢献 
 



 中期計画に対応した達成状況、受益者等を明確にした社会貢献の状況、食品の安全性確

保などの緊急に解決すべき問題への対応状況等、いずれも目標を達成している。 
 とりわけ、①食品を高温で加工した際に生ずるアクリルアミド問題、②組換え農産物の

検知技術開発、③DNA分析による米の品種鑑定、④無機元素組成に基づく中国産ネギの判

別、⑤農産物中のマイコトキシン汚染、⑥食中毒細菌の迅速検出技術の開発、⑦農産物の

トレーサビリティに活用されている青果ネットカタログの開発と実運用等、食品の安全性

や表示のための技術開発などの分野では、社会の要請に応えた研究成果をあげることが出

来た点は高く評価できる。また、①食品に含まれる機能性成分の効果を迅速に判定するた

めの評価技術の開発、②高齢化を背景に咀嚼の解析、③毛細血管に近い状態で血液の通過

速度を測定する技術の開発、④舌の味覚感覚の分子レベル的研究等、食に関する基盤的研

究も着実な成果をあげている。今後とも、状況を的確に把握し迅速に対応できる体制を維

持することが必要である。また、当該分野の先進的な中核研究機関として、地道な研究、

研修、啓蒙活動と積極的な広報活動の展開が重要である。 
 なお、①均一な微小液滴が調製可能なことから新たな食品加工技術として注目されてい

るマイクロチャネル乳化技術、②農産廃棄物を利用し、射出成形によりバイオプラスチッ

クを製造する技術などの加工分野でも新たな成果をあげている。さらに、微生物、酵素利

用などの基礎的研究では、多くの競争的資金を獲得し、世界に誇れるような高レベルの研

究成果が得られ一流誌に多数の研究論文を発表している。こうした食品産業のシーズとな

るような研究は今後も精力的に継続する必要がある一方、こうした成果を産業化に結びつ

け、アウトカムとして食生活向上に役立てるよう努力する必要がある。 
 
 
４．予算、収支計画及び資金計画 
 ポイント５：業務の効率化を反映した財務内容の状況 
 
 競争的資金の獲得に取組み、件数・金額ともに増加している。また、経費削減に努め、

優れた成果を挙げており、財務内容は概ね妥当に推移していると判断する。今後は、内部

計数の管理とその実績など、表現を工夫し、情報開示を一層推進する必要がある。 
 
 
５．その他農林水産省令で定める業務運営に関する重要事項 
 ポイント６：組織の活性化に向けた取り組み状況 
 
 公募型資金への応募や競争的資金獲得の奨励、研究資金の重点配分など、競争原理の強

化、浸透をはかりながら組織の活性化に努め、それが研究成果の創出につながっている。

今後とも、任期付任用並びに研究部長公募等による優秀な人材確保に継続的に取り組むと

ともに、国内外の諸研究機関との人材交流を更に進め、広い視野と闘争心を持った人材・

組織づくり等による活性を持続させる仕組みの構築を目指すことが重要である。 
 また、「食品の安全・安心」をはじめとする国民ニーズに迅速・適確に対応できるよう、

研究体制を構築することが重要である。 
 
 
６．付記事項 
  現在、政府においては平成17年度末までに中期目標期間が終了する独立行政法人に係る

期間終了時の見直し検討に前倒しで着手されているところであり、食品総合研究所もその



対象とされている。 
 本業務達成状況の点検作業を開始した時点では、このような事態は想定していなかった

ところであるが、本点検作業を当該事務・事業及び組織・身分等の見直しに役立てていく

ことが期待される。 
 
 



独立行政法人国際農林水産業研究センターの 
平成１５年度に係る業務の実績に関する評価結果 

 
農林水産省独立行政法人評価委員会農業技術分科会 

 
１ 総合評価 
（１）評価ランク A 
（２）評価に至った理由 

「Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」、法人の主要な

業務である研究開発を含む「Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の

向上に関する目標を達成するためとるべき措置」及び「Ⅶ その他農林水産省令で定

める業務運営に関する事項」が中期計画の達成に向けて順調に進捗しているので、「Ⅲ

 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画」については取り組みが

やや不十分であったが、全体として業務は順調に進捗していると判断し、Aと評価した。 
（３）総合所見 

独立行政法人国際農林水産業研究センター（JIRCAS)は、国際的な食料需給の安定や地

球規模の環境問題への対応のため、食料・農林水産業・環境分野への国際研究協力の

推進に努めることを目的としている。このような観点から、平成15年度の業務の実績

について調査・分析し、評価した結果は以下のとおりである。 
○JIRCASの特徴は国際的研究業務にあり、大半の研究は国外で行われているため、様々

な困難があるが、順調に進捗している。特にアフリカでの共同研究の開始は、我が国

のこれからの国際的農業研究の方向に沿っており、時宜を得ている。国際プロジェク

トや、個々の課題の間では成果に格差も見られており、テーマや実施体制の検討が必

要である。 
○管理業務では、成果目標単位ごとに、成果の実績とコストとの対比を行えるよう手

法の検討を行うべきである。 
○海外活動が主であるため、JIRCASの活動を、国民にわかりやすく説明しアピールす

る工夫が求められる。 
 
２ 各大項目ごとの評価 
 Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
  ①評価ランク A 

②評価に至った理由及び所見 
業務は順調に進捗している。 
評価では、国際プロジェクト現地からの外部有識者も含めて評価した点で、より

客観性が達成されたと高く評価できる。理事長奨励研究の拡大など競争原理の強

化による活性化、効率的な運営についても改善されている。研究課題評価結果や

研究業績評価の研究資源配分や処遇への反映は課題として残る。 
研究支援に関しては、技術専門職や一般職など研究支援職の海外現地派遣が評価

でき、今後も積極的な取り組みが必要である。また、我が国を代表して海外で仕

事をするにあたっては、人材が大切な財産であり、質的向上の一層の取り組みが

必要である。 
  項目ごとの所見は以下のとおりである。 
 
『１ 評価・点検の実施』 



外部有識者による評価会議を設置し、機関運営、国際プロジェクト研究の評価、

研究職員の業績評価等を行い、プロジェクト研究の改廃・課題整理を含めた研究

資源配分の重点化を検討している点は評価される。特に国際プロジェクトでは外

部評価委員にプロジェクト対象国の有識者を加えて客観的な評価を行っている点

が大きく改善している。 
研究職員の業績評価に関して、発表論文数に加えて、途上国での活動等も評価対

象にしたことは、JIRCASの研究の特性からして適切だと判断できるが、活動内容

等に関しては評価基準を明確にする必要がある。また、中期計画に定めたとおり、

業務評価結果の研究資源の重点配分と処遇への反映を実施すべきである。 
 

『２ 研究資源の効率的利用』 
外部競争資金の獲得については応募数は昨年度と同じだが、獲得実績が減少して

いる。農水以外の省庁の資金獲得も目指すなど、一層の取組み強化が望まれる。

また、理事長奨励研究の拡大などの競争原理の強化は評価できるが、研究の重点

化にあわせて研究資金や研究員等の重点配分が必要である。 
 

『３ 研究支援の効率化及び充実・高度化』 
海外に於ける研究職員の活動を支援するために専門知識や技術を有する人材の派

遣を進めるとともに、知的財産に関する研究職員の意識の向上や情報の提供につ

いても前向きな取組みを行う等、順調に進捗している。 
 

『４ 連携、協力の促進』 
アフリカの国際半乾燥熱帯作物研究所（ICRISAT）サヘルセンターとの共同研究の

スタートは、我が国のこれからの国際的農業研究の方向とも合致しており、評価

できる。国内の大学からの若手研究者の受け入れや日本学術振興会（JSPS）外国

人特別研究員の採用などは、研究連携の強化に繋がり、さらに推進強化する必要

がある。JICAとの役割分担に基づく連携も順調に進捗している。なお、先進国と

の共同研究や他の独法研究機関、産学官との連携協力も充実していくことが必要

である。 
 

『５ 管理事務業務の効率化』 
本所への支払事務の一元化、所内LAN利用の研究業績公表届提出など、事務処理

の簡素化、スピードアップは順当と判断できるが、ここまでで良いという終点の

ない分野であり、更なる工夫が期待される。 
 

『６ 職員の資質向上』 
順調に取り組まれている。学位取得は、我国を代表して国際社会で仕事をする上

で必須のものと考えられ、今後も取得の奨励が求められる。さらに、国際プロジ

ェクトの円滑な遂行には共同研究相手国の文化・言語・社会等に対する理解が重

要であり、これらに関する重点的な研修など、資質向上への取組みを一層充実さ

せていく必要がある。 
 

『７ 海外滞在職員等の安全と健康の確保』 
SARSや鳥インフルエンザ等予期できない事態への対策や、日常の健康管理に努め

るとともに、派遣前ガイダンスを含め安全対策に対する意識の浸透に努めたこと



は評価できるが、危険レベルの段階ごとにあらかじめ対策を立てておく等、緊急

時の対策を充実していく必要がある。 
 
 Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 
  ①評価ランク A 

②評価に至った理由及び所見 
業務は全体的には順調に進捗しているが、優れたものもある反面、進捗の遅れて

いるものもある。全体に中課題間の成果の格差が大きく、大課題の目的達成のた

めには中課題の見直しが必要である。海外機関との人的ネットワーク構築や、海

外対象国に関する情報収集は向上して来ている。国際社会における我が国のプレ

ゼンスを一層高めるためにも、先進諸国を含めた各国と連携して研究にあたる必

要がある。 
  項目ごとの所見は以下のとおりである。 
 
『１ 試験及び研究並びに調査』 

「Ⅱ－１－Ａ 開発途上地域の食料需給改善のための農林水産業の動向解析、国

内外の研究開発動向の把握及び技術開発方向の解明」 
重要なテーマではあるが、進捗が遅れているものがあり、何らかの研究推進の工

夫が必要である。特に開発途上地域の食料需給改善のための農林水産業の動向解

析については、統計データ等が決して充分ではない途上国における研究の問題点

は理解できるが、より信頼度の高いものとする必要がある。 
なお、国際情報部の成果が研究所の研究企画、管理、運営にどのように活かされ

ているかをわかりやすく説明する必要がある。 
「Ⅱ－１－Ｂ 開発途上地域の農林水産業の持続的発展のための研究開発」 
国際プロジェクトは、成果の格差が大きく、ベトナムメコンデルタにおける低利

用飼料資源を用いた豚の飼育等、大きな成果を挙げている研究がある一方、十分

成果が上がっていない課題もある。こうした課題については原因を十分に解析し

て、研究の順調な推進に向けた対策をとる必要がある。また、国内研究も含めた

プロジェクト全体で、各年度の達成状況を前年度と比較して明らかになった点を

示すなど、全体の推進を図る上での工夫が必要である。 
沖縄における研究については、位置づけを明確化した重点的推進が必要である。 
 

『２ 専門研究分野を活かした社会貢献』 
分析、鑑定の実施状況は、順調に稼動し始めたと判断する。講習、研修等につい

ては、国際シンポジウム、ワークショップなどをニジェール、タイ、ベトナム、

中国など対象国の他、日本でも開催し、活発に活動している。行政、国際機関、

学会等への職員の派遣、技術情報の提供も、順調に進捗している。 
 

『３ 成果の公表、普及の促進』 
ホームページや学術専門誌、機関誌の活用、記者クラブへの情報提供や、JIRCAS
ギャラリーや、「つくばちびっ子博士２００３」の開催など努力が見られたが、

成果の公表に対する取り組みの度合いが部門により偏っており、積極的に成果を

アピールする意識の向上が必要である。また、研究成果の普及の促進については

成果情報の公表にとどまらず、普及までフォローする体制が必要である。発表論



文数や出願特許数は概ね目標を達成しており、順調に推移している。 
 

 Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
  ①評価ランク Ｂ 

②評価に至った理由及び所見 
経費節減に係る取り組みについては節減の努力にかかわらず、今一歩の進捗が望

まれる。受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係る取り組みについても、目

標値を下廻り、もう一段の進展が必要である。法人運営における資金の配分状況

については、さらにメリハリのある配分が必要である。 
成果目標単位ごとに成果の実績とコスト（人的資源の投入量を含む）を集計し、

分析を行って管理を行う方向への努力が求められる。なお、財務諸表における研

究経費と実績報告書の大課題ごとの予算配分合計との差異について、わかりやす

い説明が必要である。 
 
 Ⅵ 剰余金の使途 
   ①評価ランク Ａ 
    ②評価に至った理由及び所見 

 14事業年度の利益処分については、平成16年3月10日農会第495号をもって農林水産

大臣より承認された。目的積立金として承認された15,493円については、次年度以降に

有効かつ適切な活用が期待される。 
 
 Ⅶ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 
  ①評価ランク Ａ 

②評価に至った理由及び所見 
業務は順調に進捗している。 
我国を代表して国際的な場で活動する上で、人材確保と育成が重要であり、公募

や任期付任用による戦力増強、研修による育成、専門職の現地派遣による研究職

員支援等を今後も進めていく必要がある。 
  項目ごとの所見は以下のとおりである。 
 
『１ 施設及び設備に関する計画』 

順調に進捗している。 
 

『２ 人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）』 
国際プロジェクトの円滑な遂行には、各技術分野の専門知識だけではなく、開発

途上国の文化・社会に対する深い理解が必要であり、核となる人材はJIRCASで養

成していく必要がある。その点で、海外研究に任期付で研究者を採用したことは、

評価できる。 
常勤職員数の管理、業務効率化の視点での人員配置の重点化、外部からの研究者

受入れなど、人事管理全般に亘って順調に推移している。職員の採用については

ポスドク以外も含め公募制をさらに拡大する必要がある。 
 
（参考）本評価において用いた評価ランクは以下の３段階である。 

Ａ：計画に対して業務が順調に進捗している 
Ｂ：計画に対して業務の進捗がやや遅れている 



Ｃ：計画に対して業務の進捗が遅れている 



○国際農林水産業研究センターの過去３カ年の業務達成状況 
 
 平成15年度は中期目標期間の中間年にあたること、平成17年度には中期目標期間の終期

を迎え次期中期目標期間に向けて独立行政法人全般にわたる検討が行われることから、当

分科会としては発足後３カ年の主な実績について法人から資料の提出を受け、ヒアリング

を行い、点検を行ったところである。 
 当該点検の結果は以下のとおりであるが、次期中期目標の策定に向け、本とりまとめが

効果的、効率的な研究推進に資するものとなることを期待する。 
 
 
１．総論 
 ポイント１：トップマネージメントの機能の発揮 
 
 国際プロジェクトでは政府の政策方針に基づき、従来のアジアに加え、アフリカでの国

際機関との共同研究を開始するなど、対象地域の重点化や国際研究機関との連携強化に理

事長のトップマネジメント機能が発揮されている。国際プロジェクトの評価に当たっては、

現地からの外部有識者を含めた点に大きな改善が見られる。また、開発途上国の持続的な

発展や環境問題など、地球規模の問題に対処するため、国内の大学や研究機関、NGOの研

究・交流組織として「持続的開発のための農林水産国際研究フォーラム」の設立を目指し

ている点に理事長のトップマネジメントが現れている。国際研究に携わる優秀な人材確保

のための方策や、基盤研究の充実と研究資源の特定研究課題への重点配分、国内外の関連

研究機関との連携、各種の支援体制の構築などにも理事長のトップマネジメント機能が発

揮されている。今後は評価結果を資源の配分に反映させる等に更なるリーダーシップの発

揮が望まれる。 
 
 
２．業務の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
 ポイント２効率的な業務の推進状況 
 
 厳正な評価システム、理事長奨励研究費による研究費の重点配分システムを確立した。

また、事務処理の簡素化、迅速化を行うとともに、海外滞在職員の現地での安全や健康管

理への対応、海外での研究職員の活動支援などを進めてきたことは国際プロジェクト遂行

に大きく貢献している。さらに、海外派遣に要する経費全体を見直し節減を図った。 
 
 ポイント３：連携、協力の推進 
 国際プロジェクトについては、他法人を含めた各専門分野の専門研究者の派遣や国際農

業研究協議グループ傘下の研究機関との連携について努力し、進捗している。今後は、JIR
CAS自身の研究重点化と連動させた共同研究・連携の重点化が重要である。そのため、評価

システムを活用し、目的に沿って人員配置を行うこと等が必要である。 
 
 
３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 
 ポイント４：ミッションに対応した社会貢献 
 



 JIRCASは国際的な食料需給の安定や地球規模の環境問題への対応のため、食料・農林水

産業・環境分野への国際研究協力の推進に努めることを目的として研究を推進している。 
 なかでも、乾燥等の環境ストレス耐性を持つ植物の開発は、砂漠、凍土、塩害地など耕

作不適地の増大に対して作物生産をするための、大きな成果である。モデル植物で確かめ

られた環境ストレス耐性を作物に導入するために、イネ（国際稲研究所：IRRI）、コムギ

とトウモロコシ（国際とうもろこし・小麦改良センター：CIMMYT、国際乾燥地農業研究

センター：ICARDA）、ダイズ（ブラジル農牧研究公社：EMBRAPA）、キャッサバ（国際

熱帯農業センター：CIAT）等で世界各地で共同研究が開始されており、大きな成果が期待

される。 
 メコンデルタプロジェクトで、オニテナガエビ養殖技術の改良と、現地での普及により、

ベトナムでの稚エビの生産が大幅に増大したことも重要な成果である。この成果は平成１

４年度の文部科学大臣賞を受賞している。 
 また、西アフリカの稲作を振興し、栄養不良環境を改善するために、不良環境耐性で良

食味を持つネリカ米の栽培向上をめざしたプロジェクトと、東南アジア及び我が国南西諸

島に広がり、カンキツ栽培を妨げるカンキツグリーニング病防除のためのプロジェクトを

新たに開始しており、成果が期待される。 
 このようなミッションと成果を一般の日本国民に対して、もっと強くかつわかりやすく

アピールするのもJIRCASの重要な責務である。 
 
 
４．予算、収支計画及び資金計画 
 ポイント５：業務の効率化を反映した財務内容の状況 
 
 管理業務の見直し、コスト削減の努力は順当に行われている。今後は、研究業務につい

てもコストの視点を取り入れ、評価を行っていく努力が必要である。また、ミッションの

中での活動の重点化志向に連動して、資金の重点配分をもっとわかりやすく説明する必要

がある。 
 
 
５．その他農林水産省令で定める業務運営に関する重要事項 
 ポイント６：組織の活性化に向けた取り組み状況 
 
 公募制の活用による任期付研究者の採用は、組織の活性化に向け、さらに拡充する必要

がある。また、研究職員の業績評価の処遇への反映などを順次実施する必要がある。 
 
 
６．付記事項 
  現在、政府においては平成17年度末までに中期目標期間が終了する独立行政法人に係る

期間終了時の見直し検討に前倒しで着手されているところであり、国際農林水産業研究セ

ンターもその対象とされている。 
 本業務達成状況の点検作業を開始した時点では、このような事態は想定していなかった

ところであるが、本点検作業を当該事務・事業及び組織・身分等の見直しに役立てていく

ことが期待される。 
 
 



                                                         （別添２）  
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独立行政法人評価委員会林野分科会  



独立行政法人森林総合研究所の平成１５事業年度の評価結果について 

 

１ 総合評価の評定 

（Ａ）： 中期計画に対して概ね順調に推移している。 

 独立行政法人評価委員会林野分科会（以下「分科会」という。）が、独立

行政法人森林総合研究所（以下「研究所」という。）の平成１５年度の業務

の実績について、「独立行政法人林木育種センター及び独立行政法人森林総

合研究所の業務の実績に関する評価基準」により、中期目標及び同目標に基

づき作成された中期計画の達成度合いを客観的に判断するため評価単位を設

定し、取り組むべき課題の達成状況を評価し、その結果を基本として総合評

価を行ったところ、中期計画に対して概ね順調に推移していると判断された

ことから、上記の評価結果（Ａ）とした。 

 なお、評価は、設定した評価単位ごとに、研究所が行った自己評価結果の

提出・説明を受け、当該資料の調査・分析を基本として行った。 

 

２ 大項目の評定 

 「業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」、「国民に

対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置」、「予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金

計画」、「その他主務省令で定める業務運営に関する事項」の各項目につい

て、何れも中期計画に対して概ね順調に推移していると判断されたことから

（Ａ）と評価した。 

 

３ 業務運営に対する総括的な意見 

 研究所の業務運営の改善に資するため、分科会は以下のような意見を述べ

た。 

 (1) 業務内容が多岐にわたることから、多数の研究テーマが設定されている中

で、個別の研究、調査の評価は行われている。 

 (2) 目標の明確化、総合的な成果の取りまとめやインプット、アウトプット、

アウトカムの明確化、リンクを行うためにも、一層の業務プロセス分析や見直



し、継続的な改善努力を求める。 

 (3) 業績評価は、研究所自らが国民に対する説明責任を全うする重要な機会で

あることに鑑み、評価委員会に提出する資料の作成に当たっては、引き続き研

究所としての考え方や過程が容易に読み取れる形で所載されることを期待する。

また、広報の機会を捉えて、国民にわかりやすく研究の成果等を伝える工夫を

されたい。 

 (4) 組織としてのダイナミックさが感じられる一年であったが、引き続き社会

や現場のニーズを的確に捉えるよう惜しみない努力を注ぎ、国内の森林管理を

支える研究機関としての立場をより一層明確にして研究活動に取り組むことを

期待する。  

 



 

 

 

平成１５年度業務実績評価 

 

 

 

〔森林総合研究所分〕 

 

 
 

・ 評価単位の評価シート 

    評価単位ごとに法人が作成し分科会に提出された評価シートであり、分科会はこれ 

 らを分析・調査した上で評定を行うとともに必要に応じコメントを付している。 

 

・ 大項目の評価シート 

  各大項目に係る評価単位の評定を基礎として、大項目ごとに評定を行うとともに必 

 要に応じコメントを付している。 

 

・ 総合評価の評価シート 

  全評価単位の評定を基礎として、総合評価を行うとともに必要に応じコメントを付 

 している。 

 

・ 補足資料 

  分科会から森林総合研究所に対して補足説明を求めて得た情報である。 
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目）１ 業務の効率化

評価単位 １ 業務の効率化

年度計画の概要
「先端的な科学技術の導入と開発に積極的に取り組むとともに、機動的・効果的な業

務運営を行い自己評価により計画的な業務の改善・効率化を図る （中期計画）ため、」
・業務運営にかかわる諸会議及び委員会を開催するとともに、業務実績データを収集
して業務運営の点検を行い、業務改善を図る。

・研究評議会、支所研究評議会を開催し、研究計画・成果及び運営管理について助言
を得、その結果を運営及び年度計画に反映させる。

・職員には、研究所や国等の機関が実施する各種研修、学術講演会等に積極的に参加
させ、資質の向上を図る。

・若手研究職員については、在外研究員派遣等の制度を活用した海外留学を積極的に
支援するとともに、学位の取得を奨励する。

・国内及び外国の学会誌並びに機関誌等への論文投稿を促し、主要学会誌等掲載論文
数が研究職員一人当たり平均０．８報を上回るよう努める。

・熱源の変更等により経費の節減や業務の効率化を図る。

実施結果
業務運営の点検及び業務改善については、理事会（概要をホームページ上で公表 、）

運営会議、連絡調整会議及び全所運営会議等のほか、研究推進に関する会議、業務の調
整に関する委員会、法令に基づく会議等を適宜開催し、業務の効率化に努めた。また、

、 、 、 、 、 、業務運営について 研究 企画調整 総務部門の業務実績データを科 課 全研究領域
支所の基本単位毎に集約・点検し、その上にたって自主的な年度目標を立て、業務の改
善・見直しを行う業務運営評価システムの試行を行った。次年度に、問題点の抽出と現
行業務との整合性を点検し、今後の業務改善に向けた取り組みを図る。

研究評議会については、研究評議会及び支所研究評議会を開催し、平成１４年度の業
務の実績とそれに対する独立行政法人評価委員会の評価結果の説明を行い、今後の対応
方針に関して委員から幅広い助言を得た。研究方向や運営に関する指摘事項については
対応方針を定めてホームページ上で公表するとともに、独法評価委員会の指摘に対する
対応方針や次年度計画等に反映させた。

職員の資質の向上については、農林水産省、人事院等が主催する研究管理職研修、Ⅰ
種採用者研修などに積極的に参加させたほか、所独自に中堅研究職員研修や英語研修等
を実施するなど、あわせて３３件の研修に１５４名(平成１４年度１２３名)を受講させ
た。
研究領域や支所においては、研究会、セミナー、自主ゼミ等を開催し、最新の研究情

報を交換するなど職員の資質の向上に努めた。

学位取得については、平成１５年度の新たな学位取得者は４名(平成１４年度１３名)
であり、全体で２４７名(平成１４年度２４１名)となった。２名の若手研究員を１～２
年海外研究員として派遣した。

主要学会誌等掲載論文数については、研究者一人当たりの実績値が０．９１報（審
査のある原著論文４１９報、研究者数４５８人[平成１６年３月１日現在] （平成）
１４年度０．８３報）となり、改善の方向が定着した。
主な学会誌等は、日本林学会誌、木材学会誌、日本生態学会誌、日本土壌肥料学雑
、 、 、 、 、誌 Journal of Forest Research Journal of Wood Science Mycoscience Ecological Research
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である。Plant and Cell Physiology
なお、英文論文数は２２２報(平成１４年度１７４報)で、原著論文に占める割合は５

３．０％(平成１４年度４５．３％) である。

経費の節減については、平成１５年度において運営費交付金にかかる業務費及び一般
管理費の合計が少なくとも前年度比１％減にすることを踏まえ、以下の基本的考えにた
って効率的予算運用を行った。
１．一般研究費・特別研究費等の研究活動に必要な経費については、実行課題やプロ

ジェクト等を単位として責任者に一括配布し、進行状況に合わせた機動的な運用
２．研究管理費及び一般管理費については、施設の保守等に必要な義務的経費を確保

し、その他の経費を縮減するという基本的な執行方針で、期中における予算執行
状況を経過的に把握できる予算管理体制を構築した効率的予算の運用

その結果 運営費交付金にかかる事業費及び一般管理費を前年度比１ ７％ 平成１４、 ． （
年度 ％）節減できた。０．９
また、経費の節減や業務の効率化を図るため、ボイラー燃料を灯油から大口利用によ

る低価格なガスへの切替えを進めるとともに、温暖化対策の一環としてＣＯ 削減に寄２

与した。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

、 。若手研究者の学位取得については 学位取得者が前年度に比し減少する結果となった
大学側の状況の変化に応じきめ細かな対応・指導の体制が必要である。
しかしながら、その他の点では昨年度からの課題であった業務運営に関する評価シス

テム構築については、全組織を通じた試行を行い、計画を達成したこと、原著論文数は
着実に増加しており、中期計画達成のめどができたこと、業務費及び一般管理費は、予
算管理体制を強化し、資金の効率的運用を図ることができたこと、経費の節減について
は、優先度に着目した予算配布、予算執行状況の把握による機動的な執行等を通じて、
運営費交付金にかかる事業費及び一般管理費を前年度比１．７％節減できたこと、等に
より、業務の効率化の評価単位を全体としてａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 各方面に渡る努力が認められる。
・ 今後業務プロセス全体の検討によるさらなる改善を期待する。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目）２ 競争的研究環境の整備

評価単位 ２ 競争的研究環境の整備

年度計画の概要
「外部資金を積極的に獲得し、研究資源の集中投資による競争的環境を整備し、研究

資源の傾斜配分を行う （中期計画）ため、」
・行政・産業界との連携、学会等を通じて情報収集を行い、行政、産業界、地域のニ
ーズや研究動向を積極的に把握し、研究戦略会議等における提案・応募課題の検討
に活用することにより、プロジェクトの企画立案能力の向上を図る。

・研究課題の推進に当たって、実行課題を単位にプロジェクト形式で進行管理すると
ともに、外部評価者を入れるなど研究課題評価システムの定着と改善を更に進め、
事前・中間・事後の評価結果を予算に反映させる。

実施結果
外部資金を積極的に獲得にかかるプロジェクト企画立案能力の向上については、研

究管理官を中心とする研究戦略会議を４３回開催し、研究プロジェクトの企画・立案の
作業を迅速かつ効率的に行った。
また 「京都メカニズムと熱帯林エコシステムの保全に関する国際シンポジウム／ワ、

ークショップ 、及び「ワークショップ：持続可能な森林管理における生物多様性モニ」
タリング」の開催を通じて、競争的資金を伴うプロジェクトの形成を図った。
この結果、平成１５年度中の応募による外部資金の獲得では、６種類の資金制度に合

計で１００件(平成１４年度１０３件)の応募を行い、２０件(平成１４年度２０件)の採
択を得た。
特に、競争的研究資金への応募を所員へ促すため、若手研究者対象にした講習会を９

月に開催し、最近の競争的研究資金に関する状況の周知と、応募書類の記載技術の向上
。 、 「 」 、を図った その結果 文部科学省科学研究費補助金における 若手 費目への応募者が

２９名（平成１４年度２２名）に増加した。

平成１４年度の独立行政法人評価委員会林野分科会における指摘を踏まえて、中間の
分野別研究推進会議を開催し、研究分野ごとに中期計画の達成度を明確に示すことがで
きるように点検を実施した。

、 、 、 、評価実施体制は 研究分野推進会議 研究分野評価会議 全所研究推進評価会議とし
１１研究分野１５３の実行課題の評価を４段階で行い、研究成果の抽出を行った。
研究分野評価会議では、実行課題レベルで作成した評価シートをもとに外部評価委員

の評価を受け、それを基に最終的な自己評価を行った。

運営費交付金プロジェクト評価結果の予算への反映については、競争的環境下で所内
募集を行って新に１３課題を設定し、継続中の１４課題を含めて外部評価委員による評
価を行い、予算の重点配布を行った。
また、一般研究費の研究課題への配分に際し、課題毎に必要経費の査定項目を設け、

課題の評価結果、人的勢力投入量等による予算査定方法に基づき、研究戦略会議におい
て予算の傾斜配分を行った。
なお、競争的資金のうち、研究費の３０％以上の額が間接費として配布される研究プ

ロジェクト課題については、課題担当者に対しインセンティブを与えるため、その内
。（ ）。３０％を研究予算として配分する制度を新たに導入した 平成１５年度９８０万円

・ 国等からの受託費等により行う研究開発業務の取り扱いの妥当性」「
国等からの受託研究は当研究所の年度計画に記載して実施し、評価を行っており、

運営費交付金による研究開発業務を大幅に圧迫・変更するものではない。また、研究
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の実施に当たっては戦略会議において、中期計画を達成する上で適切であるかの観点
から事前に研究内容と計画を評価している。

・ 受託事業において再委託が３分の２を超えるものの適切さ」「
国等からの受託費等により行う個々の研究開発業務の内、外部への再委託が３分の

２以上となっているものは、３件ある。農林水産省の受託事業費である「生物機能の
」（ ） 、革新的利用のためのナノテクノロジー・材料技術の開発 １４～１８ では８５％

林野庁の森林吸収源事業では 「森林吸収源データ緊急整備事業」で９０％ 「森林吸、 、
収源計測・活用体制整備強化事業」で８５％の再委託率となっている。ナノテクプロ
ジェクトについてはプロジェクトリーダーの大学への転出に伴うもので、２課題が当
研究所で実施され、プロジェクト成果の取りまとめと年度評価を実施しており、プロ
ジェクト全体の中でも適切な評価を受けている。林野庁事業として行われている森林
吸収源事業では、行政機関への協力として積極的に取り組み 「吸収量検証プロジェ、
クト事務局」を形成して５つの分科会で事業推進を図る体制を組み、総合的な管理・
運営体制をしいている。当研究所は、参加事業体へ調査マニュアルの提供、データ入
力システムの開発、現地指導・調査、評価等を中心的に行い、事業を適切に進行して
いる。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

、 、研究戦略会議の機動的運営と 若手研究者を中心とした科研費への応募指導等により
幅広い分野で、多様な資金制度に、プロジェクト応募ができたこと、競争的資金獲得者
にインセンティブを与える仕組みを導入するとともに、一般研究費並びに交付金プロジ
ェクトについて、外部評価等を基に研究資源の傾斜配分を行ったことより、競争的研究
環境の整備の評価単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 研究戦略会議が活躍しており、外部資金への応募が積極的である。
・ 今後とも研究資源の傾斜配分等外部評価委員の役割を重視することが望まれる。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目）３ 施設、機械の効率的活用

評価単位 ３ 施設、機械の効率的活用

年度計画の概要
研究所内の共同利用とともに外部との共同研究等を推進し、既存施設・設備の計画的

更新と改修により、効率的活用を図る。

実施結果
３施設、１４台の機械を共同利用研究施設・機械運営規則に基づき管理し、研究職員

のほか、所外からの研修員や共同研究者などによる共同利用を進めた。
各組織が管理する研究用機械や別棟施設等についても、現有機器等については適切に

保守・管理を行って最善の状態で職員間の共同利用を図った。新たな機器の整備に当た
っても、スペースの有効利用を図った。
また、施設・設備の効率的活用を図るため、所内に設けた施設整備・運営委員会を活

用しつつ、現状把握、優先度の決定等により、施設・設備の更新・改修等を実施し、計
画的な整備に努めた。

なお、別棟施設や高額機器の共同利用については、長期的な観点から、その対象範囲を広
げ、現有設備の廃棄を含む老朽化対策とスペースの有効利用を図る整備計画を樹立するため
の検討を進めている。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

共用利用施設・機械の利用は順調に行われている。また、老朽化した施設・設備の改
修について、緊急性の高いものから計画的に実行できた。
以上の結果から、施設、機械の効率的活用の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 適切に行われていると推定される。
・ つくばへ移転後相当年月が経過していることから、本所の機能の総合的な点検を行うこと

を期待する。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目）４ 研究の連携・協力

評価単位 ４ 研究の連携・協力

年度計画の概要
「大学、民間、国公立試験研究機関、他の独立行政法人との連携・協力及び人的交流

を進め、研究能率の向上と研究の効率的推進を図る。国有林野事業、地域・国際連携を
進める （中期計画）ため、。」
・共同研究のほか受託研究、委託研究など他機関との連携、協力を進める。
・国有林野事業と連携する。
・公立試験研究機関との連携を図るため、会議等を開催又は会議等に参加し、併せて
地域に根ざした研究課題に取り組む。

・国際共同研究等を積極的に行う。

実施結果
研究機関との連携 協力については 民間 大学 試験研究機関等との間で６９件 う、 、 、 、 （

ち４０件新規）の共同研究を行った（平成１４年度４５件うち２４件新規 。）
また、大学が行う科学研究費補助金による３５件の研究課題に研究分担者として参画

した（平成１４年度２８件 。）
さらに、大学、公立及び民間の試験研究機関に１９６件の研究委託を行い、連携・協

力による効率的な研究の実施を図った（平成１４年度１０８件 。）

国有林野事業との連携については、１６年４月の国有林野事業組織再編に関連して、
連携強化が重要であるとの認識のもと、国有林野内に設定している固定試験地（９３箇

、 ） 、所 １０１１ｈａ についての調査研究活動をとりまとめて国有林の各組織に報告し
国有林の技術開発課題（２９課題）に参画して共同して調査研究を行った。
さらに 「国有林野の管理運営に関する基本計画（平成１５年１２月 」の策定、 ）

に当たり、試験地の設定など学術研究へのフィールド提供を同計画に明確に位置
づけてもらうため 「国有林試験地事例集 （当所の研究のため国有林に設定した、 」
６１件の試験地について、その概要を説明した資料）を作成し、国有林の担当部
局に提出した。

公立試験研究機関との連携については、全国で６つのブロックごとに林業研究開発
ブロック会議を林野庁との共催で開催したほか、公立試験研究機関との連携を図
るため合計３１回（平成１４年度３３回）の連絡協議会等の開催及び参加を行っ
た。
また、運営費交付金プロジェクトとして「スギの高速乾燥システム」ほか６課題

について県の試験研究機関に対し１１件の委託を行い地域の問題に取り組んだ。

国際研究機関等との連携・協力については、平成１５年度中に、合計７１件（平成
１４年度６９件）の共同研究、プロジェクト研究を実施し、合計３９名（平成１４年度
５８名）の研究者を受け入れた。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

研究機関との関係では、共同研究規則の定着化にともない共同研究案件が着実に増加
し、また、大学等との共同研究が大幅に増えて連携を深めることができたこと、国有林



- 7 -

野事業では、次年度から国有林野事業の再編整備が行われることから連絡・連携状況を
点検し、成果情報の提供や交換を行ったこと、都道府県の林業試験研究機関と連携を密
にし、地域の課題に積極的に取り組んだこと、国際研究機関との連携では、温暖化対策
を初めとした地球環境問題に対応し、機関レベルで成果の共有と人的な交流を進めたこ
とより、研究の連携・協力の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 他機関との協力はなされていると認められる。
・ 都道府県の研究機関に対しては、研究の連携の中に各研究機関相互のネットワークの要の

役を担い、積極的な役割を果たしてほしい。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目）５ 研究支援業務の効率化及び強化

評価単位 ５ 研究支援業務の効率化及び強化

年度計画の概要
「研究支援業務については本支所における研究支援体制の強化を行うとともに高度な

専門知識を有する職員を配置し、的確な支援業務を推進する （中期計画）ため、」
・委託を受けた事業・研究を円滑に進めるため、研究支援人員を適正に配置し、業務
の効率化を図る。

・海外出張時の健康・安全対策に関するマニュアルを改善し、職員への徹底を図る。
・苗畑、実験林、樹木園の有効利用と効率的な運営のため、苗畑・実験林委員会を活
用し、計画的な管理運営を進め研究部門との連携を強化する。

、 、 。・研究強化を図るため 支所の連絡調整室長を順次 研究職から一般職へ切り替える
・図書・資料の収集と整備を行い、図書管理及び提供の充実強化を図る。

、 、 。・多摩森林科学園では 園内を環境教育林として利用すべく整備し その活用を図る
・高度な専門的知識を必要とする業務に資するため、職員の資質の向上を図る。

実施結果
委託を受けた事業・研究については、業務を円滑に進めるため、担当科内で業務の見

、 、 、直しを行い 国等との契約事務 再委託等先への通知など当所内での事務の所要日数を
６１のプロジェクトについて１３．４日（平成１４年度５５のプロジェクトについて
１７．８日）と前年度に比べ短縮した。

海外出張時の健康・安全対策については 「海外安全・感染症情報のホームページ」、
の改訂を行ない、活用をすすめた。また、海外出張中の宿泊先、共同研究機関、国際会
議の会場等の緊急連絡先を的確に把握するための様式を整備し、活用した。

苗畑、実験林、樹木園の有効利用については、苗畑・実験林委員会を２回（本所）開
催するとともに、本・支所の技術専門職（林業）職員が一堂に会し、業務の実態、問題
点等について情報交換、意見交換を行う技術専門職会議をはじめて開催し、独法制度に

、 、 。ついて理解を深めるとともに苗畑 実験林 樹木園等の業務についての活性化を図った

支所の連絡調整室長については、従来の研究職員の配置を改め、一般職員を配置する
こととし、今年度は３支所で実施した。 研究調整官等との役割分担を明確化し、支所
における研究支援業務が円滑に遂行できるように措置した。

、 （ ） 、図書管理及び提供情報の充実強化については 図書資料管理システム ＡＬＩＳ で
， （ ， ）。 、所蔵データ６６ ２２０件の入力を行った 平成１４年度は６２ １７２件 また

林業・林産関係国内文献データベース（ＦＯＬＩＳ）へ文献データ６，９９２件の入力
（平成１４年度７，０１４件）を実施するとともに、図書室に所蔵している研究職員

の業績カード（平成７年以前）を平成１４年度からデーターベース化し、平成１５年度
に２８，０００件の入力を実施し完了した（平成１４年度２６，０００件 。）

多摩森林科学園では、環境教育林運営委員会において多摩森林科学園での環境教育素
材の研究を通じて環境教育林として提示すべき９のテーマを選定し、そのための試験林
の整備、説明書の作成を進め、平成１６年度に科学園内での展示・説明を実施する計画
である。

職員の資質向上については、各種の技能講習会等への参加により、業務の遂行に必要
な免許及び資格を取得させ、業務に必要な免許・資格者数は平成１５年度４０９名（平



- 9 -

成１４年度３６０名）となった。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

多摩森林科学園における環境教育林整備に遅れが見られることから、本所関係領域の
支援を得て改善を図る必要があるが、その他の点については、林野庁事業他の受け入れ
によって受託、委託、再委託件数の急激な増加が起こったが、業務の見直し等を行って

、 、計画的な執行が行われたこと 今年度初めて本支所の林業専門職を対象に会議を開催し
本支所で抱えている問題点の意見交換と連携を図りつつ活性化のため体制作りができた
こと、支所における連絡調整室長の交代が２カ年で計画され、支所における対外窓口業
務の点検と外部サービスの見直しが行われたこと、図書資料管理システム及び林業・林
産関係国内文献データベースの公開にむけて計画した業務が予定通り進行しているこ
と、業務に必要な免許・資格の所得については、受講者の掘り起こしを行うとともに、
担当者を積極的に講習会等へ参加させることで、免許及び資格を有する者の維持を実現
できたことより、研究支援業務の効率化及び強化の単位を全体としてａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 多摩森林科学園の環境教育林としての整備改善が必要。
・ 計画どおりに実施するだけでなく、その行為がどのような結果となって組織内での効率化

につながったかの点にも留意されたい。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目）６ 事務の効率的処理

評価単位 ６ 事務の効率的処理

年度計画の概要
「本支所における事務の効率的処理のため体制を整備し、充実・高度化を図るととも

に、書類の電子化等による事務の効率化を図り、設備、エネルギー供給システム等の管
理については可能な限りアウトソーシングを図る （中期計画）ため、」
・設備等のメンテナンスについて、可能なものは引き続きアウトソーシングを行う。
・情報公開業務の円滑な運営を図る。
・人事管理システムを利用した事務の効率化に努める。
・会計経理事務の効率化に努める。
・事務改善委員会を開催し、事務の効率化に取り組む。

実施結果
設備等のメンテナンスのアウトソーシングについては、件数合計で２８件（平成
１４年度３０件 費用合計で１８２ ４３７千円 平成１４年度１８８ ７５５）、 ， （ ，

千円）の業務委託を行った。なお、発注にあたっては、業務内容の重要度・頻度
等について再度点検を行い、効率化を図った。

情報公開業務については、本支所に設置している各情報公開窓口における情報公開業
務の統一的な運用を図るため 「情報公開事務の手引き」を作成し、情報公開業務のよ、

、 、 。り円滑な運営を図るとともに また 実施規程の充実を図るため様式等の改正を行った

人事管理システムについては、新たに人事記録のデータ化を行ったことにより、異動
、 、・級号俸等の発令情報をもとに担当が更新した最新のデータを 総務課の人事異動業務

職員課の給与決定業務、経理課の給与支払い業務などに共有することが可能となり、従
来個々に行っていた関係各課間でのデータのやり取りに比べて、事務が効率化した。

、 、 、会計経理事務については 会計システムにバーコードを導入した他 入力の効率化と
会計システムの入力方法を工夫することにより、効率的な資金管理を行った。また、独

、 、立行政法人会計説明会を開催し 一般職員への独法会計基礎知識の習熟を図るとともに
担当職員を他法人へ派遣し企業会計に関する情報交換を行った。また、独法会計に関す
るセミナー等に積極的に参加し最新情報の収集に努め企業会計への意識を高めた。

事務改善委員会については、事務改善事項としての提案が１７件あり、採用し改善に
取り組んだのが１件、継続検討となったのが１件であった。また、前年度から継続検討
となっていた１１件の事項についても、９件を採用し改善に取り組んだ。
なお、提案を受けて改善に取り組んだ１０件(今年度提案分１件、前年度提案分９件)

は、電子掲示板、メール等の活用による事務文書の削減に類するものである。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

事務改善委員会の運営を通じて事務改善を図ったが、提案件数の減少と改善実施件数
が少ないことから、今後トップダウンによる改善等を進める必要があると認められた。
しかしながら、その他の点の、設備等のメンテナンスについては、引き続きアウトソー
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シングを実施することによって、年度計画を達成できたこと、情報公開については、よ
り適切・迅速な対応を行う観点から「情報公開事務の手引き」等の作成により事務体制
を整備できたこと、人事管理システムについては、担当課で入力したデータを共有化す
ることにより、円滑な運用を実現できたこと、会計システムについては、担当職員の習
熟を図るための研修、予算執行方法の改善等により、一層の成熟化を実現できたことか
ら、事務の効率的処理の単位を全体としてａ評定とした。

評価委員会の意見等

会計システムの改善は、事務作業の効率化にとどまるものであり、資金管理の効率化を意
味しないことに留意すべきである。また、｢事務改善委員会の運営」は、組織全体の改善に
対する取組みが示されるところであり、 ( )の観点を取り入れた、継TQC Total Quality Control
続的な改善努力が不可欠である。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）１．試験及び研究並びに調査
（小項目 （１）研究の推進方向）

ア 森林における生物多様性の保全に関する研究

評価単位 ア 森林における生物多様性の保全に関する研究

課題のねらい
森林における生物多様性の保全を図るためには、標準的な生物多様性のモニタリング

手法とその評価手法を開発し、これらの手法を用いて、林業をはじめとする人為活動が
もたらす生物多様性への影響を評価することが重要である。また、存在が危ぶまれる脆
弱な生態系においては、その保全、回復、修復技術を開発することが不可欠である。

今期の中期計画においては、動植物種群を対象に各森林タイプごとの生物多様性のモ
ニタリング手法とその評価手法の開発を行い、森林施業や森林の分断化等人為活動がも
たらす生物多様性への影響を、遺伝子・種・群集という異なるレベルで解明し、森林の
管理手法等を開発するとともに、脆弱または特異な生態系を持つ大台ヶ原や小笠原等の
森林とヤクスギなどの希少固有種を対象に、生物多様性の減少要因を解明し、保全技術
を開発する。

実施結果
（ア）生物多様性の評価手法の開発

甲虫類を簡便・効率的に調査できる羽化トラップと昆虫寄生菌の効率的な検出法を開
発したほか、森林植物動態のデータベースをインターネット上に公開し、モニタリング
の効率化に貢献した。

①生物多様性を把握する指標の開発
・作成が容易で携行性の高い甲虫用羽化トラップを開発した。選択培地を用いて樹皮や
葉、土壌試料から昆虫寄生菌を検出できることがわかり、微生物モニタリングに応用
できる可能性を明らかにした。

・８カ所の天然林試験地モニタリング資料の記述法を標準化し、森林植物動態データベ
ースとして２００３年１０月インターネット上に公開した。また、データベース情報
を解析し、クマシデ属の樹木は結実周期がそろい、数年に一度大豊作になることを示
した。

（イ）人為が生物多様性へ及ぼす影響の評価と管理手法への応用
ヒノキの遺伝的多様性については、地域による明確な違いはなかったが、天然分布の

南限（屋久島）と北限（いわき）の各集団の多様性は明らかに低い値であった。緑の回
廊でのクマのモニタリングはトラップ調査をクマの主な活動期間中に集中することによ
り効率が上がることを確認した。ヒノキ人工林と落葉広葉樹林では下層植生の種組成に
大差がないことを明らかにした。また、スギ人工林での間伐が下層植生に及ぼす影響の
予測モデルを開発した。これらは、多様性を持続させる森林施業法の開発に資する新た
な知見である。

①森林植物の遺伝的多様性管理手法の開発
・ヒノキの遺伝的多様性については地域による明確な違いはなかったが、天然分布の南
限（屋久島）と北限（いわき）の各集団では明らかに低い値であった。ホオノキに関
して、突然変異率が高ければ、近交弱勢が大きくなることを数理モデルのシミュレー
ション解析で示した。

②緑の回廊等森林の適正配置手法の開発
・クマの移動状況をモニタリングするために開発した体毛トラップ法は、６月～８月末
に２回調査することにより個体数推定の調査効率が上がることがわかった。鳥類とチ
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ョウ類が都市化の指標として有効であることがわかった。
・イタヤカエデは、花粉が十分に供給されない分断された林では、しいな種子率が有意
に増加し、花粉の供給に関して分断化の影響があることを明らかにした。

③森林施業が生物多様性に与える影響の解明・評価
・ヒノキ人工林の下層の植物種組成は近接する常緑天然林と異なったが、落葉広葉樹林
とは大差なかった。スギ人工林での間伐後の下層植生の種組成変化を予測する重回帰
モデルを開発した。

・アカマツ林の鳥類の種数と多様度指数が林齢とともに増加し、９０年を超す林では広
葉樹天然林と変わらなくなることを明らかにした。スギ林では林齢が増すと森林性と
草原性チョウの種数が減少した。

（ウ）脆弱な生態系の生物多様性の保全技術の開発
小笠原では移入樹種で固有植生を破壊しているアカギの生育適地を明らかにし、固有

鳥類メグロの絶滅確率が非常に低いことを明らかにした。南西諸島における固有種の生
息には導入生物の影響が大きいことを示した。タイワンリスの分布拡大地域予測が可能
となり、ニホンリスの適地と競合することがわかった。

①地域固有の森林生態系の保全技術の開発
・ニホンジカ、ネズミ、ミヤコザサが樹木実生の発生と生存に及ぼす影響を解析し、す
でに開発されている総合化動態モデルに組み込み、モデルの精度をより向上させるこ
とができた。

・小笠原の移入樹種アカギは、シマホルトノキ等３種の林が生育適地であることを明ら
かにした。希少固有鳥類メグロの母島個体群は１００年後に絶滅する可能性が０．５
％以下と非常に低いことを予測した。

・南西諸島においては、重要な生物種であるアマミノクロウサギ及びアカヒゲ（鳥類）
の生息には、マングースやイタチ等の導入生物及び森林開発等の人為が大きく影響し
ていることを推定した。

②希少・固有動植物種個体群の保全技術の開発
・生息確率の予測モデルから、タイワンリスが、ここ１０年間にニホンリスの生息地に
大規模に侵入することを予測した。

・希少固有種アポイカンバがダケカンバとヤチカンバの雑種起源であることを明らかに
した。

・古い遺伝子を保存している可能性があるヤクスギの切株のうち１／５からＰＣＲ増幅
による遺伝子型の決定に成功した。

終了時目標に対する累積達成状況
（ア）生物多様性の評価手法の開発

主要な昆虫と動物、微生物のグループ５群についてのトラップ等によるモニタリング
手法の開発は完了した。さらに残り 群についてモニタリング調査手法の開発を行う。1
またアンブレラ種としてのオオタカについては生息適地や行動圏を明らかにしたが、多
様性の指標としては適切でないことを示した。今後は生物多様性の評価基準や指標種の
抽出に向け重点的に取り組んでいく。動物と微生物の遺伝マーカーは材料収集と解析手
法開発についてはほぼ終了し、１群については種内変異がわかるマーカーを完成した。
今後は２群のマーカー開発に取り組む。樹木ではモニタリング手法を統一し、８カ所の
長期モニタリングサイト資料の記述法を標準化し、森林動態データベースとしてインタ
ーネット上で公開した。今後は、データの更新と解析を進め、天然林の動態予測手法を
用いた指標種の抽出や評価手法の開発に取り組む。

（イ）人為が生物多様性へ及ぼす影響の評価と管理手法への応用
分断化の遺伝的多様性に対する影響については、スギとヒノキにおいて、全国レベル

での解析が完了した。主要広葉樹（ブナ、ミズナラ、シイ、ホオノキ）においては、解
析に必要な集団の遺伝構造、繁殖構造の解明を進めており、アオダモでは交配様式が明
らかとなる等順調に進捗している。
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分断化の種多様性に対する影響については種子食者や、花粉媒介者に関して解析が進
行しているが、今後は顕著な影響が予測される樹種を重点にして解析に取り組む予定で
ある。また、多様性の維持・回復のための緑の回廊等森林の適正配置については、既往
成果のレビューを終了し鳥類の遺伝マーカによる同定法やクマの移動分布を把握する手
法を開発した。今後はモニタリングデータの解析を行い、回廊の機能を明らかにする。

森林施業の植物への影響については、人工林と天然林の比較資料を集め、冷温帯、暖
帯における施業影響評価データの収集と解析を行っている。動物に関しては、広葉樹天
然林、針葉樹人工林の比較や林齢影響等のデータが着実に集まっており、目標の５分類
群のうち３分類群（鳥、チョウ、ガ）で伐採後の種多様性変動傾向が明らかになる等、
順調に進んでいる。

（ウ）脆弱な生態系の生物多様性の保全技術
大台ヶ原生態系保全では生態系管理のための生態系変動のシミュレーションモデルを

作成したが、今後データ集積と実験的検証によりモデルの高度化を図る。小笠原生態系
の移入種問題では、すでに移入種アカギの推移確率モデルを完成して保護事業に反映さ
せたほか、オガサワラグワの遺伝的汚染の識別法も開発し、シマホルトノキの人工植栽
も順調であり、固有種の遺伝的多様性の評価や保護対策のための提言資料がほぼ集まっ
た。南西諸島においてはアマミノクロウサギの生態や分布をほぼ明らかにし、アカヒゲ
では導入種イタチの影響が大きいことを確かめたが、今後、保全対策に至る技術開発が
必要である。

希少・固有種の保全については、孤立した西日本のツキノワグマの遺伝的多様性解析
を終了した。ニホンリスについては分断化の影響を明らかにし、移入種タイワンリスの
影響解明に取り組んでいる。絶滅が危惧される希少樹種として取り上げた３種のうち２
種（ケショウヤナギ、ヤツガタケトウヒ）では繁殖実態の解析を順調に進めているが、
ハナノキの遺伝子マーカーの開発については遅れており、今後重点化を図る。ヤクスギ
及び希少種ヤクタネゴヨウについては分布生息状況調査がほぼ終了し、繁殖実態調査へ
研究の重点を移す。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

当分野では、多様性評価手法関連が２課題、人為の影響関連が５課題、脆弱な生態系
の保全や修復関連が６課題の計１３課題で構成されている。モニタリング手法開発の課
題や遺伝的多様性については、主要な生物種群についての手法やマーカーの開発を重点
的に行うことになっていることから、計画を達成していると判断した。森林の分断化が
動物に与える影響についての課題は、データーは集まりつつあるが、評価法の開発が遅
れていること、南西諸島の課題は取り組みについては依然としてモニタリングや調査の
段階にあり、希少・固有動物についても目標に向かっての進展がやや不十分であること
から概ね達成とした。それ以外の９課題については年度計画通りに達成したと評価でき
ることから、研究分野全体としては年度計画を達成したと評価し、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 具体的な手法の提案に向けて、より戦略的な研究に努めてほしい。
・ 実行された個々の課題が設定されたテーマに対して最適な方法であったか検証することを

期待する。
・ 研究で得られた成果を積極的に広く公表していくとともに、関係機関ともしっかりと連携

を取るように努力することを期待する。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）１．試験及び研究並びに調査
（小項目 （１）研究の推進方向）

イ 森林の国土保全、水資源かん養、生活環境保全機能の高度発揮に関する研究

評価単位 イ 森林の国土保全、水資源かん養、生活環境保全機能の高度発揮に関する研究

課題のねらい
森林の持つ公益的な機能への国民の要請は益々多様化・高度化している。すなわち、

都市域の拡大や急傾斜地の開発に伴う山地における土砂災害の増加、良質な水の供給不
足、都市気温の上昇や大気汚染等の生活環境の悪化に対して、森林の有する国土保全、
水資源かん養、生活環境保全等の機能の高度発揮が求められている。

今期の中期計画においては、国土保全、水資源かん養等の機能の発揮に係わる林地土
壌資源の基盤的な役割の解明を行うとともに、林地崩壊・土石流の発生予測モデルの開
発や森林施業が水資源かん養機能におよぼす影響評価を行う。水質浄化機能を解明する
ため、環境変化にともなう渓流水質の変動予測手法を開発する。また、森林環境保全機
能については、海岸林の健全化を図るための密度管理技術の開発、治山施設が渓畔域に
およぼす影響の解明及び融雪に起因する雪崩の危険度評価手法の高度化を図る。

実施結果
（ア）森林土壌資源の諸機能の解明と持続的発揮への適用

林地土壌の炭素供給源が層位によって、木本由来か草本由来か異なること、スギ林細
根の成長量と枯死脱落量がともに季節変化すること、また三宅島火山災害地において、
ＡＭ菌（アーバスキュラー菌根菌）を現地で採取して事業規模の緑化に活用できること
を明らかにした。

①森林土壌資源の環境保全機能の発現メカニズムの解明と評価手法の開発
・土壌中の主要元素含有量の垂直分布から、地質毎の風化特性を類型化した。
・炭素安定同位体比の測定結果から、林地表層土壌では樹木由来の炭素が多く、次表層
では草本植物由来の炭素が多いことを明らかにした。

②土壌・微生物・植物系における物質循環プロセスの解明と予測手法の高度化
・ミニリゾトロン法（監視カメラによる細根の観察法の１種）を用いて、スギ林の細根
の成長量と枯死脱落量の季節変動を明らかにした。

・三宅島火山災害地において、生残するススキで大量に得られたＡＭ菌の接種・感染工
程の効率化を図り、事業規模の緑化に活用することを可能にした。

（イ）森林の持つ国土保全、水資源かん養、生活環境保全機能の解明と評価
国土保全機能に関しては、アメダスデータを用いて表層崩壊危険地をリアルタイムに

予測し、ハザードマップとして地図化する手法を開発した。また、降雨にともなう斜面
崩壊土砂の流動化に関する現地斜面崩壊実験に世界で初めて成功した。

水資源かん養機能の解明に関しては、その基礎となる森林理水試験地の水文データの
データベース化を進めるとともに、アジア・モンスーン地域のカンボジア国のメコン河
流域で水循環観測を開始した。

生活環境保全機能に関しては、昨年提案した過密海岸林の立て木式本数調整伐法の試
案が、機械的な従来の伐採方法より優れていること、また、希な林内での発生事例であ

、 。る長野県安曇村の雪崩災害について 積雪調査や気象データから発生条件を明らかした

①人工林地帯における崩壊防止機能の力学的評価手法の開発
・ヒノキ根系の３次元分布のシミュレーションモデルの骨格を作成した。
・三宅島火山荒廃地において緑化試験を実施し、緑化適地の判定と類型化を行った。
・レーダーアメダスのデータを用いて表層崩壊危険地をリアルタイムに予測しハザード
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マップとして地図に表示する手法を開発した。
②山地崩壊・地すべり発生に関わる間隙水圧と土塊移動の相互作用の解明
・崩壊土砂の到達範囲の予測手法に関して、実験供試材料の粒径や粒子数、斜面勾配等
の影響を明らかにするとともに、開発した剛性粒状体モデルの有効性を検証した。

・崩壊から流動化して土石流となる過程を現地斜面崩壊実験により再現することに世界
で初めて成功し、降雨と間隙水圧の応答特性及び崩壊土砂の流動化とその到達距離等
貴重な計測データを得た。

・地すべり移動土塊の移動速度や移動土塊内部の変形過程は、秋期の降雨および積雪環
境に大きく規制されていることを明らかにした。

・間隙水圧等の現地観測により、地下水流動の空間分布や経路などを明らかにするとと
もに、高密度電気探査を実施し、３次元浸透流解析モデルの精度を向上させた。

③水資源かん養機能の解明と評価及びモデルの構築
・森林総合研究所所管の各森林理水試験地の水文データのデータベース化やカンボジア
国のメコン河流域で水循環観測を開始した。

・分布型流出モデルを用いて宝川理水試験地における降雨時の地下水面の変動を予測
し、必要なパラメーターの追加等モデルの改良を進展させた。

（ ） 。・降雨に対する樹冠遮断率の変化とＬＡＩ 葉面積指数 との比例関係を明らかにした
④森林における水質形成過程の解明と変動予測手法の開発
・矢作川中流域の森林において、樹種別の窒素貯留量の推定値を算出した。
・桂試験地において、表層土壌（０～５ｃｍ）の４～１１月の月間現地窒素無機化量の
概数値と年間窒素収支量を明らかにした。

⑤森林の持つ生活環境保全機能の高度化
・過密海岸林において、昨年度提案の本数調整伐の方法は、従来の機械的な伐採方法よ
り優れ、下層木が生育できる目安まで光環境を改善しており有効性を検証できた。

・タワー観測に適用している乱流モデル（ＬＥＳ）については、自然現象との整合性を
、 。 、 。検証し モデルの妥当性を確認した また 雪面からの 放出量を明らかにしたCO2

・スギ林が落葉広葉樹林等に比して、低温や乾燥緩和等の微気候緩和作用を大きく発揮
していることを明らかにした。

⑥渓流域保全技術の高度化
・渓畔林被覆が一様な渓流で水温変化を再現する熱収支モデルを構築した。
・長野県安曇村の林内で発生した雪崩の発生条件（積雪及び気象）は、一般に林外で発
生する雪崩の条件と同じであることがわかった。

終了時目標に対する累積達成状況
（ア）森林土壌資源の諸機能の解明と持続的発揮への適用

森林土壌資源が持つ環境保全機能については主要な地質毎に風化特性を類型化すると
ともに炭素安定同位体比の測定により土壌炭素の供給源を明らかにした。また、細根の
成長量と枯死脱落量の季節変化・年変動を明らかにする等、水・養分の移動・循環と樹
木の成長に関わる解明研究は順調に進捗している。さらに、土壌機能の重要な要素であ
る微生物の機能については、三宅島火山災害地における共生菌の単離と増殖を行い、共
生菌や感染用植物の取り扱い技術の改良により事業規模の緑化試験に活用できる見通し
を得る等、適用に向けて進展した。

（イ）森林の持つ国土保全、水資源かん養、生活環境保全機能の解明と評価
人工林地帯における森林の崩壊防止機能の力学的評価手法の開発については、ヒノキ

根系分布の３次元再現モデルを作成し、また、リアルタイムに表層崩壊危険地を予測す
、 。る新しい手法を独自に開発する等 基礎的研究と技術開発研究が併行して進展している

山地崩壊・地すべり発生に関わる研究では、実際の山地での崩壊実験を世界で初めて
成功させる等モデルの作成－数値実験・室内模型実験－現地実験と一連の研究プロセス
を経たことにより崩壊土砂の土石流化等のメカニズムを明らかにしつつある。

水資源かん養機能についてはメコン川流域試験地での水循環観測を開始する等国内外
において、森林流域における水循環・流出プロセスとその流出予測の基礎研究を進展さ
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せた。
水質形成過程に関しては、矢作川流域の森林土壌窒素貯留量分布図の作成や森林流域

における窒素収支量を明らかにし、水質成分の動態に関する研究が順調に進展した。
生活環境保全機能については、過密海岸林を対象に提案した試験伐採を行い、下層の

光環境を下層木が生育可能な目安まで改善できた。また、スギ林が落葉広葉樹林等に比
して、低温や乾燥緩和等の微気候緩和作用を発揮していることを明らかにした。渓流域
保全技術の高度化では、渓畔林の機能発揮に必要な林帯幅の算定に役立つモデルを構築
した。また長野県安曇村で発生した表層なだれ発生の原因を特定した。この成果は、林
内といえども気象条件や積雪条件が揃うと積雪弱層が形成され、雪崩が発生する危険性
を示した貴重な調査事例である。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

当分野は、森林土壌資源の諸機能の解明に関連する課題が４課題、森林の持つ国土保
全、水資源かん養、生活環境保全機能の解明に関する１７課題の計２１課題で構成され
ている。森林土壌に関する４課題では、森林土壌の持つ環境保全機能の実態解明とその
発現機構及び実用化技術等を明らかにしており、計画を達成していると評価した。森林
の持つ国土保全、水資源かん養機能、生活環境保全機能に関しては、実態解析、モデル
の開発、危険地予測手法の開発、現地実験等による理論の検証等を行い、１５課題は順
調に進んだが、一部観測業務が年度末になったり、収集サンプルの解析業務が次年度送
りにしたものがあり、概ね達成としたものが２課題あったが分野全体としては年度計画
を達成したと評価し、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 水源かん養機能への施業の影響等課題ごとの成果を総合的に評価されたい。海岸林研究の
遅れについては、努力を期待する。

・ 個々の課題については成果が上がっているが、その成果を総合的・体系的に説明するよう
に努めるとともに、国民に対する説明責任の観点から、専門用語の解説を加える等国民が容
易に理解できる資料とすることを期待する。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）１．試験及び研究並びに調査
（小項目 （１）研究の推進方向）

ウ 森林に対する生物被害、気象災害等の回避・防除技術に関する研究

評価単位 ウ 森林に対する生物被害、気象災害等の回避・防除技術に関する研究

課題のねらい
森林の有する多様な機能を発揮させるためには、その健全性を維持することが重要で

あり、生物被害・気象災害等を回避・防除する観点から、従来の被害防除技術を発展さ
せるとともに、新たな病虫獣害等に適切に対応する必要がある。

今期の中期計画においては、病虫害について新たに発生あるいは顕在化するおそれの
ある被害発生実態の解明と被害予測・回避技術の開発を行うとともに、被害の顕著な重
要課題については、従来の防除技術等を発展させ、天敵生物の利用を主とした松くい虫
被害の恒久的対策技術、スギ・ヒノキを主とした有用針葉樹病虫害の防除技術の開発を
目指す。また、野生動物の害については、シカ、ニホンザル、ツキノワグマ等による農

、 。 、 、林業被害軽減のため 適正な密度管理手法の開発を行う さらに 気象災害については
風害、森林火災などの発生機構を解明し、予察・復旧技術の開発を行う。

実施結果
（ア）生物被害回避・防除技術の開発

マツノマダラカミキリの材内虫数を天敵昆虫により減らせることを野外放虫試験で実
証したほか、トリコデルマ菌により被害材内の線虫数を減らすことができることを明ら
かにした。スギカミキリは氷河期の退避地に由来する遺伝的に大きな２群に分かれるこ
とがわかり、重要害虫の移動分散に関する貴重な情報を得た。シカやサルの土地利用状
況を明らかにし、岩手北上山系ではブナの種子の豊凶とツキノワグマの人里出没頻度に
密接な関係があることを示した。

① 森林病害虫の動向予測と被害対策技術の開発
・地域毎の森林病害虫発生情報をもとに１４種の害虫と７種の病害について発生状況の
把握と今後の動向予測を行った。

・カシノナガキクイムシ未被害地でも本種が分布することを確認し、共生菌の調査が重
要であることを示した。

② 松くい虫被害の恒久的対策技術の開発
・野外において枯死木に放飼したサビマダラオオホソカタムシがマツノマダラカミキリ
幼虫に寄生し、その生存率を低下させたことから、天敵放飼法による防除の可能性を
示した。

・マツ丸太に接種した線虫制御候補菌（トリコデルマ属の１菌株）が、脱出したマツノ
マダラカミキリ成虫のマツノザイセンチュウ保持数を減少させることを見いだし、本
菌を用いた新たなマツ枯れ予防技術開発の可能性を示した。

・マツノザイセンチュウ接種木の柔細胞では、防御反応が誘導され、油滴状物質が小包
状に形成されることを見いだした。

③ 有用針葉樹の病虫害回避・防除技術の高度化
・スギカミキリは遺伝的分化と系統関係から２群に大別され、それらは日本海側と太平
洋側の氷河期のスギ退避地にそれぞれ由来することが推定でき、過去の害虫の移動分
散の推定を可能にした。

・スギ枝枯菌核病は褐点枝枯病菌 により起こる病害であることを明らScolicosporium sp.
かにした。

・カラマツにカラマツヤツバキクイムシ随伴の青変菌を接種すると接種後２週間ほどの
間に急激に通導阻害部が拡大すること、青変菌も急速に辺材部を進展し通導阻害部の
半分ほどまで達することを明らかにし、枯損機構解明が進んだ。
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④ 野生動物群集の適正管理手法の開発
・同じシカであっても北海道のシカ個体群には季節的移動性がみられるのに対し、九州
のシカ個体群は雌の定住性が高いという違いがあることを明らかにした。

・ニホンザルはヤブツバキ二次林への分布拡大傾向が最も強く、逆に湿地植生を嫌って
いることを明らかにした。岩手北上山系ではブナの種子の豊凶とツキノワグマの人里
出没数を反映している有害駆除数とが密接に相関することを明らかにし、ブナの豊凶
からクマの里山への出没程度をある程度予測できるを明らかにした。

（イ）気象災害等の予察技術・復旧技術の開発
過去の台風の解析により、富士山の風害危険地の推定を行い、今後の風害対策に役立

てた。林床の植物の種類により、燃えやすい場所をある程度推定できることがわかり、
山火事予防や危険地帯区分のために活用できることがわかった。

① 気象災害等の発生機構の解明と予察技術・復旧技術の開発
・風害予測のために開発した樹幹動揺計によりスギ人工林間伐後の樹幹の揺れの観測を

。 、開始した 伊勢湾台風と平成８年１７号台風の際の富士山麓の被害地分布の解析から
富士山麓南ないし南東面の国有林では、南よりの風と北よりの吹き下ろし風で被害が
発生することがわかった。

・在来種のリョウブ、カキノキは他の樹種に比べて含水率が高く夏季に防火機能の高い
ことがわかった。ウラジロ、コシダの繁茂した場所やササ地では火災の延焼速度が速
くなることがわかり、それは林床面日射量と関係していることがわかった。

終了時目標に対する累積達成状況
（ア）生物被害回避・防除技術の開発

森林病害虫の動向予測では、発生情報の収集・受け渡しの体制が整い、新たな病虫害
についての緊急調査や緊急の対策手法の開発が着実に進行している。ナラ類の萎凋病に
ついては、病原菌（新種）とその伝播者について明らかにしたが、萎凋機構や防除のた
めの化学制御物質の探索がやや遅れており、今後重点的に取り組む。

松くい虫被害の恒久的対策技術では、マツノマダラカミキリの天敵昆虫の大量増殖法
を確立し、野外放飼試験により材内幼虫を殺す効果が確認でき、防除への利用法開発が
促進された。マツノザイセンチュウについては病原性に関わる解明研究を順調に進めて
いる。

有用針葉樹の病虫害回避・防除では、スギ・ヒノキの主要害虫２種について、既往知
見をまとめた総合管理モデルの作成に取りかかっており、計画期間内に公表できる見込
みである。当初計画で設定した２種の病害（黒点枝枯病及び枝枯菌核病）については、
病原菌と侵入部位を特定するとともに、伝染環もほぼ解明し、防除マニュアルの作成も
予定しており計画どおりである。エゾマツの病害虫２種はまだ基礎研究が終了した段階
であり、今後防除法開発に向けて重点化をはかる。

野生動物では、シカの密度管理手法の精密化が重要であり、北海道と九州地域におけ
るシカの地域個体群の行動特性の解析を計画どおりに進めている。また、シカの植生へ
の影響解明に関しては、大型実験柵を使用した実証データを順調に蓄積している。サル
については群れの土地形態別の頻度分布、及び被害発生地の植生分布図を作成した。ま
た、ツキノワグマの人里への出没頻度とブナの豊凶との関連性を早々に明らかにするな
ど、野生動物の管理手法開発研究は予定どおり進捗している。

（イ）気象災害等の予察技術・復旧技術の開発
林木個体レベルでの風害のおきやすさを解析する力学モデルはほぼ完成し、検証のた

めの風害跡地調査データの収集は８割ほど終了した。簡便安価な樹幹揺れ測定装置の開
発を完了したが、平成１５年度は関東地方に台風が襲来せず、林分の樹幹の揺れの測定
が遅れている。富士山麓の被害危険地区分図作成は検証の段階に進んでおり、計画どお
りである。森林火災は落葉層の含水率から危険度を推定する方法をすでに開発し、生葉
の季節別含水率の調査や落ち葉などの燃えやすさと日当たりの関係などの解析段階に移
り、成果も出はじめ順調に進んでいる。
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評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

当分野では、生物被害回避１０課題、気象災害防止の２課題を合わせて１２課題を実
。 、 、行した 累積達成度では マツ材線虫病抵抗性の強化技術の課題での菌根菌接種技術や

北方系針葉樹の病虫害対策技術の課題での解剖手法による観察等の遅れから、達成度の
低い課題はあるが、それらを含めいずれの課題についても当年の年度計画に沿って順調
に進捗し、達成と評価した。そこで、研究分野全体としては年度計画を達成したと判定
し、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 松くい虫対策への実効性がある研究を期待したい。
・ 実用化に向けた課題設定に努められたい。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）１．試験及び研究並びに調査
（小項目 （１）研究の推進方向）

エ 多様な公益的機能の総合発揮に関する研究

評価単位 エ 多様な公益的機能の総合発揮に関する研究

課題のねらい
森林は、多様な公益的機能を有する資源として、その機能の持続的な発揮が求められ

ている。森林の有するこれらの機能を、森林・林業行政や個別の森林管理・経営の場を
通じて効率的に発揮させるためには、様々な自然条件や社会・経済条件に対応した資源
管理システムの開発等が必要である。

今期の中期計画においては、森林の有する機能の効率的な発揮に資するため、空中写
真や衛星観測データ等遠隔探査情報を用いて、森林資源の把握及び評価技術の開発を行
う。また、地域の自然環境、社会・経済ニーズに対応して公益的機能等多様な機能を総
合発揮させるための森林管理システムの開発を目指し、北方林、多雪林、暖温帯林それ
ぞれの特徴となる機能の解明や、地域社会・経済の特性解明を行う。

実施結果
（ア）森林資源の調査・モニタリングによる解明・評価

高解像度衛星データにより広葉樹林の林分構造を推定するための手法を開発した。ま
た、森林資源モニタリング調査による地域レベルのデータ収集と処理に必要なデータ処
理プログラムを作成した。

①多様な森林機能の調査・モニタリング技術の開発
・高解像度衛星データを処理することにより広葉樹林・針葉樹林のスペクトル特性から
林分の境界を抜き出す手法、および広葉樹林分の径級構造を捉える手法を開発した。

・空中写真の色調分析により常緑樹の樹種判別基準を設定した。森林資源モニタリング
については、定点情報処理に不可欠な地域・樹種別の材積式適用手法及び異常値やエ
ラー処理手法を開発し、データ処理プログラムを作成した。

（イ）森林の多様な機能を総合発揮させる森林管理システムの開発
壮齢海岸クロマツ林の防風機能は上層木によって発揮されているが、風致等の観点か

らコナラ等広葉樹を導入、成立させるにはクロマツ上層木が過密すぎる場合が多いこと
を明らかにした。車両系高性能機械による伐木集材時の損傷木発生の要因を特定した。
また、里地の保健休養機能を評価するため、利用頻度を土地利用別、季節別、時間別等
で解析・補正し、区域ごとに評価する指標を開発した。

①森林の多様な機能を持続的に発揮させる森林管理手法の開発
、 、・壮齢海岸クロマツ林は 防風機能の発揮には上層木は理想的な形状比になっているが

コナラ等高木の成立には過密すぎる場合が多いことを明らかにした。
・車両系高性能機械システム（ハーベスタ＋フォワーダ）による伐木集材の損傷木発生
は立木密度、次いで路端からの距離、伐倒木占有率が関与することを解析した。

②森林計画策定手法の高度化及び合意形成手法の確立
・森林タイプごとの 吸収量の算定が森林計画策定に重要になってきており、算定CO2
に必要なバイオマス拡大係数を直径と樹高から求めることができた。また、森林資源
モニタリングデータにより下層植生量が一定以上で土壌浸食を抑えることを見いだし
た。

・里地の保健休養機能を評価するため、保健休養的行動を観察し、時間帯や曜日などの
影響を補正した利用頻度による評価指標を確立した。
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（ウ）地域の自然環境、社会経済ニーズに対応した森林管理システムの開発
北方天然林での択伐施業による生態系への影響として、択伐前後の腐朽菌相の変化を

明らかにした。東北低山帯針広混交林での台風による生態系への影響として、被害後の
新規植生の加入情況が樹種ごとに異なることを見いだした。四万十源流域における生物
種への伐採などの影響が、アリ類の場合、長期間に及ぶことから攪乱の影響評価の指標
となり得ることを明らかにした。木材生産が可能な地域的条件の解明に関しては、九州
地域で再造林放棄地の発生要因が傾斜と不在村状態にあることを見いだし、再造林放棄
地発生モデルを作成した。さらに西南日本の強風頻度に関する特徴を明らかにするなど
の成果を得た。

①北方天然林を中心とした森林の機能を持続的に発揮させる管理手法の開発
・択伐施業後の生態系への影響として、腐朽菌の消長が天然林施業の影響をはかる指標
として有用であることを見いだした。

・南西ドイツで進められている「自然公園の村プログラム」の目的は、農林業による景
観維持や地域資源循環利用による経済振興にあることがわかり、日本での応用の可能
性を見いだした。

②多雪地域森林の機能を持続的に発揮させる管理手法の開発
・亜高山帯における全層雪崩跡地や、低山で多雪環境下のスギ・ブナ混交林における台
風被害地では、環境や植生の状態により更新機構が異なることを見いだした。

・岩手山周辺地域を対象に評価・類型化のための森林レクレーション情報のデータベー
ス化を進めた。

③豪雨･急傾斜地環境下における森林の機能を持続的に発揮させる管理手法の開発
・急峻山岳林を含めた土壌調査地で、保水容量は土壌母材との関係が深いことを明らか
にした。また、林種ごとに土壌の窒素保持機能を比較したところヒノキ林土壌で窒素
保持機能が高いことを明らかにした。

・中山間地域等直接支払制度と梼原町の水源地域森林整備交付金事業の結果、農地保全
や間伐に対する意欲は出ているものの、集落でのまとめ役の確保が困難である実態を
見いだした。また、四万十源流域におけるアリ類への伐採の影響は長期間におよび、
容易には伐採前の林の種組成に回復しないことを明らかにした。

④暖温帯の高度に人工林化した地域の森林の機能を持続的に発揮させる管理手法の開発
・高度に人工林化した暖温帯地域で生じている再造林放棄地の事例として、熊本県では
傾斜と不在村状態の関与が高いことを明らかにし、再造林放棄地発生モデルを作成し
た。

・阿蘇地域における平１３年６月の豪雨災害では雨量強度等から南北斜面で火山土石流
、 。の発生に違いのあること 斜面崩壊が草地に集中する傾向があることを明らかにした

・瞬間風速５０ 以上の強風頻度は北緯３２ ５度以南で高くなることを明らかにしm/s ．
た。また、稚樹に対するシカの選択摂食が樹種構成に影響しはじめていることを明ら
かにした。

終了時目標に対する累積達成状況
（ア）森林資源の調査・モニタリングによる解明・評価

森林資源の調査・モニタリングにおいては、ＬＩＤＡＲ（レーザー光利用レーダ）に
よって樹木の梢端位置の抽出や立木密度の推定等を行い、林分の径級構造を捉える手法
を開発した。これらの成果は中期計画の目標である林分情報の高精度・広域収集に大き
く貢献するものである。今後は林小班単位でＧＩＳデータを統合・利用できる技術を開
発する予定である。高分解能衛星データ研究でも予定より早く研究対象地での手法開発
と検証が完了しており、来年度以降に予定されている森林情報抽出のためのモニタリン

も基礎的データが集積されてきたことから開発に向けた環境も整うなど、予定グ手法開発
。以上に進捗している

（イ）森林の多様な機能を総合発揮させる森林管理システムの開発
森林の多様な機能発揮のための管理手法の開発は、海岸クロマツ林等針葉樹一斉林分

における広葉樹成立条件を明らかにするなど広葉樹の導入手法の開発が進捗している。
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林地保全技術に関しては、車両系高性能機械システムによる伐木集材の損傷木発生の要
因解明などが一部遅れつつも次年度には取り返し可能な範囲にあり、本年度開発した林
地微地形測定装置を用いて地表形状情報を収集するなど重点化して実行する。森林計画

、 、策定と合意形成に関しては ランドモザイク解析による森林の分断度合の定量的評価や
森林タイプごとの 吸収量の算定手法の開発、さらに地域住民による地域共同・住CO2
民参加型森林管理・利用のあり方について調査解析が進むなど、活性化のための提案に
向けて進展している。また、保健休養機能評価の指標開発も順調に進んでおり、多様な
機能の総合発揮に向けた管理システムの開発は、計画どおり進捗している。

（ウ）地域の自然環境、社会経済ニーズに対応した森林管理システムの開発
北方林の森林管理に関しては、幾寅・空沼共用試験地の設定、調査、択伐を計画どお

り実行しており、択伐施業前後の腐朽菌相の変化など生態系への影響解明も着実に進め
ている。多雪地域の森林管理に関しては、環境省受託研究の「白神山地」が平成１４年
度に終了したが、１５年度はその成果をもとに生態系保全地域の周辺地域におけるモニ
タリング手法の提案や、森林生態系の動態予測などを中心にとりまとめを行い、該当部
分の中期計画の目標を達成した。豪雨・急傾斜地環境下の森林管理に関しては、地形モ
デルや各種統計資料をＧＩＳ上で統合することによって四国全島における森林資源の推
移をビジュアルに表現し、地形や人口の動態との関連を明らかにするなどの成果を上げ
てきている。暖温帯の森林管理に関しては、再造林放棄地発生推定モデルを作成した。
また、立地環境、台風被害履歴等の解析については西南日本における強風襲来確率を解
析し発表するなど早期に中期計画を達成した。残された野生生物の影響、天然林との関
係等についても順調に解析を進めており、計画どおりの進捗状況にある。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

本分野は、森林資源の調査・モニタリング関連が２課題、森林の多様な機能を発揮さ
せる森林管理関連が４課題、地域のニーズに対応した森林管理関連が９課題の計１５課
題で構成されている。森林の多様な機能を発揮させる森林管理については、森林作業が
環境に与える影響評価と軽減技術の開発課題において一部遅れが見られたため概ね達成
としたが、その他の１４課題において達成と評価できたことから、研究分野全体として
は年度計画を達成したと評価し、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 個別の調査は進んでいるが、本分野の使命を達成する上で、体系的に各研究が推進されて
いると判断するに足る十分な説明が不足しており、総合発揮に関してのまとまとりのある集
約をするように改善する必要があると判断し 「ｂ」と評定した。、

・ によるモニタリング技術の開発は、都道府県とも連携しながら実用化を目指して取りGIS
組まれており、アウトプットの手法が明確になっており評価できる。今後、その手法の有効
性等について十分議論を深められたい。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）１．試験及び研究並びに調査
（小項目 （１）研究の推進方向）

オ 地球環境変動下における森林の保全・再生に関する研究

評価単位 オ 地球環境変動下における森林の保全・再生に関する研究

課題のねらい
地球環境に依存する人類の生存にとって、地球的規模での環境と森林との相互関係を

明らかにし、将来予測を行うとともに、森林の持つ環境保全機能を維持・向上させるこ
とは極めて重要であり、とりわけ日本と関係の深いアジア太平洋地域において、これら
の研究開発が強く求められている。また、地球環境に密接に係わる国内の問題として、
酸性雨など環境負荷物質の動態とその影響、森林の二酸化炭素固定能、環境変動が森林
生態系に及ぼす影響などの解明と予測を、国際的に通用する評価基準で詳細に行う研究
が急務となっている。

今期の中期計画においては、アジア太平洋地域において、森林開発の影響評価と公益
的機能の維持・向上技術を開発するとともに、熱帯荒廃林回復のための知見の蓄積と技
術の改善を行い、その確実性を向上させる。また、日本の森林における環境負荷物質の
動態とその影響を長期的な観点からモニタリングする。さらに、地球温暖化に深く関わ
る森林の二酸化炭素固定能について、主要な森林における炭素貯留量及び二酸化炭素固
定量を解明するとともに、フィードバックとしての気候変動が森林の二酸化炭素吸収・
放出に及ぼす影響をモデル化を通じて解明する。

実施結果
（ア）海外における持続的な森林管理技術の開発

熱帯降雨林において、樹木の近交弱勢が強く発現する状況を明らかにした。東南アジ
アの森林火災を衛星で準リアルタイムで発見・通報しているシステムの精度と利便性を
高めた。熱帯林の荒廃程度の評価が昆虫相の種数や種組成によって可能であることを示
した。また、熱帯の植栽木に大きな被害を与える昆虫の被害防除への展望を開いた。

①アジア太平洋地域における森林の環境保全機能の解明と維持・更新技術の開発
・熱帯降雨林（マレーシア）では成熟した樹木が１０ 以上ないと自殖率が高くな本/ha
り近交弱勢が強く発現する事例が、遺伝子流動解析から得られた。

・サンゴ礁原に発達したマングローブ林は河口域に成立した林と比べて本数減少が多
く、断面積成長も小さく、より脆弱であることを明らかにした。

・国際的指標の開発において、日本の林分の遺伝的多様性の保全上、択伐率２０％以下
で、成熟した樹木が２５０ 以上あれば施業の影響が少ないことを見いだした。本/ha

②熱帯荒廃林地等の回復技術の高度化及び体系化
・タイとインドネシアを対象とした準リアルタイムの森林火災早期発見・通報システム
に、衛星データの受信確認機能等を付与して精度と利便性を高めた。

・有用な植栽木に大きな被害を与えるチークビーホールボーラーのフェロモン活性成分
、 、を推定するとともに マホガニーマダラメイガの雄が反応する化学成分を複数検出し

防除剤開発への展望を開いた。
・熱帯林の荒廃程度の評価が、カミキリムシの種数や種組成によって可能であることを
示すとともに、植栽対象樹種８０種について萎れやすさを明らかにした。また、ラオ
スの焼畑移動耕作民の造林意識を社会経済的視点から明らかにした。

・南洋材の産地特定法を開発するため、木材の無機元素分析システムを作り、数種の木
材で元素濃度の産地間差を見出した。また、 属の樹種の約４０ に相当するShorea %

種の葉緑体ＤＮＡを収集し、解析を開始した。６３

（イ）地球環境変動の影響評価と予測
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地球温暖化に関する森林の炭素固定能については、衛星データから全世界の植生の生
育量が２０年間増加傾向にあることを明らかにし、空からの３次元計測で林分材積を効

。 、 、率的かつ高精度に推定する手法を開発した また 中央シベリアに観測タワーを新設し
国内のタワーと合わせて主要樹種の光合成等の季節変化を明らかにするととも、日本の
複雑地形での夜間の 収支の観測精度を大幅に向上させた。森林土壌に貯留していCO2
る有機炭素量の全国分布図を高精度で作成した。また、乾燥した環境が強い光から守る
機能を葉に与えることを明らかにした。

①森林における酸性降下物及び環境負荷物質の動態の解明及び影響評価
・日本の黒色土に無機態や有機態の硫黄が多く蓄積している大きな原因は、火山灰由来
のアルミニウムや鉄の酸化物の働きであることを明らかにした。

・ゴイサギ卵に含まれるダイオキシン類濃度はチュウサギ卵とほぼ同じレベルであり、
上位捕食者の蓄積濃度が比較的高いことを再確認できた。

②森林の炭素固定能の解明と変動予測
・衛星データの「雲取り処理(ＬＭＦ)」により１０日間隔の地表観測を可能にし、全球
の植生の生育量が近年増加傾向にあることを明らかにした。

・シベリアのカラマツ林の地上部バイオマスを可視と中間赤外バンドの衛星データから
推定する重回帰モデル式を作成し、炭素収支の広域把握を可能にした。

・日本の森林資源調査での炭素吸収量算定における「不確実性」の事項等を明らかにし
た。また、航空機ライダーを利用して林分材積を効率的かつ高精度に推定する手法を
開発した。

・森林の炭素固定能の解明のため、中央シベリアのカラマツ林にフラックス観測タワー
を建設し成長量測定等に着手するとともに、マレーシアの熱帯雨林試験地(６ )で毎ha
木調査、タワーフラックス、光合成、呼吸等の継続測定を行った。

・全国５ヶ所のタワー観測サイトで 収支の連続観測を継続するとともに、ガス交CO2
換量の推定法を改良し、大幅な精度向上を得た。また、複雑地形での夜間のフラック
ス観測精度を大幅に向上させるデータ処理手法を開発した。

・３樹種の樹冠葉の光合成・蒸散速度等の計測値と、群落多層モデルから 収支をCO2
比較してモデル側の問題と観測側の問題を明らかにした。

・日本の森林土壌が貯留する有機炭素は深さ１ｍまでに４.５７Ｇｔであることを推定
し、その分布図をＧＩＳで高精度に作成した。

③温暖化等環境変動が森林生態系の構造と機能に及ぼす影響の解明と予測
・ブナ林の分布現況での気象条件をもとに温暖化の影響を予測する手法を開発し、温暖
化シナリオ（ＣＣＳＲ）による日本のブナ林の予測分布図を作成した。

・北上山地・青松葉山のアオモリトドマツは約５００年前に定着したことが推定でき
た。積雪が多くなるとコメツガはアオモリトドマツよりも根張りや倒木などでの定着
に集中する傾向が強く、繁殖が制限されることがわかった。

・ある程度の強度の紫外線ＵＶ Ｂ(波長２８０～３１５ )は樹木の苗の生育を促進す- nm
ることを明らかにした。また、強い光は葉に障害を与える（光阻害）が、長期間乾燥
条件に置かれた葉はこの障害を回避する機能を持つことを明らかにした。

終了時目標に対する累積達成状況
（ア）海外における持続的な森林管理技術の開発

アジア太平洋地域における森林の環境保全機能の解明と維持・増進技術の開発研究で
は、既にマレーシア熱帯降雨林において、攪乱が森林の構造、野生生物に与える影響等
を明らかするとともに、河川への土砂流出防止機能を明らかにし、施業法を提示した。
また、近交弱勢の危険性を明らかにした。今後はさらに遺伝的多様性の維持やマングロ
ーブ林における環境保全機能の解明を進める。

熱帯荒廃地の回復技術の高度化および体系化に関しては、インドネシアで森林火災の
影響程度を菌類や昆虫相の面から評価できることを示した。東南アジアの森林火災早期
発見・通報システムを改善し、利便性を向上させた。また、チーク及びマホガニーの虫
害対策に目処を付けた。今後さらに、熱帯荒廃林のランドスケープレベルでの回復技術
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開発や、違法伐採への対応をめざした南洋材の産地特定の研究などを進める。

（イ）地球環境変動の影響評価と予測
酸性降下物及び環境負荷物質について、長期モニタリングサイトを全国に設定して観

測を継続している。また、上位捕食動物におけるダイオキシン濃縮の実態を確認した。
地球温暖化関連では、日本の森林地帯の樹木の炭素吸収量と土壌の貯留量を明らかにし
て分布図を作成した。さらに、シベリアやマレーシアなど海外を含めたタワーでの観測
体制を整備して、各森林型での 収支を明らかにするとともに、京都議定書に対応CO2
した炭素固定機能の評価研究を新たに開始した。温暖化が積雪地域の森林環境に与える
影響程度をモデルによって評価できるようにした。また、紫外線や強光などへの樹木の
応答を明らかにした。

、 、 、以上のように この研究分野を構成する個々の研究課題は 順調に成果を上げており
中期計画を既に完了しているものが複数あることに加え、ニーズに対応した新たな研究
に取り組んでいるなど、予定以上に進捗している。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

当分野は、海外における持続的な森林管理技術の開発に関する７課題と地球環境変動
の影響評価と予測に関する１２課題の計１９課題で構成されている。特に、南洋材の樹
種識別及び産地特定の技術開発研究と、野生鳥獣における有機塩素系化合物の蓄積と生
物濃縮の解明研究、及び京都議定書吸収源としての森林機能評価に関する研究、の３課
題を国内外の諸要請に対応するために１５年度新たに追加した。いずれの課題において
も年度計画を達成していると評価し、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

マクロな地球環境に係わる課題は、森林総研が特に推進することが必要であり、引き続き
体系的な研究を実施してほしい。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）１．試験及び研究並びに調査
（小項目 （１）研究の推進方向）

カ 効率的生産システムの構築に関する研究

評価単位 カ 効率的生産システムの構築に関する研究

課題のねらい
わが国の森林資源は、長期的な林業の不振から手入れが行き届かず、資源の質的低下

や健全性の低下が顕在化してきている。こうした状況の中で、森林資源の充実や施業の
効率化、路網の整備、林業機械化の推進等生産性の向上を図ることが重要課題となって
いる。このため、長伐期林等多様な森林施業や効率的な育林技術の開発及び持続可能な
森林管理経営に向けた林業基盤整備、生産性向上等、林業生産におけるトータルコスト
の低減を目指した開発を行う必要がある。

今期の中期計画においては、多様な林型に応じた森林の成長・動態予測技術及び目標
林型への誘導技術の確立、森林の健全性回復技術の開発、省力的機械化育林システムの
実用化、自然条件に適合した路網システムに基づく安全で効率的な伐出等作業システム
の開発を行う。

実施結果
（ア）多様な森林施業と効率的育林技術の開発

長伐期林など各施業タイプについて、光環境と個体成長等の解析と成長シミュレーシ
、 、 、ョンを行い 野ネズミ害に対する地表処理の効果 針葉樹人工林への広葉樹の侵入過程

ツリーシェルターや水気耕苗による省力効果の適用条件を明らかにした。

①生産目標に応じた森林への誘導及び成長予測技術の開発
・吉野スギの長伐期林の解析を行い、平均的な枝下高率は林齢に関係なく７０ 程度と%
一定であり、林齢と共に林分密度が低下すると林分葉量が増加し始めることを明らか
にした。

・高齢のヒノキ二段林で、下木の良好な成長を維持するには、明るい光環境を維持する
ため、上木を収量比数０ ３以下に保つ必要があることを明らかにした。．

②天然更新・再生機構を利用した省力的森林育成技術の開発
・広葉樹実生の生存率は林床のササが多くなるとネズミの食害や光不足により減少する
ことを示すとともに、ヒノキ植栽木でのツリーシェルタの短所、及びスギの水気耕苗
の長所を明らかにした。

・針広混交林化した人工林で、スギの林冠層に進出した広葉樹の種類と出現率を明らか
にした。

（イ）持続的な森林管理・経営に向けた機械化作業技術の開発
無人集材車両の自律走行制御や自走式搬器の自動荷おろし制御での誤差精度を向上

し、コンテナ苗の植付け装置を実走試験によって改良した。機械化を支える林道関連で
は、新たに開発した木製擁壁を実用に供しうるものとした。

①効率的な森林作業を行うための林業機械の性能向上
・集材路上で走行経路を覚えさせる方法で無人走行試験を行い、縦断勾配２０ 以下で%
誤差２０ 以内で制御できた。自走式搬器の駆動モータの油圧から条件判断をするcm
プログラム、ワイヤロープの張力・移動量を制御し急傾斜地での機体支持を可能にし
た。

・コンテナ苗用のモミガラ培地の開発に加えて、耕耘・植え付け装置の植え穴を開ける
オーガの制御を可能とした。

②機械作業技術と路網整備の高度化
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・半径の小さな曲線部や基盤に変化がある箇所においても容易に作設することができる
新たな機構を有した木製擁壁を開発し、安全性を確認した。

・刈払機のエンジン振動特性を解明するとともに、刃が立木等に当たった時の反力を腰
ベルト等により軽減できた。

・エンジン回転計、加速度計等から、機械稼働状況を記録する装置を試作し、長期間に
わたる機械稼働の情報を得ることができた。

（ウ）持続的な森林管理・経営のための効率的生産システムの開発
列状間伐林分に対応可能なシステム収穫表のプログラム、動画像による立木位置の把

握、無線ＬＡＮによる遠隔操作システムを開発した。また、低木層の生物生産量の推定
と、土壌変化モデルのパラメータ解析を行った。

①生産目標に応じた効率的生産システム策定技術の開発
・伐出コストの算定基礎となる間接費の配分比や付帯経費として路網開設コストの予測
式を明らかにした。

・システム収穫表ＬＹＣＳ（ ）のプログラムを７地Local Yield Table Construction System
方のスギ林、列状間伐にも対応できるよう、各式の係数を定めた。

、 、・立木の輪郭を抽出するため 動画像のＲＧＢ平均値と標準偏差を用いる手法を開発し
カメラから２０ｍ以内の立木輪郭の自動抽出を可能とした。

・森林管理用機械の移動用モノレールとして、軽量アルミレールを用いて敷設・撤去作
業の時間短縮を可能にした。

・作業車両の遠隔制御のため、単純なＯＮ ＯＦＦ操作から圧力制御弁の比例操作を可/
能とする改造を行った。また、無線ＬＡＮで見通し距離３０ｍ以内での遠隔操作を実
現した。

②地域林業システムの構築
・トドマツ人工林内の低木現存量推移の推定法を開発するとともに、北海道内カラマツ
人工林の収穫予想表を作成し、高齢林分でも幹材積が漸増傾向を示すことを明らかに
した。下層植生が多いと土壌のＡ 層が多く、ｐＨ、交換性塩基が低いものがみられ０

るなど、林内の光環境の改変で土壌も影響を受けることを明らかにした。
・高齢ヒバ造林で、加齢とともに樹高や材積成長が減少する過程を明らかにした。

終了時目標に対する累積達成状況
（ア）多様な森林施業と効率的育林技術の開発

林内の光環境の指標となる葉量について解析し、シミュレーションも行ったが、光環
境の組み入れには至っていない。長伐期林、二段林の長期にわたる林分構造の変化や下
木の成長経過を解析し、天然林択伐跡地や亜高山帯針葉樹林でも成長応答様式の解明が
進展した。ミズナラ更新初期の野ネズミ害に対する地表処理の効果、ツリーシェルター
や水気耕苗の省力効果の適用条件を明らかにして、初期保育技術の高度化を進めた。針
広混交林化した人工林に侵入した広葉樹の種組成、ブナの更新阻害要因の解析をおこな
い、森林修復過程の解明と動態予測の遅れを取り戻した。

（イ）持続的な森林管理・経営に向けた機械化作業技術の開発
無人集材車両の自律走行や自走式搬器の自動荷おろし制御などは実際の試験を行い、

実用化へ向けての成果を得た。コンテナ苗の培地材料の決定や耕耘・植付け装置の開発
は予定どおり進展した。新たに開発した木製擁壁は、小さな曲線半径、地形の凹凸に対
応することができ、実用に供しうる。稜線林道の有効性を数量的に裏付けた。下刈作業
やスイングヤ－ダ集材における労働災害やニア事故の解析、エンジン付き機械の安全性
を高める方策の提示などの安全化向上に関する課題は順調に進捗した。機械稼働状況の
簡易把握装置の試作、性能試験、フェラーバンチャによる伐木作業特性解明、スキッダ
の走行特性解明等の作業データ収集は予定以上に進捗した。

（ウ）持続的な森林管理・経営のための効率的生産システムの開発
路網開設コストの予測式を作成するとともに、列状間伐林分の収穫予測に対応可能な
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システム収穫表のプログラムを開発した。動画像による立木位置の把握手法や路線情報
計測装置の開発により、森林施業情報の評価法が進展した。モノレールの作設など管理

、 、 。用機械の開発 遠隔操作のためのコントロール装置の作成など システム開発が進んだ
また、トドマツの凍裂の被害マップ及びカラマツの収穫予想表を作成し、樹幹解析によ
り高齢林分の過去から現在までの成長経過を林分構造と関連づけて示すなど、森林管理
システムの高度化へむけて進捗した。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

当分野は、育林技術の開発が４課題、機械化作業技術が５課題、システムを志向した
課題が７課題と、多様な実行課題で構成されている。育林技術の開発については、様々
なタイプの森林に対する施業法の改善や効率化についての達成度を数量的に評価するこ
とが困難であるが、中期計画の最終年度へ向けて総合化を行うためのデータが得られて
いることから、これまでの遅れを取り戻しつつ年次計画に沿って進捗していると判断し
た。機械開発については、これまでの、軌条形ベースマシン、ブレーキ付き刈り払い機
の開発、立木位置の自動認識などの成果に加えて、試作された機械稼動状況の簡易把握
装置が、作業分析だけでなく機械の利用管理に用いることが期待でき、商品化の可能性
がある。また、新たに開発した木製擁壁は、小さな曲線半径や地形の凹凸に対応するこ
とができ、特許出願を行うなどの成果をあげている。システム開発については、一般用
材を生産目標とする施業体系を集約するとともに、列状間伐林分の収穫予測に対応可能
なシステム収穫表ＬＹＣＳのプログラムを改善した。３つの実行課題については、前年
度までのあるいは今年度の遅れがあるが、１３課題については順調に成果をあげている
ので、研究分野としては年度計画を達成したと判断し、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 実用化に向けて、関連団体や民間企業の開発と森林総合研究所の開発は共同・協力して効
率を上げることが望まれる。

・ 課題のねらいに対するターゲットを明確に設定して、それに基づいた客観的な評価が望ま
れる。

・ 日本の森林をどう管理していくのかという問題と大きく関わっているので、地域のニーズ
や動向に配慮して研究を進めてもらいたい。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）１．試験及び研究並びに調査
（小項目 （１）研究の推進方向）

キ 森林の新たな利用を促進し山村振興に資する研究

評価単位 キ 森林の新たな利用を促進し山村振興に資する研究

課題のねらい
環境や資源の有限性が認識され、国民の意識が自然とのふれあい等を重視する方向へ

変化している中で、山村の役割が期待されている。一方、過疎化・高齢化の進展、木材
・特用林産物の生産活動の低迷等により、森林管理や山村の維持が困難となっている。
このため、山村の有する伝統文化や森林の新たな利用を通じた都市山村交流の促進、特
用林産物等の資源を活用した地域産業の振興等により、山村の活性化を図ることが課題
となっている。

今期の中期計画においては、山村活性化の基礎として里山等の森林が有する多面的機
能や自然的価値の再評価を行うとともに、保健・文化・教育機能の解明と新たな需要創
出に向けた技術開発、及び森林利用にとって大きな問題となるスギ花粉やハチ対策を行
う。また、山村の有する伝統文化の活用手法、及び特用林産資源であるきのこ生産技術
の開発等、地域産業活性化手法の開発を行う。

実施結果
（ア）里山･山村が有する多様な機能の解明と評価

里山林の成り立ちを明らかにするために、主要樹種の落葉コナラ属に着目して、その
繁殖生態の違いを解明した、また、コナラ属の更新に大きく影響するアカネズミが種子
中の有害物質であるタンニンを無害化する仕組みを解明した。また、里山の公益的機能
の解明については、森林の快適性を生理学的に解明するとともに、環境教育における森
林利用と学習効果についての事例解析が進展した。里山利用の上で障害となるハチとス
ギ花粉対策については、スズメバチの生態解明及び花粉症アレルゲンフリーのスギ創出
で計画どおりの進展があった。

①里山の公益的機能及び生産機能の自然的・社会的評価に基づく保全・管理手法の開発
・主要構成種のコナラは虫害が、クヌギ類ではアカネズミによる堅果の利用が更新に影

、 。響していること コナラは頻繁に攪乱された場所で優占しやすいことを明らかにした
有毒のタンニン含有量が多い堅果をアカネズミが食べられるのは、腸内細菌がタンニ
ン分解酵素を作るためであることを明らかにした。

・都市近郊里山のヒノキ・コジイ混交植栽林では、ヒノキの幹曲がりが生じ、木材生産
機能が低下していることを明らかにし、里山管理上の問題点を指摘した。

・里山が有する気候緩和等の環境機能について、夏期には土壌の乾燥が原因と見られる
蒸散抑制や光合成量の低下及び渓流水質の変化が生じることを明らかにした。

・南関東４都県１８１自治体のアンケート調査から、里山保全管理活動は都市化地域で
活発であるが外延地域では低調であり、施策の重点的適用の必要性を明らかにした。

②保健･文化・教育機能の評価と活用手法の開発
・森林の保健機能について、脳活動ならびに血圧等の生理学的指標により音の効果を調
べ、歯科の治療由来の音がストレス状態を生じさせるのに対して、自然の音は生体を
リラックスさせることを明らかにした。複数の巣由来のオオスズメバチが単一の誘引
トラップで捕獲されることをＤＮＡ分析で明らかにした。

・千葉県と群馬県での６年間のスギ雄花開花予測は、千葉県で 日、群馬県で 日１．６ ２．６
の誤差となった。アレルゲンフリーの組み換えスギ創出にむけ、培養細胞へのマーカ
ー遺伝子の導入、及び、アレルゲン遺伝子を反対方向へ連結したバイナリーベクター
の構築に成功した。

・観光レク上、霞ヶ浦流域で７５ヵ所、八溝多賀流域で３６ヵ所を森林管理が重要な地
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区と判定し、それぞれの性格付けを行なった。
・森林体験学習における繰返し効果が単発の学習よりも自然に対する概念拡大をもたら
すことを明らかにした。

（イ）伝統文化や地域資源を活用した山村活性化手法の開発
森林と伝統的土地利用の結びついた事例として、里山林の粗朶を地域の自然環境復元

のための消波施設に活用した霞ヶ浦の例を解析し、地域の森林資源が有効に利用されて
いる事例を得た。特用林産資源である有用きのこの収集、害菌対策、輸入シイタケの品
種判別に成果をあげた。また、竹炭使用による水質浄化の効果を明らかにした。

①伝統文化等を活用した都市・山村交流の効果の解明
・霞ヶ浦の植生復元を目的として、湖岸に設置された消波施設に約２７万束の粗朶資源
が利用され、６０～８０ の流域内森林資源が活用されたという事例を示した。ha

②特用林産物等地域資源の活用手法の高度化
・２５０点の野生きのこを収集し、ナメコ、ヒラタケ、クリタケ、ムキタケ等の栽培種
を含む１０３系統の菌株を分離し、３０株を農林水産省ジーンバンクに登録した。

・きのこ栽培施設からこれまで報告のないトリコデルマ菌を分離・同定するとともに同
菌がエノキタケを侵す力が強いことを確認した。また、キノコ害虫であるツクリタケ
クロバネキノコバエの性フェロモン活性を示す化合物（炭素数１６の炭化水素と同等
の保持時間を有する）を分離した。

・シイタケの品種判別用ＳＴＳプライマー２０組と ＤＮＡの ＲＮＡ遺伝子を指標とmt r
する簡易多型解析法を開発し、輸入シイタケの系統判別を可能にした。

・竹炭と植物を併用することにより、竹炭がない水耕栽培と比べて水中の窒素とリンの
吸収量を最大で６割程度向上させ、かつ吸収効果が持続的に維持することを明らかに
した。

終了時目標に対する累積達成状況
（ア）里山･山村が有する多様な機能の解明と評価

里山の生物目録の作成に遅れが見られるが、里山を理解するための生物間相互作用の
事例が蓄積された。里山の公益的機能及び生産機能に関して、都市化地域の住民とその
外延地域の住民の意識が異なることが明らかになった。森林が人間の快適性と健康に及

。 、ぼす保健休養機能に関して具体的効果が確認された ハチ対策のための事例が集積され
花粉症を引き起こすアレルゲン遺伝子の解明と、組換え体の再生系の開発を行った。里
山が有する多様な機能の価値を解明・評価するという点では予定に沿った進捗である
が、成果の中間集約という点では遅れが認められるので、生物目録については次年度中
の作成を目指す。

（イ）伝統文化や地域資源を活用した山村活性化手法の開発
伝統文化や地域資源を活用した山村活性化手法の開発については、レクリエーション

のために文化資源と自然資源の整備を行う指針作りや里山資源の活用事例を明らかにす
るなど、順調に進捗している。特用林産資源としての野生きのこでは２５０点を収集し
１０３系統の菌株を分離できた。また、ショウロの増殖技術やきのこ病虫害対策につい

、 。 、 。ても 成果があがっている また 輸入シイタケについては系統判別技術を実用化した
環境浄化資材としての木炭の活用法の開発では、水質の富栄養化対策について実験段階
での効果を確認した。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

当分野は里山の機能解明と評価を行う８課題と山村活性化手法の開発に関する５課題
から構成されている。前者では、里山林に対する住民意識を明らかにし、アレルゲンフ
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リーの遺伝子組み換えスギの創出に向けたマーカー遺伝子の導入実験に成功した。本年
度は、１課題で里山地域の生物目録作成の遅れが認められるので、次年度以降重点的に
取り組み、中間集約を示す予定である。後者については、菌床栽培におけるダニ被害の
回避や、輸入シイタケの系統判別などの成果をあげている。
若干の問題点を指摘された課題が４課題あるが、１３課題のうち１２課題において年

度計画を達成したと評価し、研究分野全体としてはａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 個々の課題の内容・成果は理解できるが、本分野の使命を達成する上で体系的に各研究が
推進されていると判断するための十分な説明が不足している。引き続き厳しい状況に置かれ
ている山村において実用的な成果が切望されていることを踏まえ、有機的に個々の課題を結
びつけ、結果として山村の振興という研究に方向付けを明確にするよう改善する必要がある
と判断し 「ｂ」と評定した。、

・ 里山のランドスケープを考えるとき、生態的な安定感のある景観を作るという発想が重要
と思われる。

・ 上下流の新たな経済循環の構築につながることを期待する。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）１．試験及び研究並びに調査
（小項目 （１）研究の推進方向）

ク 木質資源の環境調和・循環利用技術の開発に関する研究

評価単位 ク 木質資源の環境調和・循環利用技術の開発に関する研究

課題のねらい
環境への負荷が少なく、持続的発展が可能な循環型社会の構築には、化石資源に代え

て再生可能な木質資源を多角的に利用するだけでなく、木質系廃棄物のリサイクルやリ
ユースを積極的に進めることが重要であり、バイオマス資源の多角的利用技術の開発、
及び高度利用・再利用技術の開発が求められている。

今期の中期計画においては、樹木成分を、機能性物質、エネルギー、糖類等として高
度利用する技術の開発、化学変換等により木質系廃棄物を有用物質やエネルギーとして
再資源化する技術の開発、木質製品の製造・利用・廃棄過程における環境影響評価及び
負荷を低減する技術の開発、積層・複合技術を駆使した高性能木質材料の開発、木質材
料の高機能化・高耐久化技術の開発、木質系廃棄物からの土木・建築用資材等の開発を
行う。

実施結果
（ア）バイオマス資源の多角的利用技術の開発

リグニン－炭水化物結合部の単離・同定に成功し、木質資源の新しい成分分離技術と
して応用が可能となった。超臨界・亜臨界水処理により短時間で針葉樹材を７０％近く
糖化し、オゾン前処理により針葉樹材を８０％以上酵素糖化し、γ線照射により廃菌床
の酵素糖化率を上げることに成功し、木質廃棄物の再資源化技術を改良できた。また、
接着硬化剤の塩化アンモニウムの存在が、木材燃焼時のダイオキシン類の生成を２桁以
上助長することを明らかにし、行政施策に資する重要な知見を提供した。

①樹木成分の高度利用技術の開発
・リグニンのオゾン分解及び炭水化物の酸加水分解反応を利用することにより、リグニ
ンと炭水化物のベンジルエーテル型化学結合部分を単離・同定することができた。

・モリシマアカシア及びカラマツ樹皮からのタンニンの最適抽出条件を明らかにした。
また、タンニンのホルムアルデヒド吸着能をアンモニア処理で増大させることができ
た。

・エノキタケ廃菌床にγ線を照射すると、酵素糖化率が顕著に増加することを明らかに
した。

・水膨潤セルロースフィルムを２軸延伸することにより、縦方向と横方向の物性がバラ
ンスがとれた新規なセルロースフィルムを作ることに成功し、分離膜等の用途開発の
道を開いた。

②化学変換等による再資源化技術の開発
・木質系廃棄物の処理工程にエタノールを導入し、ディーゼル燃料として利用可能なエ
チルレブリネートを得た。酵素糖化の困難な針葉樹材について、超臨界・亜臨界水処
理の条件を変えることにより短時間で約７０％糖化させることに成功した。

・木酢液の揮発成分であるフルフラール、酢酸、及び酢酸メチルエステルが植物成長制
御活性を示すことを明らかにした。

・木材の含水率を調製することにより、オゾン処理を効率的に行い、酵素糖化が困難な
針葉樹材を８０％以上酵素糖化することに成功した。

③環境影響評価及び負荷を低減する技術の開発
・全国各地のスギ材及び樹皮の塩素量は、個体によって２０倍程度の差があったが、ダ
イオキシン生成が問題になるレベルではなかった。一方、接着硬化剤である塩化アン
モニウムの存在が、ダイオキシン類の生成を２桁以上助長することを明らかにした。
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・各都道府県の廃材発生量が、効率的な発電に必要な２５万立方メートルを下回ってい
ることを明らかにした。

（イ）木質材料の高度利用技術の開発
木質建材からのアセトアルデヒド放散量を簡易に測定する方法を開発した。オゾン前

処理とアセチル化を併用して、耐水性の極めて高いファイバーボードを開発し、特許を
取得した。木材の浸透性を向上させる超臨界二酸化炭素処理法を開発した。更に、廃材
木粉－プラスチック複合化ボードの表面の光変色を５年間以上抑制する技術を開発し、
建築廃材チップから微少金属を含むチップを選別・除去する高磁力微小金属除去装置を
開発した。また、建築廃材から製造した厚物パーティクルボードの床下地材としての性
能を明確にし、木質廃材循環システムの構築を前進させた。

①積層・複合による高性能木質材料の開発
・各種木質建材からのアセトアルデヒド等の揮発性有機化合物の放散特性を明らかにす
るとともに、デシケータを利用した放散量の簡易測定法を開発した。

・耐水性と寸法安定性を付与するアセチル化とアセチル化反応を安定的に行うためのオ
ゾン前処理を併用し耐水性の極めて高いファイバーボードを開発し、米国特許を取得
した。

②木質材料の高機能化・高耐久化技術の開発
・超臨界二酸化炭素処理により、広葉樹材の浸透性を１．２～２倍に向上させ、難浸透
性木材については高圧条件が効果的であることを見いだした。また、木製間仕切りの
開発を行い、自閉症の人たちの不適応行動への対応や作業効率の向上に効果があるこ
とを示した。

・シロアリの味受容細胞数が５個であることを発見し、シロアリ誘引剤や忌避剤を開発
するための電気生理的手法を発展させた。薬剤を使用しない難燃化技術として、木材
に溶射金属を被覆し、準不燃材料の性能を付与させた。

③木質系廃棄物からの土木・建築用資材等の開発
・廃材木粉とプラスチックの複合化ボードの表面の変色劣化を抑制するため、反応性
ＵＶＡ（紫外線吸収剤）及び反応性ＨＡＬＳ（光安定剤）を併用し、屋外使用時の光
変色を少なくも５年間抑制することに成功した。従来の１０倍の磁力を持つ高磁力微
小金属除去装置を開発し、ステープル等の微少金属が埋没している建築廃材チップの
除去を可能とした。

・建築廃材から製造した厚物パーティクルボードの建築部材としての新用途開拓のた
め、建築部材としての使用量が大きい床下地材としての性能を明確にした。

終了時目標に対する累積達成状況
（ア）バイオマス資源の多角的利用技術の開発

樹木成分の利用については、既に行われたバクテリアセルロースやキトサン膜の開発
に加え、新規なセルロースフィルムの開発に成功し、タンニンの化学改質により有害物
質の吸着率を高めたので、ともに実用化を進める。木質系廃棄物の再資源化技術に関し
ては、エタノール製造の前段階として、超臨界・亜臨界水処理、オゾン前処理、γ線照
射等を駆使し、木材や廃菌床の酵素糖化率を向上させる技術を進展させた。今後は、エ
ネルギー収支及び生産コストを検討して行く。また、廃棄物から有用化合物であるレブ
リン酸に変換する「加溶媒分解システム」を提唱した。環境影響評価及び負荷を低減す
る技術に関しては、木材燃焼時のダイオキシン類生成機構を塩素との関係で解明し、廃
材を利用する発電が各都道府県の廃材発生量で効率的に行えるかどうかを明らかにし
た。以上のように、バイオマス資源の多角的利用技術開発研究は計画以上に進捗してい
る。

（イ）木質材料の高度利用技術の開発
木質材料の高性能・高機能化技術に関しては、各種木質建材からのＶＯＣの放散特性

を明らかにし、アセトアルデヒド放散量の簡易測定法を開発した。更に、耐水性の極め
て高いファイバーボードの開発によって特許を取得し、新規天然物系の耐水性接着剤の
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開発についても特許を２件取得した。超臨界二酸化炭素処理技術を改善し、スギ材の浸
透性を６倍高めることが出来たが、広葉樹材については、更なる技術の向上を図る。

木質系廃棄物からの資材開発技術に関しては、廃材木粉とプラスチックの複合化ボー
ドの光変色を５年間以上抑制する技術や高磁力微小金属除去装置を開発し、また廃材由
来の厚物パーティクルボードの床下地材用製品としての性能を明確にする等、木質廃材
の利・活用の範囲を広げた。以上のように、木質材料の高度利用技術開発研究として推
進している積層・複合による高性能木質材料の開発、木質材料の高機能化・高耐久化技

、 、 。術の開発 木質系廃棄物からの土木・建築用資材等の開発は 計画どおり進捗している

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

木質系廃棄物の再資源化等で予定以上の成果を得ており、１５実行課題の全てが達成
と評価出来たことから、研究分野全体としては、年度計画を達成したと評価し、ａ評定
とした。

評価委員会の意見等

・ 木質バイオマスエネルギーの技術開発を進めて行く中で、最大の課題である採算性の検討
もお願いしたい。

・ 「バイオマスニッポン国家戦略」における農林水産省全体が取り組む課題の位置づけがさ
れた中で、研究所のテーマ設定に当たっては、所の独自色をアピールできる分野へのシフト
が望まれる。

・ バイオマスの利用については、既に実用化されているものについても相当の費用を要する
。 、 、場合が多い 良好な結果が得られた場合のみのデータだけでなく 既存の開発技術も含めて

より正確なコスト・データを把握し、総合的な議論をしてほしい。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）１．試験及び研究並びに調査
（小項目 （１）研究の推進方向）

ケ 安全・快適性の向上を目指した木質材料の加工・利用技術の開発に関する研究

評価単位 ケ 安全・快適性の向上を目指した木質材料の加工・利用技術の開発に関する研究

課題のねらい
持続的発展が可能で、環境と調和した循環型社会を構築するとともに林業・木材産業

や山村の活性化に資するためには、国民の住・生活環境に対する多様化したニーズに応
え、豊かな木の文化を活かしつつ、安全で安心な建築用材の安定供給および国産材の需
要拡大を図る必要がある。

今期の中期計画においては、木質構造物等の構造安全性の向上や木質居住環境の改善
等、安全・快適性の向上を目指した木質材料の利用技術を開発するとともに、国産材の
安定供給および利用拡大を図るために、乾燥技術の体系化等国産材の加工・利用技術の
開発を行う。

実施結果
（ア）安全・快適性の向上を目指した木質材料の利用技術の開発

当所保管の全木材標本の文字情報データベースを構築して公開し、樹木の識別・検索
などのために広く活用できるようにした。超音波検査法により乾燥によって生じる内部
割れが非破壊的に検知でき、また木橋部材の内部劣化度の診断ができることを示した。
破壊によって生じた接合具周りの空隙をエポキシ接着剤で充填して接合部の耐力を効果
的に回復させる方法を開発し、特許を申請した。建築廃材を原料とした木炭を床下に敷
設し調湿効果の経時変化を調べ、敷設後３年目でも効果が持続していることを明らかに
した。

①木材特性の解明および評価手法の開発
・当所保管の全木材標本の文字情報データベースを構築して公開した。
・リュウノヒゲの年輪構造解析等により、生長量の差によって生じる密度差がヤング係
数に影響を及ぼすことを明らかにした。

・超音波伝搬速度を測定することによって乾燥による内部割れの検知が可能なことを示
した。

②住宅や中・大規模木質構造物の構造安全性の向上
・超音波伝播速度を測定することにより、木橋部材内部の劣化状態が把握できることを
明らかにした。材料強度データの公開に向けてデータ管理システムの試作ソフトを改
良した。

・破壊によって生じた接合具周りの空隙をエポキシ接着剤で充填することにより、接合
部の耐力が効果的に回復することを明らかにし、大地震後に生じた破損部の修復等へ
の利用技術として提示した。

・ビスを用いて厚物構造用合板を留めつけた床の最大耐力は釘を用いて留めつけたもの
とほぼ同等であることを明らかにし、ビス使用の効果を明らかにした。

③木質居住環境の改善
・木炭による床下調湿効果は敷設後３年目でも持続していることを確認し、外気湿度と
の差を少なくする上で優れていることを見いだした。

・数種の木材の熱伝達性等の特性と接触時における中枢・自律神経の反応との関連を明
らかにした。

（イ）国産材の加工・利用技術の開発
小型アンテナプローブによる丸太の水分分布測定やレーザー変位計による木口面の密

度分布測定が新しい測定手法として有効であることを明らかにした。スギ材の乾燥技術
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に関しては、高温処理であっても減圧工程の導入によって材色変化が抑制できること、
中温乾燥に弱減圧を併用することによって乾燥時間が短縮できること、インサイジング
加工によって内部割れを減らすことができること、さらに高温乾燥処理によって接合強

、 。度が低下しないことなどをを明らかにし 乾燥材の品質向上と普及に資する成果を得た
また、丸太の偏心が製材品表面上の節の現れ方に影響を及ぼすことなどを明らかにした
が、これは作業条件や加工条件の設定に活用できる。

①スギ材の効率乾燥技術の開発
・厚さ５ 程度の丸太の表層については、小型アンテナプローブを用いて水分測定がmm
できる可能性を明らかにした。レーザー変位計で木口面を走査することにより、密度
変動パターンの解析が可能なことを示した。

・高温処理した心材における水の透過性を細胞レベルで明らかにした。
・背割り柱材の弱減圧処理により乾燥末期の乾燥速度が約８％向上した。１１５℃での
過熱蒸気乾燥では高周波減圧工程を併用することによって高温処理による材色変化が
抑制できた。

②住宅部材の性能保証のためのスギ乾燥材生産システムの構築
・単位消費エネルギー（消費熱量 脱水量 ）と熱効率との関係は材種ならびに乾kcal/ kg
燥方法に依存せず単一の基本式を用いて表せることがわかった。

・生材および乾燥材の柱脚試験体を引抜き加力した結果、最大荷重は接合金物の設計許
容耐力を十分上回っており、乾燥方法の違いによる極端な耐力変化は認められなかっ
た。

③木材加工技術の高度化
・丸太の偏心は製材品表面上の節の現れ方に影響を及ぼす傾向にあった。
・乾燥を目的とした角材のインサイジング加工は、２面のみでも４面加工と同等以上に
表面割れの発生を抑制する効果があり、内部割れも現れなかった。

終了時目標に対する累積達成状況
（ア）安全・快適性の向上を目指した木質材料の利用技術の開発

木材特性の解明に関しては、木材標本データベースをさらに充実させて１０００標本
分の画像データベースを作成・公開して当初計画を上回る成果を得た。また、スギ品種
の材質変動および期間成長に関するデ－タ収集は順調に進んでいる。

住宅や木質構造の構造安全性に関しては、超音波法により木造構造部材の劣化診断を
する際の問題点を明らかにし、木橋部材の内部劣化の診断が可能となった。今後、最近
注目されている木製防護柵の劣化診断法に研究を重点化する。材料強度データ管理シス
テムに関しては、データの一元管理ができるように改良を続け、情報公開に向けた準備
が一段と進んだ。また、厚物構造用合板を利用した高耐震床の設計法を開発してきてお
り、この成果は実用に供されている。さらに、接合強度の耐力発現機構の解明を進展さ
せるとともに、破壊を受けた接合部の耐力を回復させるため、エポキシ接着剤を空隙に
充填させる方法を開発して、特許を申請した。

木質居住環境の改善に関しては、木材の接触や感熱等の特性が快適な住環境の創出に
繋がる情報を蓄積してきた。また、建築廃材を原料とした木炭の調湿効果を活用した有
効利用法を提示しするなど着実に成果をあげてきている。今後、木材抽出成分の味覚刺
激による生理活性効果についても引き続き明らかにしていく。

（イ）国産材の加工・利用技術の開発
スギ材の効率乾燥技術開発の一環として小型アンテナプローブを用いた丸太の水分分

布測定手法や丸太の段階で製材品の強度を推定する新しい技術を開発しつつあり、今後
実用化を目指して測定精度を向上させる。さらに、高温乾燥過程中における水の透過経
路の解明、乾燥時間短縮技術の開発、内部割れや表面割れの抑制技術の開発、また高温
による材色変化の抑制技術の開発など乾燥材の普及に役立つ有用な多くの成果を蓄積し
てきており、研究は予定以上に順調に進んでいる。

スギ乾燥材生産システムに関しては、経済性を評価するために必要な情報を蓄積し、
工場における乾燥エネルギーコストの評価に必要な基礎式の提示を行っており、今後取
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り組む乾燥方法・条件別のコスト分析とそのとりまとめ、各種用途に応じた乾燥システ
ムの設計等の研究が効果的に推進できる見込みである。また、高温乾燥処理による材料
強度特性の変化については、接合強度が低下しないこと等を明らかにし、スギ高温処理
材の普及・需要拡大にとって有用な成果を得た。

切削加工技術の高度化に関しては、高品質製材品や高品質単板の加工条件の解析、丸
鋸切削による浮遊粉塵特性の解明等、順調に進んでおり、木材の機械加工における製品
の高品質化、生産性の向上、加工コストの低減等のための条件設定に活用できるデータ
の蓄積も順調に進んでいる。また、木質残廃材の省エネルギー加工技術の構築に必要な
データを着実に集積してきている。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

当分野の研究は木材特性の解明関連が３課題、木質構造の構造安全性関連が３課題、
木質居住環境関連が２課題、スギ材の効率乾燥技術関連が３課題、スギ乾燥材生産シス
テム関連が２課題、加工技術の高度化関連が２課題の計１５課題で構成されている。本
年度は、木材標本情報データベースのホームページ公開、超音波手法を用いた乾燥材の
内部割れの検知や木橋部材の内部腐朽の診断、接合部に生じた破壊部の耐力回復技術の
開発と特許申請に加えて、スギの乾燥技術の開発に関して多くの実用的研究成果を得て
公表したことが特筆でき、予定以上に順調に進展していることから、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

各課題が手法として専門的、細分化しているので、対象となる木材、樹種等については一
部でも共通点を持つよう努力されたい。また、普及・利用は当たっては、民間企業等との何
らかの連携を組むことにより現実化を図ることを期待する。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）１．試験及び研究並びに調査
（小項目 （１）研究の推進方向）

コ 生物機能の解明と新素材の開発に向けた研究

評価単位 コ 生物機能の解明と新素材の開発に向けた研究

課題のねらい
森林生物が持つ多様な機能をより有効に利用し、新素材を開発することは、森林資源

の有効活用の観点から極めて重要な課題となっている。このために、きのこ類を含めた
森林生物のゲノムを解析し、生命現象の分子機構の解明を行うとともに、新素材に繋が
る遺伝子組換え生物を開発することが必要である。さらに、機能性素材の開発及び環境
保全・修復に向けた森林生物機能の高度利用技術の開発を行う必要がある。

今期の中期計画においては、高密度基盤遺伝子地図の作成による森林植物のゲノム解
析の高度化、樹木の形態形成等に関連する遺伝子の単離とその発現特性の解明、遺伝子
組換え生物の開発に向けた不定胚経由の個体再生系及びベクター（遺伝子の運び屋）等
の開発と導入遺伝子の解析、さらに、樹木が生産する生理活性成分の探索、食品として
の高機能化を図るためのきのこ類のニオイ成分等の解析、微生物を利用した環境汚染物
質の分解機能の解明を行う。

実施結果
（ア）森林生物のゲノム研究

ＤＮＡ森林の遺伝的遷移の解析を可能にするため、火山噴火で埋没した古代スギから
を単離し、遺伝子を解析したほか、スギの花芽形成に関連が想定されている２種類の遺
伝子の発現が系統によって差のあることを明らかにした。

①高密度基盤遺伝子地図の作成
， 、・島根県三瓶山の噴火で約３ ６００年前に埋没した古代スギの材からＤＮＡを単離し

増幅した複数の遺伝子について変異を解析するとともに、スギの花芽形成に関与する
可能性のある２遺伝子では雄花を大量に付ける系統と付けない系統の間で発現に差の
あることを明らかにした。

（イ）森林生物の生命現象の分子機構の解明
植物の細胞増殖を調節する因子の遺伝子を裸子植物としては初めてスギから単離し、

この因子の効果を明らかにした。シロイヌナズナのホウ素の輸送に関連した突然変異体
でホウ素の機能解明を進めた。塩に対して耐性を示すアカシアでカタラーゼ遺伝子の発
現が日周性を示すことを明らかにした。さらに、エノキタケで廃菌床に含まれる成分が
子実体の収量増加等に効果を持つことを明らかにした。

①成長・分化及び環境応答等生理現象の分子機構の解明
・植物の細胞増殖を調節する因子であるファイトスルフォカイン（ＰＳＫ）の遺伝子を
裸子植物としては初めてスギから単離し、さらにスギの培養細胞でＰＳＫの効果を明
らかにすることで、スギの遺伝子組換えの基盤技術を開発した。

・ホウ素輸送の遺伝子の欠損によりホウ素が欠乏しているシロイヌナズナにホウ素が供
給されると細胞壁を構成する成分にホウ素が結合すること等を明らかにし、ホウ素の
植物における機能の解明を進めた。

・耐塩性アカシアから、塩で発現が誘導される新たなカタラーゼ遺伝子を単離し、遺伝
子の発現様式の解明を進めた。

・エノキタケの廃菌床の特定の成分が、子実体の形成が不全となった劣化株に対して子
実体の収量増加や子実体の揃いを良くする（品質向上）効果を持つことがわかり、廃
菌床の再利用に向けた技術開発を進めることができた。
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（ウ）遺伝子組換え生物の開発
スギ等の不定胚を成熟させる培地を開発するとともに、マツタケのＤＮＡ因子（レト

ロエレメント）がきのこの組換え体創出に有用であることを示した。さらに、遺伝子組
換えしたギンドロにおいては導入遺伝子が菌根菌へ移動しないことを示した。

①遺伝子組換え生物作出技術の開発
・樹木の組織培養の基本培地に、アブシジン酸等を添加することで、スギやヒノキ等の
不定胚を効果的に成熟させることができ、針葉樹組換え体の作出に必要な基礎技術を
進展させた。

・酵母を利用した遺伝子の発現を解析するシステム等によりマツタケから単離した
ＤＮＡ因子（レトロエレメント）が動く遺伝子として機能することがわかり、きのこ
の遺伝子組換えのための新たなベクターの開発が進んだ。

②導入遺伝子の発現機構の解明及び安全性評価

・遺伝子組換えを行ったギンドロに接種した５種類の菌根菌のうち、菌糸を単離し
ＤＮＡ分析が可能になったコツブタケでは組換え体から接種した菌への導入遺伝子の
移動が起きていないことがわかり、遺伝子組換え樹木の安全性評価のための基礎情報
を得た。

（エ）森林生物機能の高度利用技術の開発
１日本産広葉樹種子の植物成長制御活性を調べ、クスノキ種子から植物成長制御物質

種を単離・同定した。シイタケの培養では、培地中へ加える米糠の量による匂い成分の
制御の可能性を示した。

①森林生物の多様な機能の解明と利用技術の開発
・日本産広葉樹種子２０種から植物成長制御活性の高い樹種を１１種類選別するととも
に、植物成長制御物質としてクスノキ種子からdecanoic acid を同定し、樹木に由来
する活性物質の利用技術の開発を進展させた。

・シイタケを培養する培地に添加する米糠の量を増やすとシイタケのニオイ成分量が減
少した。さらに、米糠のオレイン酸等がニオイ成分量の減少に関与していることが推
定でき、シイタケのニオイ成分を制御できる可能性を示した。

②森林生物等が持つ環境浄化機能の解明と遺伝的改変による機能強化
・汚染土壌の分解候補菌（担子菌）の生存・増殖の変化を土壌から抽出したＤＮＡ量で
測定できることがわかり、担子菌を利用した浄化技術の開発を進めることができた。

終了時目標に対する累積達成状況
（ア）森林生物のゲノム研究

遺伝子地図に関しては、ＤＮＡマーカーを開発し、５００の遺伝子座からなる高密度
基盤遺伝子地図を作成して、当初の計画を完了した。さらに、古代スギのゲノム解析等
を進め、遺伝子地図を利用した森林植物のゲノム解析を目指す研究計画を予定どおり進
捗させた。

（イ）森林生物の生命現象の分子機構の解明
樹木の成長・分化の分子機構の解明では、林木の花粉タンパク質遺伝子、光合成器官

や生殖器官の分化・発達及び心材化に関わる遺伝子の５クローン以上を単離し、目標を
。 、 、 、達成した また 環境応答関連遺伝子の５クローンを単離し 目標を達成するとともに

アカシアではカタラーゼ遺伝子の発現が塩処理で誘導されることを明らかにした。さら
に、きのこの栽培特性に関与することが想定される遺伝子については、目標の５クロー
ンを単離するとともに、合成した糖質界面活性剤や廃菌床の成分がきのこの子実体の形
成を促進することを示すことで、形態形成等に関連する遺伝子の単離及び発現特性の解
明等に向けた研究を計画どおりに進捗させることができた。

（ウ）遺伝子組換え生物の開発
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遺伝子組換え生物の作出技術の開発では、スギやヒノキ等で不定胚から効率良く植物
体を再生する培地を開発した。さらに、マツタケから単離したＤＮＡ因子（レトロエレ
メント）がベクターとして利用できる可能性を示したことで、不定胚経由の個体再生系
の確立及びベクターの開発を目指す研究を計画どおり進めた。

遺伝子組換え体での導入遺伝子に関しては、作出した遺伝子組換え樹木に接種した菌
根菌には組換え体からの導入遺伝子の移動がないことを明らかにした。さらに、組換え
樹木でアレロパシーの活性が非組換え樹木と比べて大きく変わらないことを明らかにし
ているが、長期にわたる生育過程での変動を解析するために、今後も調査を継続する。
以上のことから、導入遺伝子の発現等の解析に向けた研究計画をほぼ予定どおり進捗さ
せることができた。

（エ）森林生物機能の高度利用技術の開発
森林生物機能の利用では、日本産針葉樹２０種、広葉樹４０種について植物成長制御

活性を検索し、当初の目標（５０種）は達成したが、今後は活性成分の単離・同定を重
点的に行う。さらに、シイタケで培養条件や培地の成分の違いにより機能性成分やニオ
イ成分が変化することがわかり、樹木の生理活性成分の解析やきのこ類のニオイ成分等
の生成の解析を目指す研究計画を予定どおり進めることができた。

森林生物等が持つ環境浄化機能の解明では、担子菌によるダイオキシンの分解や同じ
菌の土壌における繁殖状態を明らかにすることで、担子菌による環境汚染浄化の仕組み
の解明に向けた研究計画を予定どおり進めた。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

スギ等でゲノム解析や細胞増殖因子の遺伝子の単離等を行うとともに、不定胚培養に
適した培地を開発し、さらにきのこでは子実体形成に関する廃培地の効果やニオイ成分
生成の解析等を進めることにより年度計画を達成した。導入遺伝子の発現解析及び樹木
の活性物質の同定に関する課題は若干の遅れが見られたことから概ね達成としたが、今
後は研究を加速させる。以上のことから、概ね達成が２課題であったが、９課題におい
て達成と評価できたことにより、分野全体としての評価を、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 基礎的研究の色合いの濃い課題が多いが、将来の技術開発に向けてきちんとした成果をあ
げてほしい。

・ 活躍が期待される分野である。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）１．試験及び研究並びに調査
（小項目 （１）研究の推進方向）

サ 森林・林業・木材産業政策の企画立案に資する研究

評価単位 サ 森林・林業・木材産業政策の企画立案に資する研究

課題のねらい
林政の基本方向に応じた各種施策の具体化と、新たな政策立案を支援するため、木材

需給・貿易の動向分析及び持続可能な森林管理・経営のための政策手法の高度化に関す
る研究が必要となっている。

今期の中期計画においては、国際貿易等のグローバルな視点に立った木材需給と貿易
の動向予測、中山間地域の社会・経済的動向分析及び森林の管理・経営主体の育成方策
の解明を行う目的で、日本の木材市場への国産材の影響や国産材需要拡大方向の将来の
見通し、人工林の経営放棄とそれに対する市町村等の対応の実態把握による森林所有者
に対する公的関与のあり方の類型化などを行う。

実施結果
（ア）国内外の木材需給と貿易の動向分析

林産物貿易自由化が主要木材輸出国及び我が国に及ぼす影響について、グローバルモ
デルの改良とシミュレーション分析を行った。また、国内における木質系資源の供給・
加工流通・消費の構造については、地域ビルダーの国産材利用状況を明らかにした。

①主要木材輸出国及び我が国における木材需給と貿易の動向分析
・改良したグローバルモデルによるシミュレーション分析では、製品の輸入関税撤廃に
より日本の製品輸入が拡大し、国産丸太の生産が抑制されると予測した。オーストラ
リアにおけるユーカリ造林の急速な拡大は農業放棄地の拡大と造林投資に対する優遇
税制が要因であることを明らかにした。

・合板、集成材など国産材の高次加工製品生産動向を分析し、低質材を利用した商業生
産が進みつつあること、その消費主体には国産材利用をアピールする地域ビルダーや
ハウスメーカーがみられ、今後国産材の高次加工製品の需要拡大の可能性があること
を推定した。

（イ）持続的な森林管理・経営のための政策手法の高度化
担い手の育成条件と施業集団化について、高知県での事例分析から集団化の実現条件

を明らかにした。森林の管理・経営と土地利用の実態を把握するため、３次メッシュを
用いて人口動態と森林分布との関係を解析し、山村の人口変動と森林の関係を明らかに
した。

①中山間地域の動向分析と森林管理・経営主体の育成方策の解明
・担い手育成及び施業集約・集団化条件について、高知県での事例分析により、団地化
と施業集団化のキーポイントは、団地形成段階での十分な説明 「団地化の同意→施、
業の同意」の２段階化、収支試算の提示であることを明らかにした。

・森林組合のＧＩＳ導入には地図データの整備費用が最大の阻害要因である。自治体か
らの情報貸与には、個人情報保護という理由で貸与を制限している事例が見られた。
公的関与に関して、フランスでは農業会議所が大きな役割を果たしていることを明ら
かにした。

・人口減少がみられるのは森林率が７０％以上のメッシュのみであること、有人メッシ
． 。ュ面積は１９８０年から２０００年にかけて約３ ２％増加したことを明らかにした

終了時目標に対する累積達成状況
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（ア）国内外の木材需給と貿易の動向分析
林産物貿易自由化が貿易の動向と国内外の木材需給に及ぼす影響については、グロー

バルモデルであるＷＦＰＭ（世界林産物モデル）の改良とそのシミュレーション分析を
行った。また、関税撤廃により日本への影響、インドネシアにおける違法伐採、および
オーストラリアにおける造林ブームの背景を明らかにし、森林林業政策の立案に資する
知見を行政へ受け渡した。

これまでに構築したグローバルモデルに関しては、今後とも精度の向上を図り、最終
年度に精度の高いシナリオの作成と政策シミュレーション分析を行う。主要林産物輸出
国の諸政策の動向解明は年度によって地域を分けて実施することにしてきている。
木材市場の動向分析と国産材の需要拡大条件に関しては、国産材の高次加工製品化と地
産地消をベースとする地域材（いわゆる無垢材）活用の新しい動きとその重要性を指摘
し、関連業界への情報提示にも役立てた。国産材需給推計モデル化も順調に進行中であ
る。

（イ）持続的な森林管理・経営のための政策手法の高度化
担い手育成及び施業集団化の条件については、実態調査によって、厳しい経営環境や

新規参入者の意識の変化に対応した給与条件や居住条件整備など新たな定着対策が必要
であることを明らかにした。

施業集団化推進のために必要条件を実証分析を通して明らかにし、行政や森林組合等
が行う施策や業務に対する情報提供を行った。さらに、国勢調査地域メッシュの統計を
利用した分析、森林整備情報の活用に関する問題点の指摘を行った。公的関与に関して
は国内の神奈川と三重両県の施策実施の特徴と問題点を明らかにした。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

当分野は、木材需給に関する２課題と政策に関する２課題で構成されている。前年度
までに開発したグローバルモデルの改良とそのシミュレーション分析、地域材の需要拡
大への取り組みなど、森林林業政策の立案に必要なデータを提示した。また、高次加工
製品の生産・流通・消費構造の分析や国内林産物需給モデルの基本設計を行った。さら
に、新規参入者を確保するために必要な対策や施業集団化の必要条件についての知見を
得た。人口動態変化と森林率の関係をメッシュデータによって地理的に示すなどの成果
も得ている。すべての課題で年度計画を達成したと判断されることから、分野全体とし
ても達成したと判定し、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ モデル研究に終わることなく、企画立案へ結びつけてほしい。
・ 前出の各研究課題の成果を活かすべく、企画立案されると思われるが、それをより研究所

として明確に示すことが重要と思われる。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）１ 試験及び研究並びに調査
（小項目 （２）きのこ類等遺伝資源の収集、保存）

評価単位 （２） きのこ類等遺伝資源の収集、保存

年度計画の概要
「きのこ類・森林微生物等の遺伝資源を５００点探索・収集、評価し、遺伝資源の増

殖・保存・配布を推進する （中期計画）ため、」
きのこ類・森林微生物等の遺伝資源の収集等を引き続き行う。

実施結果
野生きのこ、木材腐朽菌、樹木病原菌等の森林微生物遺伝資源を９２点収集し（平成

１４年度１７９点 、うち７２点を独立行政法人農業生物資源研究所に保存し、残り）
２０点は当所に保存した。また、昆虫病原菌２点については病原性について特性を評価
した。
なお、遺伝資源の収集保存点数は、平成１３年度からの累計で５１８点となった。

本年度の累計数が中期計画の目標を上回ったこととなったが、中期計画の毎年度収集目標
値、年平均１００点は、従来実績の平均をもとに設定されたものであり、現時点であえて別
の目標設定をする根拠に乏しいので、設定目標はそのままとすることとした。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

遺伝資源の収集保存は中期計画に示した５００を上回ったが、対象となるキノコや微
生物はいずれも重要な遺伝資源であることから、今後とも収集を継続する。
中期計画期間中の予定数を上回り、引き続き収集を着実に実施したことから、

きのこ類等遺伝資源の収集、保存の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

収集保存したものの有効活用についても考慮していただきたい。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）２ 分析、鑑定

評価単位 ２ 分析、鑑定

年度計画の概要
「各種依頼分析・鑑定に対し客観的で適正な実施を基本とし、迅速な対応に努める」
（中期計画）ため、
・外部からの分析、鑑定等の依頼に迅速かつ円滑に対応し、依頼の受付から鑑定書の
発行までの期間の短縮に努める。

実施結果
木材の鑑定、林用業種子の発芽効率の鑑定など２１７件の依頼（平成１４年度２３９

件）があり、その分析及び鑑定を実施した。平成１４年度から事務処理の簡素化、迅速
化に取り組んできた結果、依頼文書の受付から鑑定書の発行までの事務処理の日数は以
下のとおりとなった。

平成１４年度 １０．５日
平成１５年度 ５．８日

注：文書の起案日を第１日目とし、決裁後依頼者に鑑定書等を送付した日までの日数
（土曜日曜等休日も含む）である。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

外部からの依頼はこの３年間平均して２００件を上回るが、中でも鑑定書発行事務処
理日数の短縮にはめざましいものがあり、依頼者へのサービス向上につながったことか
ら、分析、鑑定の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）３ 講習

評価単位 ３ 講習

年度計画の概要
「国内外から若手研究者を研修生として受け入れ、人材育成・資質向上に寄与すると

ともに、研究成果の普及のため各種研修への講師派遣等に応じ、情報の提供等を積極的
に行う （中期計画）ため、」
・国内及び海外の大学、公立試験研究機関、民間等からの若手研究者等の研修生を積
極的かつ計画的に受け入れる。

・研究成果の普及のため、国、都道府県、民間企業、林業・木材産業関係団体、林業
者グループ、教育機関など外部機関からの要請に応じて、各種研修等への講師の派
遣、技術指導や情報提供を積極的に行う。

実施結果
研修生の受け入れについては、受託研修生受入制度により、合計１０９名(平成１４

年度１０２名)を研修生として受け入れ、研究指導を行った。また、ＪＩＣＡ等の研修
制度による研修員を７９名(平成１４年度７２名)受け入れた。

(１日の視察２６３名(平成１４年度２４６名)は含まず)

講師の派遣、技術指導や情報提供については、外部からの依頼により研修講師として
２７１回（平成１４年度２１８回）の派遣を行った。なお、依頼出張事務について

は、事務処理の改善を行ってきており、１５年度からは本所研究管理科が担当するもの
については科内限りで処理できることとし、事務処理の簡素化、迅速化を図った。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

研修生の受け入れは順調に行われており、研修者の技能取得の他、外部機関との連携
や新たな研究プロジェクト発掘につながる機会の増大が期待されること、外部機関から
の講師派遣要請は年間２００件以上となっているが、事務処理の簡素化・迅速化を通じ
て対応していることより、講習の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 講習は、研究機関の蓄積する成果を、外部に直接的に提供する機会、また研究ニーズ把握
の機会をとらえ、今後とも積極的な対応を希望する。

・ 受入人数は確かに若干増加しているが、この増加が目的の達成を示すものかどうかについ
て点検されることが望まれる。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）４ 標本の生産及び配布

評価単位 ４ 標本の生産及び配布

年度計画の概要
「研究の基礎となる材鑑、植物標本等を生産・保存し、要請に応じて配布する」
（中期計画）ため、
・標本生産配布規則に基づき標本の適切な保管等を図るとともに、必要な材鑑につい
て採集を継続するとともに、要請に応じて学術研究機関等に配布する。

実施結果
（ 、 、 ） 、樹木の標本採集調査 高知県安芸郡 群馬県吾妻郡 及び鹿児島県内之浦町 を行い

４２６個体から材鑑標本等を採集、保存した（平成１４年度４６１個体（調査地４カ
所 。））
また、外部からの要請に対応し、材鑑、さく葉、マツノザイセンチュウ等の標本を
２，５７３点配布した（平成１４年度５，１６１点 。）

主な配布先：大学付属植物園、国公立博物館、公立及び民間研究機関等

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

平成１４年度に比べて、採集・保存の件数及び配布点数が減少しているが、採集件数
は対象地の自然条件等に左右されるものであり、対象業務が円滑に実施できたと判断し
て、標本の生産及び配布の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 標本等の配布について、工夫を凝らし積極的な配布に努められたい。
・ 生産件数の減少及び配布件数の大幅減少についての理由説明が不十分である。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）５ 行政、学会等への協力及び国際協力

評価単位 ５ 行政、学会等への協力及び国際協力

年度計画の概要
「行政機関への協力、関連学会への参加による科学技術発展への寄与、国際貢献の観

点から国際機関への参加、国際協力事業団への研究者の派遣などを行う （中期計画）」
ため、
・地球温暖化対策推進大綱における森林吸収量の科学的検証のために実施する林野庁
委託の「森林吸収源データ緊急整備事業 「森林吸収源としての保安林管理情報緊」、
急整備事業」及び「森林吸収源計測・活用体制整備強化事業」を推進する。

・日本林学会、日本木材学会等の学会活動へ参加し、森林・林業・木材産業に関する
科学技術の発展に寄与する。

・国際会議や国際協力事業団等の行うプロジェクトに研究者の派遣等の協力を行う。

実施結果
森林吸収量科学的検証のための林野庁委託事業については、各事業の推進体制として

学識経験者を含めた分科会と 「吸収量検証プロジェクト事務局」を設置し、総合的な、
管理運営体制を構築した。具体的には、
「森林吸収源データ緊急整備事業 ：」
１）森林簿データ緊急整備のため、データ精度検証手法の検討、調査マニュアルの作

成、調査データ入力システムの開発、同現地指導、を行った。
２）国家森林資源データベース構築のため、都道府県に対する森林情報アンケート調

査、データベースのプロトタイプの開発等、を行った。
「森林吸収源としての保安林管理情報緊急整備事業 ：」
１）都道府県における保安林の管理実態調査要領・様式を作成し、全保安林の１／２

の調査を実施した。
２）諸外国における管理実態調査をロシア、スウエーデン、スイス、オーストリア、

フランスの５カ国で実施した。
「森林吸収源計測・活用体制整備強化事業 ：」
１）吸収源データ収集、森林吸収量算定手法開発のため、( )森林現況図の作成、( )a b

京都議定書３条３項森林の抽出手法を検討、( )吸収量算定手法の開発、( )諸外c d
国における計測体制の調査、( )主要樹種のバイオマス調査、( )土壌炭素量の変e f
化量調査等、を行った。

２）クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）植林基礎データ整備として、バイオマス成長
予測、炭素換算係数算定、コスト検証等をインドネシア・ロンボク島において行
った。

３）森林衰退状況調査として、森林衰退度及び土壌調査を全国規模で実施し、衰退の
顕著な地域を重点地域としてその原因調査を実施した。

学会等への参加については、日本林学会、日本木材学会を始めとする各学会活動及び
各種委員会等への協力のため、依頼に応じて１，７９９回(平成１４年度１，８６８回)
の職員派遣を行った。災害時派遣については、緊急対策で３件（３人 、及び復旧対策）
で７件（９人）の対応を行った。

国際会議への派遣協力については、 (国際協力機構)及び (国際林業研究セJICA CIFOR
、 、ンター)の国際共同研究プロジェクトについて プロジェクトごとに支援委員会を設け

課題遂行における問題点の抽出と改善の検討を行った。平成１５年度中に、合計７８名
（平成１４年度７５名）の専門家を海外へ派遣した。
平成１５年６月に、韓国森林科学院と研究協力に関する合意書を交換し、４名の専門
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家を依頼出張制度で派遣した。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

森林吸収量の科学的検証のために実施する林野庁の新規の大型委託事業については、
事務局として取りまとめを行い、事業規模に応じた事業の受託者、都道府県、大学を含
めた協力体制が構築され、事業内容に基づき設定した当初年度計画を実施でき、相応す
る成果を得たこと、学会等各種委員会へ専門家として年間１，８００件程度の要請があ
り、協力は十分達成したこと、国際協力機構の独立行政法人化など、国際協力の環境が
大きく変化しているものの、専門家派遣は所内の支援委員会のバックアップのもと進め
られたこと、韓国との研究協力を進めたことから、行政、学会等への協力及び国際協力
の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 行政、学会等への協力等の結果の数量的な提示が中心で、効果の積極的な説明が不足して
おり、協力体制や具体的な効果にも考慮した分析、評価等に留意する必要があると判断し、
「ｂ」と評定した。

・ 東アジアを中心とした国際的な森林管理の諸問題について、各国の関係機関との連携強化
を図る努力をされたい。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中項目）６ 成果の公表、普及、利活用の促進

評価単位 ６ 成果の公表、普及、利活用の促進

年度計画の概要
「成果の利活用の促進を図り、成果の公表・普及を研究論文、学会参加発表を始めと

した各種媒体により積極的に行うとともに、知的所有権の取得と利用の促進に努め、効
率的な維持管理を図る （中期計画）ため、」
・実用化、技術化、行政施策及び学術の進歩に貢献し得る主要な研究成果を各種媒体
を通じて公表する。

・国内及び外国の学会、研究集会へ積極的に参加させ、発表を促す。
・研究成果をはじめ研究所の諸活動については、研究報告、年報、所報等の印刷物、

、 。インターネットを通じて情報提供するほか タイミングよくマスコミ等に提供する
また一般公開、サイエンスキャンプ、子ども樹木博士 「森林の市」等の各種イベ、
ントを利用し、広く所外へ研究情報の発信に努める。特に一般公開時にオープン予
定の「もりの展示ルーム」を活用するとともに、改訂したホームページを利用して
各種情報の発信を積極的に開始する。

・研究職員に対して知的所有権の取得について啓発を行うとともに、専門的事項につ
いては弁理士を積極的に活用し、早期の取得を目指す。出願登録及び出願公開され
た知的所有権は所報及びホームページに掲載し広く一般に公開する。技術移転機関
（ＴＬＯ）を積極的に活用し、保有特許の利用促進を目指す。

実施結果
、 、主要な研究成果の公表については 選定された２９課題を研究成果選集に取りまとめ

４，５００部を関係各機関等へ配布するとともに、ホームページ上で広く一般に公開
した。また、公刊図書に２０２件(生態学事典、森林の百科、元気な森の作り方、木材
工業ハンドブック等)(平成１４年度２１４件)を寄稿した。研究成果に基づき１０件(平
成１４年度９件)のシンポジウム・研究集会を主催または共催した。また、国内におけ
る林産物に関する標準(木材強度等に関するＪＩＳ及びＪＡＳ規格)の策定に関して専門
家として参画し、研究成果の普及に努めた。

研究集会への参加については 国内外の学会へ参加し 口頭及びポスターにより５７３、 、
件(平成１４年度９９８件)の発表を行った。なお、件数の減少は、主要学会(日本林学
会、日本木材学会)の大会が平成１４年度中に２回(年度始めと年度末)開催されたこと
による。
国際学会等での研究発表のために、４７名を派遣した(平成１４年度４８名)。また、

研究交流法で１６名が参加した(平成１４年度３０名)。

研究成果と研究所活動の広報については以下の活動を行った。
研究職員の投稿受理論文の中から広報素材を摘出し、迅速にマスコミ等へ情報発信す

るため、全ての発表論文を投稿受理時点で全所的に集約し、研究戦略会議での検討を経
て、発表のタイミングでホームページに迅速に掲載する研究成果広報「研究最前線」シ
ステムを新たに実施した。
研究所の成果は 印刷物 研究報告 研究の森から 等 と 研究成果発表会 一、 （「 」「 」 ） 「 」、「

般公開 、イベント等を通じた展示（ 森林の市」に新規出展等）及び、各種教室（ 夏」 「 「
休み昆虫教室」を新規に開催等）にて一般に広く公開した。
また、夏休み期間中、民間グループの協力を得て「もりの展示ルーム」を１５日間一

般に新たに開放し、６９５名の親子等が来訪した。
ホームページ利用者の利便性を高めるためにキーワード検索機能等を付加する一方

で、新たに「森林総研メールニュース」をメールアドレス登録者９２名に対して７号ま
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で配信した。さらに、当所各種刊行物を通じての研究成果の情報発信について、その広
報普及の有効性等を検討し、さらなる体制整備・改善に資するためアンケート調査を行
（ ， ）、 。 、い 配布先１ １８７ ホームページの利用者が増加していることを確認した なお

ホームページへのアクセスホスト数は、８６９，１１９件（本所３４５，８４２件、支
所５２３，２７７件 （平成１４年度６２４，７９８件)となり増加した。）

研究職員の知的財産権取得に関しては、弁理士への特許可能性等の相談が、８件（平
成 １４年度１０件）あるとともに、職務発明に際しては所内に職務発明委員会を設け
て審査を行い、今年度は３件（平成１４年度７件）が出願となり、３件が出願準備中で
ある。１５年度の出願総数は国内７件（平成１４年度１４件）となった。また、１５年
度度新たにＴＬＯ(技術移転機関)と契約し、成果の促進を図った。ＴＬＯへは、再実施
権付の実施許諾契約を１件締結し、二つの企業からアプローチがあった。新規実施許諾
契約を２件締結し、ＪＳＴ(科学技術振興機構)の主催する新技術開発のための専用実施
契約を１件締結した。茨城県中小企業振興公社のホームページ上の「特許情報」に１１
件（平成１４年度７件）を紹介した。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

国内外で開催される学会等への参加・発表は一定して行われており、その成果を原著
論文で発表する方向で業務の改善が図られるようになってきたこと、研究成果に関する
情報提供は、ＨＰやイベント、教室ほかを通じて行い、また、最近の研究成果を広報素
材として提出するシステムを新たに構築する等の各種の新しい改善が行われたこと、知
的所有権について出願件数の減少が見られるものの、利用促進については新規実施許諾
契約を２件締結し、また新たなＴＬＯへの取り組みを行ったことから、成果の公表、普
及、利活用の促進の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート２ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（共通評価単位用）
（大項目）第３ 予算、収支計画及び資金計画

評価単位 経費(業務経費及び一般管理費)節減に係わる取り組み

実施結果
経費の節減においては、省エネ省資源対策推進委員会を新たに設置し、事務室の照明

用蛍光器具の削減及び省エネのための啓蒙活動などに取り組むとともに、資源ゴミとし
て木材をチップ化し再利用するなどリサイクル化等によって廃棄物処理経費の縮減に取
り組んだ。
車両経費の縮減を図るため庁用自動車の見直しを行って１台を削減した。研究用自動

車については、平成１４年度以前にすでに１２台のリース化を行っているが、新たに定
めた「自動車の整備計画方針」に基づき残り１３台をリース化することとし、平成１５
年度は更新時期になった４台をリース化して経費の平準化と縮減を図った。
また、平成１４年度に複写機の機種の仕様とリース期間の統一を行って、一括契約を

、 、推進するための準備をしていたが 平成１５年度において一括更新契約を実施した結果
経費が縮減できた。
なお、固定資産については 「固定資産実査要領」(平成１６年２月２６日施行)を制、

定したところであり、今後、不要資産や遊休資産の実態を正確に把握し、資産の有効活
用による管理コストの削減を図っていくこととした。

１．庁用自動車１台削減
車両本体価格 諸費用・税金 購入した場合の額＝経費節減額

千円 千円 △ 千円2,440 406 2,846

２ 「自動車の整備計画方針」による節減予定額．
(残りの１３台をリース化することによる経費縮減。平成１５年度分も含む。)

リース契約予定額 購入した場合の額 経費節減額
千円 千円 △ 千円 (５年間合計)31,072 37,331 6,259
千円 千円 △ 千円 (１年当り)6,214 7,466 1,252

３．平成１５年度の実績(４台をリース化することによる経費縮減)
リース契約実績額 購入した場合の額 経費節減額

千円 千円 △ 千円2,438 9,889 7,451

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

経費の節減については、全所的な省エネ化等について引き続き取り組むとともに、木
材・紙類のリサイクル化による廃棄物処理経費の縮減、車両のリース化による経費の平
準化と縮減等に関わる取り組み、及び固定資産の適切な管理による管理コストの削減に
取り組む体制を整備したことを評価し、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

経費節減に関する取組みは、業務プロセスの見直し・検討を行うことによって実施され
る性格のものであり、多年度にわたる中期的な観点から、業務のやり方に対する抜本的な見
直しが求められることを認識し、コストダウンのあり方について留意されたい。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート２ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（共通評価単位用）
（大項目）第３ 予算、収支計画及び資金計画

評価単位 受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係わる取り組み

実施結果
外部資金獲得を積極的に進め、農林水産省をはじめ、林野庁や環境省等の研究プロジ

ェクトに積極的に応募し、競争的研究費の獲得を図った。林野庁から 「森林吸収源デ、
ータ緊急整備事業 「森林吸収源としての保安林管理情報緊急整備事業」及び「森林吸」、
収源計測・活用体制整備強化事業」の大型プロジェクトの委託を新たに受けた。
また、文部科学省の科学研究費補助金に対して本年度も積極的に応募し、昨年度と同

じく１３課題の新規課題の採択を受けた。

項目 件数 金額(百万円)
政府等受託 ６３(６２) １，７９１(１，３５９)
［内訳］ 農林水産技術会議 １８(１４) ４７６(５３５)

林野庁 １６(１２) ６８２ (７０)
環境省 １３(２２) ３７９(４９６)
文部科学省 ７ (８) １４６(２０９)
その他 ９ (６) １０８ (４９)

受託研究 １０ (９) １８ (１８)
助成研究 ９ (７) ８ (９)
科学研究費による研究 ２４(１３) ６７ (４８)

合 計 １０６(９１) １，８８４(１，４３４)

＊カッコ内は平成１４年度の数値である。
＊「科学研究費による研究」では、２４件のうち１３件が平成１５年度の新規課題であ

る。
なお、平成１４年度の１３件は、すべて新規課題である。

（第１－２の項目に取り組みは既述）

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

今年度は新たに林野庁から整備事業を受託するとともに、科研費の著しい伸びがある
など、計画は達成しており、取り組みは適切であるので、収入増加に関わる取り組みを
ａ評定とした。

評価委員会の意見等

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート２ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（共通評価単位用）
（大項目）第３ 予算、収支計画及び資金計画

評価単位 法人運営における資金の配分状況

実施結果
１）法人運営の資金配分は、人件費については人事院勧告に準拠し引下げられた資金は

相当額を留保し、その他の資金については研究に係わる業務費に重点的に配分する
ことを念頭に取り組んだ。

２）業務費のうち、緊急に対応すべき課題のために管理する特別研究費については、新
たに１３課題の運営費交付金プロジェクトを設定し、資金の配分を行った。

３）一般研究費については、課題毎の研究成果を加味した傾斜配分を行うとともに、評
価結果による原資の再配分を行った。

４）一般管理費については、施設の保守等に必要な義務的経費を確保し、その他の経費
を縮減するという基本的考え方にたって、項目毎に支出の必要性を精査したうえで
資金配分した。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

資金の配分については、研究成果に基づく予算の傾斜配分、法人として特別に進行
管理を行うプロジェクト研究への重点配布、一般管理費の経費縮減を観点にいれた適切
な配布がなされており、資金の配分状況についてａ評定とした。

評価委員会の意見等

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート２ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（共通評価単位用）
（大項目）第４ 剰余金の使途

評価単位 剰余金は研究機器等の購入に充てる資金として管理する

実施結果
平成１３年度の余剰金は、実大強度試験機の購入に充てた。

＜設置前＞
現有の強度試験機（最大容量約１００ｔ）は、柱材等の小規模木質断面の圧縮試験、

及び外部からの鑑定・検査依頼に対応してきたところである。
しかし、最近の大規模木質構造に使用される大断面の製材や集成材及び丸太材の圧縮

試験に対応できない状態にあった。

＜設置後＞
本機（最大容量約３００ｔ）の設置によって、現有機の３倍の圧縮試験が可能となっ

たこと、及び部材のめり込み試験や接合強度試験が容易になったことで、研究業務の進
捗に応じた試験が可能になり、住宅等の構造設計用データの整備が加速された。
また、外部から要望のある大規模木質断面の鑑定・検査依頼にも対応可能な体制を構

築した。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

剰余金の使途については、外部からの委託試験に対する対応を念頭において研究機器
を整備し、研究環境の改善を行ったことを評価し、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第５ その他農林水産省令で定める業務運営に関する計画

（中項目）１ 施設及び設備に関する計画

評価単位 １ 施設及び設備に関する計画

実施結果
施設及び設備について、研究業務の関連を重視する観点から改修の箇所及び内容

を選定し、平成１５年度においてＶＯＣ分析室改修等３件、合計１６７，５７３
千円の必要な整備を計画どおり実施した。
これらの改修により、中期計画に基づく当該施設・設備の目的に添った研究分野

での取り組みなどをより進展させるよう環境条件整備を行った。

ＶＯＣ分析室改修（本所） ５９，８７０千円
・ＶＯＣ(揮発性有機化合物)の放散の少ない木質材料・構造やその吸収機能を
有する木質材料の開発について、ＶＯＣ分析の高精度化のため、ＶＯＣ濃度を
低下させることが可能な特殊空調設備を設置した。

鳥獣飼育場改修（北海道支所） ３３，９６７千円
・オオタカを用いた生物多様性モニタリング手法の開発について、新たな研究へ
の取り組みのため、オオタカ捕獲用のおとりの飼育施設、及びオオタカ自動撮
影用の飼育施設を設置した。

・夜行性ほ乳類イベントリ手法の開発についても同様に、夜行性ほ乳類の飼育施
設の整備を行った。

研究本館等改修（九州支所） ７３，７３６千円
・昭和４３年に建築された研究本館の屋根及び外壁について、経年劣化により耐
候能力が低下したため、屋根・外壁全面改修を行った。また、低定温室では能
力低下が目立ったため改修を行うとともに、一般空調設備についても個別空調
方式への改修を行い、研究環境改善を行った。

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

中期計画に定められている施設及び設備について、平成１５年度に予算化した施設の
改修を計画どおりに実施し、当該施設の目的を達成することができたので、ａ評定とし
た。

評価委員会の意見等

計画どおり事業を実施するとともに、費用対効果の視点を加えられたい。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート１ 独立行政法人森林総合研究所

平成１５年度 評価シート（評価単位用）
（大項目）第５ その他農林水産省令で定める業務運営に関する計画

（中項目）２ 職員の人事に関する計画

評価単位 ２ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む）

年度計画の概要
・業務運営の簡素化、適正化に努め、職員を適切に配置することにより業務を効率的
に推進する。

・研究職員の採用計画について、任期付き任用の具体化を進める。

実施結果
職員の適正配置については、適材適所に要員を配置するため適切な時期に人事異動を

行うとともに、中期計画に基づく削減のための要員管理を行った。また、研究業務のニ
ーズに合わせた非常勤職員の雇用形態にパートタイマーを導入するため、非常勤職員就
業規則の改正を行った。

任期付き任用については、研究職員の任期付き任用の具体化を進めるため、採用すべ
き研究分野や職務内容ついて引き続き検討を行った。

・常勤職員数
平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度

中期計画での予定人員 ６９６ ６９０ ６８４
現在員 ６８９ ６８８ ６７２

＊人数は年度期初の数字
＊現在員には派遣職員及び休職者を含む

・非常勤職員数
平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度

年間平均支給人員数 ３２０ ３３７ ３３４
252,570 267,483 279,012支給額（千円）

評定 ａ ｂ ｃ

評定理由

、 、任期付き任用についは 採用すべき研究分野や職務内容について検討を深めたものの
平成１５年度中に具体的計画の構築に至らなかったことから、不十分な点があった。
しかしながら、職員の適正配置については、研究管理部門において、従来、研究職員

が担っていた業務を一般職員が対応できるよう体制整備に取り組んだこと、非常勤職員
の雇用管理の効率化を図ったこと、及び職員の削減計画についても予定どおりの人数を
削減したことから、職員の人事に関する計画の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

森林総合研究所のミッション、目的達成のための最適な組織開発が法人自らの努力により
積極的に実施されることが望まれる。

評価委員会評定 ａ ｂ ｃ
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評価シート３

平成１５年度 大項目の評価

大項目 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

評定 評価単位

業務の効率化ａ

競争的研究環境の整備ａ

施設、機械の効率的活用ａ

研究の連携・協力ａ

研究支援業務の効率化及び強化ａ

事務の効率的処理ａ

（項目 ６ ）

達成割合
６×１

＝１００ ％
６

Ａ Ｂ Ｃ評定
（意見等）

評価単位の評価シートに記載
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評価シート３

平成１５年度 大項目の評価

国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達大項目

成するためとるべき措置

評定 評価単位

森林における生物多様性の保全に関する研究ａ

森林の国土保全、水資源かん養、生活環境保全機能の高度発揮に関ａ

する研究

森林に対する生物被害、気象災害等の回避・防除技術に関する研究ａ

多様な公益的機能の総合発揮に関する研究ｂ

地球環境変動下における森林の保全・再生に関する研究ａ

効率的生産システムの構築に関する研究ａ

森林の新たな利用を推進し山村振興に資する研究ｂ

木質資源の環境調和・循環利用技術の開発に関する研究ａ

安全・快適性を目指した木質材料の加工・利用技術の開発に関ａ

する研究

生物機能の解明と新素材の開発に向けた研究ａ

森林・林業・木材産業政策の企画立案に資する研究ａ

きのこ類等遺伝子資源の収集、保存ａ

分析、鑑定ａ

講習ａ

標本の生産及び配布ａ

行政、学会等への協力及び国際協力ｂ

成果の公表、普及、利活用の促進ａ

（項目 １７ ）

達成割合
（１４×１）＋（３×０．５）

＝９１ ％
１７

Ａ Ｂ Ｃ評定
（意見等）

評価単位の評価シートに記載
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評価シート３

平成１５年度 大項目の評価

大項目 予算、収支計画及び資金計画

評定 評価単位

経費節減ａ

外部資金獲得ａ

資金配分ａ

（項目 ３ ）

達成割合
３×１

＝１００ ％
３

Ａ Ｂ Ｃ評定
（意見等）

評価単位の評価シートに記載
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評価シート３

平成１５年度 大項目の評価

大項目 剰余金の使途

評定 評価単位

剰余金の使途ａ

（項目 ３ ）

達成割合
１×１

＝１００ ％
１

Ａ Ｂ Ｃ評定
（意見等）

評価単位の評価シートに記載
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（別紙４）評価シート３

平成１５年度 大項目の評価

大項目 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

評定 評価単位

施設及び設備に関する計画ａ

職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目ａ

標を含む）

（項目 ３ ）

達成割合
２×１

＝１００ ％
２

Ａ Ｂ Ｃ評定
（意見等）

評価単位の評価シートに記載
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評価シート４

平成１５年度 総合評価

評定 評価単位

業務の効率化ａ

競争的研究環境の整備ａ

施設、機械の効率的活用ａ

研究の連携・協力ａ

研究支援業務の効率化及び強化ａ

事務の効率的処理ａ

森林における生物多様性の保全に関する研究ａ

森林の国土保全、水資源かん養、生活環境保全機能の高度発揮に関する研究ａ

森林に対する生物被害、気象災害等の回避・防除技術に関する研究ａ

多様な公益的機能の総合発揮に関する研究ｂ

地球環境変動下における森林の保全・再生に関する研究ａ

効率的生産システムの構築に関する研究ａ

森林の新たな利用を推進し山村振興に資する研究ｂ

木質資源の環境調和・循環利用技術の開発に関する研究ａ

安全・快適性を目指した木質材料の加工・利用技術の開発に関する研究ａ

生物機能の解明と新素材の開発に向けた研究ａ

森林・林業・木材産業政策の企画立案に資する研究ａ

きのこ類等遺伝子資源の収集、保存ａ

分析、鑑定ａ

講習ａ

標本の生産及び配布ａ

行政、学会等への協力及び国際協力ｂ

成果の公表、普及、利活用の促進ａ

経費節減ａ

外部資金獲得ａ

資金配分ａ

剰余金の使途ａ

施設及び設備に関する計画ａ

職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む）ａ

（項目 ）29

達成割合
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（２６×１）＋（３×０．５）
＝ ９５ ％

２９

Ａ Ｂ Ｃ評定

（意見等）

平成１５事業年度の評価結果について」の「業務運営に対する意見」に記載「



 

 

 

平成１５年度業務実績評価  

 

補足資料  

 

 

〔森林総合研究所分〕  
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第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
１．業務の効率化 （評価シートp.1）

①若手研究者への支援において、学位取得者の数字は絶対値表示と取得可能な対象者に対
する割合として考慮したときどのような要素が考えられるのか。

研究職員の年代毎の平成１４－１５年の学位取得率は、おおよそ３０代前半０～３０％、
同後半３０～４０％、４０代前半５５％、同後半７０％である。これらの数値で示されるよ
うに全体としての学位取得は進んでいると考えているが、本研究所在勤中に取得することが
多いＩ種採用者については、大学院課程で実績を積んだ者は３０代前半までに取得する場合

、 、 。が多く 他は 本研究所において研究実績の蓄積が進んだ４０代で学位取得する場合が多い
今後、競争的研究環境の整備を進める中で、４０代での学位取得年齢をさらに早める努力が
必要と考えている。

②若手研究者の海外特別研究員の派遣の現況はやや少ないように思われるが、どのような
要素が考えられるのか。

若手研究職員の海外派遣については （独）日本学術振興会の海外特別研究員制度と外国、
機関の経費保証による派遣制度があり、近年のそれぞれの派遣状況は次のとおりである。

平成１３年度までの科学技術振興事業団の若手研究者海外派遣事業が、科学技術振興事業
団と日本学術振興会との類似業務の統合により、平成１４年度以降は国立大学の研究者をも

、 。対象とした海外特別研究員制度となり 滞在期間が原則的に１年間から２年間となっている
これまでも、本研究所からのこの制度による派遣は平均的に各年度１名弱であり、平成１４
年度には、制度的な変更にも関わらず、１名が採用されている。したがって、この制度によ
る派遣については、特に減少しているとの認識はない。

外国機関による経費保証（パートギャランティ・オールギャランティ）による派遣につい
ての最近の派遣実績（年度をまたがる派遣者は各年次で重複集計）は、１３年度５名、１４
年度１名、平成１５年度２名（平成１２年度６名、１１年度４名）である。このように、派
遣研究者数は年度ごとに変動があり、平成１５年度が特に減少しているわけではない。

これら制度による派遣を推進するためには、若手研究職員に対する研究指導を強化し、早
期学位取得に取り組ませる必要があると考えている。

③研究成果の発表については、分野別の努力目標を設定したらどうか。

研究成果の発表については、毎年全研究職員から研究業務報告書の提出を求め、研究分野
別の集計を行っているほか、領域・支所といった研究組織単位でも集計している。特に後者
では、組織単位の業務運営評価システムを組み込んで毎年努力目標を立てさせることとして
昨年度試行を行ったところであり、今後システムの改善を図っていきたい。

④研究テーマ決定のための情報収集、計画案の樹立についての対応が研究所として更に一
層システム化されることが必要である。

新たな研究課題の設定のための研究ニーズ・シーズに関わる情報収集については、研究戦略会
議を中心として、総合科学技術会議、農林水産省をはじめとする各省庁の研究行政や、国内外の
学会等の動向を把握しているほか、研究評議会やプロジェクト等の評価委員会など外部委員との
意見交換の機会を有効に活用するとともに、地域においても、支所評議会や都道府県との協議会
を開催して対応してきている。

さらに、具体的な課題化に際しては、プロジェクト形成委員会を立ち上げて計画の作成等
を行い、外部の課題応募、あるいは交付金等によるプロジェクト化を図ってきており、今後
とも機動的に運営して参りたい。

⑤業務費及び一般管理費の「予算管理体制の強化による資金の効率的運用」が強調されて
いるが、業務プロセスの見直し、検討による計画・コントロールの実施という観点から
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の効率的運用であるのかどうか確認を要する。また、経費の節減、業務の効率化におい
て取り組まれている事項は、単なる項目的なコストダウンにとどまり、これも業務プロ
セス全体の検討によるものではないことに留意すべきである。業務プロセスがアウトプ
ット、アウトカムにいかに連鎖しているかを検討することが今後必要とされる 「予算。
の配布」は｢予算の配分」という表現のほうが望ましい 「配賦」は間接費、補助部門。
費の配賦であり、配布は配るという意味合いであることに注意。

一般管理費等における予算管理体制の強化については、円滑な業務運営を進める中で運営費交
付金の削減目標を実現するため、資金の支出目的を把握し、適切な予算配分によって目的に沿っ
た支出管理を行い、資金の効率的運用を図ることをねらいとしているところであるが、業務プロ
セス全体の検討に基づく経費の削減を図るべきとのご指摘については、どのような方法がとれる
か検討を深めたいと考えている。

なお 「予算の配分」については、外部への説明にあたって、分かりやすい表現となるよう留、
意したい。

２ 競争的研究環境の整備 (p.3)

競争的資金への積極的な応募は多としたい。これらは、個人がリーダーとなって採択され
るものが多いと思われるが、プロジェクト期間内での、代表者の転出などについてどのよ
うに考えるか。

競争的資金等の研究プロジェクトについては、プロジェクトリーダーの指導力と研究実績に負
うところが益々大きくなっているものの、所内では、主査・副査そして下位の研究課題にはサブ
リーダ等を配置するなど複数の研究者による研究推進体制を整備している。

過去においてもプロジェクト期間中にプロジェクトリーダーである研究職員の大学出向という
事態が生じたが、資金配分機関の了解を得て本研究所の副査等から所内リーダーを選任し、所内
の取りまとめに当たらせ、受託資金の管理を継続するとともに、プロジェクトリーダーは変更せ
ず出向先の大学等に一部の課題を再委託するなど、研究期間終了時まで進行管理を行うことで対
応してきている。

３ 施設、機械の効率的活用 (p.5)

研究所独自の設備、計測技術の効率的活用や共同利用についての具体的な数字や表示をさ
れることが望ましい。
また、つくばへ移転後相当年月が経過していることから、本所の機能の総合的な点検が必
要と思われる。

本所にある研究用高額機械類や別棟等の施設については、筑波移転以降、相当の時間が経
過したものが多いことから、今後、修理や改修に関わる多大な経費の確保が必要となること
が予想される。支所にあっても、同様な状況が見られることから、施設・設備のあり方を検

、 、 、討するとともに 既存の施設・設備の有効活用を図る観点から 施設・機械の共有化の拡大
現有設備の廃棄を含む老朽化対策、スペースや高額機器の有効利用等を図っていきたいと考
えている。このため、所内に設けている施設整備委員会等において問題点の抽出と改善方向
の検討を行い、次期中期目標期間を見据えた整備計画を樹立するすることとしている。
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４ 研究の連携・協力 (p.6)

①国有林野事業との連携で特筆すべき研究所としての成果、林野事業に反映すべき内容を
より具体的に示してほしい。

国有林との連携の一環として設置している国有林内の試験地は、農林水産省野生鳥獣によ
る農林業被害軽減のための農林生態系管理技術の開発、環境省帰化生物の影響排除による小
笠原森林生態系の復元研究等実証研究を進める上で大きな役割を果たしており、特に科学技
術振興調整費の高速長距離土砂流出プロジェクトでは、国有林内の試験地で斜面崩壊の公開
実験を成功させ、平成１５年に熊本県水俣市で発生した土石流災害のメカニズムを実証し、
今後の土砂災害予測のためのデータが得られたことが特筆できる。

また、小笠原帰化生物のプロジェクトでは、研究成果を提言としてパンフレットにとりま
とめ、これをもとに国有林部局で森林の保護事業が実施されている。さらに、岡山県下の国
有林で実施されている６０年間にわたる量水試験については、本研究所の関西支所と近畿中
国森林管理局が共同で、研究成果をとりまとめパンフレットを作成し、国有林野事業の広報
活動にも利用されている。

さらに、国有林野事業への成果の還元では、国有林職員の研修講師派遣（森林技術総合研
修所等への講師９５回、一部民有林関係職員を含む）のほか、森林管理局からの依頼により
各種委員会への委員の派遣（１１１回）を行うなど研究成果の事業への反映及び国有林野事
業の職員の資質向上に協力しているところである。

②海外の大学や研究者を受け入れた結果、どのような成果や遂行上の課題が出ているのか
具体的に。

、 、海外の研究者等の受け入れについては プロジェクト研究における招聘研究員の受け入れ
外国人研究者の受け入れ及びフェローシップ等、さまざまな形態をとって実施しているとこ
ろであるが、その成果は、国際ワークショップ「 ワークショップ （育成IUFRO OAK2003

）」 、 、と持続のための林業と遺伝学の統合 の開催 新たなプロジェクトや国際共同研究の発掘
及び成果の論文発表などに生かされており、国際的な研究センターとしての機能を念頭に今
後とも推進していく予定である。

③ブロック会議等の開催回数は、計画を満足しているが会議の内容はどうか。単なる情報
交換にとどまっていないか形骸化していないか一度検証をしてみる必要があるのではな
いか。また、研究分野での都道府県との連携が６課題１１件というのはいささか少ない
ような気がするので、共同研究の推進など一層の指導的役割を果たすことを期待する。
都道府県の研究機関に対しては、研究の連携の中に各研究機関相互のネットワークの要
の役を担い、それぞれの研究テーマを始めとして、予算や人員の減少をネットワークの
活用で補えるような仕組みまで検討すべきである。

ブロック会議や都道府県との連絡協議会等においては、単なる情報交換ではなく、研究を
取り巻く諸情勢を踏まえ、課題を明確にして取り組んでいるところである。具体的には、農
林水産省の公立試験研究機関への研究予算が補助金制度から競争的資金へのシフトすること
を念頭におき、ここ２～３年は競争的資金への積極的取り組みを重点課題として取り上げ、
都道府県等へ指導・助言する形で会議を実施してきた。その結果、先端技術を活用した農林
水産研究高度化事業への林業関係の応募は１４年度２３件、１５年度６３件、１６年度７３
件と増加するなど会議の成果が現れていると考えている。

また、１５年度のブロック会議での討論に基づき、平成１６年度新規でスタートした農林
水産技術会議の高度化事業の「地方領域設定型研究」に各都道府県が応募を行い 「西日本、
における人工林伐採跡地の省力的森林再生技術の開発」が採択された。

さらに、１５年度からは、公立試験研究機関の研究成果を選集としてとりまとめ、発行し
各機関に配布した。これらは、公立試験研究機関の研究の取り組みの活性化にもつながるも
のである。

なお、６課題１１件は所内の運営費交付金を利用して行っている委託（交付金プロジェク
ト）のみの数値であり、林野庁や農林水産技術会議等の委託費プロジェクトによる再委託も
加えれば、都道府県への委託件数は８５件とかなりの件数になっている。
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④｢共同研究のほか受託研究、委託研究など他機関との連携、協力」については、経年と
比べ確実な増加が見られるが、連絡協議会、受入研究者については減少している点は説
明を要すると考える。

森林総研の受入規則に基づく制度は受入研究者の希望に基づくものではあるが、関係方面に制
度のＰＲ等を徹底し、希望者が増加するよう引き続き努力していきたい。

ＪＳＰＳ（学術振興会）フェローシップの人数は現員数で数値を示しているが、開始年度で比
較すると１３年度：２、１４年度：４、１５年度：２と、ＪＳＰＳと科学技術振興事業団との合
併による運営の変更の影響を受け、厳しいものとなっている。

招聘研究員は受託研究等によるプロジェクトの中で計画されているものであり、年度ごとに変
動が見られる（１３年度：２１、１４年度：３５、１５年度：３１)。

また、連絡協議会については、１４年度の３３回から１５年度は３１回と２回減少した。これ
は、連絡協議会が公立試験研究機関が組織した自主的団体であり、年度により総会の回数を減ら
したことや部会を合同で行ったことなどによるものであり、２回減ったからといって特に問題と
は考えていない。なお、その前年の１３年度は１５年度と同じ３１回であった。

また、連絡協議会については、回数よりもその内容が重要と認識しており、研究を取り巻く環
境が変化する中で、その変化に対応した価値の高い協議会にするため、協議会の在り方について
会員相互の間で検討し、改善を図っているところである。

５ 研究支援業務の効率化及び強化 (p.8)

①多摩森林科学園の改善が必要。

本項目については、多摩森林科学園における環境教育林整備に遅れが見られることから、本研
究所関係領域の支援を得て改善を図る必要があるとの自己評価を行ったものであり、平成１６年
度環境教育林の公開に向けて同運営員会を開催し、関係機関との調整、公開の準備等の体制を整
備していく予定である。

②計画どおりに実施しただけで目標が達成されたわけではなく、その行為がどのような結
果となって組織内での効率化につながったかの視点が必要。例えば、連絡調整室長を研
究職から一般職に切り替えることでどのような効果が現れたかなどの具体的な記述が欲
しかった。

今期における職員数の削減（２７名）について、退職者の推移からその大半を研究職で行わな
ければならない状況下、その内部調整を計画したものであり、支所における部長職の廃止にとも
なう研究調整官並びに地域研究官の配置にあわせて、連絡調整室長（５名）の一般職への振り替
えを行ったものである。

このことにより、研究部門からのさらなる研究職員の削減を避けることができた一方、本研究
所全体で一般職が行う業務の多様化を図るとともに、上記両官との業務の再調整を行うことによ
り、外部対応等円滑な業務運営を進めたと考えている。

６ 事務の効率的処理 (p.10)

①事務改善委員会の性格、役割を検討する必要がある。提案で不採用、なじまないものの
具体的な内容はどのようなものか。事務分野におけるアウトソーシングが見られないの
か。

事務改善委員会は、職員が通常の事務業務を進める中で生じた疑問点や改善点についての
提案を受けて、内容等を検討し、事務の効率的な運用・改善を図るために設置したものであ
る。委員会の運営については、独法化という組織変更に対して職員の意識改革を行う観点か
ら、職員に対し広く提案を求め、提案に基づく具体的な事務処理上の課題を解決することに
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取り組んだところであるが、新たな事務処理の枠組みを提示するまでに至っていないという
、 、 、問題点があり 今後 トップダウン方式もとりながら事務処理の目的とするところを検討し

最適な方式を取り入れるなど、一層の事務改善に努力していく考えである。
事務改善委員会において、不採決とした提案は、主として、物品の調達にかかわるものである

が、利便性の観点から個別の対応を求める提案に対し、現行の一括購入による経費の削減を優先
して不採決としたものである。

また、事務改善になじまないものとして整理した提案は、倒木処理の適正化など、対応の必要
があるものの事務改善に繋がらないと判断したものである。

事務分野におけるアウトソーシングは、定型的な事務で量的に把握できる事務が該当すると考
えており、従来から委託を行っている設計業務の他、過去の人事記録のデータ入力など、一時的
・短期的な業務を委託して行っている。

②評定理由に示される｢事務改善委員会の運営」における｢提案件数の減少」と｢改善実施
件数が少ない」ことは、本評価単位の中核的部分と考えられる。組織全体の改善に対す
る取組みが示されるところであり、TQCの観点を取り入れた、継続的な改善努力が不可
欠である。他の事務処理事項はその意味で、従来から実施している項目であり、ウェイ
トを高く評価することは適切ではないと考えられる。

評価単位である「事務の効率的処理」については、事務業務のうち、目標を定めて全所的な位
置づけで効率化に取組む事項の他、事務改善委員会の運営を通じて、職員から提案を受け、事務
処理の簡素化・効率化を図ることを計画事項と定め取組んでいるところである。

事務改善委員会の現在の機能は、組織運営全体の改善を視野に入れているものではなく、現行
の規則等に基づき日常の業務を進めていく上で生じる疑問点や改善点に関するものであり、法令
上の問題点等を整理した上で、事務の効率化に結びつけることを目的としている。

提案数等については、多くの提案がなされるよう職員の意識改革やトップダウン方式による職
員への提案等の取組が、一層、必要との認識を持っているが 「事務の効率的処理」の項目にお、
いては、目標を定めて取組む事項、提案に基づく改善等、さまざまな手段を通じて事務の効率化
を進めていく必要があり、他の事項も同様に重要な位置付けのものと考えている。なお、ＴＱＣ
の観点を取り入れた継続的な改善の仕組みについてのご指摘は、今後の課題としていきたい。

③会計経理システムについて、会計システムへのバーコードの導入、入力の効率化、会計
システムの入力方法の効率化により、効率的な資金管理を行ったとされているが、これ
は事務作業の効率化にとどまるものであり、資金管理の効率化を意味しないことに留意
すべきである。

資金管理の効率化については、ご指摘のとおり、資金の執行にあたって、妥当性、必要性、緊
急性等を判断し機動的・弾力的に資金を支出することによって達成されるものと考えており、会
計システムの入力方法の工夫は、資金使途毎に細かくコードを入力することにより資金の執行状
況の把握を行い、執行状況を踏まえて年度途中においても資金の再配分を行うなど、上記判断に
基づく資金管理の効率化を図るとの趣旨であり、今後、留意したい。

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとる
べき措置

１(1)ア 森林における生物多様性の保全に関する研究 (p.12)

①林野行政に対して研究所あるいは研究単位としてとして現在の達成度の範囲でどのよう
な提案があるのか、あるいはなされたのか簡潔に示してほしい。

小笠原帰化生物のプロジェクトでは 「４ 研究の連携・協力」で述べたように、小笠原、
諸島における外来生物の排除や侵入阻止のための方策を研究成果としてパンフレットにまと
め、東京都に提言するとともに、国有林野部局で森林の保全事業が実施された。

大台ヶ原での成果は環境省を通じて大台ヶ原生態系回復事業に提案しており、またアマミ
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ノクロウサギの保全では外来種マングースの排除を、外来種タイワンリスの問題については
分布拡大予測モデルに基づきタイワンリスの捕獲方法やモニタリング法を提案し、タイワン
リスの影響を排除するよう行政に提言をしている。

②評価手法の開発、保全技術の開発が本研究の大きなテーマとして設定されているが、実
行された個々の課題が最適な方法であったかの検証が必要である。その他の研究項目に
も通じることであるが、個々の課題項目を総合して設定されたテーマに対して「何が」
成果であるか（どのような技術が開発されたか）を明確に記載する必要があるのではな
いか。

現在、評価手法については、個々の課題の中でも文献での比較や他の手法との比較、人工
林などの人為の影響がはっきりしたところでの検証を行っており、ここ２年間は外部から有
識者を招いてシンポジウムやワークショップを開催して客観的な評価検討も行っている。ま
た、他の分野の課題において海外の専門家を招いて手法や評価法について検証を行っている
会議にも参加している。

保全技術については対象が限定されているものが多いため、実施しながら検証を行ってい
く方針であり、総合的な成果の記述については個々の成果がある程度出てきた段階で、より
わかりやすく記載するよう努める。

③人工林の施業が下層植生に与える影響は、施業の違いでどれほど異なるかなど、密度管
理との関係をより積極的に試験研究すべきである。
モニタリングに関しては、より簡易で林業経営の現場でも使えるような手法を開発する
必要があると思う。
基礎研究は重要であり否定することはないが、現在早急に求められている事をタイミン
グ良く提供していく努力は大事である。
大台ヶ原の森林生態系修復は地元で注目されていることもあり、環境省としっかりと連
携をとり、得られた成果は積極的広く公表し、地元住民や環境団体などにもしっかりと
理解してもらえるような努力を期待する。

今回の成果に基づき今後密度管理との関連についても研究を進める。
現在、モニタリングについて、現場での適用性についても検討している。
一部は論文として発表しており、利用可能な技術が出た時点で現場に普及させたり技術と

して提供していくこととしている。
また、環境省や地元と連携をとって実施しており、今後とも続けていくこととしている。

１(1)イ 森林の国土保全、水資源かん養、生活環境保全機能の高度発揮に関する研究 (p.15)

①課題ごとの成果を総合的に評価する必要がある。特に水源かん養機能への施業の影響に
ついては不足している。海岸林研究の遅れは努力を期待する。

森林施業と水源かん養機能についての研究課題においては、主にこれらの森林構造と消失
水量の相互関係の解析を行い、施業の影響を評価しようとしている。そこで先ず基礎となる
樹冠構造モデル及び遮断蒸発・蒸散モデルの作成により、施業の効果を評価する手法を採っ
ている。本年度は樹冠モデルに関して収集サンプルの解析に遅れが出たが次年度まとめて解
析し、両方のモデルを統合して解析を進める予定である。

指摘された海岸林研究は観測時期の問題等から遅れたが、早急に挽回に努めたい。

②林野行政に対して研究所あるいは研究単位としてどのような提案があるのか、あるいは
なされたのか簡潔に示してほしい。

本分野における今年度の研究成果として林野行政等への反映事例は以下のとおりである。
１．レ－ダ－アメダス時間降雨予測デ－タを用いた、山崩れの発生位置と時刻をリアルタイ

ムで予測する手法の開発（研究委託元：林野庁治山課）
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２．三宅島噴火災害後の森林回復に対する緑化技術指針の作成（平成１６年度から成果を生
かし事業として実施予定 （研究委託元：東京都三宅支庁））

③国民生活の安全等にかかわる重要な課題であるので、それぞれの課題が、どのような地
域を対象として設定されているのかをもう少し具体的に説明してほしい。

本分野で取り上げている各課題は、全国的に普遍的な現象を究明するものとかなり地域性
の強いものとが混在している。
全国を対象にしてモデル等に活かす研究課題としては、
①森林の 収支観測：本所・支所（北海道、岩手、茨城、京都、高知、熊本）CO2

（ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、②森林の水資源かん養：北海道 定山渓 山形 釜淵 群馬 宝川 茨城 常陸太田
岡山（龍ノ口 、宮崎（去川））

③土石流発生：つくば（室内実験 、茨城（加波山国有林（現地再現実験 ）） ）
④樹木根系の崩壊防止機能：茨城（つくば市近辺の試験地）

地域特性を踏まえて観測している課題としては、
①土砂災害危険地の判定や予測手法：静岡（榛原川流域）
②地すべり等解析：新潟、山形、静岡
③水質形成に関する窒素動態の研究：群馬（宝川 、愛知（矢作川流域））
④渓畔林に関する研究：岩手 松川流域 福島 栗山村 茨城 小川町 桂村 埼玉 小（ ）、 （ ）、 （ 、 ）、 （

鹿野町）
⑤雪崩に関する研究：新潟はじめ近県を対象（十日町試験地）

④課題と実行された研究内容にずれがある。研究自体がどうこういうものではないが、課
題との関係において、座りの悪さを感じる。具体的には、イイ３ａの課題設定とメコン
川流域の水文観測施設の整備、測定の必要性がよく理解できない。

２００３年日本で開催された第３回世界水フォ－ラムをはじめとする地球規模の水循環問
題に対応して 「日本を含む東アジアモンス－ン地域における水循環・水資源研究プロジェ、
クト」が発足し、森林総研は「森林流域の水資源・水循環の把握」を目的としてプロジェク
トに参加して、カンボジア国において同国と共同でメコン川森林流域の観測を開始したもの
である。イイ３ａの課題が理水関係を主として行う課題であるため、そこに位置づけたもの
である。

１(1)ウ 森林に対する生物被害、気象災害等の回避・防除技術に関する研究 (p.18)

、 、①林野行政 関連分野に対して研究所あるいは研究単位としてどのような提案があるのか
あるいはなされたのか簡潔に示してほしい。

松くい虫対策では、本研究所が鹿児島県吹上浜、佐賀県虹ノ松原と和歌山県煙樹ヶ浜の重
要な海岸松林３カ所において、守るべき松林を限定して周囲２ｋｍのマツを排除することに
より周囲からのマツノザイセンチュウの飛び込みを防ぎ、集中的に防除する手法を提案し成
功しており、特に被害先端地域での被害材の移動に注意を喚起している。

現在全国的に問題となっているシカ害に対しては、個体数の推定モデルコンピュータプロ
グラムを提供し、各県行政のシカ密度管理に利用されている。

また、その他個々の病虫獣害では地域の状況や加害種に応じた対処法をそれぞれ日常的に
提案、指導を行っている。

②生物被害の対策として天敵利用などが研究されているが、現実に防除が可能かどうかに
ついて検討した上で行っているのか。これまで、いろいろな虫害に対して研究が行われ
たと思うが、実用化して成果があったものがあるのか。

天敵だけで防除のすべてができるわけではないが、補助的な防除としては可能であること
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を検討した上で実施している。古くはマツカレハの天敵微生物が製品化され、最近ではコガ
ネムシ類に対するクシダネマという線虫の生物農薬は農薬登録され実用化された。ただし、
これまでは化学薬剤が安価であったため主流となっており、天敵微生物による防除は実用化
しても利用されることが少なかったが、今後は省化学農薬の時代であり利用が拡大すること
が予想される。

③カシノナガキクイムシの被害は深刻な問題であり第２の松食い虫と言われている状況か
らして重点的な研究とする必要があると思われる。

現在、プロジェクトが終了した段階であるため、新たなプロジェクト化に向け前向きに検
討中であり、今後も重点的に取り組んでいきたい。

１(1)エ 多様な公益的機能の総合発揮に関する研究 (p.21)

①個別の調査は進んでいるが、総合発揮に関してのまとまりに欠ける。

森林の有する機能が多様で、地域の自然環境、社会経済ニーズも多様であるため、総合発
揮の森林管理システムの開発には全国をカバーする総論的なものと、各地域の自然的・社会
的状況を考慮した各論的なものが必要と考える。個別の成果を一定方向へ収斂させるために
シンポジウムを開催し、総合発揮させる総論と各論の管理システムの具体的なイメージをよ
り一層分かり易くまとめたい。

②森林資源のモニタリングについて、何をどの精度で、どのような手法で調べることが有
効なのか、きちんと議論した上で実施しているか。衛星データを使う必然性があるか説
明がほしい。

現在、林野庁において森林資源モニタリング調査が実施されており、その調査データを用
いた森林資源の把握手法の開発を行っている。森林資源のモニタリングにおいては、レベル
によって必要とする有効な手法が異なり、１ｍ高分解能衛星データによる単木レベルから、
１ 低分解能衛星データを用いた四国、九州といった広域レベルと、モニタリングのスケkm
ールアップに応じた手法を系統的に開発している。

③森林管理システムについて、どのような林を管理するのか、全体的なプランを持って実
行しているか。

対象の森林を針葉樹一斉人工林に焦点を絞っている課題もあるが、森林・林業基本計画に
記されている｢水土保全林｣、｢森林と人との共生林｣、｢資源の循環利用林｣が社会ニーズを有
する森林と考えている。

④「自然公園の村プログラム」の研究目的や手法について説明がほしい。

ランドスケープの維持・改善を考慮した森林経営の事例検討を行うため 南西ドイツの 自、 「
然公園の村プログラム」を対象に、現地聞き取りおよび資料収集によって森林経営の現状を
調査した（文科省科研費 。本事例は、地域資源の循環利用を成立させることによって農林）
業を維持し、それによって農山村景観の維持も図ろうとすることを意図したもので、調査に
より森林景観保全には森林資源の循環利用が有効であるとともに、林業生産との連携が不可
欠であることを明らかにした。

⑤中山間地の課題の研究目的や手法について説明がほしい。

中山間地域での交付金制度の実態を解明するため、中山間地域等直接支払制度と高知県梼原町
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が単独で行う水源地域森林整備交付金事業の実態に関するアンケート調査を関係者を対象に行っ
た。その結果、交付金により農地保全活動や間伐に対する意欲が出ているものの集落でのまとめ

。 。役の確保が困難であることを明らかにした これは交付金制度を改善する際の有益な情報となる

⑥針葉樹一斉林の付加価値を高める研究は重要であると思われる。施業の違いによる木材生産
機能への影響を検討してるが、この場合の木材生産機能という場合、木材の市場価格など経済
的な価値生産も織り込んだ見方が重要である。

木材生産機能としては、３ 柱材１玉を生産目標にしたときの幹の形質を取り上げ、寺崎式m
樹型級を参考に１～３級に林木を分類し、１級木の個体数割合をもって木材生産機能の指標とし
ている。直径など他の測定項目と合わせて価格に換算することは可能であるので、カ分野と連携
して経済的な価格の算定に努めていく。

⑦複層林の研究では、現実には民有林経営で複層林への要求が低いことを考えると、小面積区
画伐も比較対照として研究すべきと考える。

本課題については、小面積区画伐の例として帯状更新施業を、複層林施業、一斉林施業と比較
対照しながら研究している。

⑧中山間地域の直接支払いの研究は今後日本でも現実味を帯びてくることと考えるので、現在
の補助金制度と直接支払いを比較検討するところまで踏み込むべきである。再造林放棄地は
今後も増大すると思われるので、より多面的に研究すべき問題である。

ご指摘な点の重要性は認識している。現在の補助金制度と直接支払いについての比較検討を進
めたい。再造林放棄地に関する研究は、交付金プロジェクトで研究を展開する中で成果を上げて
いく。

、 。⑨管理システムというソフト分野の研究課題名を持っているが ソフト面の研究が少なすぎる

現在、ソフト面の研究成果は乏しい状況にある。森林の多様な公益的機能の総合発揮に関して
は、多岐の分野に渡り実態の把握や機能の解析を行い、ハード面の研究成果として取りまとめて
いるところであり、それらをもとに有機的に成果を結びつけ、活用するものがソフト面となる森
林管理システムと考えている。現段階は、ハード面の研究が中心であるが、１０年単位の計画で
あり、後半はソフト面の研究に重心を移していく予定である。

１(1)オ 地球環境変動下における森林の保全・再生に関する研究 (p.24)

①海外プロジェクトなどへ研究成果をもとに展開をどのようにすべきかの当面の提案を示
してほしい。

研究成果の一層の利用拡大を図るため、論文等による早期の公表を促すと同時に、国際協
力機構、林野庁、その他の機関を通じた海外プロジェクトについて、研究員の現地派遣や委

、 。 、員会出席等へさらに積極的に対応し それらの機会を通じても研究成果の利用を図る また
新たな海外プロジェクトへの展開が生じるように、森林総研の研究成果報告を中心にしつつ
内外の著名な研究者を含めた森林総研主催の国際シンポジウム等を関連研究者が主体的に開
催している。１５年度は「国際基準に基づく持続的森林管理指針」や「オーク林の育成と持
続のための林業と遺伝学」などの国際会議を主催したが、今後同様な活動を一層強化してま
いりたい。

②木材需給均衡モデルに複層林を検討しているが現実的には極めてまれであり、より現実
的な施業を選択すべきである。森林土壌の炭素貯留量の研究においては施業の違いによ
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って生じる下層植生や林内広葉樹の繁茂なども考慮出来ないか。

木材需給均衡モデル( )は、１４年度に炭素収支計算に関する機能を加えるなど、開TSDM
発を進めている。複層林は森林・林業基本計画で積極的な導入を促しているため、その検討
を通常の単層林との比較により行った結果、炭素吸収の観点からは複層林の面積を増やし、
かつ複層林の蓄積が多くなるような施業方法を行うことが得策であることが、複層林率と複
層伐間引き率の大小を組み合わせたシナリオにより得られた。このようにモデルとしては、
いろいろな施業法を比較分析できるようになり、今後、さらに分析を進める。

森林土壌の炭素貯留量に関しては、本分野では施業の影響を除いて地球環境変動の影響を
明らかにすることを目的としており、イ分野では、ご指摘のように森林施業が及ぼす影響評
価を研究している。両面から研究を進めているため課題配置がこのように分かれている。

１(1)カ 効率的生産システムの構築に関する研究 (p.27)

①機械化協会での開発と森林総合研究所の開発は統合して効率を上げることが望まれる。
実用性への貢献が小さい。

本研究所の機械開発は基礎研究・試験解析・実用化に向けた応用研究に重点をおいている
一方、林業機械化協会の機械開発においては本研究所で得られた技術や成果を基に実用化・
製品化を目指している。両者の連携により開発された機械は数多くあり、それぞれの役割を
さらに発揮することで効率化を図っている。

実用性への貢献については、現状は、対象によって程度の差がある。基礎、先端、実用化研究
の線引きはできるものではないが、より実用化に貢献しうる研究となるよう検討したい。

②当初計画の達成度の評価に加えて、当初想定していた以外の展開があるなら示してほし
い。

持続的な森林管理・経営に向けた機械化作業技術の開発では、ソフト面から安全な作業技
術を提案することが目標であったが、民間企業と連携してハードの開発を行い「ブレーキ付
き刈払い機 「チェーンソーと刈払い機用の防護衣 「防護具の安全性評価のための試験」、 」、
装置」を開発した。

③本評価単位については、課題のねらいに記載されている｢持続的森林管理・経営にむけ
た林業基盤整備と生産性向上、林業生産におけるトータルコストの低減技術の開発を目
指した多様な森林施業と効率的育林技術の開発」に対する評定理由が不明確である。す
なわち、評価指標の明確化が行われておらず、評価の根拠が明らかでない。目標を達成
するための具体的評価指標もあわせて開発する必要がある。ターゲットを明確に設定す
べきであり、それに基づいた客観的な評価が望まれる。

今期の達成目標は具体的には設定されておらず 「取り組む」となっているため、目標に対す、
る達成の割合を示すことができなかった。分野別評価会議においても 「達成度を数量的に評価、
することが困難」という指摘を受けたところである。このため、今期の目標を「中期計画の最終
年度へ向けて総合化を行う」ということでご了解いただいた。次期中期計画においては目標を具
体的に示し、そこで用いる評価指標の開発を今期中に行いたい。

④長伐期の研究では伐期の長期化と共に土壌の変化が見られると考える。特に比較的やせた土
壌で長伐期を行なう場合、積極的に林内に光を入れて林内植生の維持を行なうことで土壌養
分を高め長伐期での成長確保を行なう必要があると考えるが、そのような検討はされている
か。
ヒノキの２段林の研究では林床植生も確認すべきである。

長伐期化すると林冠層に隙間が生じて林床植生が多くなるという前提で検討を行っており、短
伐期に比べて土壌条件が向上する／させる、という項目はカウ２ｂのみとなっている。また、研
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究課題の組み立て上、別の研究分野で検討しており、研究成果情報の交換を行っている。
ヒノキ林の林床植生と林齢・光環境に関する研究は既に行っており、林床植生が減少する時期

の存在とその対策について発表している。現在の課題組み立てでは、多様性の観点を強調する形
になっており、ア分野「森林における生物多様性の保全に関する研究」の成果になっている。

⑤除草剤は今後ますます林業では重要になってくるため、苗畑だけでなく造林地での除草剤使
用の研究を積極的に行なうように求める。

森林認証制度(ＦＳＣ)における審査項目にあるように、薬剤の使用は長所・短所を明らかにし
た上で、適正な使用法の提示が求められており、造林地の除草剤使用等に対応できるように進め
ることとしたい。

⑥植栽技術の開発は一日に植えられる植栽本数を目標をたててそこに向って、育苗方法から研
究していく姿勢が大事である。また造林機械などは実用化されたときのコストを考えて検討
すべきである。
伐出及び育林コストの研究では伐出作業のやり方と地拵え、植栽コストとの相関関係を求め
るトータルなコスト管理が必要である。
間伐材自動選定のメリットが見られない。また林分全体に広げられる技術か、無駄な研究に
ならないように目的と手法を充分に検討していくように。

自動植栽機械の開発については、機械化に適したコンテナ苗の育苗方法を含めて研究を進めて
いるが、実用化の前提として、地形条件や植栽間隔等の作業条件による作業能率を示すこととし
たい。

伐出から育林にわたるトータルコストの管理については、その算定に必要となる個々の作業能
率データの蓄積を図るとともに、施業の違いによる長期的なコスト計算を可能とするよう検討し
たい。

間伐木の自動選定については、実際の間伐木選定の支援のために、間伐強度に応じて、空間的
な立木配置の観点から伐倒候補木を示すものであり、実用性はあると考えている。

１(1)キ 森林の新たな利用を推進し山村振興に資する研究 (p.30)

①個々の課題の内容・成果は理解できるが、山村振興との関連がどのように認識されてい
るのか分かりにくい。成果との関連で説明がつくなら具体的に示してほしい。

本研究分野の課題は山村振興に結び付く成果を目指している。しかし、山村振興という観
点から見れば、本研究分野の個別課題はごく一部に過ぎず、他の研究分野の成果と合わせて
利活用すべきものと考えている。複数の研究分野にまたがる成果を総合的に示す場は、別に
設ける必要があると考えている。

なお、本課題のうち（ア）は、山村における新たな経済活動の萌芽を育てる観点から、景観等
の無形資産や未利用の有形資産を活用しようとするもの （イ）は、経済活動にとってのマイナ、

、 、 。ス要因となるスギのアレルゲン ハチ被害 きのこ病害等の問題を解決しようとするものである

②課題は全体に整理されてわかりやすくなったが、未だ違和感を覚える点も多い。いま少
し、項目の点検を期待したい。また、アレルゲンの少ないスギについては、育種センタ
ーの課題にも挙がっているが、相互の連携が無いままに進めるのはいかがなものか。
課題と研究内容との整合性に難がある。もっとシステマティックな取組ができないか。

林木の遺伝研究について本研究所では、遺伝・進化様式の解明や組織分化機構など、先端的な
分子生物学を駆使した生物機能の開発研究を担当し、林木育種センターでは育種技術の開発のた
めの実用形質の遺伝解析や品種創出に関わる実用的研究を担当している。

昨年まで行った「スギ花粉症克服に向けた総合研究（科学振興調整費、平成 」では、森9-11）
林総研は「遺伝子工学による雄花及びアレルゲン生産量の抑制」に関する基礎的解明を主とした
研究を分担し、林木育種センターは「アレルゲンの遺伝的変異と選抜基準の検討」を担当して情
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報交換をしながら研究を進めた。
日頃から本研究所と林木育種センターでは、研究手法を共同で検討したり、情報交換をしてお

り、今後とも相互の連携の下に進めていくこととする。
システマティックな取り組みについては、本課題で目指している成果を得られるように、分か

り易い目的をたてて研究を進めるようにした。

③評価単位の研究課題が常識的に要請するであろう研究内容と実際に行われている研究内容に
は、あまりに大きな距離がある。

キ分野は「森林の新たな利用を推進し山村振興に資する研究」となっているが、山村振興に関
わるすべての研究が含まれておらず例えば、木材資源の新たな利用に関しては、ク、ケ、コの各
分野で行われている。

本課題のうち（ア）では、薪炭林、農用林としての機能を失った里山の二次林について、グリ
ーンツーリズム等の新たな利用を念頭に置き、現在はこの地域の生態系とその複合である景観に
関する基礎的な研究を行うとともに、都会の人に利用してもらうためのプラス要因としての保健
機能、環境教育の場としての利用に向けた知識の集積を図っているところである。

また、森林利用のマイナス要因を除去する研究として、ハチ被害、スギ花粉対策の研究もここ
に 人が山に親しむ際の阻害要因を除くという観点で位置づけられている。、
（イ）では、都市・山村交流を促進するためのキーワードとして「伝統文化」と「地域資源」を
取り上げて、山村の主要な特用林産物であるきのこ栽培に関し、新品種の探究、栽培上の問題点
の解決、国内市場を圧迫する輸入きのこ対策の研究を行っているほか、木炭の新たな利用開発を
ここに含めている。

１(1)ク 木質資源の環境調和・循環利用技術の開発に関する研究 (p.33)

①開発的な内容であるため達成度の評価は重要と思われるが、現段階での課題、限界をよ
り具体的に表示してほしい。

木質バイオマス資源の多角的利用については、政策的な課題であるエタノール製造に向け
て、超臨界水・亜臨界水、オゾン、ガンマ線等の前処理により木質バイオマスの酵素糖化率
を向上することができた。現段階での課題は、試験をスケールアップしコスト計算の出来る
レベルまでに各技術を高めることである。今後の課題は、これらの技術を、異物の混合した
木質廃棄物利用に適応する場合には、異物の除去・洗浄工程を必要とすることであろう。

木質材料の高度利用については、木材の浸透性の向上、天然系の耐水性接着剤、木材の光変色
を抑制する技術等の新技術を開発した。現段階での課題は、企業との共同研究等を進める中で、
適正な性能とコスト等実用化に向けて解決すべき点を明確にすることである。

②個々の技術開発の進捗について問題は無いが、成果の普及や利用についてのビジョンが
あるのか疑問な点がある。木質資源の利用政策との関連から説明されたい。

個別課題について、企業との共同研究を進めることはもちろん、アグリビジネス創出フェ
ア（農水省 、つくば研究支援センター技術講座、地域における産学官コンソーシアム（経）
産省）などの産学官連携の枠組を積極的に活用すべく努力する。さらに、成果は、林野庁な
どへ積極的に提示し、木材の利用施策に活用できるよう努めることとしている。

③木質バイオマスエネルギーを進めていく上での最大の課題は採算性の問題であり、技術
開発を進めていく中で、今後の利用やコスト面での検討もお願いしたい。また、バイオ
マス日本が制定され農林水産省全体で取り組む課題との位置づけがされた。そのような
なかで、テーマ設定にあたっては、森林総合研究所の独自色をアピールできる分野への
シフトが望まれる。

、 。バイオマスのエネルギー化は重要課題あると認識しており 今後も研究を進めることとしたい
本研究所では育林から収穫、利用・廃材利用、システム化までの広範な守備範囲を大いに生かし
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て、バイオマス研究に取り組んでいる。今後とも、資源量や地域経済に応じた木質バイオマス地
域循環システム、コスト計算を明確に意識した研究が重要であると認識して、そのための研究を
推進する。

④評価単位研究は、むしろ応用研究に期待するものが大きいと思われるが、実際の研究はわい
小化した課題にとどまる。

ク分野は、木質資源の循環利用技術という大きな課題である。分野を構成する６項目は、樹木
成分の利用、木材の複合化、木材の高機能化、木質廃材の化学的な再資源化、木質廃材の物理的

、 。 、な再資源化 廃棄時の環境影響評価となっている これまでに多くの個別の成果が得られており
最終年度にはこれらの個別成果を包括的にまとめて、木材の利用システムの中に位置付ける作業
を行い、目標を達成させる。

１(1)ケ 安全・快適性を目指した木質材料の加工・利用技術の開発に関する研究 (p.36)

①各課題が手法として専門的、細分化しているので相互の連携はかなり難しいと思われる
が、対象となる木材、樹種については一部でも共通点を持つよう努力されたい。現実の
企業への展開や木材利用は何らかの連携を組まないと現実化されないと思われるので。

ご指摘の点については、できる限り配慮して研究を推進している。例えば 「スギの高速、
乾燥」のプロジェクト研究では、スギ材の利用という共通の認識に立って異なる５品種のス
ギを実験材料を用いて、複数の課題で含水率測定法、密度測定法や乾燥収縮と割れとの関係
などについて検討するなど、連携・協力を密にしながら研究を進め、得られた研究成果は企
業や民間で活用しやすいように統合した形で研究発表会や研究成果集で公表している。

②木質材料の加工･利用というと国産材の利用促進に結びつく課題と想像しがちだが、木
材の大部分は輸入材であることから、それらの利用評価については、どのように取り組
んでいるか。

我が国の木材需給の外材依存率はここ数年８０数％程度で推移している。輸入材は、素材や集
、 、 、 、成材の形で柱 梁 桁等の建築用材として使われ 木造建築物において重要な位置を占めており

材料の価格や供給の有利性、構造安全性等の理由から、建築用材として高く評価されている。こ
のような状況の中で、輸入材、国産材ともに重要な資源であると位置付け、これらの有効利用を
図るための研究を行っており、特に差別的に取扱っていない。しかしながらスギ等国産針葉樹に
ついては、我が国の資源問題への対応や森林の公益的機能発揮等のために、その需要拡大を図る
ことが極めて重要であることから、運営交付金プロジェクト等において国産材の特徴を活かすた
めの利用技術の開発に取り組んでいるところである。

③高温乾燥の問題は強度の変化が注目されているため多面的に時間的な変化も含めて今後も研
究が必要である。また高温処理に伴って建築金具のさびの問題が考えられるのではないか。

高温乾燥における材料強度の変化について明らかにしておくことは極めて重要で、現在「スギ
の高速乾燥」のプロジェクト研究の中で、柱脚試験体の強度試験やクリープ試験を通して強度の
経年変化を調べており、必要に応じて今後も継続していくことにしている。

建築金物のさびの問題に関しては、乾燥による抽出成分のしみ出し等によって金物が影響を受
けるのではという質問であるが、現段階ではデータがないので、今後の検討課題としたい。

④評価単位研究は、むしろ応用研究に期待するものが大きいと思われるが、実際の研究はわい
小化した課題にとどまる。

ケ分野で行っている６項目の研究で得られた成果は、快適で安全な住・生活環境の構築に反映
させることを狙いとしている。例えば、プロジェクト研究「スギの高速乾燥」では、基礎研究と
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してスギの材質や水分の通導性の研究を行っており、ここで得られた成果は高品質・高効率乾燥
技術の開発に反映され、さらに得られた狂いのない品質の安定した乾燥材は材料強度や構造設計
の研究に使用され、これは地震にも強い安全で快適な住宅の設計と建築に繋がるものである。こ
のプロジェクト研究で得られた成果は適宜研究発表会などで公表しており、また、プロジェクト
は今期の中期計画期間内に終了するので、研究成果の集大成を行うことにしている。

１(1)コ 生物機能の解明と新素材の開発に向けた研究 (p.39)

開発的な内容であるため達成度の評価は重要と思われるが、現段階での課題、限界をより
具体的に表示してほしい。

樹木のゲノム関連では、当初の目標であったスギの高密度遺伝子地図の作成を完了したが、ス
ギの全ゲノム情報を解読することは、そのゲノムサイズの大きさから（ヒトゲノムの約４倍）現
時点では困難である。

また、組換え樹木の安全性評価に関しては、樹木の成長が長期にわたるという特性のため、導
入した遺伝子の解析等も長期間を要することから、評価技術に関する研究開発を次期中期計画に
おいても継続する。

１(1)サ 森林・林業・木材産業政策の企画立案に資する研究 (p.42)

①行政上の問題に取り組む特殊な研究形態であることから、研究実施体制をどのように構
築しているのか。また、研究の成果はモデル研究に終わらず、どこに生かされるか具体
的に知りたい。

政策の企画立案に資する研究分野として、行政部局の政策立案にとって直接、間接的に有
益と思われる情報を研究を通して提供している。特に、緊急に対応が必要な課題、例えばＷ
ＴＯ交渉のために行政対応特別研究「林産物貿易自由化」の実施については、特別な専門チ
ームを設けて対応を行ったところである。

また、研究成果は学会等において公表しているほか、行政部局や関係機関が主催する各種
諮問委員会や検討会の委員に就任し、そこでの意見発表、参考資料の提示を通じて研究の成
果を政策に反映させている。

②スギの高次加工体制の進んだ地域での立木価格への影響とその範囲、木材伐採動向とそ
の後の再造林の実行量比較など高次加工体制整備が地域の森林に与えている影響を研究
するべきである。

地域特性と立木価格形成の関係やそれら地域における再造林率等の解析は重要と考えるの
で、積極的に進めたい。

１(２)きのこ類等遺伝子資源の収集、保存 (p.44)

。 。生物資源研究所と森林総研に分けて保存する理由は何か 全部の特性評価は行わないのか
収集保存したものの有効活用についてはいかがか。

農林水産省が行うジーンバンク事業に関わるきのこ等微生物の遺伝資源の保存について
は、農業生物資源研究所がセンターバンク、本研究所はサブバンクとして位置づけられてい
る。保存業務は効率性等の観点から原則としてセンターバンクである農業生物資源研究所で
行うことになっているが、研究上必要なものについては本研究所で保存している。

特性評価については、全ての保存遺伝資源について行うことが望ましいが、遺伝資源の種
類によっては評価手法が未だ確立していないなど簡単に実施できないものや長期間を要する
ものなどがあり、収集と同時に全ての遺伝資源を特性評価することは困難であり、できると
ころから取り組んでいる。
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収集保存した遺伝資源の有効活用としての配布業務については、ジーンバンク事業のセンター
バンクである農業生物資源研究所の担当業務となっており、毎年その実績報告を受けているとこ
ろである。

２ 分析、鑑定 (p.45)

処理期間の短縮に関する結果は確かに迅速化が示され、急速に短縮しているが、処理依頼
数と処理日数との相関、またなぜ平成１３年度に１７日要していたものが１５年度には約

． 、 。３分の１の５ ８日に改善したかについての記述がないため 評価を行うことができない
インプットに対するアウトプットの効率化がなぜ進んだのか、この点を明らかにしていた
だきたい。

処理日数が減少した主たる原因は、依頼試験規則を改正し、①従来は依頼試験１件の処理を行
うために２回起案決裁（依頼の受諾と鑑定書の発行）を行っていたものを、鑑定書の発行時のみ
の１回の起案決裁としたこと、②当初理事長が行っていた決裁を部長の代理決裁としたことであ
る。依頼件数は１３年２０６件、１４年２３９件、１５年２１７件と年により若干の変動はある
が、特に処理日数との明確な相関があるとは考えていない。なお、担当職員は当初から係員１名

、 、 、であり その意味ではインプットは変わっていないが アウトプットの効率化が実現できたのは
手続き、制度の簡素化等の改善によるものである。

なお、当該事務の担当職員は、依頼試験の事務以外に複数の業務を担当しているが、主たる業
務である依頼試験の事務が処理期間短縮により軽減したことから、従来はなかった業務である科
学研究費補助金の申請事務等も新たに担当できるようになり、限られた人数でより多くの仕事が
処理できるよう全体としての効率化を図っている。また、短期間で鑑定書を発行できるようにな
ったことは、外部へのサービスの向上でもあると考えられる。

３ 講習 (p.46)

受入人数は確かに若干増加しているが、この増加が目的の達成を示すものかどうか疑問で
ある。積極的に受け入れた結果、人材育成・資質向上に寄与すること、また情報提供を積
極的に行うことが達成されたのかどうかが問題であり、単なる受入人数の各々７名の増加
がその証拠となり、｢積極的｣な取組みと評価できるかどうかは疑問である。講師派遣につ
いては十分成果を期待できる数値と評価する。

単なる実績数にとどめないためにも実施実態をふまえての受講者側の問題と指導側の問
題や課題を明確にしておいたほうが良い。

受託研修の受け入れ及び講師派遣については、外部機関からの依頼に基づいて行っているとこ
ろであり、積極的な取り組みは研修者数を増やすことではなく、関連機関からの研修の要請に積
極的に応えることであると考えている。そのため、受入可能な研修内容・期間及び受入研究室等
のメニューを提示して、計画的に研修を実施しているところである。従って、受入研修生の人数
は漸増であるが、積極的な研修受入の結果であると考えている。

なお、講習という視点での人材育成・資質の向上等の業務が有効に行われているか、また依頼
に基づいて的確に対応しているかを判断することは重要であると認識している。そこで、研修並
びに講習における指導者側の視点としては、組織単位の運営評価システムにこの項目を設けて各
研究領域別に本業務の有効性を評価することとしており、今後の改善を図ることとしたい。

４ 標本の生産及び配布 (p.47)

。 。標本等の配布についてどのような手続きを行っているか 積極的な配布に努めているのか
生産件数の減少及び配布件数の大幅減少についての理由説明が不十分である。この情報だ
けでは、達成と評価することはできない。
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標本の配布については 独法化に伴い新たに所内で統一的にシステム化して対応するため 標、 、「
本生産配布規則」を定めたところであり、配布の申込み、有償か無償かの事務手続き等、円滑な
実施のための条件を整備したところである。

木材標本の生産では、木材組織の多様性研究の基盤とするために、日本産木材を網羅的に収集
することを主な目的として実施している。年間２～３回の採集を実施しているが、樹種数は亜熱
帯で多く、冷温帯では少なくなるため、採集標本数が採集地によって異なる。また、採集回数が
平成１４年度には１回多かったことからに、平成１５年度の標本生産数はこの数値に達しなかっ
た。

標本の作製にあたっては、採集した個体毎に、本研究所に保管する木材標本及びさく葉を確保
した後に、複数のさく葉・プレパラートと２０個程度の配布用の材鑑標本を生産・保管し、学術
的な要請に応じて配布している。

なお、材鑑標本については、本研究所のホームページに「木材標本庫データベース」として、
当標本庫の標本番号（ ，科名，種名，和名、採集日，採集者名，証拠標本番号，証TWTw No.）
拠標本を所蔵する標本庫等の情報を公開し、情報提供に努めている。

また、標本の配布は、外部機関からの依頼に基づくものであるため、年次毎に増減があるが、
本制度についての情報提供等により利用の拡大を図っていきたい。

５ 行政、学会等への協力及び国際協力 (p.48)

①ＪＩＣＡ等への専門家の派遣が通常の業務に何らかの支障をきたしていないか。

国際協力のため、研究成果・技術の海外への移転を行い、海外をフィールドとして研究を
実施することは、本研究所における本来の研究業務の推進に寄与し、今後とも積極的に対応
すべきものと考える。ただし、限られた人的資源の中で専門家を派遣しており、派遣対象者
における年度ごとの研究業務計画を事前に調整するとともに、ＪＩＣＡ側と協力内容、派遣
時期等を十分に調整して対応してきたところである。

②行政、学会等に専門家として協力したデータは、明らかに平成１４年度と比較し減少し
。 、 。ている これはサービスの低下 協力体制の不十分性を示すものではないかと疑われる

これについての説明を求めたい。

， （ 、 ， ）、依頼出張の回数を前年と比較すると１４年度２ ０８７回 講師２１８ 委員会等１ ８６９
１５年度２，０７０回（講師２７１、委員会等１，７９９）となり、若干減少しているが、これ
をもってサービスの低下、協力体制の不十分性を示すものとは考えていない。

当該業務は、外部機関からの依頼を受けて行う受け身の面がある業務であり、本来、本研究所
がその件数をコントロールする等、主体的に対応できる性格のものではないと考えている。

なお、２，０７０回の出張を単純に研究職員数４５８人で割れば、約４．５回／年となり、事
前の準備や事後のフォローアップに要する日数も勘案すれば、平均２週間程度の勢力投入という
高いレベルでの外部貢献を行っていると考えている。年間を通じてこれだけの依頼があるという
ことは、当所の研究の蓄積に対する社会的ニーズを反映したものであり、今後とも可能な限り対
応していきたいと考えている。

③日本と木材輸入量大国となった中国、そして９０％以上の輸入材比率を示している韓国、こ
の３カ国での森林管理や輸出国への要求など、協力体制を持つことが出来れば世界の森林管
理に対する影響力がでると考えられる。しっかりとした戦略を持った連携をはかるための努
力をすべき。

中国との協力関係については、従来から中国林業科学院をはじめとする諸機関とＪＩＣＡを通
じた技術協力、研究員の交流や共同研究が行われてきた。韓国についても、山林科学院や大学と
科学技術協定等に基づく研究員の交流、情報交換、共同研究等、永年活発な交流を行い、昨年新
たに研究協力協定を結んだところである。今後、東アジアにおける森林管理の諸問題について、
協力体制の構築を含む研究展開を図ることを検討して参りたい。
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６ 成果の公表、普及、利活用の促進 (p.50)

①国際学会への積極的参加が必要である。支所はどの様になっているか。また、国際学会
･シンポジウムの派遣の結果どのような効率化、成果が見られたのか。

運営費交付金による国際研究集会への派遣は、昨年度、研究職員の１割に及ぶ４５名であ
り、研究交流法活用の機会を増やすことにも積極的に対応している。また派遣者の決定に当
たっては、若手研究員の育成と同じ職員を連年派遣することを避け、多くの研究員に広く機
会を与えることを基本としてきたところであり、本所・支所にかかわらず同じ基準で選考を
している。

国際研究集会参加における研究発表の成果は、原著論文数の増加につながっていると考え
ており、さらに最新の研究・技術情報に接し、外国研究者との交流を深める中で、長期海外
留学や国際共同研究への発展などが図られている。

②成果の公表、普及について支所等での活動の実態はどうか。

研究成果の公表、普及について、各支所における実績は以下のとおりである。
北海道：一般公開、研究成果発表会、森林講座（４回 、年報、研究レポート（８回））
東北 ：一般公開、研究発表会、年報、研究情報（４回 、成果報告 （４回）） Forest Winds
関西 ：一般公開、研究発表会、年報、研究情報（４回）

（ ）、 （ ）、 （ ）、 、 （ ）、四国 ：一般公開 隔年 研究発表会 隔年 出前講座 不定期 年報 支所情報 ２回
九州 ：一般公開、研究発表会、森林教室（４回 、年報、九州の森と林業（４回））
多摩森林科学園：一般公開（通年 、森林講座（８回 、森林教室（８回 、年報） ） ）
このほか、各支所ともＨＰによる情報の提供を行っている。

第３ 予算、収支計画及び資金計画
経費節減 (p.52)

経費節減に関する取組みは、業務プロセスの見直し・検討を行うことによって実施される
べきである。業務プロセスの視点によらない個別的なコストダウンには限界があることを
認識すべきである。年度単位のみならず多年度にわたる中期的な観点から、業務のやり方
に対する抜本的な見直しが求められることを意識すべきである。固定費の変動費化の観点
はこの意味であり、コストダウンのあり方の意識転換を図る必要がある。

経費節減については 「ムリムダ」の排除、競争条件の強化、契約方式の工夫等により努力し、
ているところであり、業務プロセスの見直し・検討に基づく経費削減とのご指摘については、業
務方法の変更による新たなアウトソーシングへの取り組みなど具体的にどのような手段がとりう
るか、今後検討していきたい。

第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項
１ 施設及び設備に関する計画 (p.56)

計画どおり事業を実施することのみでなく、費用対効果の視点が必要ではないか。

施設及び設備に関する計画は、施設・設備の改修を行うことにより、施設の保全を図るととも
に、新たな研究開発に備えることを目的としている。

計画的に出来たことは、本研究所の業務の円滑化に資するとともに、効果は研究成果として実
現するものと考えている。

費用対効果については、研究成果として実現するという性格から、効果を現時点で量的に把握
し金額換算することが困難であり、費用の妥当性を成果の観点から量的に評価することは難しい
と考えている。
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２ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む） (p.57)

①職員の人事計画においては積極さが不足している。また、支所等における業務内容や人
員配置は適正であったか。

人事に関する計画については、中期計画に定めた職員削減数２７名に基づき削減するなど
適切な採用管理を行うとともに、業務内容や業務状況に即した要員配置に努め、円滑な業
務運営を図った。

（１）採用管理については
①退職及び出向の状況を勘案し、６名分の補充を見合わせ、計画期間内の削減計画を確

実なものとする。
②研究部門については、各研究領域、支所における研究体制及び中期計画に基づく研究

、 、課題等を勘案し 公募選考採用により専門的知識を有する研究者５名を採用するなど
研究体制の充実を図る。

③一般管理部門については、業務状況や組織としての継続性等を勘案し、試験採用によ
り５名を採用する。

等の措置を講じたところである。
（２）要員配置については

①総務部・企画調整部に関連する一般管理部門については、業務内容・業務量等の状況
や係等の組織の設置状況を踏まえて、適材適所を旨とした配置を行う。

②研究部門については、研究領域、支所等の研究体制及び中期計画に基づく研究課題の
達成等を勘案し、研究職員を適切に配置する。

、 、 。等の基本的な考えに立って 適切な時期に人事異動を行うなど 円滑な業務運営に努めた
また、円滑な研究活動を図るためには、研究を補助する非常勤職員の雇用管理を適切に

行うことが重要であり、試験研究の態様に即した雇用が可能となるよう、非常勤職員の就
業規則の改正を行い効率化を図った。
任期付き任用については、中期目標及び中期計画の事項ではないが、採用管理上の課題と

して年度計画に掲げたところであり、森林・林業と言う長期的研究の特性をふまえて、任期
付き任用での採用可能な研究分野及び研究業務の選定など、引き続き実現に向け検討を行っ
ている。

②研究業務、研究業務を支援する業務、それぞれに対する業務プロセスの価値連鎖に対す
る検討が不十分と考えられる。主活動が研究業務およびその啓蒙・教育業務とそれを支
援する業務に区分され、それぞれについて業務プロセスとアウトカムを生み出す付加価
値活動の連鎖を明確に把握する努力を行うべきである。森林総合研究所のミッション、
目的達成のための最適な組織開発が法人自らの努力により実施されることが望まれる。
現段階では、その努力はいまだ不十分ということができる。

本研究所における主活動については、独立行政法人森林総合研究所法第１０条「業務の範
囲」に定められているとおり「森林及び林業に関する総合的な試験及び研究、調査、分析、
鑑定並びに講習、標本の生産及び配布と、関係する付帯業務」とされている。また、この主
業務のうち試験から講習までについては、同条一号にまとめて記述されているように相互の
関連性が極めて強い性格を有しており、一体的なものと考えている。本研究所の組織及び運
営は、こうした業務内容を踏まえてたものであり、研究部門と研究活動を支える企画調整部
門並びに総務部門等支援部門とを連携させながら円滑な業務運営に努力しているところであ
る。

本研究所の組織開発としては、独法化段階で今までの研究部門７部・支所の研究組織管理
体制を、プロジェクト管理のために分野責任者体制にする等、抜本的な改革を行ったところ
であり、現在その定着化に努めている。ご指摘の組織開発の重要性については十分認識して
おり、次期計画でさらなる検討をして参りたい。
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別表１ 

独立行政法人水産総合研究センター基礎項目及びウエイト一覧表 

 

基礎項目 項  目  名 項目種類 ウエイト 

 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 大 項 目    － 

   ○    １ 評価・点検の実施 中 項 目 20/100 
   ○    ２ 競争的環境の醸成 中 項 目 16/100 
   ○    ３ 調査・研究支援業務の効率化及び充実・高度化 中 項 目 20/100 
   ○    ４ 調査・研究の連携と協力の推進 中 項 目 20/100 
   ○    ５ 管理事務業務の効率化 中 項 目 12/100 
   ○    ６ 職員の資質向上 中 項 目 12/100 
 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す 

   る目標を達成するためとるべき措置 
大 項 目    － 

    １ 試験及び研究、調査並びに技術の開発 中 項 目 45/100 
   ○      (1) 水産資源の持続的利用のための調査研究の高度化 小 項 目 5.1/100 
   ○      (2) 水産生物の機能の解明及び積極的な資源造成と養殖技術の

    高度化 
小 項 目 12.1/100 

   ○      (3) 水域生態系の構造・機能及び漁場環境の動態の解明とその 
   管理・保全技術の開発 

小 項 目 11.6/100 

   ○      (4) 水産業の安定的経営と漁業地域の活性化のための研究の推
    進 

小 項 目 2.5/100 

   ○      (5) 消費者ニーズに対応した水産物供給の確保のための研究の
    推進 

小 項 目 3.2/100 

   ○      (6) 国際的視野に立った研究の推進 小 項 目 3.9/100 
   ○      (7) 栽培漁業に関する技術の開発 小 項 目 6.6/100 
    ２ 海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査等 中 項 目 10/100 
   ○      (1) 海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査 小 項 目 9.1/100 
   ○      (2) 海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する情報及び資

    料の収集及び提供 
小 項 目 0.9/100 

   ○    ３ 専門分野を活かした社会貢献等 中 項 目 30/100 

   ○    ４ 成果の公表、普及・利活用の促進 中 項 目 15/100 
 第３ 予算（人件費の見積りを含む）収支計画及び資金計画 大 項 目 － 

    １ 予算及び収支計画等 中 項 目 50/100 
   ○      (1) 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取り組み  16.7/100 
   ○      (2) 法人運営における資金の配分状況  16.7/100 
   ○     (3) 施設及び船舶整備計画   16.6/100 
   ○    ２ 短期借入金の限度額 中 項 目 － 

   ○    ３ 外部資金の獲得 中 項 目 30/100 
   ○    ４ 自己収入の安定的な確保 中 項 目 10/100 
   ○    ５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その

    計画 
中 項 目 10/100 

   ○    ６ 剰余金の使途 中 項 目 － 

 第４ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 大 項 目    － 

   ○     人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。

） 

中 項 目 100/100 

 



別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 評価・点検の実施  
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

 ２０／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 
 

（備  考） 

・センターの運営について、外部評価委員を加えた評価会議を実施し、その結果改善を

要する点について改善措置をとるとともに、評価結果の概要についてセンターホームペ

ージに掲載した。また、３法人の統合等にともない、評価関係規程等内部規定の改正を

行った。 

・理事会を開催し、業務運営の方針等について検討を行うとともに、本部企画調整会議

等を開催し、評価結果のフォローアップを行う等、業務の円滑化を図った。また、セン

ターの業務・管理について内部監査を実施した。 

・調査・研究の課題評価については、年度計画に沿って実行された課題ごとに、外部評

価委員を加えた評価を実施した。また評価結果は、研究資源の配分に反映させ、その概

要をセンターホームページに掲載した。 

・研究職員の業績評価については、実施規程等を制定し、自己目標の設定を行い、業績

評価を実施するとともに処遇への反映方法については研究管理職について検討を行っ

た。また、調査技術職員については、業務実態を反映した多面的且つ公正を基本とする

評価方法の検討を行った。 

・研究職員、調査技術職員以外の職員については非現業国家公務員に係る評価及び処遇

についての検討状況に進捗が見られないことから引き続きこれらの検討状況を参考に検

討することとした。 

 

 

 

 

上記自己評価

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 



 

 

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・旧水研だけでも膨大な組織であるうえに２機関が加わった。おそらく現状においても

組織としての適正規模をこえた研究機関になっていよう。とすれば、今後、さらに効率

的な業務運営を進めるためには、「集権」とともに、権限を下部に委譲する「分権」が

不可欠である。 
・たびたびの統合による組織改編にもかかわらず、これまでのノウハウを生かした円滑

な組織運営がみられる。さらに効率的な業務運営に努められたい。 

・研究所内部における書類作成量が多くなってきていることが懸念される。一層の平準

化・簡素化が必要である。                

・３法人の統合にともない、予算も職員数も大きな組織になったが、国民の認知度は低

いように思われるので、ホームページ等（リンクを含む）による研究成果の公表をさら

に充実すべきである。                       

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

小野委員・土井委員・吉武委員 



 

 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

  ２ 競争的環境の醸成 
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

 １６／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 
（備  考） 

・農林水産省、文部科学省、環境省等に関しては、公募によるプロジェクト研究に提案

及び応募をし、外部資金獲得に努めた。 

・一般研究課題の予算査定と企画内容評価により研究資源の重点配分等を実施し競争的

環境の醸成を進めた。また、運営費交付金プロジェクト研究の課題採択においては、外

部評価委員を入れた評価委員会での評価を受けて実施課題を決定する制度を取り入れ

た。 

・農林水産省をはじめ、他省庁を含めた研究課題への応募に際しては、各研究所企画連

絡室や本部研究調査部で内容のブラッシュアップに協力するなどしてその獲得に努め、

さらに社会人大学院等のシステムを活用した学位取得を奨励した。また、所内において

は、所内プロ研等を活用した研究資金の重点配分に努めるなど競争的環境の醸成を進め

た。 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

（所  見） 
・旧水研だけでも膨大な組織であるうえに２機関が加わった。おそらく現状においても

組織としての適正規模をこえた研究機関になっていよう。とすれば、今後、さらに効率

的な業務運営を進めるためには、「集権」とともに、権限を下部に委譲する「分権」が

不可欠である。 
・公募によるプロジェクト研究について積極的な提案・応募がみられ、主導的な役割を

果たしている。 

・センター内における運営費交付金プロジェクト研究の課題採択に当っては、もっとス

ピードアップが必要ではないか。            

・外部資金獲得への努力、取り組みを評価する。                  

・研究センターの性質上、「研究のための研究」にとどまらず、研究成果が漁業ならび

に国民の“魚食”に反映されるための研究も必要と思われる。そのために民間からの委

託研究なども受け入れて実施していることは評価できる。 
 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

小野委員・土井委員・吉武委員 



 

 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ３ 調査・研究支援業務の効率化及び充実・高度化 
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

  ２０／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

 

自己評価結果 
 

（備  考） 

・総合企画室において、中長期的観点から業務の効率化についての検討を行い、本部内に

担当理事の下、船舶、施設、機械等の八つの WG を設置した。船舶については、１５年

１０月以降新たに加わった開発調査部の用船を含めた法人全体の平成１６年度調査船調

査計画について、同一航海での多目的調査実施も含め研究調査部において一元的に調整及

び取りまとめを行った。さらに、船舶ＷＧにおいては、船舶運航費の節約の観点から、ド

ック、燃油契約の本部一括化を行い、１５年１０月から１６年３月までの６ｶ月間で約８

００万円程度の経費を節減した。また、中長期的観点から、将来的な調査船業務のあり方

及び代船建造計画の設計について検討を進めている。 
・施設及び機械に関しては、他法人、地方公共団体試験研究機関、大学等外部の利用を促

進を図った。この結果１５３件（１５４件）の外部利用が行われた。 
・北光丸の代船建造を３カ年計画（平成１４～１６年度）で実施している。 
・研究情報では，ASFA データベースへの入力（９７２件（目標８００件），昨年１,
８２９件），研究成果情報の HTML 化によるデータベースの構築，FRESCO システ

ムの充実等の既存データベースへの入力を行うとともに，水生生物データベースの

検索速度を改良し，ホームページ等を通じての国民へのサービス向上に努めた。ま

た，研究所・部間でイントラネットの接続リンクによる情報交換を開始した。 
・「栽培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国）」の本編及び資料編を整理し、刊行した。

また、「栽培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国）」を取りまとめ、ホームページで公

開するとともに、データベースとして管理し、データの効率的利用を図った。 
・図書業務では，約１８０の購読雑誌のうち，３４誌について電子ジャーナル化を行い，

効率化及び経費節減に努めた。また， ALIS への遡及入力に努めるとともに，複写依頼サ

ービス等については国立情報学研究所の ILL 複写料金等相殺システム事業に参加して手

続きの簡素化を図る。書庫の合理的利用のために，中央水研と２つの部署との間でデポジ

トリィを実施した。 
・重点支援研究員制度には平成１１年度から積極的に応募し、１５年度には延べ１２人が

支援研究者として従事した。また、漁獲物・胃内容物・プランクトン等の同定・測定、漁

獲統計データ入力、分析試料の作成・解析、潜水調査等の研究業務や機器の保守管理業務

について、外部委託を行った。 



 

 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・８つのＷＧによる業務効率化は充分に評価できる。実効をあげることを期待する。 
・船舶、施設、機械等の効率的活用面で進展がみられる。とくに研究調査船に関する調査

計画の一元的管理体制が出来たことは評価できる。また船舶の効率的活用、経費節減で相

当の努力がみられる。 

・研究情報、研究成果の研究所間の情報交換・公表に積極性が出て、研究体制の効率化、

高度化に進展がみられる。                 

・船舶・設備等の効率的活用のための方策が考えられているようだが、調査船の安全性

を確保するための経費は十分維持してほしい。 

・他法人・他の研究機関の施設利用はさらに促進すべきである。 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

小野委員・土井委員・吉武委員 



 

 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ４ 調査・研究の連携と協力の推進 
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

  ２０／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 
 

（備  考） 

・各種の連絡会や試験研究推進会議等を通じて官民の試験研究機関との間での連携及び情

報交換等を密にし、また、連携大学院制度の活用や共同研究の実施による研究者交流の促

進により、調査・研究の効率化・活性化を図った。 

・PICES や UJNR 水産増養殖専門部会への対応についても、事務局活動をはじめ、積極的

に対応した。 

・推進会議や各種事業に積極的に対応し公立機関等が実施する研究等への協力を行った。 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・旧水研だけでも膨大な組織であるうえに２機関が加わった。おそらく現状においても組

織としての適正規模をこえた研究機関になっていよう。とすれば、今後、さらに効率的な

業務運営を進めるためには、「集権」とともに、権限を下部に委譲する「分権」が不可欠

である。 
・他機関との連携、協力面が一層進み、研究の効率化・活性化が進んでいる。センターが

日本を代表する最大の研究機関であることの自覚を全員が持ってもらいたい。 
・成果を上げている PICES や UJNR での研究発表に対する諸外国の反応や対応などにつ

いても公表に努められたい。 
・公立機関のみでなく、さらに漁業者とも水産資源の現況等に関する情報交換等に努めら

れたい。 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

小野委員・土井委員・吉武委員 



 

 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ５ 管理事務業務の効率化  
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

  １２／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 
 

（備  考） 

・会計システムについて入出力の際の操作性を向上させ、またデータの利活用を容易にす

る等改善を図ることにより、業務の効率化を図った。 

・統合を契機に新たに加わる業務部門を含め、管理事務にかかる内部規定の見直しを行い

統合後の組織に対応した業務の効率的実施の確保に努めた。 

・改正センター法の規定により追加された業務に係る管理事務業務については、区分経理

の整備及び給与支払一本化等統合後の事務処理の効率化を図った。 

・本部事務所の統合に向けて統合事務所検討チームを設置し、所要の検討を行い、移転先

の決定等を行った。 

・総合企画室を設置し、法人をとりまく情勢の把握分析、各種の中長期的目標設定にかか

る検討、中期目標に定める各種業務の円滑な実施等に対応し得る体制を整備することによ

り、法人としての戦略的・中長期的な企画立案機能を強化した。また、企画官と監査官と

の連携により内部監査体制の強化を図った。 

・管理事務業務に従事する職員については必要に応じて併任発令を行うなど、業務運営の

効率化に努めた。 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・旧水研だけでも膨大な組織であるうえに２機関が加わった。おそらく現状においても組

織としての適正規模をこえた研究機関になっていよう。とすれば、今後、さらに効率的な

業務運営を進めるためには、「集権」とともに、権限を下部に委譲する「分権」が不可欠

である。 
・会計事務処理の一元化・簡素化に対する積極的な取り組みがみられる。 
 

 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

小野委員・土井委員・吉武委員 



 

 

 
別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ６ 職員の資質向上   
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

  １２／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 
 

（備  考） 

・研修計画を定め、各種の研修に職員が参加するよう取り組んだ。 

・研究管理職員研修９名、数理統計短期集合研修１名、行政情報システム利用講習３名、

幹部研修１名、新会計基準セミナー７７名等の研修に取り組むとともに、受講料等の予

算措置をするなどし、衛生管理者講習、クレーン運転技能講習等１７種類の資格取得講

習に４０名を参加させ、職員の資質向上を図った。 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・水産総合研究センターの内部及び県（水試等）、大学との積極的な人事交流を進めら

れたい。また、民間研究機関との交流などは有益と考えるので検討されたい。 
・ともすれば研究者が優先される中で、一般職員や船舶職員に対する研修が行われてい

ることは評価できる。                     

・業務のＩＴ化で、従来と職務内容は変化しているはずであるが、情報関係の資格取得

以外に一般職職員の資質向上に努められたい。 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

小野委員・土井委員・吉武委員 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置  

 １ 試験及び研究、調査並びに技術の開発 

 （１）水産資源の持続的利用のために調査研究の高度化  
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

  ５．１／１００ 
 

ラ ン ク 
 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 

（備  考） 

・スケトウダラ、マアジ等をモデル魚種とするプロジェクト研究、中央水研、遠洋水研等

による解析手法のレビュー や改善、及び水工研による機器開発等により予定どおりに研

究が進捗した。 
・海域ごとに海区水研が課題に取り組み、計画どおりの成果をあげた。 
・主要水産資源の生物特性把握の一環としてスケトウダラ及びカレイ類について取り組ん

だが、分布の経年変化が明らかとなったものの、当初計画した水温変動との関係分析まで

には至らず、中課題（キ）の総合的評価はＢ評価となった。 
 

ラ ン ク 
 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

（所  見） 
・この調査研究は短期間に突出した成果を出すというより長期的視野の中で着実に進歩さ

せるべき性格を持っている。さらに、国民にとって重要なこの研究に関して、水研は日本

における中心的役割を果たすべき立場にある。このような見地から判断すると、各水研は

着実な成果を出し、１５年度計画に対して十分な実績を示している。 
・我が国周辺海域における水産資源は、一部の魚種を除いて厳しい水準にあると考えられ

る。このため、水産資源の持続的利用のためには、資源を的確に管理する手法の開発が求

められているが、これに関する調査研究は着実に進捗していると評価する。 
・我が国水産業の振興発展のために、資源の管理は一層重要度を増すと思われるので、研

究の充実を期待する。                  
・調査研究は順調に推進されている。水産資源変動は短期から数 10 年の長期にわたるた

め、資源変動のプロセス解明と同時に長期の変動を追跡するための息の長い調査研究を希

望する。                         
 
 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

白木原委員・岩田専門委員・安田専門委員 



 

 

 
別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置  

 １ 試験及び研究、調査並びに技術の開発 

 （２）水産生物の機能の解明及び積極的な資源造成と養殖技術の高度化 
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

  １２．１／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 

 

（備  考） 

・水産生物の機能・形態及び水産生物遺伝資源に関する基礎的先導的研究を順調に進めて

いる。  
・増養殖魚介類の高度飼養技術及び養殖場環境保全技術開発に向けて順調に進捗してい

る。 

・我が国周辺海域及び内水面における資源培養技術の高度化研究を推進している。  

 

 

ラ ン ク 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 
（所  見） 
・先導性・斬新性を要求される基礎研究の色彩が強い課題であり、実際にその要求を満た

す実績が得られている。自己評価がＳ評価となった小課題の数が多いことも理解できる。

大学等他機関との共同研究を一層強化して、研究の進展を期待したい。 
・減少した水産資源を回復させるためには、人為的な資源造成が不可欠であり、これに対

応する研究、技術開発が順調に進んでいると評価する。 
・遺伝子レベルでの基礎的・先導的研究は急速に進捗しているので、今後は得られた成果

の他分野での活用等も検討されたい。            
・シラスウナギの養殖技術の開発を初めとして画期的な成果が得られ順調に計画が推進さ

れている。                        

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

白木原委員・岩田専門委員・安田専門委員 

 



 

 

 
別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置  

 １ 試験及び研究、調査並びに技術の開発 

 （３）水域生態系の構造・機能及び漁場環境の動態の解明とその管理・保全技術の 

   開発  
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

  １１．６／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 

 

（備  考） 

・海域においては生態系モニタリング調査を行い、現況の把握に努め、それらの解析から

海域の特性や解明を順調に続けている。内水面では、イワナ・アユ等の生態調査が順調に

進捗し、コクチバスの駆除技術開発が完了した。 

・漁業への影響が懸念される有毒プランクトンについて、発生機構の解明とその軽減化に

向けて順調に進捗している。また、有害物質の安全確認と物質循環過程の解明に向けて順

調に進捗している。 

 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

 

 

ラ ン ク 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 



 

 

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお 

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・昨年度の自己評価と比べて進捗したこととして、コクチバスの駆除技術開発完了が指摘

されている。 
生態系に関する大課題アは海洋環境モニタリング、データベースシステムの開発と公

開、海域別の海洋環境の変動特性と生物生産構造、内水面での生産力回復技術開発と多岐

にわたる内容を含むが、それぞれの業務は順調に進捗している。人為的環境インパクトに

関する大課題イは人間生活に関わりの深い水域の環境保全という国民が関心を持つ課題

である。４つの中課題いずれも業務は順調に進捗している。      
・水産資源の変動解析精度を向上させるためには、生物学的研究と合わせて海洋変動等物

理学的アプローチが不可欠であるが、両者を連動させた調査、研究が着実に実施されてい

ると評価する。 
・水域生態系や漁場環境に関する調査・研究は他の試験研究機関との連携が重要であり、

役割分担を明確化しながらより連携を強化していく必要がある。 
・世界最高水準の稚魚輸送モデル開発や世界的に高く評価される鉄散布実験など画期的な

成果が得られ、計画は順調に進んでいる。資源変動に関連する海洋変動は短期から数 10

年の長期に及ぶため、海洋変動のプロセス解明と同時に長期の変動を追跡するための息の

長い調査研究を希望する。                 
 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

白木原委員・岩田専門委員・安田専門委員 



 

 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置  

  １ 試験及び研究、調査並びに技術の開発 

  （４）水産業の安定的経営と漁業地域の活性化のための研究の推進 
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

    ２．５／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 

 

（備  考） 

・漁船漁業の安全性・省力化の推進、沿岸域の物理環境の把握、藻場生物の定量、漁港の

水域環境改善、新型魚礁の開発、漁港の労働条件の把握、まぐろ供給面の分析、沖合底び

き網漁業の経営データ分析、産地集出荷拠点実態調査、観光底曳きの実施条件把握、水産

業活力各種指標の選定などを行った。 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価 

 

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

（所  見） 
・水産業の持続のために着実に継続されるべき研究である。採算性を考慮した漁船設計、

物理環境が海藻群落に及ぼす影響のモデリングと検証、高層魚礁の設計と施工、水産業活

力指標の作成と分析など、計画に見合った実績が示されている。  
・漁業振興や漁業経営の安定に、漁船の省力化や漁場造成等漁業基盤の整備は重要であり、

これらに関する試験研究は順調に進められていると評価する。 
・公共事業に対する厳しい眼をふまえ、より効果のある事業執行が求められており、科

学的データの収集解析手法の確立に向けて努力されたい。  
          

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

白木原委員・岩田専門委員・安田専門委員 



 

 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置  

  １ 試験及び研究、調査並びに技術の開発 

  （５）消費者ニーズに対応した水産物供給の確保のための研究の推進  
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

    ３．２／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 

 

（備  考） 

・水産物は他の食品と比べて品質の劣化速度が速く、また、微生物的劣化も陸上動植物と

は異なる。そのため、水産物の品質と安全性の評価及び品質保持、安全性確保に関する技

術開発を進めている。 

 また、地球上の水圏生物が生成する物質を多面的かつ高度に利用し、さらに水産加工残

滓のような廃棄資源をリサイクル利用するための技術開発として、魚介藻類中の機能成分

の探索とその特性の把握、健全な食生活構築のための食品成分の生体調節機能の解明を推

進している。 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・水産物の品質・安全性・原産地特定に関する大課題は、消費者ニーズによく対応してい

るし、それぞれの中課題の業務は順調に進捗している。低・未利用資源活用に関する大課

題でも業務は順調である。                   
・食の安全・安心への関心が高まっている状況の中で、水産物の安全性や品質保持の技術

開発は喫緊な課題であるが、着実に進捗していると評価する。 
・水産資源が減少傾向にある現在、水産業振興を図るためには、未利用資源や加工残滓

の活用がクローズアップされており、これらの技術開発をより充実する必要がある。 
          

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

白木原委員・岩田専門委員・安田専門委員 

 



 

 

 
別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置  

 １ 試験及び研究、調査並びに技術の開発 

 （６）国際的視野に立った研究の推進   
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

  ３．９／１００ 
 

ラ ン ク 
 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 

（備  考） 

・複数個体同時追跡超音波システムや照度温度等の情報記録型標識等のハイテク機器を

用いたまぐろ類の生態研究、まぐろ類、鯨類、いか類の年齢形質の特定と齢査定技術の向

上、アカイカやオキアミの分布と海洋環境との関係、体長を用いた資源評価初期モデルを

開発などで成果を上げ、順調に進捗している。 

・複数の定線観測の結果を解析し、親潮中層流量の季節変動と季節風の関係や亜寒帯循環

との関係を見いだした。また、CO2 循環における生物の役割を把握するため、円石藻・コ

ンブ類・ガラモ場やアラメ場等の藻場・造礁サンゴ類についての解析を行い、順調に進捗

している。 

 

 

ラ ン ク 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・広域性資源研究に関する大課題では、情報の不確実性を考慮したミナミマグロの管理方

式の開発など進展が認められる。地球規模の環境変動に関する大課題では、物理海洋デー

タベースの整備と各種データ解析など、業務が順調に進捗している。 
・カツオ・マグロ類や鯨類等は国際的な資源管理制度が定着してきており、我が国の立場

を主張するための裏付けとなる調査・研究が順調に進捗していると評価する。 
・地球規模での海洋変動把握は、世界的に注目されている地球温暖化への判断材料とな

るものであり、ＣＯ２循環を含めてデータ収集に努められたい。 
・マグロに関連した広域の生態/環境研究、冬季の厳しい状況下での調査などが順調に進

捗している。                       
 
 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

白木原委員・岩田専門委員・安田専門委員 



 

 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置  

 １ 試験及び研究、調査並びに技術の開発 

 （７）栽培漁業に関する技術の開発   

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

６．６／１００ 

   
 

ラ ン ク 
 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 

（備  考） 

・重要海産魚介類について、親魚では養成技術と成熟技術の開発及び効率的な採卵技術の

開発を、また健全な種苗の飼育技術の開発では、種苗生産における仔稚魚の飼育環境や餌

料系列の把握により、効率的な飼育管理技術の開発を進めている。餌料生物の効率的培養

技術の開発の進捗は順調である。 

・放流技術の開発では、中間育成技術や新しい標識技術の開発を順調に進め、放流効果の

実証試験では、放流試験と市場調査、及びモニタリング手法を組み合わせた技術の開発に

成果を得ている。 

・絶滅の危機に瀕している希少水生生物の増殖技術の開発では、タイマイについて長期養

成と成熟度の把握、及び放流試験による移動分散状況の調査を順調に進めている。 

 

ラ ン ク 
 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

（所  見） 
・本年度から新設された基礎項目である。平均実績 10％以上の向上と明確な数値基準を

中期目標に掲げて、その基準を上回る実績を上げている。一方、このような数値基準自体

は分かりやすいが、安全でおいしい魚介類の持続的供給、栽培漁業と自然環境保全との調

和など国民にとって関心のある事項を全て数値で評価することはできない。水研との連携

を深め、今後はこのような事項に取り組んでもらいたい。     
・我が国栽培漁業は、一部の魚種を除いて技術的問題が完全に解決されておらず、種苗生

産技術開発、放流効果の実証とも一層のレベルアップが求められているが、それに向けて

着実に成果をあげていると評価する。 
特に、食の安心にも配慮した体内標識の開発研究は重要であり、早急に実用化できる

よう今後の研究に期待する。               
・数値目標をほぼ達成または達成しつつあり、技術開発は順調に進んでいる。新しい標識

手法の開発によって、放流効果の定量的評価が進みつつある。 
 
 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

白木原委員・岩田専門委員・安田専門委員 



 

 

 
別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置  

 ２ 海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査等 

 （１）海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査  
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

  ９．１／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 
 

（備  考） 

・海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査のうち、新漁場における漁業生産の

企業化の推進については、まぐろはえなわ、海外まき網、いか釣り、かつお釣りの 5 課題

の調査を実施し、漁場の縁辺的拡大、漁獲物の付加価値向上、効率的な周年操業等の調査

計画が順調に進捗した。 

・また、漁場の生産力の増進及び利用の合理化の推進については、大水深沖合漁場造成開

発事業及び資源管理型沖合漁業推進総合調査として 2 課題の調査を実施し、中層型浮き魚

礁による漁場造成効果、ふぐはえ縄漁業の漁獲特性等の調査計画が順調に進捗した。 

・新漁業生産方式の企業化の推進に係る調査のうち、大中型まき網、沖合底びき網（２そ

うびき、かけまわし）を対象とした 3 課題の調査については、漁獲物の付加価値向上、選

別式漁具の開発等の調査計画は順調に進捗したが、遠洋底びき網に係る調査は計画した底

たてはえ縄の調査が実施できずＢ評価となった。 

・なお、エについては、上記の調査課題毎に調査成果として得られる生産増大効果等を試

算し、運営費交付金に対する費用対効果分析を実施し、分析結果からＢ評価となった遠洋

底びき網の調査内容見直しに活用した。 

 

 

 

 

上記自己評価

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 



 

 

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・本年度から新設された基礎項目である。遠洋底びき網に関する調査の自己評価は対象水

域への入域ができなかったためにＢとなっているが、やむを得ない理由があればＢとする

必要はない。また、生産実績が目標を下回った場合もあるが、この点も問題としない。海

洋水産資源開発促進法によって資源の開発と利用の合理化のための調査を行うことにな

っているが、資源の枯渇が広く認識されるようになった現在、利用の合理化や資源の持続

的利用により焦点をあてた調査を行ってもらいたい。       
・遠洋・沖合漁業が対象とするカツオ・マグロ類、イカ類、底魚類等に対する調査はほぼ

計画どおり進捗していると評価する。 

・大中型まき網漁業の生産コスト削減による経営安定は、資源管理上も重要であり、よ

り効果的な生産システムの開発に努められたい。      

・目標に近い成果を挙げ順調に進展しつつある。資源、海洋部門との連係をはかり、水研

センター全体の調査研究にも寄与することを希望する。    

 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

白木原委員・岩田専門委員・安田専門委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置  

 ２ 海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査等 

 （２）海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する情報及び資料の収集及び提供 
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

  ０．９／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 
 

（備  考） 

・旧開発センターの調査成果を含め、全ての開発調査報告書 593 編、開発ニュース 306
編、広報誌 63 編を電子ファイル化した。 

・調査船の操業漁獲日報を関係漁業団体、船主、大学等に配付した。 

・所蔵資料 34,137 件のうち 71％の電子検索を可能とした。 

・H14 開発ニュース(速報)14 編、H14 開発調査報告書 13 編他を刊行し、関係機関に配布

した。また、事業現地検討会等において調査結果を報告して成果の普及を図った。 

・農林水産祭等に 4 件出展参加するとともに、広報誌 3 編を刊行した。また、展示・資料

室の通年一般公開を行い、814 件の利用があったほか、魚類のはく製等の視聴覚素材の貸

し出し 149 件、新聞・テレビ局等のマスコミ取材への対応 65 件を実施した。 

・JAMARC ホームページを開設し、10 月以降 20,730 件のアクセスがあった。また、調査

結果の概要 13 件をホームページに掲載した。 

 

 

 

 

上記自己評価

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 



 

 

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・本年度から新設された基礎項目である。どの個別指標も評価指標（評価の基準）を満た

している。                          
・海洋水産資源の開発・利用の合理化に関する情報・資料の収集・提供に関しては、計画

どおり進捗していると評価する。 
・水研センターへの統合により、情報・資料の共有化が図られてきているが、有効活用

を目指して今後も不断の見直しを期待する。       
・順調に進展している。調査データについては可能な限り公開し、有効利用されることを

希望する。                        

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

白木原委員・岩田専門委員・安田専門委員 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置  

  ３ 専門分野を活かした社会貢献等 
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

   ３０／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 
 

（備  考） 

・産業上影響の大きいプランクトンや病原生物等の分析鑑定、資源管理・海洋測器・魚病

診断等の講習、国及び団体の要請による講師の派遣、連携大学院生・特定交流協同研究員

の受け入れ、JICA や SEAFDEC 等の要請に応じた海外への研究者派遣に積極的に対応し

た。 

・日本水産学会の評議会をはじめ関係省庁・漁業団体等の委員会にも職員を派遣した。遺

伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく立入

検査等については、内部規程の整備等を行った。委託事業に積極的に対応して行政施策の

推進に貢献するとともに、水産生物遺伝資源試料の収集でも可能な限り対応した。 

 

 

 

 

上記自己評価

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 



 

 

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・個別指標ごとの評価を、自己評価と同じく、全てＡとする。「野生水産生物多様性保全

対策事業」は社会貢献の面から重要な事業の１つであり、今後の調査研究の充実を期待す

るとともに、関連する調査などを行っている他省庁や大学など他機関と歩調を合わせるこ

とも考慮してもらいたい。                   
・水産関係では国レベルで唯一の試験研究機関として、専門分野を活かした対応により、

我が国水産業がかかえる問題点の解決に向けて大きく貢献したと評価する。 
特に、コイヘルペスや大型クラゲ等突発的事態の発生に対しては、関係機関と連携し

た取組を迅速、的確に進めており、漁業者や国民から、信頼される試験研究機関として

努力したことを高く評価する。                  
・順調に進んでいる。優秀な水産、海洋研究者を多数擁する水研センターにおいて、広く

また活発に諸活動に参加活躍されることを希望する。     

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

白木原委員・岩田専門委員・安田専門委員 

 
 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置  

  ４ 成果の公表、普及・利活用の促進  
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

   １５／１００ 

 

 

 

 

自己評価結果 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 



 

 

 
 

（備  考） 

・得られた研究成果は学術誌、センター研報４回発行、学術誌等を活用して積極的に

発表（論文公表 301 編で 0.81 編／人：目標 0.85 編／人）したほか、センター主催の「コ

イヘルペスウイルス病に関する国際シンポジウム」等の開催（５回開催：目標１回）、

単行本・マニュアルの発行（執筆寄与編数 8.5：目標７編）、特許等出願（９件：目標

７件）を行い、これらについて、プレスリリース、広報誌、センターホームページを

通じて積極的に広報した。また、「海と魚の謎を求めてー研究者達の挑戦」と題した

研究成果発表会や、水産庁との共催で「地域水産加工技術セミナー」を八戸市と下関

市で開催した。 

・技術開発業務の成果は「栽培漁業センター技術報告」として３２編を取りまとめ（１

回刊行：目標１回）するとともに論文（１９編：目標１６編）を公表した。また、開

発調査業務の成果は「開発調査報告書」として（１３編他：目標８編）を刊行した。

さらに、体験学習等の教育活動及び一般からの問い合わせ等に対する積極的な広報を

行った。 

・水産庁が行う事業の中で得られた成果は、漁港漁場の施設設計に関しては手引きに

基づいた計算例集の編集を行って貢献した。また、資源評価に関して、ホームページ

やパンフレットを通じて広く一般に広報するとともに、沿海都道府県を対象として、

資源水準の変動の仕組みや資源評価の必要性等に関する説明会を実施した。 

・ホームページについては、内容の見直しリニューアルを行い年間（103,000 件：目標

100,000 件以上）のアクセスがあった。 

・各研究所及び支所等における一般公開や、養殖研究所日光支所の観覧業務を通じて、

水産研究所の研究業務を広く一般に広報した。また、海洋水産資源開発展示・資料室

では通年一般公開を実施した。 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・多くの個別指標に設定された数値目標をおおむねクリアしているが、最も注目すべ

き数値目標である一人あたりの論文数（0.81 編／人）は目標の 0.85 編／人を下回って

いる。この数値はすぐに修正できる性格のものでないが、個々の研究者が研究業績を

あげやすいような環境作りをお願いしたい。       
・論文公表、特許等の出願等成果の公表、普及・利活用に関しては、多くの指標で目

標を上廻った実績をあげており、順調に進捗していると評価する。 
・特に緊急課題に関する国際シンポジウムの開催は、適時的確な対応であり、高く評

価する。                       
・成果の公表は順調に進んでいるが、論文公表が若干目標を下回った。論文作成には

ある程度の時間が必要なので、その対策を希望する。論文などの出版と並び、水研セ

ンターの充実した調査によって得られた調査・観測データは人類の資産である。調査

・観測への評価は低くなりがちであるので、この点に配慮され、より一層のデータの

公開を希望する。                     
 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

白木原委員・岩田専門委員・安田専門委員 



 

 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第３ 予算（人件費の見積りを含む）収支計画及び資金計画 

   １ 予算及び収支計画等  
 （１）経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取り組み 

 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

   １６．７／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 取り組みは十分であった 

 Ｂ ： 取り組みは概ね十分であった 

 Ｃ ： 取り組みは不十分であった 

 

 

 

自己評価結果 
 

（備  考） 

・一般管理費について前年度比２％削減を目標として取り組み、こまめな消灯や裏紙の使

用、ペーパーレス化に努める等により達成した。 

業務費は研究用機械の購入にあたり、仕様の見直しや機種の選定に工夫することにより節

減を実施、国より要請のあった大型クラゲ対策等の緊急対策に必要な研究用機械を購入す

るなどし対応した。 

 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 取り組みは十分であった 

 Ｂ ： 取り組みは概ね十分であった 

 Ｃ ： 取り組みは不十分であった 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・さらに大世帯の法人になったため、一人一人の節約姿勢が大きな成果を生むと考えられ

る。継続的努力が重要です。               

・経費節減の取り組みは評価できる。             

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

会田委員・小坂委員・安成専門委員 



 

 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第３ 予算（人件費の見積りを含む）収支計画及び資金計画 

   １ 予算及び収支計画等  
 （２）法人運営における資金の配分状況 

 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

   １６．７／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 効果的な資金の配分は十分であった 

 Ｂ ： 効果的な資金の配分は概ね十分であった 

 Ｃ ： 効果的な資金の配分は不十分であった 

 

 

 

自己評価結果 
 

（備  考）  
・法人運営における資金の配分について、人件費は必要最低限の配分に、管理運営費は査

定により削減し、事業費は研究課題の重点化及び予算査定を通じて効率化を図るなど、法

人全体が効率化を図れるよう資金の配分を行った。 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 効果的な資金の配分は十分であった 

 Ｂ ： 効果的な資金の配分は概ね十分であった 

 Ｃ ： 効果的な資金の配分は不十分であった 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・きめ細かな取り組みが感じられる。              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

会田委員・小坂委員・安成専門委員 



 

 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第３ 予算（人件費の見積りを含む）収支計画及び資金計画 

   １ 予算及び収支計画等  
 （３）施設及び船舶整備計画 

 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

   １６．６／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 改善の成果は十分であった 

 Ｂ ： 改善の成果は概ね十分であった 

 Ｃ ： 改善の成果は不十分であった 

 

 

 

自己評価結果 
 

（備  考） 

・施設整備に関しては、平成１４年度補正予算により西海区水産研究所における測定・標

本棟の新築工事及び平成１５年度予算により栽培漁業センターにおける飼育棟新築その他

工事（志布志栽培漁業センター）外１２件を行った。その結果、上記の２事例について、

①標本の保存と迅速な検索が可能となるとともに、高精度な遺伝学的分析を含め効率よく

標本を測定することができるようになり、②レプトケファルス型魚類の栽培漁業技術開発

関連の基礎的な知見の収集が可能となるなどの機能が確保された。 
・船舶に関しては、研究体制の強化のため、北海道区水産研究所所属の北光丸の代船建造

を３カ年計画（平成１４～１６年度）で実施している。 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 改善の成果は十分であった 

 Ｂ ： 改善の成果は概ね十分であった 

 Ｃ ： 改善の成果は不十分であった 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・具体的な効果が上がっており、十分評価出来る。 

・研究、調査に不可欠である船舶の整備を引き続き工夫して行ってもらいたい。 

・新たな法人が加わったことによる連携・知識・研究の共有化は、最初はギクシャクする

に違いないと思うので、円滑化のための工夫をして、確実に統合による相乗効果が得られ

るよう努力してほしい。                  

 

 

 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

会田委員・小坂委員・安成専門委員 



 

 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第３ 予算（人件費の見積りを含む）収支計画及び資金計画 

   ３ 外部資金の獲得  
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

   ３０／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 取り組みは十分であった 

 Ｂ ： 取り組みは概ね十分であった 

 Ｃ ： 取り組みは不十分であった 

 

 

 

自己評価結果 
 

（備  考） 

・農林水産省、文部科学省、環境省等の公募型プロジェクト研究に積極的に応募し、外部

資金を獲得した。 

・水産庁等が実施する事業について、課題の提案に努め、予算化された課題に対しては積

極的に対応し、外部資金を獲得した。 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 取り組みは十分であった 

 Ｂ ： 取り組みは概ね十分であった 

 Ｃ ： 取り組みは不十分であった 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・外部資金の獲得への努力とその成果は十分であると考えられ、取り組みを評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

会田委員・小坂委員・安成専門委員 



 

 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第３ 予算（人件費の見積りを含む）収支計画及び資金計画 

   ４ 自己収入の安定的な確保  
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

   １０／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 取り組みは十分であった 

 Ｂ ： 取り組みは概ね十分であった 

 Ｃ ： 取り組みは不十分であった 

 

 

 

自己評価結果 
 

（備  考） 

・開発調査等の経理及び漁獲物の販売にかかる業務を行う販売経理課を経理施設部に設置

した。 

・漁獲物の販売については、市場、組合、問屋等への販売委託契約により実施し、各調査

船の漁獲物水揚げ時に製品状態、重量等の立ち会い検査を行い、売り払いの適正化を図っ

た。 

・計画した漁獲物による販売収入１，１５４百万円に対し、Ｈ１５年度実績として１，２

１０百万円が確保された。 

（参考） 
・Ｈ１５年度立ち会い検査回数 ２１回／水揚げ２４２回（９％） 

・Ｈ１５年度立ち会い検査金額 ７４０百万円／販売収入１，２１０百万円（６１％） 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 取り組みは十分であった 

 Ｂ ： 取り組みは概ね十分であった 

 Ｃ ： 取り組みは不十分であった 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・工夫のあとが見られ、成果も十分であり、一層の努力を期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

会田委員・小坂委員・安成専門委員 



 

 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第３ 予算（人件費の見積りを含む）収支計画及び資金計画 

  ５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

  １０／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して処分等が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して処分等が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して処分等が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 
 

（備  考） 

・西海区水産研究所（長崎市多以良町）の移転整備により、旧西海区水産研究所（長崎市

国分町）の建物（附属設備及び構築物）及び桟橋を平成１５年１２月１日に長崎県へ無償

譲渡した。 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して処分等が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して処分等が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して処分等が遅れている 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・計画に基づき、譲渡ができ、順調に進捗している。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

会田委員・小坂委員・安成専門委員 



 

 

別表２ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

基 礎 項 目 名       
 

第４ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 人事に関する計画（人員及び

人件費の効率化に関する目標を含む。） 
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

  １００／１００ 
 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 

 

 

 

自己評価結果 
 

（備  考） 

・統合メリットを生かした本部各業務部門の組織の再編を行うため、本部事務所の統合移

転を実施する方針を決定した。また、新たに追加された業務部門を含め、業務の効率化に

向けて全面的な見直しを行うため、８の WG ワーキンググループを設置し効率化に関する

検討を行った。 

・法人統合後のセンターの運営を円滑に進めるため、総合企画室を設置し、総務部、経理

施設部に加え、研究調査部、栽培漁業部、開発調査部の３部を置き、業務体制を整備した。 

・水産研究所においては、瀬戸内海区水産研究所において部の大型化を進め、養殖研究所

ではグループ・チーム制を取り入れ、柔軟に研究課題に対応する体制を整備した。また、

社会的問題となった有明海のノリ問題に対応するため、西海区水産研究所内に有明海・八

代海漁場環境研究センターを設置した。 

・平成１５年度において５名（一般職１名、船舶職１名、研究職３名）の効率化減を行っ

た。 

・国家公務員採用試験制度の活用により１１名（研究職Ⅰ種４名、一般職Ⅲ種７名）を採

用した。また、Ⅰ種試験採用職員では補充が困難な分野において広く公募を行い、研究職

３名の選考採用を行った。 

・研究員の流動性を図る観点から任期付研究員任用について制度を定め、６名の若手育成

型任期付任用を実施した。 

・センター法の改正に伴い新たに追加された開発調査及び栽培漁業に関する技術の開発の

業務を遅滞なく実施するため、専門的知識を有する職員等の選考採用を行った。 

・外部の研究者を積極的に受け入れ、研究活動の活性化を図る観点から、国立大学（九州

大、東北大、東京海洋大、岡崎国立共同研究機構）、独立行政法人（国際農林水産業研究

センター）及び県（徳島県）との人事交流を行った。 

 

 

 

 

上記自己評価

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 

 Ｃ ： 計画に対して業務が遅れている 



 

 

に対する評価

委員会におけ

る検証 

 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

（所  見） 
・水産総合研究センターの内部及び県（水試等）、大学との積極的な人事交流を進められ

たい。また、民間研究機関との交流などは有益と考えるので検討されたい。 
・「効率化」ワーキンググループのほか、新に総合企画室が設置され、業務運営が軌道に

乗ってきた。それに伴う人員計画も順調に進んでいる。      

・ＩＴ化による業務効率化を図るとともに、人的資源については業務の重要度を考慮した

配置を検討されたい。 

                           

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

小野委員・土井委員・吉武委員 

 



別表３ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

中項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

評 価 対 象       

項 目 名       

 

第２ 国民に対して提供するサ－ビスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する 

    ためとるべき措置 

    １ 試験及び研究、調査並びに技術の開発 
 

基  礎  項  目  名 
 

ラ ン ク 
 

ウエイト 
 

（１） 水産資源の持続的利用のための調査研究の高度化 
 

   Ａ 
 

5.1/45 

 

（２）  水産生物の機能の解明及び積極的な資源造成と養殖技術 

      の高度化 

 

   Ａ 
 

12.1/45 
  

 

（３） 水域生態系の構造・機能及び漁場環境の動態の解明とその

   管理・保全技術の開発 

 

   Ａ 
 

11.6/45 
  

 

（４） 水産業の安定的経営と漁業地域の活性化のための研究の推

   進 

 

   Ａ 
 

2.5/45 

 

（５） 消費者ニーズに対応した水産物供給の確保のための研究 

  の推進 

 

   Ａ 
 

3.2/45 

 

（６） 国際的視野に立った研究の推進 
 

   Ａ 
 

3.9/45 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 の       

評価結果及び

ウ エ イ ト       

 

（７） 栽培漁業に関する技術の開発 
 

   Ａ 
 

6.6/45 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： Ａの割合が８０％以上（業務が順調に進捗） 

 Ｂ ： Ａの割合が６０％以上８０％未満（業務が概ね順調に進捗） 

 Ｃ ： Ａの割合が６０％未満（業務が遅延） 

 

 

 

 

 

 

評価委員会に 

お け る 評 価       

 

（計 算 式） 
（５．１＋１２．１＋１１．６＋２．５＋３．２＋３．９＋６．６）／４５×１００ 

                                                             ＝１００ ％ 



 

  

 
 

（所  見） 

・我が国周辺海域における水産資源の持続的利用のためには、資源を的確に管理する手法

の開発が求められているが、これに関する調査研究は着実に進捗していると評価する。 
・水産資源変動は短期から数 10 年の長期にわたるため、資源変動のプロセス解明と同時

に長期の変動を追跡するための息の長い調査研究を希望する。 
・先導性・斬新性を要求される基礎研究の色彩が強い課題において自己評価がＳ評価とな

った数が多いことも理解できる。大学等他機関との共同研究を一層強化して、研究の進展

を期待したい。 
・遺伝子レベルでの基礎的・先導的研究は急速に進捗しているので、今後は得られた成果

の他分野での活用等も検討されたい。            
・シラスウナギの養殖技術の開発を初めとして画期的な成果が得られ順調に計画が推進さ

れている。 
・生態系に関する大課題アは海洋環境モニタリング、データベースシステムの開発と公開、

海域別の海洋環境の変動特性と生物生産構造、内水面での生産力回復技術開発と多岐にわ

たる内容を含むが、それぞれの業務は順調に進捗している。    
・水産資源の変動解析精度を向上させるためには、生物学的研究と合わせて海洋変動等物

理学的アプローチが不可欠であるが、両者を連動させた調査、研究が着実に実施されてい

ると評価する。 
・世界最高水準の稚魚輸送モデル開発や世界的に高く評価される鉄散布実験など画期的な

成果が得られ、計画は順調に進んでいる。 
・漁業振興や漁業経営の安定に、漁船の省力化や漁場造成等漁業基盤の整備は重要であり、

これらに関する試験研究は順調に進められていると評価する。 
・食の安全・安心への関心が高まっている状況の中で、水産物の安全性や品質保持の技術

開発は喫緊な課題であるが、着実に進捗していると評価する。 
・カツオ・マグロ類や鯨類等は国際的な資源管理制度が定着してきており、我が国の立場

を主張するための裏付けとなる調査・研究が順調に進捗していると評価する。 
・我が国栽培漁業は、一部の魚種を除いて技術的問題が完全に解決されておらず、種苗生

産技術開発、放流効果の実証とも一層のレベルアップが求められているが、それに向けて

着実に成果をあげていると評価する。 
 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

白木原委員、岩田専門委員、安田専門委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

別表３ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

中項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

評 価 対 象       

項 目 名       

 

第２ 国民に対して提供するサ－ビスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する 

    ためとるべき措置 

    ２ 海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査等 
 

基  礎  項  目  名 
 

ラ ン ク 
 

ウエイト 
 

（１） 海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査 
 

   Ａ 
 

9.1/10 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 の       

評価結果及び

ウ エ イ ト       

 

（２） 海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する情報及び 

     資料の収集及び提供 

 

   Ａ 
 

0.9/10 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： Ａの割合が８０％以上（業務が順調に進捗） 

 Ｂ ： Ａの割合が６０％以上８０％未満（業務が概ね順調に進捗） 

 Ｃ ： Ａの割合が６０％未満（業務が遅延） 
 

（計 算 式） 
 （９．１＋０．９）／１０×１００＝１００％ 

 

 

 

 

 

評価委員会に 

お け る 評 価       
 
（所  見） 
・海洋水産資源開発促進法によって資源の開発と利用の合理化のための調査を行うことに

なっているが、資源の枯渇が広く認識されるようになった現在、利用の合理化や資源の持

続的利用により焦点をあてた調査を行ってもらいたい。       
・遠洋・沖合漁業が対象とするカツオ・マグロ類、イカ類、底魚類等に対する調査はほぼ

計画どおり進捗していると評価する。 

・順調に進展している。資源、海洋部門との連係をはかり、水研センター全体の調査研究

にも寄与することを希望する。 

・海洋水産資源の開発・利用の合理化に関する情報・資料の収集・提供に関しては、計画

どおり進捗していると評価する。 
・調査データについては可能な限り公開し、有効利用されることを希望する。      

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

白木原委員、岩田専門委員、安田専門委員 



 

  

 

 

 

 

 

 

別表３ 

 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

中項目評価票 

  

独立行政法人水産総合研究センター 
 

評 価 対 象       

項 目 名       

 

第３ 予算（人件費の見積りを含む）収支計画及び資金計画 

    １ 予算及び収支計画 

     
 

基  礎  項  目  名 
 

ラ ン ク 
 

ウエイト 
 

（１） 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取り組み 
 

   Ａ 
 

16.7/50 

 

（２） 法人運営における資金の配分状況 
 

   Ａ 
 

16.7/50 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 の       

評価結果及び

ウ エ イ ト       

 

（３） 施設及び船舶整備計画 

  

  Ａ 

 

16.6/50 

 

 

ラ ン ク 

 

 Ａ ： Ａの割合が８０％以上（業務が順調に進捗） 

 Ｂ ： Ａの割合が６０％以上８０％未満（業務が概ね順調に進捗） 

 Ｃ ： Ａの割合が６０％未満（業務が遅延） 
 

（計 算 式） 
 （１６．７＋１６．７＋１６．６）／５０×１００＝１００％ 

 

 

 

 

 

 

評価委員会に 

お け る 評 価       
 
（所  見） 
・経費節減の取り組みは評価できる。さらに、大所帯の法人になったため、一人一人の節

約姿勢が大きな成果を生むと考えられる。継続努力が重要です。 
・きめ細かな取り組みが感じられる。 
・研究、調査に不可欠である船舶の整備を引き続き工夫して行ってもらいたい。     



 

  

 
 

評価委員会水産分科会（委員名） 
 

会田委員、小坂委員、安成専門委員 

 

 



別表４ 
 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

大項目評価票 

  
独立行政法人水産総合研究センター 

 
評 価 対 象       
項 目 名       

 
第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 
基  礎  項  目  名 

 
ラ ン ク 

 
ウエイト 

 
１ 評価・点検の実施 

 
   Ａ 

 
20/100 

  
 
２ 競争的環境の醸成 

 
   Ａ 

 
16/100 

 
３ 調査・研究支援業務の効率化及び充実・高度化 

 
   Ａ 

 
20/100 

 
４ 調査・研究の連携と協力の推進 

 
   Ａ 

 
20/100 

  
 
５ 管理事務業務の効率化 

 
   Ａ 

 
12/100 

 
 

 
 
 
評価結果及び
ウ エ イ ト       

 
６ 職員の資質向上 

 
   Ａ 

 
12/100 

  
 
 
ラ ン ク 

 
 Ａ ： Ａの割合が８０％以上（業務が順調に進捗） 
 Ｂ ： Ａの割合が６０％以上８０％未満（業務が概ね順調に進捗） 
 Ｃ ： Ａの割合が６０％未満（業務が遅延） 

 

 
 
 
 
 
評価委員会に 
お け る 評 価       

 
（計 算 式） 
（２０＋１６＋２０＋２０＋１２＋１２）／１００×１００＝１００％ 
                                       



 

  

 
 
（所  見） 
・旧水研だけでも膨大な組織であるうえに２機関が加わった。おそらく現状においても
組織としての適正規模をこえた研究機関になっていよう。とすれば、今後、さらに効率
的な業務運営を進めるためには、「集権」とともに、権限を下部に委譲する「分権」が
不可欠である。 
・統合による組織改編にもかかわらず、これまでのノウハウを生かした円滑な組織運営
がみられる。 
・公募によるプロジェクト研究について積極的な提案・応募がみられ、主導的な役割を果
たしている。 
・研究調査船に関する調査計画の一元的管理体制が出来たことは評価できる。また船舶の
効率的活用、経費節減で相当の努力がみられる。 
・研究情報、研究成果の研究所間の情報交換・公表に積極性が出て、研究体制の効率化、
高度化に進展がみられる。                 
・成果を上げている PICES や UJNR での研究発表に対する諸外国の反応や対応などにつ
いても公表に努められたい。 
・会計事務処理の一元化・簡素化に対する積極的な取り組みがみられる。 
・水産総合研究センターの内部及び県（水試等）、大学との積極的な人事交流を進められ
たい。また、民間研究機関との交流などは有益と考えるので検討されたい。 
・ともすれば研究者が優先される中で、一般職員や船舶職員に対する研修が行われている
ことは評価できる。                     
・業務のＩＴ化で、従来と職務内容は変化しているはずであるが、情報関係の資格取得
以外に一般職職員の資質向上に努められたい。 

 

 
評価委員会水産分科会（委員名） 

 
小野委員、土井委員、吉武委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表４ 
 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

大項目評価票 

  
独立行政法人水産総合研究センター 

 
評 価 対 象       
項 目 名       

 
第２ 国民に対して提供するサ－ビスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する 
    ためとるべき措置 
 

基  礎  項  目  名 
 
ラ ン ク 

 
ウエイト 

 
１ 試験及び研究、調査並びに技術の開発 

 
   Ａ 

 
45/100 

      
 
２ 海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査等 

 
   Ａ 

 
10/100 

      
 
３ 専門分野を活かした社会貢献等 

 
   Ａ 

 
30/100 

      

 
 

 
 
 
基 礎 項 目 の       
評価結果及び
ウ エ イ ト       

 
４ 成果の公表、普及・利活用の促進  

 
   Ａ 

 
15/100 

 
 
ラ ン ク 

 
 Ａ ： Ａの割合が８０％以上（業務が順調に進捗） 
 Ｂ ： Ａの割合が６０％以上８０％未満（業務が概ね順調に進捗） 
 Ｃ ： Ａの割合が６０％未満（業務が遅延） 

 

 
 
 
 
 
評価委員会に 
お け る 評 価       

 
（計 算 式） 

（４５＋１０＋３０＋１５）／１００×１００＝１００％ 



 

  

 
 
（所  見） 
・我が国周辺海域における水産資源の持続的利用のためには、水産資源を的確に管理する
手法の開発が求められているが、水産資源の変動解析精度を向上させるため、生物学的研
究と合わせて海洋変動等物理学的アプローチの両者を連動させた調査、研究が着実に実施
されているなどこれに関する調査研究は着実に進捗していると評価する。 
 また、水産資源変動は短期から数 10 年の長期にわたるため、資源変動のプロセス解明
と同時に長期の変動を追跡するための息の長い調査研究を希望する。 
・先導性・斬新性を要求される基礎研究の色彩が強い課題において、シラスウナギの養殖
技術の開発を初めとして画期的な成果が得られ順調に計画が推進されているなど、自己評
価がＳ評価となった数が多いことは理解できる。大学等他機関との共同研究を一層強化し
て、研究の進展を期待するとともに、遺伝子レベルでの基礎的・先導的研究は急速に進捗
しているので、今後は得られた成果の他分野での活用等も検討されたい。 
・生態系に関する大課題アは海洋環境モニタリング、データベースシステムの開発と公開、
海域別の海洋環境の変動特性と生物生産構造、内水面での生産力回復技術開発と多岐にわ
たる内容を含むが、それぞれの業務は順調に進捗している。 
・漁業振興や漁業経営の安定に、漁船の省力化や漁場造成等漁業基盤の整備は重要であり、
これらに関する試験研究は順調に進められていると評価する。 
・食の安全・安心への関心が高まっている状況の中で、水産物の安全性や品質保持の技術
開発は喫緊な課題であるが、着実に進捗していると評価する。 
・カツオ・マグロ類や鯨類等は国際的な資源管理制度が定着してきており、我が国の立場
を主張するための裏付けとなる調査・研究が順調に進捗していると評価する。 
・我が国栽培漁業は、一部の魚種を除いて技術的問題が完全に解決されておらず、種苗生
産技術開発、放流効果の実証とも一層のレベルアップが求められているが、それに向けて
着実に成果をあげていると評価する。 
・海洋水産資源開発促進法によって資源の開発と利用の合理化のための調査を行うこと
になっており、利用の合理化や資源の持続的利用により焦点をあてた調査を行ってもら
いたい。 
・遠洋・沖合漁業が対象とするカツオ・マグロ類、イカ類、底魚類等に対する調査はほ
ぼ計画どおり進捗していると評価する。資源、海洋部門との連係をはかり、水研センタ
ー全体の調査研究にも寄与することを希望する。 
・海洋水産資源の開発・利用の合理化に関する情報・資料の収集・提供に関しては、計
画どおり進捗していると評価する。調査データについては可能な限り公開し、有効利用
されることを希望する。 
・コイヘルペスや大型クラゲ等突発的事態の発生に対しては、関係機関と連携した取組
を迅速、的確に進めており、水産関係では国レベルで唯一の試験研究機関として、専門
分野を活かした対応により、大きく貢献したと高く評価する。 
・論文公表、特許等の出願等成果の公表、普及・利活用に関しては、多くの指標で目標
を上廻った実績をあげており、順調に進捗していると評価するが、数値目標である一人
あたりの論文数（0.81 編／人）は目標の 0.85 編／人を下回っていることから、個々の研
究者が研究業績をあげやすいようなように環境作りをお願いしたい。      
 
                       

 

 
評価委員会水産分科会（委員名） 

 
白木原委員、岩田専門委員、安田専門委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

別表４ 
 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

大項目評価票 

  
独立行政法人水産総合研究センター 

 
評 価 対 象       
項 目 名       

 
第３ 予算（人件費の見積りを含む）収支計画及び資金計画 

 
基  礎  項  目  名 

 
ラ ン ク 

 
ウエイト 

 
１ 予算及び収支計画等 

 
   Ａ 

 
50/100 

      
 
２ 短期借入金の限度額 

 
   ― 

 
－ 

      
 
３ 外部資金の獲得 

 
   Ａ 

 
30/100 

      
 
４ 自己収入の安定的な確保  

 
   Ａ 

 
10/100 

      
 
５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、そ
の計画 

 
  Ａ 
 

 
10/100 

 

 
 

 
 
 
基 礎 項 目 の       
評価結果及び
ウ エ イ ト       

 
６ 剰余金の使途 

 
   ― 

 
   ― 



 

  

 
 
ラ ン ク 

 
 Ａ ： Ａの割合が８０％以上（業務が順調に進捗） 
 Ｂ ： Ａの割合が６０％以上８０％未満（業務が概ね順調に進捗） 
 Ｃ ： Ａの割合が６０％未満（業務が遅延） 

 
（計 算 式） 
      （５０＋３０＋１０＋１０）／１００×１００＝１００％        
                         

 
 
 
 
 
評価委員会に 
お け る 評 価       

 
（所  見） 
・きめ細かな取り組みが感じられ、経費節減の取り組みは評価できる。さらに大世帯の
法人になったため、一人一人の節約姿勢が大きな成果を生むと考えられるが、継続的努
力が重要です。 
・研究、調査に不可欠である船舶の整備を引き続き工夫して行ってもらいたい。 
・外部資金の獲得への努力とその成果は十分であると考えられ、取り組みを評価する。 
    

 

 
評価委員会水産分科会（委員名） 

 
会田委員、小坂委員、安成専門委員 

 
 
 
 
 
 

別表４ 
 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

大項目評価票 

  
独立行政法人水産総合研究センター 

 
評 価 対 象       
項 目 名       

 
第４ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 

 
基  礎  項  目  名 

 
ラ ン ク 

 
ウエイト 

 
 人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む
） 

 
   Ａ 

 
100/100 

      
  

    
 
    
      

  
    

 
    
      

 
  

 
    

 
    
      

  
    

 
    
      

 

 
 

 
 
 
基 礎 項 目 の       
評価結果及び
ウ エ イ ト       

  
    

 
    



 

  

 
 
ラ ン ク 

 
 Ａ ： Ａの割合が８０％以上（業務が順調に進捗） 
 Ｂ ： Ａの割合が６０％以上８０％未満（業務が概ね順調に進捗） 
 Ｃ ： Ａの割合が６０％未満（業務が遅延） 

 
（計 算 式） 

１００／１００×１００＝１００％ 

 
 
 
 
 
評価委員会に 
お け る 評 価       

 
（所  見） 
・水産総合研究センターの内部及び県（水試等）、大学との積極的な人事交流を進めら
れたい。また、民間研究機関との交流などは有益と考えるので検討されたい。 
・「効率化」ワーキンググループのほか、新に総合企画室が設置され、業務運営が軌道
に乗ってきており、それに伴う人員計画も順調に進んでいる。      
・ＩＴ化による業務効率化を図るとともに、人的資源については業務の重要度を考慮し
た配置を検討されたい。 
 

 

 
評価委員会水産分科会（委員名） 

 
小野委員、土井委員、吉武委員 

 



別表５ 
 

平成１５年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

総合評価票 

  
独立行政法人水産総合研究センター 

 
項  目  名 

 
ラ ン ク 

 
第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 
Ａ 

 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目 
  標を達成するためとるべき措置 

 
  Ａ 

 
第３ 予算（人件費の見積りを含む）収支計画及び資金計画 

 
  Ａ 

 
 

 
 
 
大 項 目 の       
評 価 結 果       
 

 
第４ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項 

 
Ａ 

 
項   目   名 

 
所       見 

 
①中期計画の「第２－１ 試験及び研究、調査
並びに技術の開発」におけるＳ評価の有無・内
容 

基礎項目としては、Ｓ評価とされた項目は
ない。なお、基礎項目を構成する研究課題
（小課題）において「ウナギ仔魚用飼料・
飼育システムの開発」等の優れた研究成果
があり高く評価できる。 
 
          

 
②財務諸表の内容 

内容において、特に問題とすべき点はな
かった。            

 
③業務運営の効率化への取組状況 

３法人の統合に際し、管理事務部門の効率
化を図るとともに、総合企画室を設置し戦
略的・中長期的な企画立案機能及び内部監
査体制を強化する等積極的な取り組みが
認められる。 

 
④中期計画に記載されている事項以外の特筆
すべき業績 

コイヘルペス病、エチゼンクラゲ問題に
ついて基礎的知見の収集を行うとともに
、国際シンポジウムを開催し諸外国の研
究取組状況の情報交換に努めたことは評
価できる。            

 
 

 
 
 
 
 
そ の 他 の       
 
検 討 事 項       

 
 
⑤災害対策等緊急的業務への対応状況 

コイヘルペス病、エチゼンクラゲ問題及
び十勝沖地震・宮城県沖地震による水産
関係施設被害調査への緊急かつ適切な対
応が認められる。 
            

 

 
 
 
 

 
 
ラ ン ク 

 
 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 
 Ｂ ： 計画に対して業務が概ね順調に進捗している 
 Ｃ ： 計画に対して業務が遅延している 



 

  

 
 
 
 
総 合 評 価       

 
（所   見） 
・「大項目の評価結果」がすべて「Ａ」と評価されており、計画に対して業務が順調に
進捗していると認められること、また、「その他の検討事項」において特に問題とすべ
き事由がないことから、総合評価を「Ａ」とすることが妥当である。 
・水産関係における国の唯一の研究機関として、県（旧水試）にたいして、また大学に対
して、どのように協調し提携していくか、あるいは分業と協業の関係をいかに築いていく
か、各々の研究分野、地域に応じて自らの役割・位置を確かめることが必要ではないか。 
 もちろん、大学もしくは県のスタンスにも関わる。また、固定的に考えることもないが
、どういう位置関係にあるか、あるいはあるべきかを研究機関として認識しておくことは
重要である。 
 
【第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置】 
・旧水研だけでも膨大な組織であるうえに２機関が加わった。おそらく現状においても
組織としての適正規模をこえた研究機関になっていよう。とすれば、今後、さらに効率
的な業務運営を進めるためには、「集権」とともに、権限を下部に委譲する「分権」が
不可欠である。 
・統合による組織改編にもかかわらず、これまでのノウハウを生かした円滑な組織運営
がみられる。 
・公募によるプロジェクト研究について積極的な提案・応募がみられ、主導的な役割を果
たしている。 
・研究調査船に関する調査計画の一元的管理体制が出来たことは評価できる。また船舶の
効率的活用、経費節減で相当の努力がみられる。 
・研究情報、研究成果の研究所間の情報交換・公表に積極性が出て、研究体制の効率化、
高度化に進展がみられる。 
・成果を上げている PICES や UJNR での研究発表に対する諸外国の反応や対応などにつ
いても公表に努められたい。 
・会計事務処理の一元化・簡素化に対する積極的な取り組みがみられる。 
・水産総合研究センターの内部及び県（水試等）、大学との積極的な人事交流を進められ
たい。また、民間研究機関との交流などは有益と考えるので検討されたい。 
・ともすれば研究者が優先される中で、一般職員や船舶職員に対する研修が行われている
ことは評価できる。                     
・業務のＩＴ化で、従来と職務内容は変化しているはずであるが、情報関係の資格取得
以外に一般職職員の資質向上に努められたい。 
 
【第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置】 
・我が国周辺海域における水産資源の持続的利用のためには、水産資源を的確に管理する
手法の開発が求められているが、水産資源の変動解析精度を向上させるため、生物学的研
究と合わせて海洋変動等物理学的アプローチの両者を連動させた調査、研究が着実に実施
されているなどこれに関する調査研究は着実に進捗していると評価する。 
 また、水産資源変動は短期から数 10 年の長期にわたるため、資源変動のプロセス解明
と同時に長期の変動を追跡するための息の長い調査研究を希望する。 
・先導性・斬新性を要求される基礎研究の色彩が強い課題において、シラスウナギの養殖
技術の開発を初めとして画期的な成果が得られ順調に計画が推進されているなど、自己評
価がＳ評価となった数が多いことは理解できる。大学等他機関との共同研究を一層強化し
て、研究の進展を期待するとともに、遺伝子レベルでの基礎的・先導的研究は急速に進捗
しているので、今後は得られた成果の他分野での活用等も検討されたい。 
・生態系に関する大課題アは海洋環境モニタリング、データベースシステムの開発と公開
、海域別の海洋環境の変動特性と生物生産構造、内水面での生産力回復技術開発と多岐に
わたる内容を含むが、それぞれの業務は順調に進捗している。 
・漁業振興や漁業経営の安定に、漁船の省力化や漁場造成等漁業基盤の整備は重要であり、
これらに関する試験研究は順調に進められていると評価する。 
・食の安全・安心への関心が高まっている状況の中で、水産物の安全性や品質保持の技術
開発は喫緊な課題であるが、着実に進捗していると評価する。 
・カツオ・マグロ類や鯨類等は国際的な資源管理制度が定着してきており、我が国の立場
を主張するための裏付けとなる調査・研究が順調に進捗していると評価する。 
・我が国栽培漁業は、一部の魚種を除いて技術的問題が完全に解決されておらず、種苗生
産技術開発、放流効果の実証とも一層のレベルアップが求められており、それに向けて着
実に成果をあげていると評価する。 
・海洋水産資源開発促進法によって資源の開発と利用の合理化のための調査を行うこと
になっており、利用の合理化や資源の持続的利用により焦点をあてた調査を行ってもら
いたい。 

遠洋 沖合漁業が 象 す グ 類 類 底魚類等 す 査



 

  

 
 
評価委員会水産分科会（委員名） 

 
小野分科会長 

 


